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政策文書等の未来に関する記述の調査  

文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測・政策基盤調査研究センター 

動向分析・予測研究グループ 

  

要旨 

本調査では、文部科学省科学技術・学術政策研究所（以下、NISTEP）が実施する次期

科学技術予測調査（第 12 回科学技術予測調査）の検討に資するため、国内外の政策文

書、報告書等における未来に関する記述を幅広く調査を行った。国内の白書、基本計画、

戦略等に関する文書の他、国外の Foresight に関する文書を対象として、2030 年、2040

年、2050 年の主要年における未来に関する記述を整理したほか、 2025 年から 2070 年まで

の目標値・予測等に関して年表形式で取りまとめたリストを作成した。  

共通的に見られた特徴として、情報化社会の到来とそれに伴う影響について、多くの

機関が着目していることがわかった。例えば、世界の IP トラフィックや ICT 関連機器の

使用電力の増加、メタデータ管理ツールの世界市場規模の成長、メタバースの世界市場の

成長、データ駆動型の材料最適化の市場規模成長、インターネットに接続されるデバイス

の増加等が予測されている。  

 

Title 

A survey of future descriptions in policy documents  

National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT  

Center for S&T Foresight and Indicators  

 

ABSTRACT 

In this survey, we conducted a wide range of research on future-related descriptions in domestic 

and international policy documents and reports to contribute to the review of 12th science and 

technology foresight.  We collected descriptions of the future for key years 2030, 2040, and 

2050 from domestic white papers, basic plans, strategies, and other documents, as well as 

foreign foresight documents, and created a list of targets and forecasts from 2025 to 2070 in 

chronological order.  

 

A common feature found around the world is that many organizations are focusing on the arrival 

of the information society and its associated impacts. For example, forecasts include an increase 

in global IP traffic and power consumption of ICT-related devices, growth in the global market 

for metadata management tools, growth in the global market for metaverses, growth in the 

market for data-driven materials optimization, and an increase in devices connected to the 

Internet.  
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１． はじめに 

１－１ 調査の目的・背景 

本調査は、文部科学省科学技術・学術政策研究所（以下、NISTEP）が実施する次期科学技術予測

調査（第 12 回科学技術予測調査）の検討に資するため、国内外の政策文書、報告書等における未来

に関する記述を幅広く調査を行ったものである。 

第 12 回科学技術予測調査は、2055 年までを展望し、次のパートにより構成されている。まず、国内

外の社会や科学技術のトレンドや変化の兆しを「ホライズン・スキャニング」により把握する。その後、可

能な限り社会の多様性を反映しつつ、人々の未来に対する願望を「ビジョニング」により描き出す。続い

て、将来実現が期待される科学技術等を抽出し、その実現の見通しなどを、多数の専門家の参加を得

て「デルファイ調査」により検討する。これらの結果を総合的に検討し、複数のあるべき・目指すべき未来

社会像とそれらに向けた方策を「シナリオ分析」により描くことを予定している。本調査は上述のフローに

おけるホライズン・スキャニングの一環であり、第 12 回科学技術予測調査の質と精度を向上するために

実施するものである。 

概要図表１ 第 12 回科学技術予測調査の全体像 

 

 

１－２ 調査の方法 

調査対象の選定 

本調査で対象とする「未来に関する記述」とは、例えば 2050 年カーボンニュートラル等、特定の年ま

でに達成すべき目標や、将来目指すべき日本のといったビジョン・社会像が中心である。調査の対象と

なる政策文書の範囲は、国内の政策文書については、白書、基本計画、推進戦略等の文書であり、海

外については、将来社会に係る課題を探索する観点で未来洞察（フォーサイト）に係る文書で、ウェブ

等のオープンソースで広く公開されている文書をリスト化の対象範囲とした。いずれも全文書を網羅的

に調査したものではなく、白書等の選定では、未来に関する記述は社会課題や社会像に関する場合が

多いため、文書内で社会課題に係る記述（文書）があるものを対象とし、中でも府省庁が関わる主要な

政策を広く取り上げている白書を優先的に対象とした（例えば、「国土交通白書」＝対象、「首都圏白

書」、「土地白書」、「観光白書」＝対象外）。一方で、例えば人事院の「人事院年次報告書（公務員白

書）」のように、公務員内で抱える課題は提示されているものの、未来に関する記載が少ないものや、内

容の多くがデータ集となっているものも対象外とした。調査した全文書の概要や章立てなどの詳細につ

いては、「資料集」に別途示す。 



 

 

 

 

テキストデータの抽出及び整理 

未来に関する記述の整理にあたっては、本調査の過程で得られるデータの第 12 回科学技術予測調

査の検討における利活用を想定し、リストに係る情報内容を区分できるよう、各文書に含まれるテキスト

データを以下の手順で抽出した。 

まず、対象文書から抽出したテキストデータをリストに入力し、各テキストデータは、句読点ごとではな

く、文章の固まり（段落、小見出し）レベルで抽出した。また、テキスト変換のプロセスで、図表番号、図

表タイトル、画像及び画像関連テキスト、脚注については、本文をベースとしたリスト化を図る観点から

対象外とした。白書等で記載されるコラムについては、フォーマット上の「その他」の項目でコラム等の記

載を入れた。 

テキストリストのフォーマットは、「文書番号」、「文献 ID」、「文献名」、「発行年」等の文書の基本情報

が、「本文」に紐づくようにした。「本文」については、記載位置で整理できるよう、第 1 部、第 2 部と表記

される文書の場合は、「部」に該当の記載を行い、「章」、「節」、「項」、「その他」に区分した。「項」につ

いては、2 段階に整理した記載があった場合に対応するため、項①、項②の欄を設けた。「文書本文」

についての文字カウント列を追加し、文書本文に含まれる文字数が過多とならないよう調整した 

 

未来に関する記述の分析 

整備したリストは白書を中心としているため、政策的課題や取組内容に関する記載が中心となるが、

その背景には中・長期的課題も多く、例えばカーボンニュートラルに係る 2050 年の目標など、未来に関

する記載も多数含まれる。本調査では、整備したリストの本文テキストデータを対象に、2030 年まで、

2040 年まで、2050 年まで、2070 年までの年のいずれかの年についての記述を検索するため、2025～

2070 までのいずれかの数値が含まれるテキストデータを抽出した。ただし、リスト整備後に最新の報告

書が報告された、目標値やそれに関する内容に別途出典が存在する等の場合は、適宜調査範囲を拡

大している。その後、それらの具体な記述について一部抜粋すると共に、記載された年に基づいて年表

形式のリストを作成した。ただし、2025 年は該当数も多く、予算配分などの事業等の内容であって未来

に関する記述とは言い難いものも多いため、主要なものに限定した。 

政策文書における特定の年限を用いた文章の多くは目標に関するものであるが、本調査の範囲であ

るメガトレンド等は、予測に関する文章も多い。そのため、リストの作成にあたっては、当時掲げた目標値

や取組の目標に関する「目標」と、人口の増減など、特定の年における変化や状況の予測といった「予

測」に分けて整理した。 

 

他方、上記リストに含まれないものとして、「ビジョン」や「社会像」は目標や計画、予測とは異なり、特

定の年を指定することなく望ましい将来像について記述する場合も多い。そのため、ビジョンに関する文

書については別途調査した。具体的には、「テキストデータの抽出及び整理」によって得られたリストのう

ち、「ビジョン」「社会像」の文言が含まれるテキストを抽出し、出典を分野別に整理し、必要に応じて関

連する出典等の文書も含めて調査範囲を拡大し、文書の概要及びビジョンや社会像に関するキーワー

ド/キーフレーズを抜粋した。 

ここでの分野とは、科学技術予測調査の検討に資する観点から、第 11 回科学技術予測調査におけ

る 7 分野（健康・医療・生命科学分野、農林水産・食品・バイオテクノロジー分野、環境・資源・エネルギ

ー分野、ICT・アナリティクス・サービス分野、マテリアル・デバイス・プロセス分野、都市・建築・土木・交

通分野）とし、これらに当てはまらないものは「特定の分野に当てはまらないビジョン等」としてまとめた。

また、7 分野に当てはめた場合も、主としてこれらの分野に該当するという観点で割り振っており、それぞ

れが横断的に関わる場合も多い。 

  



 

 

 

２． 調査対象文書 

２－１ 調査対象文書リスト 

 本調査の対象とする文書の選定にあたり、候補リストを作成した。候補文書数は 172 文書である。この

うち、「１－２ 調査の方法」に示した観点で 70 文書を選定した。それらの内訳を以下に示す。国内の文

書について、白書等の文書は 53 件中 25 件を調査の対象とした。基本計画・戦略等に係る文書は、93

文書をピックアップした（基本計画等に関わるものが 74 文書、戦略に関わるものが 19 文書）。基本計画、

戦略等に関する文書も、白書等の文書と同様に、社会的課題に対応する要素の高い文書を優先的に

対象とした。本調査では、基本計画等に関わる文書で 26 文書を、戦略等に関わる文書で 7 文書を取り

上げた。 

 海外の文書については、フォーサイトに関わる文書を対象とした。フォーサイトの文書は、フォーサイト

全般に関わるものが 12 文書、ホライズンスキャン1に関わるものが 3 文書、メガトレンド2に関わるものが 6

文書、リスク・ショック3に関わるものが 3 文書、ウィークシグナル4に関わるものが 2 文書であった。本調査

では、国際機関、国・地域の連合組織（EU 等）が検討したフォーサイトを中心に、12 文書を対象とした

（フォーサイト全般が 5 文書、メガトレンドが 4 文書、リスク・ショックが 3 文書）。 

 

概要図表２ 調査対象文書数と対象文書数の概要 

区分 対象 対象外 合計 文書の対象率 

白書等 25 28 53 47% 

基本計画等 26 48 74 35% 

戦略等 7 12 19 37% 

Foresight 全般 5 7 12 42% 

horizon scan 0 3 3 0% 

Megatrends 4 2 6 67% 

Risk & shocks 3 0 3 100% 

Weak Signals 0 2 2 0% 

総計 70 102 172 41% 

 

 
1 将来大きなインパクトをもたらす可能性のある変化の兆候をいち早く捉えることを目的とした将来展望

活動の一つ 
2 大規模に発生するトレンドで、人間の大規模な集団、国や地域、全世界に影響を及ぼすもの 
3 ここでは特に将来的に起こり得るリスクや危機的状況を分析したもの指す 
4 変化の初期の兆候、または将来的に重要になる可能性のある新たな現象の兆候 



 

 

 

３． 結果 

３－１ 未来に関する記述の分析 

調査対象文書には未来に係る記述が含まれる場合もあるため、「文書本文」をそれぞれ 2030、2040、

2050 のキーワードで文書本文を検索した。調査対象とした文書数や、一文書における文章量が大きく

異なるため単純比較はできないものの、本調査対象文書のうち、2030 年に関する記載がある文書本文

は 649 件、2040 年に関する記載がある文書本文は 132 件、2050 年に関する記載がある文書本文は

456 件であった。割合は、2030 年に係る記載の文書本文は、白書が 54％を占め、基本計画・戦略等、

海外文書はそれぞれ 25％、17％であった。2050 年に係る記載の文書本文も同様の傾向であった。一

方で海外文書では、2040 年に係る記載の文書本文が半分以上を占める。なお、数及び割合は文書そ

のものではなく、作成したテキストリストのうちの「文書本文」の行数及び割合を示すため、行の分割の仕

方によって左右されることと、一行内に複数回キーワードが含まれる場合もあることに留意いただきたい。 

 

概要図表３ 将来展望に係る記載の文書本文の数 

概要図表４ 未来に係る記載の文書本文の割合 

文書別の未来に係る記載の割合では、いずれの国内文書においても 2030 年に係る記載は全体の

半分近くを占める。また、2030 年以降のターゲット年として 2050 年が位置づけられていることが多く、約

40％を占めた。他方、海外文書については、前述のとおり、2040 年をターゲットとした文書本文も 25％

ほど見られる。 
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概要図表５ 文書別の未来に係る記載の割合 
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日本における未来に関する記述  

                     

2030年 
多くは目標に関するものであり、2050 年カーボンニュートラルに向けた目標の他、農林水産、環境、

エネルギー関連には多くの目標が設定されている。予測としては、IT 人材の労働力供給不足、50 歳時

の未婚割合、対策別の GHG 削減効果試算がある。 

 

①目標に関する記載 

「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（令和３年６月 18 日策定） 

2050 年に向けて成長が期待される、14 の重点分野が選定された。高い目標を掲げ、技術のフェーズ

に応じて、実行計画を着実に実施し、国際競争力を強化、2050 年の経済効果は約 290 兆円、雇用効

果は約 1,800 万人と試算されている。2050 年に向けたものであるが 2030 年までの目標も多く存在する。 

例えば自動車・蓄電池産業について、「商用車は、小型の車については、新車販売で、2030 年まで

に電動車 20～30%」、「2030 年までに 1,000 基程度の水素ステーションを最適配置で整備」等の目標が

ある。 

 

「みどりの食料システム戦略」（令和 3 年 5 月 12 日みどりの食料システム戦略本部決定） 

みどりの食料システム戦略には、2050 年、2030 年のそれぞれに細かな KPI が多く設定されている。

例えば、「2030 年度までに、事業系食品ロスを 2000 年度比で半減させることを目指す」、「2030 年まで

に漁獲量を 2010 年と同程度（444 万トン）まで回復させることを目指す（参考：2018 年漁獲量 331 万ト

ン）」、「2030 年までに食品製造業の自動化等を進め、労働生産性が３割以上向上することを目指す

（2018 年基準）」等の目標がある。 

 

「新しい資本主義の グランドデザイン及び実行計画 2024 年改訂版」 閣議決定（令和６年６月２１日） 

新しい資本主義では、① 「市場も国家も」「官も民も」による新たな官民連携 ② 課題解決を通じて

の新たな市場の創造、すなわち社会的課題解決と経済成長の二兎の実現 ③ 課題解決を通じての一

人ひとりの国民の持続的な幸福の実現をテーマとしており、官民連携による科学技術・イノベーションの

推進や、2040 年を視野に入れたＧＸ国家戦略の展開について述べられている。 

その中に、2030 年の目標として例えば、「量子技術による生産額を 2030 年までに 50 兆円規模にす

る」、「農林水産物・食品の輸出について、2025 年 2 兆円、2030 年 5 兆円とする。」、「電子スクラップ

（E-scrap）のリサイクルの処理量を 2030 年までに約 50 万トン（2020 年比５割増）に増加させる。」等の目

標がある。 

 

「森林・林業基本計画」（令和 3 年 6 月 15 日 閣議決定） 

森林の有する多面的機能の発揮に関する目標や、林産物の供給及び利用に関する目標が定められ

ている。例えば、森林の有する多面的機能の発揮に関する目標は、多様な森林がバランス良く賦存す

る「指向する森林の状態」に向け、望ましい森林の整備・保全が行われた場合に見込まれる 5 年後、10

年後、20 年後の状態を目標として、2030 年（R12 年目標）は例えば森林面積について、森林面積：天然

生林 1,360 万 ha、育成複層林 150 万 ha、育成単層林 990 万 ha という目標がある。 

 

「第 6 次エネルギー基本計画」（令和 3 年 10 月） 

2050 年カーボンニュートラル、2030 年度の 46％削減、50％の高みを目指して挑戦を続ける新たな削

減目標（2021 年 4 月表明）の実現に向けたの道筋を示すことが重要テーマであるとしている。例えば、

野心的な見通しが実現した場合の経済効率性(Economic Efficiency)としては、コストが低下した再エネ

の導入拡大や IEA の見通し通りに化石燃料の価格低下が実現した場合の電力コスト＝電力コスト全体 

8.6~8.8 兆円程度、kWh 当たり 9.9~10.2 円/kWh 程度を見込んでいる、 

 

「地球温暖化対策計画」（令和 3 年 10 月 22 日閣議決定） 

「2050 年カーボンニュートラル」宣言、2030 年度 46％削減目標等の実現に向け、計画を改訂。我が



 

 

 

国の中期目標として、2030 年度において、温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減することを目指し、

さらに、50％の高みに向け、挑戦を続けていく、としており、温室効果ガス排出量・吸収量及び削減率に

ついてそれぞれの目標値が定められている。例えば、エネルギー起源 CO2 としては、運輸部門におい

て 35％削減等。 

 

②予測等に関する記載 

 2030 年において、IT 人材の不足や 50 歳時に未婚割合に関する予測のほか、GHG 削減効果に関す

る予測等がある。 

 

IT 人材需給に関する調査 調

査報告書（経済産業省、2019

年） 

2030 年までに、市場規模の成長が低位であった場合でも 16

万人程度、高位であった場合には 79 万人程度、IT 人材の労

働力供給が不足する 

第５次男女共同参画基本計画 50 歳時の未婚割合：将来推計：2030 年に男性 28.0％、女性

18.5％（国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将

来推計（全国推計）（2018（平成 30）年推計）」より算出） 

廃棄物・資源循環分野におけ

る 2050 年温室効果ガス排出実

質ゼロに向けた中長期シナリオ

(案) 

（最大対策シナリオにおける対

策別の GHG 削減効果試算結

果（対 BAU シナリオ））（注） 

廃プラスチック対策：6,174 千トン CO2 

廃油対策：563 千トン CO2 

合成繊維くず対策：127 千トン CO2 

その他の対策：745 千トン CO2 

エネ起 CO2 対策：1,391 千トン CO2 

（注）各用語について 

BAU：Business as Usual の略で、「BAU シナリオ」とは、2019 年度付近の対策のままで 2050 年まで推移

することを想定したシナリオを指す。 

最大対策シナリオ：実質排出ゼロシナリオをベースに、廃棄物処理施設における CCUS 量を最大限ま

で見込むシナリオ。 

 

 

2040年 
 

①目標に関する記載 

目標に関するものは、引き続き 2050 年カーボンニュートラルに向けた目標の他、洋上風力、森林の

保全や機能発揮にも多くの目標が設定されている。予測としては、厚生労働に関するものが主であり、

就業者や死亡、寿命のほか、介護職員の必要数についての予測がある。 

例えば、「グリーン成長戦略」においては、「洋上風力（次世代再生可能エネルギー）の導入目標：

2040 年までに 3,000 万 kW～4,500 万 kW」、「自動車・蓄電池産業：商用車は、小型の車については、

新車販売で、2040 年までに電動車・脱炭素燃料車 100%を目指す」、「カーボンリサイクル（カーボンリサ

イクル・マテリアル産業）：カーボンフリーな合成燃料を 2040 年までに自立商用化」等の目標がある。 

「水素基本戦略」においては、水素（アンモニア含む）導入目標として、2040 年に 1,200 万トン/年程

度を目指す。 

「みどりの食料システム戦略」においては、例えば、「2040 年までに、多く使われているネオニコチノイ

ド系農薬を含む従来の殺虫剤を使用しなくてもすむような新規農薬等の開発」を目指す。 

「洋上風力産業ビジョン（第 1 次） 」においては、2040 年までに浮体式も含む 3,000 万〜4,500 万 kW

の案件を形成することを目指す。 

②予測等に関する記載 

 主には、人口、就業者数、寿命や死亡数が主である。特に、介護職員については、その必要数につ

いても試算されており、2019 年度比で、2040 年には約 280 万人が必要であり、約 69 万人増加する必

用があるとしている。 



 

 

 

 

厚生労働省職業安定局「雇

用 政 策 研 究 会 報 告 書 」

（2019（令和元）年 7 月） 

今後の就業者数については、経済成長と労働参加が進むと仮

定するケースでは、2040（令和 22）年に 6,024 万人となると推計

（2021 年現在の 6,713 万人） 

経済成長と労働参加が進むと仮定するケースでは、医療・福祉

分野の就業者数は 974 万人（総就業者数の 16％）と推計 

医療・介護サービスの 2018（平成 30）年の年齢別利用実績を基

に、人口構造の変化を加味して求めた2040年の医療・介護サー

ビスの需要から推計した医療・福祉分野の就業者数は 1,070 万

人（総就業者数の 18～20％）が必要（推計値との差は 96 万人） 

死亡数は年々増加しており、2040 年には 1989（平成元）年（約

79 万人：1 日当たり約 2,200 人）の 2 倍を超える水準（約 168 万

人：1 日当たり約 4,600 人）になると見込まれている 

寿命：2040 年に高齢者となった男性の約 4 割が 90 歳まで、女性

の 2 割が 100 歳まで生存するとみられる 

国立社会保障・人口問題研

究所「日本の将来推計人口

（平成 29 年推計）」における

出生中位・死亡中位推計 

寿命：今後の約 20 年間でも約 2 年伸び、2040（令和 22）年には

男性 83.27 年、女性 89.63 年になると推計されている 

日本における死亡が 167 万件でピークを迎える 

総務省統計局「人口推計」

（国勢調査実施年は国勢調

査人口による） 

第三次に相当するベビーブームは起きなかったため、2040 年の

人口ピラミッドは高齢期に膨らみをもった縦に細長い形となる 

第８期介護保険事業計画の

介護サービス見込み量等に

基づく介護職員の必要数 

2040 年度には約２８０万人（＋約６９万人（3.3 万人/年）） 

※（）内は 2019 年度（211 万人）比 

 

 

2050 年 

以下に、日本における 2050 年に関する記述を抜粋する。グリーン成長戦略、みどりの食料システム

戦略、水素戦略については引き続き目標を定めており、以下に一例を抜粋する。その他、国際海運

2050 年カーボンニュートラル（GHG 排出ネットゼロ）や、「国土の長期展望」では、2050 年を見据えて目

指す国土づくりの究極目標を「『真の豊かさ』を実感できる国土」として複数の目標を定めた他、「脱炭素

社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に関するロードマップ」では、2050

年に目指すべき住宅・建築物の姿を描いている。また、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」では、2050

年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減する目標を掲げた。 

予測については、2030 年に続き、対策別の GHG 削減効果試算がある。 

 

①目標に関する記載の例 

グリーン成長戦略 食料・農林水産業：高速加温型ヒートポンプ等の開発を通じて、2050 年ま

でに化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行 

カーボンリサイクル（カーボンリサイクル・マテリアル産業）：カーボンフリー

な合成燃料を 2050 年にガソリン価格以下とする 

カーボンリサイクル（カーボンリサイクル・マテリアル産業）：2050 年に人工

光合成によるプラスチック原料について、既製品と同価格を目指す。 

国土交通省（2021

年 10 月公表） 

国際海運 2050 年カーボンニュートラル（GHG 排出ネットゼロ）（国土交通

省（2021 年 10 月公表）） 

水素基本戦略 安定的な供給（Energy Security）：水素（アンモニア含む）導入目標：2050



 

 

 

年に 2,000 万トン/年 

供給コストの低減（Economic Efficiency） ：2050 年に 20 円/Nm3（約 222

円/kg、水素発電コストをガス火力以下） 

みどりの食料シス

テム戦略 

2040 年までに、多く使われているネオニコチノイド系農薬を含む従来の殺

虫剤を使用しなくてもすむような新規農薬等の開発により、2050 年までに、

化学農薬使用量（リスク換算）の 50％低減を目指す 

2050 年までに、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の 

30％低減を目指す 

2050 年までに二ホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比

100％を実現することに加え、養魚飼料の全量を配合飼料給餌に転換し、

天然資源に負荷をかけない持続可能な養殖体制を目指す 

国土の長期展望 ①安全・安心○災害対応や医療の充実○地域における暮らしの維持 

②自由・多様○多様な選択肢から、自由に選べる働き方・暮らし方・生き方 

③快適・喜び○暮らしの利便性や「稼ぐ力」（物的豊かさ）○豊かな自然、

文化や生きがい（心的豊かさ） 

④対流・共生○人・モノ・情報の交流○多様な人々を支えあい、共感し、共

に生きる社会 

大阪ブルー・オー

シャン・ビジョン 

2050 年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減

する 

脱炭素社会に向

けた住宅・建築物

における省エネ対

策等のあり方・進

め方に関するロー

ドマップ 

2050 年に目指すべき住宅・建築物の姿：（省エネ）ストック平均でＺＥＨ・ＺＥ

Ｂ基準の水準の省エネ性能（※）が確保される 

（※）ストック平均で住宅については一次エネルギー消費量を省エネ基準

から 20％程度削減、建築物については用途に応じて 30％又は 40％程度

削減されている状態 

2050 年に目指すべき住宅・建築物の姿：（再エネ）導入が合理的な住宅・

建築物における太陽光発電設備等の再生可能エネルギー導入が一般的

となる 

 

②予測等に関する記載 

廃棄物・資源循環

分 野 に お け る

2050 年温室効果

ガス排出実質ゼロ

に向けた中長期シ

ナリオ(案) 

廃プラスチック対策：13,690 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別

の GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

廃油対策：5,838 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の GHG 削

減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

紙くず対策：865 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の GHG 削

減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

廃紙おむつ対策：820 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の

GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

合成繊維くず対策：601 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の

GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

廃タイヤ対策：504 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の GHG

削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

その他の対策：1,119 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の

GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

エネ起 CO2 対策：4,367 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の

GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

CCUS：16,138 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の GHG 削

減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 



 

 

 

日本以外の国・地域における未来に関する記述 

  

2030 年 

2050 年カーボンニュートラルに向けた目標の他、水素については各国ともロードマップや戦略を策定

して対応している（米国「クリーン水素戦略＆ロードマップ」、フランス「フランス 国家水素戦略（2020

年９月）」、英国「エネルギー安全保障戦略（2022 年４月）」、ドイツ「「国家水素戦略（2020 年６月）」及び

2021 年 11 月の連立協定、オーストラリア 「国家水素戦略（2019 年 11 月）」、 韓国「水素先導国家ビジ

ョン（2021 年 10 月）」、インド「国家水素ミッション」、チリ 「国家グリーン水素戦略（2020 年 11 月）など）。

関連した個別の技術としては、電気自動車・ハイブリッド車や EV 充電インフラの他、小型原子炉（SMR）

は多くの国・地域が目標を掲げている。また、フランスは「フランス 2030」において、医療や宇宙、コン

テンツ生産など個別分野の目標を掲げている。 

 

①目標に関する記載 

国・地域 出典 目標 

米国  大統領令など 2030 年に新車販売の 50％をクリーン自動車とする 

EV 充電インフラについては、2030 年までに 50 万基の整備 

クリーン水素戦略

＆ロードマップ

（2022 年９月） 

クリーン水素の生産量を 2030 年までに 1,000 万トン/年に

する 

カナダ ネットゼロ・エミ

ッション・アカウ

ンタビリティ法 

2030 年の温室効果ガス排出量を 2005 年比で 40～45％削減 

英国  英国エネルギー安

全保障戦略（2022

年４月） 

2030年までに 10GWの国内低炭素水素製造能力を目指すとと

もに、そのうち５GW 以上を水電解装置由来の水素とする 

Net Zero 

Strategy: Build 

Back Greener 

2030 年に 5GW の水素発電を進める 

10-Point Plan AMR の開発に 1.7 億ポンドを投じ、2030 年代初頭に AMR 実

証炉の運転を開始する 

フランス  国家水素戦略

（2020 年９月） 

水電解装置を 2030 年までに 6.5GW 導入する 

マクロン大統領発

表（2023 年） 

SMR 等の革新炉開発については、2030 年までに 10 億ユーロ

を投じて取り組む 

フランス 2030 廃棄物管理を伴う革新的な小型原子炉をフランスに出現さ

せます：2030 年までに 10 億ユーロを投資 

グリーン水素のリーダーになります：フランスは 2030 年、

国内に少なくとも 2 つの電解槽ギガファクトリーを擁し、水

素を大量に製造するとともに、水素利用に有用な技術を生み

出します 

産業を脱炭素化します：温室効果ガス排出量を対 2015 年比

で 35％削減します 

電気自動車とハイブリッド車を 200 万台近く生産します 

最初の低炭素航空機を製造します：この未来の輸送手段のた

めに 40 億ユーロ近くを投資します 

健康的かつ持続可能で追跡可能な食品に投資します：この課

題のために 20 億ユーロを投資します 

がん、加齢に伴う病気を含む慢性疾患に対する 20 種のバイ



 

 

 

オ医薬品を生産し、明日の医療機器を生み出します 

文化的・創造的コンテンツの生産でフランスを首位に返り咲

かせます：3 つの戦略的地域を特定し、地中海沿岸地域、イ

ル=ド=フランス地域圏、ノール県を国内 3 大生産地とします 

新しい宇宙の冒険に全面的に取り組みます 

海底域に投資します 

エネルギー・気候

法 

電力部門について、2030 年までに化石燃料消費を 40％削減

する一方、再エネの利用を全体の 33％まで拡大する 

最終エネルギー消費量を 2012 年比で 20％削減する 

ドイツ  改正気候保護法  2030 年の GHG 削減目標を 1990 年比 65％減 

2030 年までに商業用施設などの新築時に太陽光パネルの設

置を義務化し、それ以外の民間用施設などの新築時にも太陽

光パネル設置を原則とすることで、太陽光発電の容量を現在

の 3 倍以上となる 200GW に増やしていく 

発電に利用する天然ガスの使用量を徐々に減らし、一部をグ

リーン水素に代替させるため、2030 年までに電解槽の拡大

目標を現在の 2 倍となる 10GW に増加させる 

2030 年に EV を 1500 万台普及させる 

2021 年 11 月の連

立協定 

2030 年までに 10GW の水素製造能力の確保を目指す 

ロシア 国が決定する貢献 温室効果ガスを 2030 年までに 1990 年比で 30％削減 

オースト

ラリア 

国家水素戦略

（2019 年 11 月） 

2030 年までに最大１GW の水電解装置容量を確保する 

中国 ロードマップ

（2019 年公表） 

集積回路設計の生産高と世界シェアを、22030 年までにそれ

ぞれ 1,100 億ドル、40％まで高める 

韓国 水素先導国家ビジ

ョン（2021 年 10

月） 

クリーン水素製造量として 2030 年には 100 万トン（グリー

ン 25 万トン、ブルー75 万トン） 

インド 国家水素ミッショ

ン 

2030 年までにグリーン水素の年間生産量を 500 万トンにま

で増やす 

チリ 国家グリーン水素

戦略（2020 年 11

月） 

2030 年までに最も安価なグリーン水素の製造を目指す 

コモロ連

合（東部ア

フリカ地

域） 

2030 年コモロ新

興国プラン 

新興国入り（2030 年コモロ新興国プラン） 

(参考：

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/10024962

0.pdf) 

南アフリ

カ共和国 

統合資源計画

2019 

2030 年のエネルギーミックスにおける原子力の設備容量比

率を 2.5％とした上で、2030 年以降の石炭発電の減少分をク

リーンエネルギーで賄うために、SMR の導入を含めて検討を

進める 

 

②予測等に関する記載 

 オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）は国の革新的な科学技術課題に取り組む組織であ

り、2022 年 7 月に公開された「Currently Reading Our Future World: 

(https://www.csiro.au/en/research/technology-space/data/Our-Future-World)」では、各業界、非営

利セクター、オーストラリア社会全体にわたる長期投資、戦略、および政策の方向性を導くことを目的と

して、2042 年までを予測している。例として、2030 年に関する記載には以下のようなものがあり、植物

由来の人工肉市場の成長、鉱物の需要の成長、慢性疾患による生産的寿命損失と経済負担の増加等



 

 

 

について見通されている。 

植物由来の肉の売上高は 2030 年までにオーストラリアで 30 億ドルに達する可能性がありま

す 

オーストラリアの一次産品に関する 2030 年の見通しは、鉄鋼、亜鉛、銅、アルミニウム、希土類

元素、リチウム、ウラン、ニッケルの需要が引き続き成長することを示唆しています。この需要は、

人口と所得水準の上昇、都市化とエレクトロニクスの消費、そしてゼロエミッション技術への移行

によって加速されています。 

オーストラリアにおける慢性疾患による生産的寿命の損失による経済的負担は、2015 年の 126

億ドルから 2030 年までに 205 億ドルに増加すると予想されています 

 

2040 年 

 2040 年については、調査範囲においては、米国の「クリーン水素戦略＆ロードマップ（2022 年９月）」

における、「クリーン水素の生産量を 2040 年までに 2,000 万トン/年にする」という目標値のみであった。 

 

2050 年 

 2050 年については、調査範囲においては特定の国・地域等についての予測は無く、各国のカーボン

ニュートラルや水素戦略に係る目標のほか、フランスの風力発電の目標、米国の水素及び航空部門の

ゼロ・エミッションに関する目標があった。 

 

米国 クリーン水素戦略＆ロードマ

ップ（2022 年９月） 

クリーン水素の生産量を 2050 年までに 5,000 万ト

ン/年にする 

大統領令など 航空部門については 2021 年 11 月に燃料転換等

により 2050 年にゼロ・エミッションとする。100％の

SAF 化に加え、エンジンの燃費改善に向けた研

究開発や航空設備の低炭素化等を進める。 

カナダ ネットゼロ・エミッション・アカ

ウンタビリティ法 

2050 年カーボンニュートラルを達成 

フランス マクロン大統領発表（2024 

年） 

陸上風力：2050 年までに 2021 年末時点の

18.5GW を倍増 

洋上風力発電：2050 年までに 50 ヵ所、計 40GW

の導入を目指す 

エネルギー・気候法 2050 年にカーボンニュートラル達成 

英国 法制化された長期戦略 2050 年までの温室効果ガスのネットゼロ排出 

ロシア ロシア社会経済発展戦略 GHG ネット排出量を 2050 年に 2019 年比 60％削

減（1990 年比 80％削減） 

台湾 国家発展委員会：2050 年カ

ーボンニュートラルの実現に

向けたロードマップ 

2050 年のエネルギーミックスとして、再生可能エ

ネルギーを 60～70％、水素を 9～12％、CCUS 付

き火力を 20～27％、水力を 1％とする方針 

韓国 水素先導国家ビジョン（2021

年 10 月） 

クリーン水素製造量として 2050 年には 500 万トン

（グリーン 300 万トン、ブルー200 万トン） 

シンガポー

ル 

国家水素戦略（2022 年 10

月） 

2050 年には水素発電により国内の電力需要の最

大５割を賄うことができる可能性がある：技術や世

界的な進捗に合わせて低炭素水素の導入とイン

フラ整備を進める 

南 ア フ リ カ

共和国 

低排出開発計画 2050 2050 年カーボンニュートラルの実現 



 

 

 

グローバルな未来に関する記述                    

2030 年 

①目標に関する記載 

 以下に、EU や複数の国・地域等の取り組みや国連、国際機関等における 2030 年に関する記述等を

抜粋する。ただし SDGs については、すでに広く浸透していることからここでは記載を省略する。 

EU では、「デジタル・コンパス 2030」ではデジタルリテラシーの向上と高度デジタル人材の育成や、安

全・高性能・持続可能なデジタルインフラ整備などの官民のデジタル化目標を掲げている他、「Fit for 

55」において、2030 年までの GHG 排出 55％削減に向けた目標を掲げている。 

 アジア地域における環境的に持続可能な交通（EST）を目指し、国際連合地域開発センターと連携し

てハイレベル政策対話を推進する「第 14 回アジア EST 地域フォーラム(Environmentally Sustainable 

Transport)」においては、「より安全で、より身近で、よりアクセシビリティが高く、より強靱なアジアのため

の、SDGs とカーボンニュートラルの達成のための次世代交通システム」をテーマに掲げ、アジア地域に

おける 2030 年までの EST の目標を掲げた「愛知宣言 2030」が採択された。 

 その他、持続可能な開発のための教育（ESD）については、「持続可能な開発のための教育（ESD） f 

for 2030 （第 74 回国連総会決議）」の中で、目指すべき姿について述べられている。 

 

②予測等に関する記載 

 日本による予測では、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が、「情報化社会の進展がエネル

ギー消費に与える影響（Vol.1）—IT 機器の消費電力の現状と将来予測—」において、世界の IP トラフィ

ックや ICT 関連機器の使用電力について予測し、技術進歩がなければ情報関連だけで世界の全ての

エネルギーを消費してもまだ不足するという事態になりうるとしている。また「2030 年頃を見据えた情報

通信政策の在り方」最終答申（令和５年６月 23 日 情報通信審議会）では、メタデータ管理ツールの世

界市場規模の成長について予測されている。 

 海外においては、欧州委員会の「Megatrends 2040: Volatility, Uncertainty, Resourcefulness」、その総

局の一つ JRC（Joint Research Centre）における「Towards a green and digital future」など、欧州におい

て活発な予測活動がなされている。日本同様に情報化社会の進展を見通しており、メタバースの世界

市場の成長、データ駆動型の材料最適化の市場規模成長の他、インターネットに接続されるデバイス

の数は、2017 年の 270 億から 2030 年までに 1,250 億に達するとしている。また、天然資源に対す

る世界的需要の増加や、環境モニタリングやマイクログリッド、Energy-as-a-Service （EaaS）＊の市場成

長にも注目している。その他、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）・第 6 次評価報告書における、

温暖化を 2℃より低く抑える可能性を高くするためには、2030 年以降の急速な緩和努力の加速に頼るこ

とになるとの予測や、人口 85 億人に到達するという国際連合の予測などがある。 

＊エネルギーのみでなく、関連設備や制御技術などの付随製品やサービスなど、包括的に価値を提 

供すること 

 

2040 年 

 2040 年については、調査範囲においては、グローバルな目標値は、EUの持続可能な航空燃料(SAF: 

Sustainable Aviation Fuel)の割合、国際海事機関（IMO）の GHG 排出%削減、COP27 における世界全

体の新車の電気自動車（EV）等のゼロエミッション車率についての目標値があった。 

予測については、インフラ アジェンダを推進するために G20 によって設立された、グローバル・イン

フラストラクチャー・ハブ（GIH）によって、インフラ需要ギャップの推計や、米国の国家情報会議

（National Intelligence Council, NIC）による人口動態、環境、経済、テクノロジーの 4 つの中核領域にお

ける予測が存在するほか、EU の European Strategy and Policy Analysis System（ESPAS）によって、イン

ドネシアの経済的成長が予測されている。 

 



 

 

 

2050 年 

 2050 年における目標は、カーボンニュートラルに係るものか、生物多様性に係るものであった。予測と

しては、「インドネシアは日本やドイツなどの先進国を追い抜いて第 4 位に躍り出る可能性が高い」、「購

買力平価（PPP）ベースで、メキシコやインドネシアなどの新興経済国は、2050 年までに英国やフランス

よりも大きくなり、トルコはイタリアよりも大きくなる可能性があります」など、G7 の経済的、政治的影響力

は着実に E7（G7：米国、英国、フランス、ドイツ、日本、カナダ、イタリア、E7：中国、インド、インドネシ

ア、ブラジル、ロシア、メキシコ、トルコ）に移行するという予測がある。 

 

①目標に関する記載 

EU Fit for 55 EU 域内の空港に航空燃料を供給する事業者は、供給する

燃料全体に占める持続可能な航空燃料(SAF: Sustainable 

Aviation Fuel)の割合：2050 年までに 70% 

航空燃料の供給事業者は、供給する燃料全体に占める e-

fuel の割合を 2050 年までに 35%にする 

国際海事機関

（IMO） 

IMO GHG

削減戦略 

2050 年頃までに、GHG 排出ゼロ 

国際航空業界団

体（IATA） 

2021 年 10

月 4 日 第

77 回 IATA

年次総会 

航空分野：2050 年炭素排出をネットゼロ 

国連気候変動枠

組条約第 26 回

締約国会議

(COP26) 

グラスゴー

気候合意 

世界全体の二酸化炭素排出量を今世紀半ば頃には実質ゼ

ロにすること、及びその他の温室効果ガスを大幅に削減する 

生物多様性条約

第 10 回締約国

会議(COP10) 

戦略計画

2011-2020・ 

2050 年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復さ

れ、そして賢明に利用され、そのことによって生態系サービス

が保持され、健全な地球が維持され、全ての人々に不可欠

な恩恵が与えられる（戦略計画 2011-2020） 

生物多様性条約

第 15 回締約国

会議 

昆明・モント

リオール生

物多様性枠

組  

2050 ビジョン：この枠組のビジョンは、「2050 年までに、生態

系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な

利益を提供しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復

され、賢明に利用される」自然と共生する世界である 

ゴール A：すべての生態系の健全性、連結性及びレジリエン

スが維持され、強化され、又は回復され、2050 年までに自然

生態系の面積を大幅に増加させる； 既知の絶滅危惧種の人

によって引き起こされる絶滅が阻止され、2050 年までに、す

べての種の絶滅率及びリスクが 10 分の１に削減され、在来

の野生種の個体数が健全かつレジリエントな水準まで増加さ

れる； 野生種及び家畜・栽培種の個体群内の遺伝的多様性

が維持され、その適応能力が保護される。 

ゴール B：生物多様性が持続的に利用及び管理されるととも

に、生態系の機能やサービスを含む自然がもたらすものが、

大切にされ、維持され、そして現在低下しているものが回復さ

れることで増強されることで、持続可能な開発の達成を支え、

2050 年までに現在及び将来の世代に便益をもたらす 

ゴール C：国際的に合意されたアクセスと利益配分に関する

法的文書に従い、遺伝資源に関連する伝統的知識を適切に



 

 

 

保護しつつ、遺伝資源、遺伝資源に関する塩基配列情報、

及び該当する場合には遺伝資源に関連する伝統的知識の

利用から生じる金銭的・非金銭的利益が、公正かつ公平に、

必要に応じて先住民及び地域社会も含めて配分されるとも

に、2050 年までに大幅に増加することによって、生物多様性

の保全及び持続可能な利用に貢献する 

ゴール D：年間 7,000 億ドルの生物多様性の資金ギャップを

徐々に縮小し、資金フローを昆明－モントリオール地球規模

生物多様性枠組と 2050 年ビジョンに整合させながら、昆明

－モントリオール地球規模生物多様性枠組を完全に実施す

るための、資金、能力構築、科学技術協力、技術へのアクセ

スと技術の移転を含む、十分な実施手段が、すべての締約

国、特に後発開発途上国、小島嶼開発途上国、並びに経済

移行国に対して確保され、衡平にアクセスできるようになる 

 

②予測等に関する記載 

The Long View How will the 

global economic order change 

by 2050? (Feb. 2017) 

2050 年までにインドは米国を抜き世界第 2 位、インドネシア

は第 4 位の経済大国となり、日本、ドイツなどの先進国を抜く

見通し 

情報化社会の進展がエネルギ

ー消費に与える影響（Vol.1）—

IT 機器の消費電力の現状と将

来予測—（国立研究開発法人

科学技術振興機構） 

世界の IP トラヒックは現在と比べ 2050 年には 4,000 倍に達

する 

Worldin2050：The BRICs and 

beyond: prospects, challenges 

The BRICs and beyond: 

prospects, challenges and The 

BRICs and beyond: prospects, 

challenges and opportunities

（Jan 2013） 

購買力平価（PPP）ベースで、ブラジルは、日本を追い抜いて

第 4 位に躍り出ると予想されています。 

購買力平価（PPP）ベースで、メキシコやインドネシアなどの新

興経済国は、2050 年までに英国やフランスよりも大きくなり、ト

ルコはイタリアよりも大きくなる可能性があります 

The Long View How will the 

global economic order change  

by 2050? (Feb. 2017) 

2050 年までに主要経済大国 7 カ国のうち 6 カ国は新興国が

占める見込み 

ベトナムは 2050 年までに世界で最も高成長を遂げる経済大

国となり、予測 GDP の世界順位は第 20 位に上昇 

EU 加盟 27 カ国が世界 GDP に占める割合は 2050 年までに

10％未満へ低下 

Megatrends 2040: Volatility, 

Uncertainty, Resourcefulness 

2050 年までにインドが米国を追い抜いて世界第 2 位の経済

大国になると予想され、インドネシアは日本やドイツなどの先

進国を追い抜いて第 4 位に躍り出る可能性が高いです。同

時に、ベトナムは 2050 年までに最も急速に成長する経済大

国となり、世界の GDP ランキングで 20 位に上昇すると予想さ

れています。 

ベトナムは 2050 年までに最も急速に成長する経済大国とな

り、世界の GDP ランキングで 20 位に上昇すると予想されて

います。 



 

 

 

2050 年までに、G7 の経済的、政治的影響力は着実に E7

（G7：米国、英国、フランス、ドイツ、日本、カナダ、イタリア、

E7：中国、インド、インドネシア、ブラジル、ロシア、メキシコ、ト

ルコ）に移行するでしょう。 

GLOBAL TRENDS 2040 将来の世界保健課題：抗菌薬耐性の増大：抗生物質治療に

対する耐性は、家畜における抗生物質の過剰使用や誤用、

および人間の医療における抗菌剤の使用などにより、世界的

に増加しています。薬剤耐性感染症は、年間 50 万人以上の

死者を出しており、生産性の低下や入院期間の延長や治療

にかかる高額な費用により、2020 年から 2050 年の間に累積

的な経済損失は 100 兆ドルに達する可能性があります。 

気候変動に関する政府間パネ

ル（IPCC）・第 6 次評価報告書

の第 1 作業部会、第 2 作業部

会及び第 3 作業部会報告書 

オーバーシュートしない又は限られたオーバーシュートを伴

って温暖化を 1.5℃（>50%）に抑えるモデル化された経路と、

温暖化を 2℃（>67%）に抑える即時の行動を想定したモデル

化された経路では、いずれの種類のモデル化された経路に

おいても、2030 年、2040 年及び 2050 年を通して、急速かつ

大幅な GHG 排出削減が続く 

OECD Environmental Outlook 

to 2050 

世界の水需要は、製造業、火力発電、生活用水などに起因

する需要増により、2050 年は 2020 年と比較して 55％程度の

増加が見込まれている 

IEA「The Role of Critical 

Minerals in Clean Energy 

Transitions: World Energy 

Outlook Special Report」 

電化・水素化を進めようとすれば、必要となる金属鉱物（クリテ

ィカル・ミネラル）や水素は必須となる戦略物資であり、IEA に

よれば、2050 年には、化石燃料の貿易量よりもこれらの物資

の貿易が重要になり、地政学も変わり得る 

年次報告書「2050 年までのエ

ネルギー、電力、原子力発電

の推計値」2023 年版 

高導入ケースでは、現在 3 億 7,100 万 kW（2022 年末時点）

の原子力発電設備容量が、2050 年までに 2 倍以上の 8 億

9,000 万 kW になるとし、低導入ケースでは、4 億 5,800 万

kW に増加する 

IRENA「FUTURE OF WIND」  風力発電のうち、特に洋上風力については、欧州を中心に全

世界で導入が拡大しているとともに、2050 年に向けて、中国・

韓国を中心にアジア市場での急成長が見込まれている。 

国連：

https://www.unic.or.jp/activiti

es/economic_social_developmen

t/social_development/populatio

n/ 

人口 97 億人に到達（国連の予測） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ビジョン及び望ましい姿・社会像等に関する記述 
 

現時点で、ビジョン及び望ましい姿・社会像等に関する記述が見られる文書を収集し、便宜的に第 11

回科学技術予測調査の 7 分野に分類整理した結果、以下のようなものがあった。 

 

① 健康・医療・生命科学分野のビジョン等は、子供・若者の育成支援推進、医薬品産業、薬局、歯科

保健医療、地域包括ケアシステム、まち・ひと・しごと等に関するものがあった。 

② 農林水産・食品・バイオテクノロジー分野のビジョン等は、みどりの食料システム戦略の他、農福連

携、生物多様性等に関するものがあった。 

③ 環境・資源・エネルギー分野のビジョン等は、海洋プラスチックごみ対策、環境研究・環境技術開

発、長期低炭素戦略、福島新エネ社会構想、洋上風力等に関するものがあった。特に長期点炭

素戦略では、様々な分野における大幅削減の社会像として、建物・暮らし、移動、産業・ビジネス

活動、エネルギー需給、地域・都市など広範にわたってビジョンが描かれている。 

④ ICT・アナリティクス・サービス分野のビジョン等は、デジタル社会や Beyond5G に関するものがあっ

た。 

⑤ マテリアル・デバイス・プロセス分野のビジョン等は、マテリアル・イノベーションや量子技術イノベー

ションョンに関するものがあった。 

⑥ 都市・建築・土木・交通分野のビジョン等は、国土、防災・減災、交通インフラ、人流・物流、くらし、

まちづくり、海洋、建設現場、サイバー空間のほか、水源、観光、航空交通、船舶交通、水道に関

するものがあった。 

⑦ 宇宙・海洋・地球・科学基盤分野のビジョン等は、宇宙基本計画や、宇宙輸送システムに関するも

のがあった。 

特定の分野に当てはまらないビジョン等としては、国際協力関係に関するものや、金融に関するものが

あった。以下に、それぞれの文書名を記す。 

健康・医療・生命科学 

⚫ 「子供・若者育成支援推進大綱」(「子ども・若者ビジョン」は廃止) 

⚫ 「医薬品産業ビジョン 2021」 

⚫ 「患者のための薬局ビジョン～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～」 

⚫ 「歯科保健医療ビジョン」 

⚫ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」 

⚫ 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）」 

農林水産・食品・バイオテクノロジー 

⚫ 「みどりの食料システム戦略」 

⚫ 「農福連携等推進ビジョン」 

⚫ 「生物多様性国家戦略」第六次戦略「生物多様性国家戦略 2023-2030」（令和５年３月３１

日閣議決定） 

⚫ 「愛知目標」 

⚫ 「2050 年昆明－モントリオールゴール（生物多様性条約第 15 回締約国会議第二部、カルタ

ヘナ議定書第 10 回締約国会合第二部及び名古屋議定書第 4 回締約国会合第二部の結果概

要）」 

環境・資源・エネルギー分野 
⚫ 「JAEA2050+」 

⚫ 「マリーン（MARINE）・イニシアティブ」 

⚫ 「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン及び実行計画」 

⚫ 「環境研究・環境技術開発の推進戦略～脱炭素化・ＳＤＧｓ達成に向けた地域循環共生圏



 

 

 

と Society5.0 の一体的推進～」 

⚫ 「長期低炭素ビジョン」 

⚫ 「第五次環境基本計画」 

⚫ 「福島新エネ社会構想」 

⚫ 「洋上風力産業ビジョン（第１次）」 

ICT・アナリティクス・サービス分野 

⚫ 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」 

⚫ 「デジタル社会構想会議」 

⚫ 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」 

⚫ 「Beyond5G 推進戦略－6Gへのロードマップ－」 

マテリアル・デバイス・プロセス分野 

⚫ 「マテリアル革新力強化戦略」 

⚫ 「量子技術イノベーション戦略（最終報告）」 

⚫ 「量子未来社会ビジョン」～量子技術により目指すべき未来社会ビジョンとその実現に向

けた戦略～ 

都市・建築・土木・交通分野 

⚫ 「第５期国土交通省技術基本計画」 

⚫ 「国土の長期展望」 

⚫ 「水源地域ビジョン」 

⚫ 「明日の日本を支える観光ビジョン」 

⚫ 「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン（CARATS）」 

⚫ 「新たな時代における船舶交通をはじめとする海上の安全のための取組（第 5 次交通ビジ

ョン）」 

⚫ 「新水道ビジョン」 

宇宙・海洋・地球・科学基盤分野 

⚫ 「宇宙基本計画」 

⚫ 「宇宙輸送システム長期ビジョン（2014 年 4 月宇宙政策委員会）」 

特定の分野に当てはまらないビジョン等 

⚫ 「統合イノベーション戦略 2023」 

⚫ 「知的財産戦略ビジョン」 

⚫ 「日・サウジ・ビジョン 2030」 

⚫ 「GX リーグ」 

⚫ 「ASEAN 共同体ビジョン 2025」 

⚫ 「インド太平洋に関する ASEAN アウトルック（AOIP）」 

⚫ 「APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040」 

⚫ 「ESG 地域金融タスクフォース」共通ビジョン 

⚫ 「研究開発ビジョン～多次元統合防衛力の実現とその先へ～」 

⚫ 「ビエンチャン・ビジョン 2.0」 

 

  



 

 

 

４． おわりに 

本調査では、第 12 回科学技術予測調査の検討に資するため、国内外の政策文書、報告書等にお

ける未来に関する記述を幅広く調査を行った。第 12 回科学技術予測調査は、2055 年までを展望する

ものである。 

本調査においては、2025 年から 2070 年までの、国内外の広範な政策文書等に記載された文章を

対象に、一年単位で、目標や予測についての具体な記述を抜き出し、その数は 900 以上となった、第

12 回科学技術予測調査では今後、複数のあるべき・目指すべき未来社会像とそれらに向けた方策を

「シナリオ分析」により描くことを予定しており、本調査の結果は、そのシナリオ分析における基礎データ

の一つとして活用される。 

 また、本報告書内では、抜き出した 900 以上の目標や予測のうち、特に重要な節目として 2030 年、

2040 年、2050 年を取り上げてまとめた。しかしながら、2030 年まではロードマップとして細かく各年の目

標を定めた場合も多い。特に予測値に関しては、日本の将来推計人口では、特定の 2038 年に日本に

おける日本人の出生が 70 万件を下回ることが予測されるなど、ある特定の年を念頭に算出されたもの

ではないため、今回取り上げた以外の予測も多く存在する。 

 目標値についても、航空機や脱炭素化目標などは中長期的に目標を定めるものが多く、例えば、「第

26 回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP26）」の声明では「世界のすべての新車販売につい

て、主要市場で 2035 年までに、世界全体では 2040 年までに、電気自動車（EV）等、二酸化炭素を排

出しないゼロエミッション車とすることを目指す」としている。EU では Fit for 55 において「航空燃料の供

給事業者は、供給する燃料全体に占める e-fuel の割合を 2035 年までに 5%にする」、「EU 域内の空港

に航空燃料を供給する事業者は、供給する燃料全体に占める持続可能な航空燃料(SAF: Sustainable 

Aviation Fuel)の割合：2045 年までに 42%」としている。 

 従ってシナリオ分析においては、2030 年、2040 年、2050 年といった節目の年だけでなく、年表の全

てを基礎資料として活用する必要がある。 

  

また、本調査はあくまで科学技術予測調査の質の向上のため目標値・予測値等を抜き出したもので

ある。それぞれの計画は慎重に進められ、必要に応じて見直しが行われるほか、目標の実現に当たっ

ては、施策の強度、実施のタイミングなどが十分に考慮されている。そのため、特定の目標値だけを過

度に追うのではなく、その経緯や周辺の状況までも含めて総合的にシナリオ分析を進めていく必要があ

る点には注意が必要である。本調査結果を参考にする場合も、必ず各種出典を参照頂きたい。 
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１． はじめに 

１－１ 調査の目的・背景 

本調査は、文部科学省科学技術・学術政策研究所（以下、NISTEP）が実施する次期科学技術予測

調査（第 12 回科学技術予測調査）の検討に資するため、国内外の政策文書、報告書等における未来

に関する記述を幅広く調査を行ったものである。 

第 12 回科学技術予測調査は、2055 年までを展望し、次のパートにより構成されている。まず、国内

外の社会や科学技術のトレンドや変化の兆しを「ホライズン・スキャニング」により把握する。その後、可

能な限り社会の多様性を反映しつつ、人々の未来に対する願望を「ビジョニング」により描き出す。続い

て、将来実現が期待される科学技術等を抽出し、その実現の見通しなどを、多数の専門家の参加を得

て「デルファイ調査」により検討する。これらの結果を総合的に検討し、複数のあるべき・目指すべき未来

社会像とそれらに向けた方策を「シナリオ分析」により描くことを予定している。本調査は上述のフローに

おけるホライズン・スキャニングの一環であり、第 12 回科学技術予測調査の質と精度を向上するために

実施するものである。 

図 1 第 12 回科学技術予測調査の全体像  

 

 

１－２ 調査の方法 

調査対象の選定 

本調査で対象とする「未来に関する記述」とは、例えば 2050 年カーボンニュートラル等、特定の年ま

でに達成すべき目標や、将来目指すべき日本のといったビジョン・社会像が中心である。調査の対象と

なる政策文書の範囲は、国内の政策文書については、白書、基本計画、推進戦略等の文書であり、海

外については、将来社会に係る課題を探索する観点で未来洞察（フォーサイト）に係る文書 で、ウェブ
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等のオープンソースで広く公開されている文書をリスト化の対象範囲とした。いずれも全文書を網羅的に

調査したものではなく、白書等の選定では、未来に関する記述は社会課題や社会像に関する場合が多

いため、文書内で社会課題に係る記述（文書）があるものを対象とし、中でも府省庁が関わる主要な政

策を広く取り上げている白書を優先的に対象とした（例えば、「国土交通白書」＝対象、「首都圏白書」、

「土地白書」、「観光白書」＝対象外）。一方で、例えば人事院の「人事院年次報告書（公務員白書）」

のように、公務員内で抱える課題は提示されているものの、未来に関する記載が少ないものや、内容の

多くがデータ集となっているものも対象外とした。調査した全文書の概要や章立てなどの詳細について

は、「資料集」に別途示す。 

 

テキストデータの抽出及び整理 

未来に関する記述の整理にあたっては、本調査の過程で得られるデータの第 12 回科学技術予測調

査の検討における利活用を想定し、リストに係る情報内容を区分できるよう、各文書に含まれるテキスト

データを以下の手順で抽出した。 

まず、対象文書から抽出したテキストデータをリストに入力し、各テキストデータは、句読点ごとではな

く、文章の固まり（段落、小見出し）レベルで抽出した。また、テキスト変換のプロセスで、図表番号、図

表タイトル、画像及び画像関連テキスト、脚注については、本文をベースとしたリスト化を図る観点から対

象外とした。白書等で記載されるコラムについては、フォーマット上の「その他」の項目でコラム等の記載

を入れた。 

テキストリストのフォーマットは、「文書番号」、「文献 ID」、「文献名」、「発行年」等の文書の基本情報

が、「本文」に紐づくようにした。「本文」については、記載位置で整理できるよう、第 1 部、第 2 部と表記

される文書の場合は、「部」に該当の記載を行い、「章」、「節」、「項」、「その他」に区分した。「項」につ

いては、2 段階に整理した記載があった場合に対応するため、項①、項②の欄を設けた。「文書本文」に

ついての文字カウント列を追加し、文書本文に含まれる文字数が過多とならないよう調整した。以下に、

フォーマットイメージを示す。 

図 2 テキストリストのフォーマット（イメージ）  

 

未来に関する記述の分析 

整備したリストは白書を中心としているため、政策的課題や取組内容に関する記載が中心となるが、

その背景には中・長期的課題も多く、例えばカーボンニュートラルに係る 2050 年の目標など、未来に関

する記載も多数含まれる。本調査では、整備したリストの本文テキストデータを対象に、2030 年まで、

2040 年まで、2050 年まで、2070 年までの年のいずれかの年についての記述を検索するため、2025～

2070 までのいずれかの数値が含まれるテキストデータを抽出した。ただし、リスト整備後に最新の報告書

文書  

No. 

文献

ID 

文献

名  

発行

年  

部  章  節  項① 項② その

他  

文書

本文  

文字

カウン

ト 

備考  

H001 1 AAA 2022 1 1 章… 1）XXX     +++++ 450  

 

H002 1 AAA 2022 1 1 章… 1）XXX    +++++ 507  

 

H003 1 AAA 2022 1 1 章… 2）XXX    +++++ 648  
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が報告された、目標値やそれに関する内容に別途出典が存在する等の場合は、適宜調査範囲を拡大

している。その後、それらの具体な記述について一部抜粋すると共に、記載された年に基づいて年表形

式のリストを作成した。ただし、2025 年は該当数も多く、予算配分などの事業等の内容であって未来に

関する記述とは言い難いものも多いため、主要なものに限定した。 

政策文書における特定の年限を用いた文章の多くは目標に関するものであるが、本調査の範囲であ

るメガトレンド等は、予測に関する文章も多い。そのため、リストの作成にあたっては、当時掲げた目標値

や取組の目標に関する「目標」と、人口の増減など、特定の年における変化や状況の予測といった「予

測」に分けて整理した。 

 

他方、上記リストに含まれないものとして、「ビジョン」や「社会像」は目標や計画、予測とは異なり、特

定の年を指定することなく望ましい将来像について記述する場合も多い。そのため、ビジョンに関する文

書については別途調査した。具体的には、「テキストデータの抽出及び整理」によって得られたリストのう

ち、「ビジョン」「社会像」の文言が含まれるテキストを抽出し、出典を分野別に整理し、必要に応じて関

連する出典等の文書も含めて調査範囲を拡大し、文書の概要及びビジョンや社会像に関するキーワー

ド/キーフレーズを抜粋した。 

ここでの分野とは、科学技術予測調査の検討に資する観点から、第 11 回科学技術予測調査におけ

る 7 分野（健康・医療・生命科学分野、農林水産・食品・バイオテクノロジー分野、環境・資源・エネルギ

ー分野、ICT・アナリティクス・サービス分野、マテリアル・デバイス・プロセス分野、都市・建築・土木・交

通分野）とし、これらに当てはまらないものは「特定の分野に当てはまらないビジョン等」としてまとめた。

また、7 分野に当てはめた場合も、主としてこれらの分野に該当するという観点で割り振っており、それぞ

れが横断的に関わる場合も多い。 
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２． 調査対象文書 

２－１ 調査対象文書リスト 

 本調査の対象とする文書の選定にあたり、候補リストを作成した。候補文書数は 172 文書である。この

うち、「１－２  調査の方法」に示した観点で 70 文書を選定した。それらの内訳を以下に示す。国内の文

書について、白書等の文書は法廷白書を主として 53 件中 25 件を調査の対象とした。基本計画・戦略

等に係る文書は、93 文書をピックアップした（基本計画等に関わるものが 74 文書、戦略に関わるものが

19 文書）。基本計画、戦略等に関する文書も、白書等の文書と同様に、社会的課題に対応する要素の

高い文書を優先的に対象とした。本調査では、基本計画等に関わる文書で 26 文書を、戦略等に関わ

る文書で 7 文書を取り上げた。 

 海外の文書については、フォーサイトに関わる文書を対象とした。フォーサイトの文書は、フォーサイト

全般に関わるものが 12 文書、ホライズン・スキャニング5に関わるものが 3 文書、メガトレンド6に関わるも

のが 6 文書、リスク・ショック7に関わるものが 3 文書、ウィークシグナル8に関わるものが 2 文書であった。

本調査では、国際機関や、連合組織（EU 等）が検討したフォーサイトを中心に、12 文書を対象とした

（フォーサイト全般が 5 文書、メガトレンドが 4 文書、リスク・ショックが 3 文書）。 

 

表 1 調査対象文書数と対象文書数の概要  

区分  対象  対象外  合計  文書の対象

率 

白書等  25 28 53 47% 

基本計画等  26 48 74 35% 

戦略等  7 12 19 37% 

Foresight 全般  5 7 12 42% 

horizon scanning 0 3 3 0% 

Megatrends 4 2 6 67% 

Risk & shocks 3 0 3 100% 

Weak Signals 0 2 2 0% 

総計  70 102 172 41% 

  

次ページ以降に、調査対象候補とした文書の内容及び URL、最終的な対象となったか否かについ

て示す。URL はいずれも 2022 年 3 月時点のものである点にご留意いただきたい。 

 
5 将来大きなインパクトをもたらす可能性のある変化の兆候をいち早く捉えることを目的とした将来展望

活動の一つ 
6 大規模に発生するトレンドで、人間の大規模な集団、国や地域、全世界に影響を及ぼすもの 
7 ここでは特に将来的に起こり得るリスクや危機的状況を分析したもの指す 
8 変化の初期の兆候、または将来的に重要になる可能性のある新たな現象の兆候  
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表 2 調査対象候補及び調査対象文書  

文献
ID 

国内/ 

国外  

区別  文書名  URL 調査  

対象  

1 国内  白書等  外交青書  https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bl

uebook/2022/pdf/index.html  

○ 

2 国内  白書等  開発協力白書・ODA 白書  https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/o

da/files/100353373.pdf  

○ 

3 国内  白書等  環境白書・循環型社会白

書・生物多様性白書  

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/

r04/pdf/full.pdf  

○ 

4 国内  白書等  エネルギー白書  https://www.enecho.meti.go.jp/about/

whitepaper/2022/pdf/whitepaper2022_

all.pdf  

○ 

5 国内  白書等  ものづくり白書（製造基盤白

書）  

https://www.meti.go.jp/report/whitepa

per/mono/2022/pdf/all.pdf  

○ 

6 国内  白書等  小規模企業白書  https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet

/hakusyo/2022/PDF/shokibo/00sHakus

ho_zentai.pdf  

 

7 国内  白書等  中小企業白書  https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet

/hakusyo/2022/PDF/chusho/00Hakusyo

_zentai.pdf  

○ 

8 国内  白書等  通商白書  https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku

2022/pdf/2022_zentai.pdf  

 

9 国内  白書等  警察白書  https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/ind

ex2.html  

○ 

10 国内  白書等  犯罪被害者白書  https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whi

tepaper/w-2021/pdf/zenbun/index.html  

 

11 国内  白書等  過労死等防止対策白書  https://www.mhlw.go.jp/content/11200

000/000845668.pdf  

 

12 国内  白書等  厚生労働白書  https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/k

ousei/21/dl/zentai.pdf  

○ 

13 国内  白書等  労働経済の分析（労働経済

白書）  

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusy

o/roudou/21/21-1.html  

○ 

14 国内  白書等  自殺対策白書  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhog

o/jisatsu/jisatsuhakusyo2022.html  

 

15 国内  白書等  観光白書  https://www.mlit.go.jp/statistics/file00

0008.html  

 

16 国内  白書等  交通政策白書  https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tra

nsport/content/001485343.pdf  

○ 

17 国内  白書等  国土交通白書  https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r0

3/hakusho/r04/pdf/kokudo.pdf  

○ 

18 国内  白書等  首都圏白書  https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/con

tent/001485132.pdf  

 

19 国内  白書等  土地白書  https://www.mlit.go.jp/statistics/file00

0006.html  

 

20 国内  白書等  消費者白書  https://www.caa.go.jp/policies/policy/

consumer_research/white_paper/assets

/2022_whitepaper_all.pdf  

○ 

21 国内  白書等  人事院年次報告書（公務員

白書）  

https://www.jinji.go.jp/hakusho/R3/0-

1.html  

 

22 国内  白書等  水産白書  https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wp

aper/R3/220603.html  

○ 

23 国内  白書等  消防白書  https://www.fdma.go.jp/publication/ha

kusho/r3/items/r3_all.pdf  

○ 

24 国内  白書等  情報通信白書  https://www.soumu.go.jp/johotsusinto

kei/whitepaper/ja/r04/pdf/01honpen.pd

f  

○ 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2022/pdf/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2022/pdf/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100353373.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100353373.pdf
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r04/pdf/full.pdf
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r04/pdf/full.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2022/pdf/whitepaper2022_all.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2022/pdf/whitepaper2022_all.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2022/pdf/whitepaper2022_all.pdf
https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2022/pdf/all.pdf
https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2022/pdf/all.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/PDF/shokibo/00sHakusho_zentai.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/PDF/shokibo/00sHakusho_zentai.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/PDF/shokibo/00sHakusho_zentai.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf
https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2022/pdf/2022_zentai.pdf
https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2022/pdf/2022_zentai.pdf
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/index2.html
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/index2.html
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2021/pdf/zenbun/index.html
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2021/pdf/zenbun/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000845668.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000845668.pdf
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/21/21-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/21/21-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2022.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2022.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2022.html
https://www.mlit.go.jp/statistics/file000008.html
https://www.mlit.go.jp/statistics/file000008.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001485343.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001485343.pdf
https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r03/hakusho/r04/pdf/kokudo.pdf
https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r03/hakusho/r04/pdf/kokudo.pdf
https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001485132.pdf
https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001485132.pdf
https://www.mlit.go.jp/statistics/file000006.html
https://www.mlit.go.jp/statistics/file000006.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/2022_whitepaper_all.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/2022_whitepaper_all.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/2022_whitepaper_all.pdf
https://www.jinji.go.jp/hakusho/R3/0-1.html
https://www.jinji.go.jp/hakusho/R3/0-1.html
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/R3/220603.html
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/R3/220603.html
https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r3/items/r3_all.pdf
https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r3/items/r3_all.pdf
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/pdf/01honpen.pdf
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/pdf/01honpen.pdf
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/pdf/01honpen.pdf
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文献
ID 

国内/ 

国外  

区別  文書名  URL 調査  

対象  

25 国内  白書等  地方財政白書  https://www.soumu.go.jp/main_conten

t/000800696.pdf  

 

26 国内  白書等  水循環白書  https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu

_junkan/pdf/r03_mizujunkan_shisaku.

pdf  

○ 

27 国内  白書等  経済財政白書／経済白書  https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je22

/pdf/all_01.pdf  

 

28 国内  白書等  原子力白書  http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/h

akusho/hakusho2022/zentai.pdf  

○ 

29 国内  白書等  交通安全白書  https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r

04kou_haku/index_zenbun_pdf.html  

 

30 国内  白書等  高齢社会白書  https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepa

per/w-2022/zenbun/04pdf_index.html  

○ 

31 国内  白書等  子ども若者白書  https://www8.cao.go.jp/youth/whitepa

per/r04honpen/pdf_index.html  

○ 

32 国内  白書等  少子化社会対策白書  https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoush

ika/whitepaper/measures/w-2022/r04p

dfhonpen/r04honpen.html  

○ 

33 国内  白書等  障害者白書  https://www8.cao.go.jp/shougai/whitep

aper/r04hakusho/zenbun/index-pdf.htm

l  

 

34 国内  白書等  男女共同参画白書  https://www.gender.go.jp/about_danjo/

whitepaper/r04/zentai/pdf/r04_print.pd

f  

 

35 国内  白書等  防災白書  https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hak

usho/pdf/r4_all.pdf  

○ 

36 国内  白書等  食育白書  https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wp

aper/attach/pdf/r3_wpaper-23.pdf  

 

37 国内  白書等  食料・農業・農村白書  https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_m

aff/r3/pdf/zentaiban.pdf  

○ 

38 国内  白書等  森林・林業白書  https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/

hakusyo/r3hakusyo/attach/pdf/zenbun-

34.pdf  

○ 

39 国内  白書等  防衛白書  https://www.mod.go.jp/j/publication/w

p/wp2022/pdf/wp2022_JP_Full_01.pdf  

○ 

40 国内  白書等  再犯防止推進白書  https://www.moj.go.jp/content/001365

515.pdf  

 

41 国内  白書等  人権教育・啓発白書  https://www.moj.go.jp/content/001376

516.pdf  

 

42 国内  白書等  入管白書「出入国在留管

理」  

https://www.moj.go.jp/isa/policies/poli

cies/03_00014.html  

 

43 国内  白書等  犯罪白書  https://www.moj.go.jp/content/001365

724.pdf  

 

44 国内  白書等  公害紛争処理白書  https://www.soumu.go.jp/main_conten

t/000818796.pdf  

 

45 国内  白書等  科学技術・イノベーション白

書  

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakus

ho/html/hpaa202201/1421221_00018.h

tml 

○ 

46 国内  白書等  文部科学白書  https://www.mext.go.jp/b_menu/hakus

ho/html/hpab202001/1420041_00010.h

tm 

 

47 国内  白書等  公正取引委員会年次報告  https://www.jftc.go.jp/soshiki/nenpou/

r3.html  

 

48 国内  白書等  個人情報保護委員会年次

報告  

https://www.ppc.go.jp/aboutus/report/a

nnual_report_2021/  

 

49 国内  白書等  金融庁の 1 年  https://www.fsa.go.jp/common/paper/2

021/zentai/index.html  

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000800696.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000800696.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/pdf/r03_mizujunkan_shisaku.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/pdf/r03_mizujunkan_shisaku.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/pdf/r03_mizujunkan_shisaku.pdf
https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je22/pdf/all_01.pdf
https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je22/pdf/all_01.pdf
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho2022/zentai.pdf
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho2022/zentai.pdf
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/index_zenbun_pdf.html
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/index_zenbun_pdf.html
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/04pdf_index.html
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/04pdf_index.html
https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/r04honpen/pdf_index.html
https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/r04honpen/pdf_index.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2022/r04pdfhonpen/r04honpen.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2022/r04pdfhonpen/r04honpen.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2022/r04pdfhonpen/r04honpen.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r04hakusho/zenbun/index-pdf.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r04hakusho/zenbun/index-pdf.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r04hakusho/zenbun/index-pdf.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/pdf/r04_print.pdf
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/pdf/r04_print.pdf
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/pdf/r04_print.pdf
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/r4_all.pdf
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/r4_all.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/attach/pdf/r3_wpaper-23.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/attach/pdf/r3_wpaper-23.pdf
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/pdf/zentaiban.pdf
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/pdf/zentaiban.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r3hakusyo/attach/pdf/zenbun-34.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r3hakusyo/attach/pdf/zenbun-34.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r3hakusyo/attach/pdf/zenbun-34.pdf
https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2022/pdf/wp2022_JP_Full_01.pdf
https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2022/pdf/wp2022_JP_Full_01.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001365515.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001365515.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001376516.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001376516.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00014.html
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00014.html
https://www.moj.go.jp/content/001365724.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001365724.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000818796.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000818796.pdf
https://www.jftc.go.jp/soshiki/nenpou/r3.html
https://www.jftc.go.jp/soshiki/nenpou/r3.html
https://www.ppc.go.jp/aboutus/report/annual_report_2021/
https://www.ppc.go.jp/aboutus/report/annual_report_2021/
https://www.fsa.go.jp/common/paper/2021/zentai/index.html
https://www.fsa.go.jp/common/paper/2021/zentai/index.html
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文献
ID 

国内/ 

国外  

区別  文書名  URL 調査  

対象  

50 国内  白書等  特許行政年次白書  https://www.jpo.go.jp/resources/report

/nenji/2022/index.html  

 

51 国内  白書等  レポート海難審判  https://www.mlit.go.jp/jmat/kankoubut

su/report.htm  

 

52 国内  白書等  運輸安全委員会年報  https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-ka

nkoubutu/jtsbannualreport/jtsbannualre

port_new.html  

 

53 国内  白書等  海上保安レポート https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/book

s/report2022/html/top.html  

 

54 国内  基本計画等  原子力利用に関する基本的

考え方  

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/k

ettei/kettei170720.pdf  

 

55 国内  基本計画等  防災基本計画  https://www.bousai.go.jp/taisaku/keika

ku/pdf/kihon_basicplan.pdf  

○ 

56 国内  基本計画等  森林・林業基本計画  https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/

plan/attach/pdf/index-10.pdf  

 

57 国内  基本計画等  全国森林計画  https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku

/sinrin_keikaku/attach/pdf/con_3-32.p

df  

 

58 国内  基本計画等  土地改良長期計画  https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei

/totikai/attach/pdf/index-13.pdf  

 

59 国内  基本計画等  消費者基本計画  （注：最新 pdf は概要のみ）https://ww

w.caa.go.jp/policies/policy/consumer_

policy/basic_plan/assets/basic_plan_21

0615_0001.pdf 

 

60 国内  基本計画等  障害者基本計画  https://www8.cao.go.jp/shougai/suishi

n/kihonkeikaku.pdf  

 

61 国内  基本計画等  交通安全基本計画  https://www8.cao.go.jp/koutu/kihon/ke

ikaku11/pdf/kihon_keikaku.pdf  

○ 

62 国内  基本計画等  土地利用基本計画  https://www.mlit.go.jp/common/00118

4913.pdf  

 

63 国内  基本計画等  環境基本計画  https://www.env.go.jp/policy/kihon_ke

ikaku/plan/plan_5/attach/ca_app.pdf  

○ 

64 国内  基本計画等  地球温暖化対策計画  https://www.env.go.jp/content/900440

195.pdf  

○ 

65 国内  基本計画等  気候変動適応計画  https://www.env.go.jp/content/900449

799.pdf  

○ 

66 国内  基本計画等  瀬戸内海環境保全基本計

画  

https://www.env.go.jp/content/900518

528.pdf  

 

67 国内  基本計画等  ポリ塩化ビフェニル廃棄物処

理基本計画  

https://www.env.go.jp/content/000039

096.pdf  

 

68 国内  基本計画等  高齢社会対策大綱  https://www8.cao.go.jp/kourei/measur

e/taikou/pdf/p_honbun_h29.pdf  

○ 

69 国内  基本計画等  科学技術・イノベーション基

本計画  

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeik

aku/6honbun.pdf 
○ 

70 国内  基本計画等  ものづくり基盤技術基本計

画  

(古い)https://www.mhlw.go.jp/www2/

public/kaitou/19_keikaku.htm 

 

71 国内  基本計画等  男女共同参画基本計画  https://www.gender.go.jp/about_danjo/

basic_plans/5th/pdf/print.pdf  

 

72 国内  基本計画等  食料・農業・農村基本計画  https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_ar

atana/attach/pdf/index-13.pdf  

○ 

73 国内  基本計画等  第四次循環型社会形成推

進基本計画  

https://www.env.go.jp/content/900532

575.pdf  

○ 

74 国内  基本計画等  水産基本計画  https://www.jfa.maff.go.jp/j/policy/kih

on_keikaku/attach/pdf/index-9.pdf  

○ 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html
https://www.mlit.go.jp/jmat/kankoubutsu/report.htm
https://www.mlit.go.jp/jmat/kankoubutsu/report.htm
https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbannualreport/jtsbannualreport_new.html
https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbannualreport/jtsbannualreport_new.html
https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbannualreport/jtsbannualreport_new.html
https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2022/html/top.html
https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2022/html/top.html
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/kettei170720.pdf
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/kettei170720.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/pdf/kihon_basicplan.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/pdf/kihon_basicplan.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/plan/attach/pdf/index-10.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/plan/attach/pdf/index-10.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/attach/pdf/con_3-32.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/attach/pdf/con_3-32.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/attach/pdf/con_3-32.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/totikai/attach/pdf/index-13.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/totikai/attach/pdf/index-13.pdf
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonkeikaku.pdf
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonkeikaku.pdf
https://www8.cao.go.jp/koutu/kihon/keikaku11/pdf/kihon_keikaku.pdf
https://www8.cao.go.jp/koutu/kihon/keikaku11/pdf/kihon_keikaku.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001184913.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001184913.pdf
https://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/plan/plan_5/attach/ca_app.pdf
https://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/plan/plan_5/attach/ca_app.pdf
https://www.env.go.jp/content/900440195.pdf
https://www.env.go.jp/content/900440195.pdf
https://www.env.go.jp/content/900449799.pdf
https://www.env.go.jp/content/900449799.pdf
https://www.env.go.jp/content/900518528.pdf
https://www.env.go.jp/content/900518528.pdf
https://www.env.go.jp/content/000039096.pdf
https://www.env.go.jp/content/000039096.pdf
https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/pdf/p_honbun_h29.pdf
https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/pdf/p_honbun_h29.pdf
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/pdf/print.pdf
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/pdf/print.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-13.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-13.pdf
https://www.env.go.jp/content/900532575.pdf
https://www.env.go.jp/content/900532575.pdf
https://www.jfa.maff.go.jp/j/policy/kihon_keikaku/attach/pdf/index-9.pdf
https://www.jfa.maff.go.jp/j/policy/kihon_keikaku/attach/pdf/index-9.pdf


 

8 

 

文献
ID 

国内/ 

国外  
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対象  

75 国内  基本計画等  漁港漁場整備長期計画  https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keik

aku/attach/pdf/220325-2.pdf  

 

76 国内  基本計画等  文化芸術推進基本計画  https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunk

a_gyosei/hoshin/pdf/r1389480_01.pdf  

 

77 国内  基本計画等  エネルギー基本計画  https://www.enecho.meti.go.jp/categor

y/others/basic_plan/pdf/20211022_01.

pdf  

○ 

78 国内  基本計画等  知的財産推進計画  https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki

2/kettei/chizaikeikaku2022.pdf  

○ 

79 国内  基本計画等  食品安全基本法第 21 条第

１項に規定する基本的事項  

https://www.fsc.go.jp/hourei/kihonteki

jikou-240629.pdf  

 

80 国内  基本計画等  少子化社会対策大綱  https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoush

ika/law/pdf/r020529/shoushika_taikou.

pdf  

○ 

81 国内  基本計画等  犯罪被害者等基本計画  https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/ku

washiku/keikaku/pdf/dai4_basic_plan.

pdf  

○ 

82 国内  基本計画等  食育推進基本計画  https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/

hyoji/attach/pdf/210331_35-6.pdf  

 

83 国内  基本計画等  住生活基本計画（全国計

画）  

https://www.mlit.go.jp/common/00139

2030.pdf  

○ 

84 国内  基本計画等  自殺総合対策大綱  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisak

ujouhou-12200000-Shakaiengokyokus

hougaihokenfukushibu/0000172329.pd

f 

 

85 国内  基本計画等  がん対策推進基本計画  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisak

ujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000

196975.pdf 

 

86 国内  基本計画等  観光立国推進基本計画  https://www.mlit.go.jp/common/00129

9664.pdf 

 

87 国内  基本計画等  教育振興基本計画  https://www.mext.go.jp/content/14061

27_002.pdf  

 

88 国内  基本計画等  海洋基本計画  https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/

plan/plan03/pdf/plan03.pdf  

○ 

89 国内  基本計画等  地理空間情報活用推進基

本計画  

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokui

tiri/r040318/220318_masterplan.pdf  

 

90 国内  基本計画等  宇宙基本計画  https://www8.cao.go.jp/space/plan/kait

ei_fy02/fy02.pdf  

○ 

91 国内  基本計画等  公共サービス改革基本方針  https://www.soumu.go.jp/main_conten

t/000823018.pdf  

 

92 国内  基本計画等  バイオマス活用推進基本計

画  

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/

bio_g/attach/pdf/220906-2.pdf  

 

93 国内  基本計画等  肝炎対策の推進に関する基

本的な指針  

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou

/kekkaku-kansenshou09/pdf/hourei-29.

pdf 

 

94 国内  基本計画等  「復興・創生期間」後におけ

る東日本大震災からの復興

の基本方針  

https://www.reconstruction.go.jp/topic

s/main-cat12/sub-cat12-1/20210309_0

2_kihonhoshunhonbun.pdf  

 

95 国内  基本計画等  第３次学校安全の推進に関

する計画  

https://www.mext.go.jp/content/20220

325_mxt_kyousei02_000021515_01.pd

f  

 

96 国内  基本計画等  第３期スポーツ基本計画  https://www.mext.go.jp/sports/content/

000021299_20220316_3.pdf  

 

97 国内  基本計画等  第 2 次交通政策基本計画  https://www.mlit.go.jp/common/00140

7578.pdf  

○ 

98 国内  基本計画等  国土強靱化基本計画  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/koku

do_kyoujinka/pdf/kk-honbun-h301214.

pdf  

 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku/attach/pdf/220325-2.pdf
https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku/attach/pdf/220325-2.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/hoshin/pdf/r1389480_01.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/hoshin/pdf/r1389480_01.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2022.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2022.pdf
https://www.fsc.go.jp/hourei/kihontekijikou-240629.pdf
https://www.fsc.go.jp/hourei/kihontekijikou-240629.pdf
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/pdf/r020529/shoushika_taikou.pdf
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/pdf/r020529/shoushika_taikou.pdf
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/pdf/r020529/shoushika_taikou.pdf
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kuwashiku/keikaku/pdf/dai4_basic_plan.pdf
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kuwashiku/keikaku/pdf/dai4_basic_plan.pdf
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kuwashiku/keikaku/pdf/dai4_basic_plan.pdf
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/attach/pdf/210331_35-6.pdf
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/attach/pdf/210331_35-6.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001392030.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001392030.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1406127_002.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1406127_002.pdf
https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/plan/plan03/pdf/plan03.pdf
https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/plan/plan03/pdf/plan03.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/r040318/220318_masterplan.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/r040318/220318_masterplan.pdf
https://www8.cao.go.jp/space/plan/kaitei_fy02/fy02.pdf
https://www8.cao.go.jp/space/plan/kaitei_fy02/fy02.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000823018.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000823018.pdf
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio_g/attach/pdf/220906-2.pdf
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio_g/attach/pdf/220906-2.pdf
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat12/sub-cat12-1/20210309_02_kihonhoshunhonbun.pdf
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat12/sub-cat12-1/20210309_02_kihonhoshunhonbun.pdf
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat12/sub-cat12-1/20210309_02_kihonhoshunhonbun.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220325_mxt_kyousei02_000021515_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220325_mxt_kyousei02_000021515_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220325_mxt_kyousei02_000021515_01.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/000021299_20220316_3.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/000021299_20220316_3.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001407578.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001407578.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/kk-honbun-h301214.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/kk-honbun-h301214.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/kk-honbun-h301214.pdf
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99 国内  基本計画等  アルコール健康障害対策推

進基本計画  

https://www.mhlw.go.jp/content/10901

000/000757605.pdf  

 

100 国内  基本計画等  水循環基本計画  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu

_junkan/about/pdf/r020621_honbun.pd

f  

○ 

101 国内  基本計画等  小規模企業振興基本計画  https://www.meti.go.jp/press/2019/06/

20190618002/20190618002_01.pdf  

 

102 国内  基本計画等  アレルギー疾患対策の推進

に関する基本的な指針  

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?da

taId=00010380&dataType=0&pageNo

=1  

 

103 国内  基本計画等  サイバーセキュリティ戦略  https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kiho

n-s/cs-senryaku2021.pdf  

○ 

104 国内  基本計画等  都市農業振興基本計画  https://www.maff.go.jp/j/nousin/koury

u/tosi_nougyo/attach/pdf/kihon-4.pdf  

 

105 国内  基本計画等  世界最先端デジタル国家創

造宣言・官民データ活用推

進基本計画  

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1

2187388/www.kantei.go.jp/jp/singi/it2

/kettei/pdf/20200717/siryou1.pdf  

 

106 国内  基本計画等  ギャンブル等依存症対策推

進基本計画  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gamb

letou_izonsho/pdf/kihon_keikaku_hon

bun_20220325.pdf  

 

107 国内  基本計画等  循環器病対策推進基本計

画  

https://www.mhlw.go.jp/content/00068

8359.pdf  

 

108 国内  基本計画等  死因究明等推進計画  https://www.mhlw.go.jp/content/10800

000/shiin_keikaku.pdf  

 

109 国内  基本計画等  デジタル社会の形成に関す

る重点計画・情報システム整

備計画・官民データ活用推

進基本計画  

https://www.digital.go.jp/assets/conten

ts/node/basic_page/field_ref_resources

/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe8

70/d130556b/20220607_policies_prior

ity_outline_05.pdf  

○ 

110 国内  基本計画等  子供の貧困対策に関する大

綱  

https://www8.cao.go.jp/kodomonohink

on/pdf/r01-taikou.pdf  

 

111 国内  基本計画等  再犯防止推進計画  https://www.moj.go.jp/content/001322

221.pdf 

 

112 国内  基本計画等  ロボットによる社会変革推進

計画  

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono

_info_service/robot_shakaihenkaku/pd

f/20190724_report_01.pdf  

 

113 国内  基本計画等  国民が受ける医療の質の向

上のための医療機器の研究

開発及び普及の促進に関

する基本計画  

https://www.mhlw.go.jp/content/10807

000/000944215.pdf  

 

114 国内  基本計画等  全ゲノム解析等実行計画  https://www.mhlw.go.jp/content/10601

000/000579016.pdf  

 

115 国内  基本計画等  子供若者育成支援推進大

綱  

https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/p

df/r03-taikou.pdf  

 

116 国内  基本計画等  第二期成年後見制度利用

促進基本計画  

https://www.mhlw.go.jp/content/00091

7303.pdf  

 

117 国内  基本計画等  国土交通省技術基本計画  https://www.mlit.go.jp/report/press/co

ntent/001479986.pdf  

○ 

118 国内  基本計画等  社会資本整備重点計画  https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/po

int/content/001406599.pdf  

○ 

119 国内  基本計画等  豪雪地帯対策基本計画  https://www.mlit.go.jp/report/press/co

ntent/001574720.pdf  

 

120 国内  基本計画等  自転車活用推進計画  https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse

/good-cycle-japan/assets/pdf/jitensha_

katsuyo.pdf  

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000757605.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000757605.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/about/pdf/r020621_honbun.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/about/pdf/r020621_honbun.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/about/pdf/r020621_honbun.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190618002/20190618002_01.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190618002/20190618002_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010380&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010380&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010380&dataType=0&pageNo=1
https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kihon-s/cs-senryaku2021.pdf
https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kihon-s/cs-senryaku2021.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/attach/pdf/kihon-4.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/attach/pdf/kihon-4.pdf
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12187388/www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20200717/siryou1.pdf
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12187388/www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20200717/siryou1.pdf
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12187388/www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20200717/siryou1.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gambletou_izonsho/pdf/kihon_keikaku_honbun_20220325.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gambletou_izonsho/pdf/kihon_keikaku_honbun_20220325.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gambletou_izonsho/pdf/kihon_keikaku_honbun_20220325.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000688359.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000688359.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/shiin_keikaku.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/shiin_keikaku.pdf
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/d130556b/20220607_policies_priority_outline_05.pdf
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/d130556b/20220607_policies_priority_outline_05.pdf
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/d130556b/20220607_policies_priority_outline_05.pdf
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/d130556b/20220607_policies_priority_outline_05.pdf
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/d130556b/20220607_policies_priority_outline_05.pdf
https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/pdf/r01-taikou.pdf
https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/pdf/r01-taikou.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/robot_shakaihenkaku/pdf/20190724_report_01.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/robot_shakaihenkaku/pdf/20190724_report_01.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/robot_shakaihenkaku/pdf/20190724_report_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/000944215.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/000944215.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000579016.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000579016.pdf
https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/pdf/r03-taikou.pdf
https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/pdf/r03-taikou.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000917303.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000917303.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001479986.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001479986.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001406599.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001406599.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001574720.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001574720.pdf
https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/good-cycle-japan/assets/pdf/jitensha_katsuyo.pdf
https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/good-cycle-japan/assets/pdf/jitensha_katsuyo.pdf
https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/good-cycle-japan/assets/pdf/jitensha_katsuyo.pdf
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文献
ID 

国内/ 

国外  

区別  文書名  URL 調査  

対象  

121 国内  基本計画等  住生活基本計画  https://www.mlit.go.jp/common/00139

2030.pdf  

 

122 国内  基本計画等  平成 31 年度以降に係る防

衛計画の大綱  

https://www.mod.go.jp/j/approach/age

nda/guideline/pdf/20181218.pdf  

 

123 国内  基本計画等  中期防衛力整備計画  https://www.mod.go.jp/j/approach/age

nda/guideline/pdf/chuki_seibi31-35.pd

f  

 

124 国内  基本計画等  防衛力整備計画  https://www.mod.go.jp/j/approach/age

nda/guideline/plan/pdf/plan.pdf  

○ 

125 国内  基本計画等  国家安全保障戦略  https://www.mod.go.jp/j/approach/age

nda/guideline/pdf/security_strategy.pd

f  

○ 

126 国内  基本計画等  新しい資本主義のグランドデ

ザイン及び実行計画  

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ataras

hii_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdf  

○ 

127 国内  基本計画等  規制改革実施計画  https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/

kisei/publication/program/220607/01_

program.pdf  

 

128 国内  戦略等  環境研究・環境技術開発の

推進戦略  

https://www.env.go.jp/policy/tech/kaih

atsu/t02_r0105a.pdf 
○ 

129 国内  戦略等  包括的データ戦略  https://www.digital.go.jp/assets/conten

ts/node/basic_page/field_ref_resources

/63d84bdb-0a7d-479b-8cce-565ed146f

03b/02063701/policies_data_strategy_

outline_02.pdf 

 

130 国内  戦略等  健康・医療戦略  https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenk

ouiryou/suisin/ketteisiryou/kakugi/r03

0406senryaku.pdf 

○ 

131 国内  戦略等  農林水産研究イノベーション

戦略 2022 

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/pres

s/attach/pdf/220524-2.pdf 
○ 

132 国内  戦略等  みどりの食糧システム戦略  https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kanky

o/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pd

f 

○ 

133 国内  戦略等  森林林業木材産業分野の

研究技術開発戦略  

https://www.rinya.maff.go.jp/j/ken_sid

ou/senryaku/pdf/20220331.pdf 

 

134 国内  戦略等  ＡＩ戦略  2019 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/aistrate

gy2022_honbun.pdf 

 

135 国内  戦略等  バイオ戦略  2020（基盤的施

策）  

https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/bio20

20_honbun.pdf 

 

136 国内  戦略等  バイオ戦略  2020（市場領域

施策確定版）  

https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/bio20

20_sijo.pdf 

 

137 国内  戦略等  量子未来社会ビジョン https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigiju

tsu/ryoshimirai_220422.pdf 

 

138 国内  戦略等  量子技術イノベーション戦略  https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenr

yaku/ryoushisenryaku.pdf 

 

139 国内  戦略等  マテリアル革新力強化戦略  https://www8.cao.go.jp/cstp/material/

material_honbun.pdf 

 

140 国内  戦略等  国家防衛戦略  https://www.mod.go.jp/j/approach/age

nda/guideline/strategy/pdf/strategy.pdf  

○ 

141 国内  戦略等  デジタル田園都市国家構想

総合戦略  

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digita

l_denen/pdf/20221223_honbun.pdf  

○ 

142 国内  戦略等  「世界一安全な日本」創造

戦略 2022 

https://www.kantei.go.jp/jp/content/00

0119821.pdf  

○ 

143 国内  戦略等  サイバーセキュリティ戦略
2022 

https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kiho

n-s/cs-senryaku2021.pdf  

 

https://www.mlit.go.jp/common/001392030.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001392030.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/pdf/20181218.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/pdf/20181218.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/pdf/chuki_seibi31-35.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/pdf/chuki_seibi31-35.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/pdf/chuki_seibi31-35.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/plan/pdf/plan.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/plan/pdf/plan.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/pdf/security_strategy.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/pdf/security_strategy.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/pdf/security_strategy.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdf
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/220607/01_program.pdf
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/220607/01_program.pdf
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/220607/01_program.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/strategy/pdf/strategy.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/strategy/pdf/strategy.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/pdf/20221223_honbun.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/pdf/20221223_honbun.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/content/000119821.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/content/000119821.pdf
https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kihon-s/cs-senryaku2021.pdf
https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kihon-s/cs-senryaku2021.pdf
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文献
ID 

国内/ 

国外  

区別  文書名  URL 調査  

対象  

144 国内  戦略等  第２期「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」（2020 改訂

版）  

https://www.chisou.go.jp/sousei/info/p

df/r02-12-21-senryaku2020.pdf  

 

145 国内  戦略等  パリ協定に基づく成長戦略と

しての長期戦略  

https://www.env.go.jp/content/900440

767.pdf  

 

146 国内  戦略等  成長戦略実行計画  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seich

o/pdf/ap2021.pdf  

 

147 国外  Risk & 

shocks 

Global risks report 2022 https://www3.weforum.org/docs/WEF_

The_Global_Risks_Report_2022.pdf  

○ 

148 国外  Risk & 

shocks 

Future Shocks 2022: 

Addressing risks and 

building capabilities for 

Europe in a contested world 

https://www.europarl.europa.eu/RegDa

ta/etudes/STUD/2022/729374/EPRS_S

TU(2022)729374_EN.pdf  

○ 

149 国外  Risk & 

shocks 

Cambridge Global Risk 

Index 2020 

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-rese

arch/centres/risk/publications/managin

g-multi-threat/cambridge-global-risk-i

ndex/cambridge-global-risk-index-202

0/  

○ 

150 国外  Foresight 全

般  

Global Trends 2040 https://www.dni.gov/files/ODNI/docu

ments/assessments/GlobalTrends_204

0.pdf  

○ 

151 国外  Foresight 全

般  

ESPAS Report 2019 : 

Global Trends to 2030 

https://espas.secure.europarl.europa.eu

/orbis/node/1362  

○ 

152 国外  Foresight 全

般  

ESPAS Global Trends Mid-

Term Report 

https://www.iss.europa.eu/content/espa

s-global-trends-mid-term-report  

○ 

153 国外  Foresight 全

般  

2022 Strategic Foresight 

Report 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strat

egic-planning/strategic-foresight/2022-

strategic-foresight-report_en 

 

154 国外  Foresight 全

般  

Towards a green & digital 

future 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/re

pository/handle/JRC129319  

○ 

155 国外  Foresight 全

般  

Global Scenarios 2035 https://www.oecd-ilibrary.org/docserv

er/df7ebc33-en.pdf?expires=16650674

35&id=id&accname=guest&checksum

=90FAE7F33D7CD0649CB5288B60A

DA7C1  

○ 

156 国外  Megatrends Megatrends 2030 ※ESPAS 

Global Trends to 2030 の一

部  

https://ec.europa.eu/assets/epsc/pages/

espas/chapter1.html 

 

157 国外  Megatrends Megatrend cards 2020 https://www.sitra.fi/app/uploads/2020/

03/2021544megatrendikortit2020enver

kko.pdf  

○ 

158 国外  Megatrends Our Future World https://www.csiro.au/en/research/techn

ology-space/data/Our-Future-World  

○ 

159 国外  Megatrends Megatrends 2040 (Greece) https://foresight.gov.gr/wp-content/upl

oads/2022/07/MEGATRENDS.Greece2

040-en.pdf  

○ 

160 国外  Megatrends Asia Pacific Megatrends 

2040 (CSIRO）  

https://data61.csiro.au/~/media/D61/A

PFG-Website/19-00629_DATA61_RE

PORT_AsiaPacificMegatrends2040_dr

aft5_200330.pdf?hash=E6C9241A7F0

FBE6ADE9E5CFD0C1441BC82A4CB

12&la=en  

 

161 国外  Megatrends THE WORLD IN 2040 

(Allianz Partner) 

https://www.rayhammond.com/wp-con

tent/uploads/Megatrends-of-the-21st-C

entury_compressed.pdf  

○ 

162 国外  Weak 

Signals 

Weak Signals2022 https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/

02/weak-signals-2022_web-1.pdf  

 

https://www.chisou.go.jp/sousei/info/pdf/r02-12-21-senryaku2020.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/info/pdf/r02-12-21-senryaku2020.pdf
https://www.env.go.jp/content/900440767.pdf
https://www.env.go.jp/content/900440767.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/pdf/ap2021.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/pdf/ap2021.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729374/EPRS_STU(2022)729374_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729374/EPRS_STU(2022)729374_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729374/EPRS_STU(2022)729374_EN.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/risk/publications/managing-multi-threat/cambridge-global-risk-index/cambridge-global-risk-index-2020/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/risk/publications/managing-multi-threat/cambridge-global-risk-index/cambridge-global-risk-index-2020/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/risk/publications/managing-multi-threat/cambridge-global-risk-index/cambridge-global-risk-index-2020/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/risk/publications/managing-multi-threat/cambridge-global-risk-index/cambridge-global-risk-index-2020/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/risk/publications/managing-multi-threat/cambridge-global-risk-index/cambridge-global-risk-index-2020/
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/node/1362
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/node/1362
https://www.iss.europa.eu/content/espas-global-trends-mid-term-report
https://www.iss.europa.eu/content/espas-global-trends-mid-term-report
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129319
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129319
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/df7ebc33-en.pdf?expires=1665067435&id=id&accname=guest&checksum=90FAE7F33D7CD0649CB5288B60ADA7C1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/df7ebc33-en.pdf?expires=1665067435&id=id&accname=guest&checksum=90FAE7F33D7CD0649CB5288B60ADA7C1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/df7ebc33-en.pdf?expires=1665067435&id=id&accname=guest&checksum=90FAE7F33D7CD0649CB5288B60ADA7C1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/df7ebc33-en.pdf?expires=1665067435&id=id&accname=guest&checksum=90FAE7F33D7CD0649CB5288B60ADA7C1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/df7ebc33-en.pdf?expires=1665067435&id=id&accname=guest&checksum=90FAE7F33D7CD0649CB5288B60ADA7C1
https://www.sitra.fi/app/uploads/2020/03/2021544megatrendikortit2020enverkko.pdf
https://www.sitra.fi/app/uploads/2020/03/2021544megatrendikortit2020enverkko.pdf
https://www.sitra.fi/app/uploads/2020/03/2021544megatrendikortit2020enverkko.pdf
https://www.csiro.au/en/research/technology-space/data/Our-Future-World
https://www.csiro.au/en/research/technology-space/data/Our-Future-World
https://foresight.gov.gr/wp-content/uploads/2022/07/MEGATRENDS.Greece2040-en.pdf
https://foresight.gov.gr/wp-content/uploads/2022/07/MEGATRENDS.Greece2040-en.pdf
https://foresight.gov.gr/wp-content/uploads/2022/07/MEGATRENDS.Greece2040-en.pdf
https://data61.csiro.au/~/media/D61/APFG-Website/19-00629_DATA61_REPORT_AsiaPacificMegatrends2040_draft5_200330.pdf?hash=E6C9241A7F0FBE6ADE9E5CFD0C1441BC82A4CB12&la=en
https://data61.csiro.au/~/media/D61/APFG-Website/19-00629_DATA61_REPORT_AsiaPacificMegatrends2040_draft5_200330.pdf?hash=E6C9241A7F0FBE6ADE9E5CFD0C1441BC82A4CB12&la=en
https://data61.csiro.au/~/media/D61/APFG-Website/19-00629_DATA61_REPORT_AsiaPacificMegatrends2040_draft5_200330.pdf?hash=E6C9241A7F0FBE6ADE9E5CFD0C1441BC82A4CB12&la=en
https://data61.csiro.au/~/media/D61/APFG-Website/19-00629_DATA61_REPORT_AsiaPacificMegatrends2040_draft5_200330.pdf?hash=E6C9241A7F0FBE6ADE9E5CFD0C1441BC82A4CB12&la=en
https://data61.csiro.au/~/media/D61/APFG-Website/19-00629_DATA61_REPORT_AsiaPacificMegatrends2040_draft5_200330.pdf?hash=E6C9241A7F0FBE6ADE9E5CFD0C1441BC82A4CB12&la=en
https://data61.csiro.au/~/media/D61/APFG-Website/19-00629_DATA61_REPORT_AsiaPacificMegatrends2040_draft5_200330.pdf?hash=E6C9241A7F0FBE6ADE9E5CFD0C1441BC82A4CB12&la=en
https://www.rayhammond.com/wp-content/uploads/Megatrends-of-the-21st-Century_compressed.pdf
https://www.rayhammond.com/wp-content/uploads/Megatrends-of-the-21st-Century_compressed.pdf
https://www.rayhammond.com/wp-content/uploads/Megatrends-of-the-21st-Century_compressed.pdf
https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/weak-signals-2022_web-1.pdf
https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/weak-signals-2022_web-1.pdf
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ID 

国内/ 
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区別  文書名  URL 調査  

対象  

163 国外  Weak 

Signals 

Weak signals in Science and 

Technologies Weak signals 

in 2021 

https://op.europa.eu/en/publication-det

ail/-/publication/f5a243d0-24eb-11ed-

8fa0-01aa75ed71a1  

 

164 国外  horizon scan 5G: The 

Telecommunications 

Horizon and Homeland 

Security 

https://www.dhs.gov/science-and-tech

nology/publication/5g-telecommunicat

ions-horizon-and-homeland-security  

 

165 国外  horizon scan BCI Horizon Scan Report 

2021 

https://www.bsigroup.com/localfiles/e

n-gb/iso-22301/resources/bci-horizon-

scan-report-2021.pdf  

 

166 国外  horizon scan Signals of the future - 

horizon scanning for local 

government 

https://www.local.gov.uk/publications/

signals-future-horizon-scanning-local-

government  

 

167 国外  Foresight 全

般  

Strategic Foresight in U.S. 

Agencies 

https://d1y8sb8igg2f8e.cloudfront.net/

documents/Strategic_Foresight_in_U.

S._Agencies_FINAL.pdf  

 

168 国外  Foresight 全

般  

REGIONAL 

PERSPECTIVES REPORT 

ON THE INDO-PACIFIC 

STRATEGIC FORESIGHT 

ANALYSIS /NATO 

https://www.act.nato.int/application/fil

es/1616/6118/3976/regional-perspectiv

es-2022-07-v2.pdf  

 

169 国外  Foresight 全

般  

STRATEGIC FORESIGHT 

ANALYSIS 2017 REPORT 

/NATO 

https://www.act.nato.int/images/stories

/media/doclibrary/171004_sfa_2017_re

port_hr.pdf  

 

170 国外  Foresight 全

般  

Social Value /RAND https://www.rand.org/pubs/corporate_p

ubs/CPA2446-1.html  

 

171 国外  Foresight 全

般  

The Societal Foundations of 

National Competitiveness 

/RAND 

https://www.rand.org/pubs/research_re

ports/RRA499-1.html  

 

172 国外  Foresight 全

般  

Strategic Foresight Analysis https://www.act.nato.int/activities/allie

d-command-transformations-innovatio

n/understand-and-shape-future  

 

 

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5a243d0-24eb-11ed-8fa0-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5a243d0-24eb-11ed-8fa0-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5a243d0-24eb-11ed-8fa0-01aa75ed71a1
https://www.dhs.gov/science-and-technology/publication/5g-telecommunications-horizon-and-homeland-security
https://www.dhs.gov/science-and-technology/publication/5g-telecommunications-horizon-and-homeland-security
https://www.dhs.gov/science-and-technology/publication/5g-telecommunications-horizon-and-homeland-security
https://www.bsigroup.com/localfiles/en-gb/iso-22301/resources/bci-horizon-scan-report-2021.pdf
https://www.bsigroup.com/localfiles/en-gb/iso-22301/resources/bci-horizon-scan-report-2021.pdf
https://www.bsigroup.com/localfiles/en-gb/iso-22301/resources/bci-horizon-scan-report-2021.pdf
https://www.local.gov.uk/publications/signals-future-horizon-scanning-local-government
https://www.local.gov.uk/publications/signals-future-horizon-scanning-local-government
https://www.local.gov.uk/publications/signals-future-horizon-scanning-local-government
https://d1y8sb8igg2f8e.cloudfront.net/documents/Strategic_Foresight_in_U.S._Agencies_FINAL.pdf
https://d1y8sb8igg2f8e.cloudfront.net/documents/Strategic_Foresight_in_U.S._Agencies_FINAL.pdf
https://d1y8sb8igg2f8e.cloudfront.net/documents/Strategic_Foresight_in_U.S._Agencies_FINAL.pdf
https://www.act.nato.int/application/files/1616/6118/3976/regional-perspectives-2022-07-v2.pdf
https://www.act.nato.int/application/files/1616/6118/3976/regional-perspectives-2022-07-v2.pdf
https://www.act.nato.int/application/files/1616/6118/3976/regional-perspectives-2022-07-v2.pdf
https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/171004_sfa_2017_report_hr.pdf
https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/171004_sfa_2017_report_hr.pdf
https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/171004_sfa_2017_report_hr.pdf
https://www.rand.org/pubs/corporate_pubs/CPA2446-1.html
https://www.rand.org/pubs/corporate_pubs/CPA2446-1.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA499-1.html　
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA499-1.html　
https://www.act.nato.int/activities/allied-command-transformations-innovation/understand-and-shape-future
https://www.act.nato.int/activities/allied-command-transformations-innovation/understand-and-shape-future
https://www.act.nato.int/activities/allied-command-transformations-innovation/understand-and-shape-future
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３． 結果 

３－１ 未来に関する記述の数・割合 

調査対象文書内の未来に関する記述のうち、それぞれ 2030、2040、2050 のキーワードで文書本文

を検索した。調査対象とした文書数や、一文書における文章量が大きく異なるため単純比較はできない

ものの、本調査対象文書のうち、2030 年に関する記載がある文書本文は 649 件、2040 年に関する記

載がある文書本文は 132 件、2050 年に関する記載がある文書本文は 456 件であった。割合は、2030

年に係る記載の文書本文は、白書が 54％を占め、基本計画・戦略等、海外文書はそれぞれ 25％、

17％であった。2050 年に係る記載の文書本文も同様の傾向であった。一方で海外文書では、2040 年

に係る記載の文書本文が半分以上を占める。なお、数及び割合は文書そのものではなく、作成したテ

キストリストのうちの「文書本文」の行数及び割合を示すため、行の分割の仕方によって左右されることと、

一行内に複数回キーワードが含まれる場合もあることに留意いただきたい。 

図 3 将来展望に係る記載の文書本文の数  

図 4 未来に関する記載の文書本文の割合  
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文書別の未来に関する記載の割合では、いずれの国内文書においても 2030 年に係る記載は全体

の半分近くを占める。また、2030 年以降のターゲット年として 2050 年が位置づけられていることが多く、

約 40％を占めた。他方、海外文書については、前述のとおり、2040 年をターゲットとした文書本文も

25％ほど見られる。 

図 5 文書別の未来に関する記載の割合  

 

（１）  各文書に含まれる未来に関する記述の件数  

 白書等の文書については、2030 年に係る記載が含まれる文書本文数は 350 件、2040 年に係る記載

が含まれる文書本文数は 38 件、2050 年に係る記載が含まれる文書本文数は 252 件であった。 

2050 年に係る記載が多い文書は、エネルギー白書（48 件）、国土交通白書（39 件）、環境白書・循

環型社会白書・生物多様性白書（37 件）、原子力白書（33 件）等であった。次いで、科学技術・イノベ

ーション白書（22 件）、食料・農業・農村白書（15 件）森林・林業白書（12 件）もやや多い結果となった。   

海外文書については、2030 年に係る記載が含まれる文書本文は 136 件、2040 年に係る記載が含ま

れる文書本文は 69 件、2050 年に係る記載が含まれる文書本文は 76 件であった。 

2050 年に係る記載が多い文書は、EU の Joint Research Center（JRC）が発行した「Towards a green 

& digital future」が最も多く 35 件であった。次いで、EU の「Future Shocks 2022: Monitoring risks and 

addressing capabilities for Europe in a contested world」が 10 件であった。 

 

表 3 白書等の文書に含まれる未来に関する記述数  

文献 No. 文献  未来記載

2030 

未来記載

2040 

未来記載

2050 

1 令和 4 年版外交青書（外交青書 2022 23 2 9 

2 開発協力白書・ODA 白書  22 1 2 

55%

52%

48%

52%

6%

8%

25%

11%

39%

41%

27%

37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

白書等

基本計画・戦略等

海外

全体

未来記載2030 未来記載2040 未来記載2050
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3 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書  51 2 37 

4 エネルギー白書  令和 3 年度  57 5 48 

5 ものづくり白書 令和 3 年度  14 2 9 

7 2022 年版 中小企業白書  5   2 

9 令和 3 年 警察白書        

12 令和 4 年版厚生労働白書  4 12   

13 労働経済の分析（労働経済白書）  3 1   

16 交通政策白書  8 2 7 

17 令和４年版  国土交通白書  25 2 39 

20 令和 4 年版消費者白書  8   1 

22 令和 3 年度 水産白書  8 1 2 

23 消防白書 令和 3 年版        

24 令和 4 年版情報通信白書  12 1 3 

26 水循環施策 令和３年度（令和 4 年版水循環白書）  5   7 

28 令和 3 年度版  原子力白書  26 3 33 

30 令和 4 年版高齢社会白書        

31 令和 4 年版 子供・若者白書  1     

32 令和 4 年版 少子化社会対策白書        

35 令和４年版 防災白書  9   1 

37 令和 3 年度  食料・農業・農村白書  37 1 15 

38 令和 3 年度  森林・林業白書  17   12 

39 令和 4 年版防衛白書  7 2 3 

45 令和 4 年版科学技術・イノベーション白書  8 1 22 
 

総計  350 38 252 

 

表 4 基本計画・戦略等の文書に含まれる未来に関する記述数  

文献

No. 

文献  未来記

載 2030 

未来記

載 2040 

未来記

載 2050 

55 防災基本計画  1 

  

61 交通安全基本計画 交通事故のない社会を目指して  2 

  

63 環境基本計画  10 

 

3 

64 地球温暖化対策計画  65 1 25 

65 気候変動適応計画  12 2 17 

68 高齢社会対策大綱  

   

69 科学技術・イノベーション基本計画  5 

 

10 

72 食料・農業・農村基本計画  2 
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文献

No. 

文献  未来記

載 2030 

未来記

載 2040 

未来記

載 2050 

73 循環型社会形成推進基本計画  5 

 

1 

74 ⽔産基本計画  2 1 1 

77 エネルギー基本計画  10 2 14 

80 少子化社会対策大綱  

   

81 第 4 次犯罪被害者等基本計画  

   

83 住生活基本計画（全国計画）  

  

3 

88 海洋基本計画  3 

 

1 

90 宇宙基本計画  1 

  

97 第二次交通政策基本計画  3 

 

9 

100 水循環基本計画  3 

 

1 

103 サイバーセキュリティ戦略  1 

 

1 

109 デジタル社会の実現に向けた重点計画  1 2 1 

117 第 5 期国土交通省技術基本計画  2 1 7 

118 第 5 期社会資本重点整備計画  3 

 

6 

124 防衛力整備計画  

   

125 国家安全保障戦略  1 

 

1 

126 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画  6 

 

3 

128 環境研究・環境技術開発の推進戦略  5 

 

4 

130 健康・医療戦略（一部改正）   6  

131 農林水産研究イノベーション戦略２０２２  2  1 

132 みどりの食料システム戦略  8 7 16 

140 国家防衛戦略     

141 デジタル田園都市国家構想総合戦略  10 3 3 

142 「世界一安全な日本」創造戦略 2022    

 総計  163 25 128 

 

表 5 海外文書に含まれる未来に関する記述数  

文献

No. 

文献  未来記載

2030 

未来記載

2040 

未来記載

2050 

147 The Global Risks Report 2022 17th Edition 5 1 5 

148 Future Shocks 2022: Monitoring risks and addressing 

capabilities for Europe in a contested world 

22 3 10 

149 CAMBRIDGE GLOBAL RISK OUTLOOK 2020 
  

1 
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文献

No. 

文献  未来記載

2030 

未来記載

2040 

未来記載

2050 

150 GLOBAL TRENDS - A MORE CONTESTED WORLD 14 39 5 

151 GLOBAL TRENDS TO 2030: CHALLENGES AND 

CHOICES FOR EUROPE 

60 1 3 

152 ESPAS Global Trends Mid-Term Report: The Global 

Future - An Update 

10 3 3 

154 Towards a green & digital future 8 
 

35 

155 Global Scenarios 2035: EXPLORING IMPLICATIONS 

FOR THE FUTURE OF GLOBAL COLLABORATION 

AND THE OECD 

   

157 MEGA-TREND CARD (SITRA) 
  

3 

158 Our Future World: Global megatrends impacting the 

way we live over coming decades 

10 1 6 

159 Megatrends 2040: Volatility, Uncertainty, 

Resourcefulness 

5 2 3 

161 THE WORLD IN 2040: The future of healthcare, 

mobility, travel and the home 

2 19 2 

 
総計  136 69 76 

 

 

（２）  具体例の抜粋及び未来記述年表  

 抽出したテキスト等から、特定の年限に関する目標、計画や予測等を適宜抜粋し、政策文書等に見ら

れる未来に関する記述として年表形式でまとめた。詳細は別添の未来記載年表及びそれぞれの出典を

参照のこと。 
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日本における未来に関する記述                      

2030 年 

以下に、日本における 2030 年に関する記述を抜粋する。その多くは目標に関するものであり、2050

年カーボンニュートラルに向けた目標の他、農林水産、環境、エネルギー関連には多くの目標が設定さ

れている。予測としては、IT 人材の労働力供給不足、50 歳時の未婚割合、対策別の GHG 削減効果

試算がある。 

 

①目標に関する記載  

「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（令和３年６月 18 日策定）  

2050 年に向けて成長が期待される、14 の重点分野が選定された。高い目標を掲げ、技術のフェーズ

に応じて、実行計画を着実に実施し、国際競争力を強化、2050 年の経済効果は約 290 兆円、雇用効

果は約 1,800 万人と試算されている。2050 年に向けたものであるが 2030 年までの目標も多く存在する。 

・自動車・蓄電池産業  

商用車は、小型の車については、新車販売で、2030 年までに電動車 20～30% 

公共用の急速充電器３万基を含む充電インフラ 15 万基を設置し、2030 年までにガソリン車並みの利

便性を実現  

家庭用、業務・産業用蓄電池の合計で、2030 年までの累積導入量約 24GWh を目指す 

2030 年までのできるだけ早期に、国内の車載用蓄電池の製造能力を 100GWh まで高める 

2030 年までに 1,000 基程度の水素ステーションを最適配置で整備  

 

・航空機  

航空機産業：航空機の電動化技術の確立：電池、モータ、インバータ等、航空機の動力としてのコア

技術については、2030 年以降段階的に技術搭載することを目指す 

 

・原子力  

2030 年までに国際連携により小型モジュール炉技術を実証する 

2030 年までに高温ガス炉における水素製造に係る要素技術を確立する  

 

・カーボンリサイクル（カーボンリサイクル・マテリアル産業）  

低価格かつ高性能な CO2 吸収型コンクリート、 CO2 回収型のセメント製造技術を開発：公共調達

による販路拡大により、コスト目標として、2030 年に既存コンクリートと同価格（=30 円/kg）を目指す 

人工光合成：変換効率の高い光触媒を開発し、製造コストを 2030 年までに約２割削減。また、保安・

安全規制の検討を 2030 年までに先取りして実施  

より低濃度・低圧な排ガスから CO2 を分離・回収する技術の開発・実証：2030 年には、分離回収技

術の更なる低コスト化と EOR（Enhanced Oil Recovery）以外の用途拡大を実現  

カーボンフリーな合成燃料：2030 年年頃の実用化を目標に、SAF のコスト低減・供給拡大のための

大規模実証を進める 

2030 年にバイオマス・廃プラスチック由来化学品の製造技術を確立。ナフサ分解炉の高度化も進め



 

19 

 

る 

・洋上風力、水素・燃料アンモニア、次世代  

洋上風力（次世代再生可能エネルギー）：導入目標：2030 年までに 1,000 万 kW 

燃料アンモニア（水素・燃料アンモニア産業）：2030 年までに、石炭火力への 20％混焼の導入・普及

を目指す（短期目標）  

太陽光（次世代再生可能エネルギー）：例えば、2030 年の発電コスト：14 円/kWh や、将来の世界市

場５兆円の取り込みなどを視野に 

水素（水素・燃料アンモニア産業）：2030 年；国内導入量最大 300 万トン 

次世代熱エネルギー産業：2030 年に既存インフラに合成メタンを１％注入、2050 年には合成メタンを

既存インフラに 90％注入するなど、都市ガスの CN 達成を目指す 

 

・次世代電力マネジメント、資源循環関連  

次世代電力マネジメント（住宅・建築物産業・次世代電力マネジメント産業）：太陽光併設の家庭用

蓄電池価格を、経済性が成り立つ水準とするべく支援（2030 年度 7 万円/kWh） 

資源循環関連産業：2030 年までにバイオプラスチックを約 200 万トン導入  

 

「みどりの食料システム戦略」（令和 3 年 5 月 12 日みどりの食料システム戦略本部決定）  

みどりの食料システム戦略には、2050 年、2030 年のそれぞれに細かな KPI が多く設定されている。

以下はその一部について抜粋したもの。 

エリートツリー（※）等の成長に優れた苗木の活用について、2030 年までに林業用苗木の３割、2050

年までに９割以上を目指す（※エリートツリーとは、成長や材質等の形質が良い精英樹同士の人工

交配等により得られた次世代の個体の中から選抜される、成長等がより優れた精英樹のこと）  

2030 年度までに、事業系食品ロスを 2000 年度比で半減させることを目指す 

2030 年までに漁獲量を 2010 年と同程度（444 万トン）まで回復させることを目指す（参考：2018 年漁

獲量 331 万トン）  

2030 年までに、施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者に集中していくことを目指

す 

2030 年までに流通の合理化を進め、飲食料品卸売業における売上高に占める経費の割合を 10％

に縮減することを目指す 

2030 年までに食品製造業の自動化等を進め、労働生産性が３割以上向上することを目指す（ 2018

年基準）  

2030 年までに、食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現を目指す  

 

「新しい資本主義の グランドデザイン及び実行計画  2024 年改訂版」  閣議決定（令和６年６月２１日）  

新しい資本主義では、① 「市場も国家も」「官も民も」による新たな官民連携  ② 課題解決を通じて

の新たな市場の創造、すなわち社会的課題解決と経済成長の二兎の実現  ③ 課題解決を通じての一

人ひとりの国民の持続的な幸福の実現をテーマとしており、官民連携による科学技術・イノベーションの

推進や、2040 年を視野に入れたＧＸ国家戦略の展開について述べられている。 

量子技術による生産額を 2030 年までに 50 兆円規模にする 
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農林水産物・食品の輸出について、2025 年 2 兆円、2030 年 5 兆円とする。 

電子スクラップ（E-scrap）のリサイクルの処理量を 2030 年までに約 50 万トン（2020 年比５割増）に増

加させる。 

持続可能な航空燃料（SAF）の 2030 年 10％導入を実現する。 

家庭から廃棄される衣類の量を 2030 年度までに 2020 年度比で 25％削減することを目指す。 

バイオものづくりの官民投資額を 2030 年までに年間３兆円にする。 

５Ｇ等の整備について、2030 年度末に、人口カバー率で 99％、高速道路及び国道の道路カバー率

で 99%とする。 

2030 年訪日外国人旅行者数 6,000 万人、消費額 15 兆円を達成する。 

2030 年度までにグリーン購入法基本方針に位置付けられる全ての特定調達品目に原則として再生

プラスチック利用率等の循環性基準を導入する。 

 

「森林・林業基本計画」（令和 3 年 6 月 15 日 閣議決定）  

森林の有する多面的機能の発揮に関する目標  

多様な森林がバランス良く賦存する「指向する森林の状態」に向け、望ましい森林の整備・保全が行

われた場合に見込まれる 5 年後、10 年後、20 年後の状態を目標として設定されたもの。 

総蓄積 ：                   R12 年目標＝5,860（百万㎥）  

ha 当たり蓄積：            R12 年目標＝233（㎥/ha 年） 

総成長量：                  R12 年目標＝65（百万㎥/年）  

ha 当たり成長量：             R12 年目標＝2.6（㎥/ha 年） 

森林面積：天然生林           R12 年目標＝1,360 （万 ha） 

森林面積：育成複層林         R12 年目標＝150（万 ha） 

森林面積：育成単層林         R12 年目標＝990（万 ha） 

 

林産物の供給及び利用に関する目標  

望ましい森林の整備・保全が行われた場合の木材供給量、今後の需要動向を見通した上で、諸課

題が解決された場合に実現可能な木材利用量を目標として設定されたもの。 

＜用途別の利用量の目標＞  （単位：百万㎥）  

建築用材等：製材用材        R12 年目標＝19 

建築用材等：合板用材        R12 年目標＝7 

非建築用材等：燃料材        R12 年目標＝9 

非建築用材等：ﾊﾟﾙﾌﾟ・ﾁｯﾌﾟ用材  R12 年目標＝5 

非建築用材等：その他        R12 年目標＝2 

＜木材供給量の目標＞  （単位：百万㎥）  

木材供給量の目標          R12 年目標＝42 

 

「第 6 次エネルギー基本計画」（令和 3 年 10 月） 

新たなエネルギー基本計画では、2050 年カーボンニュートラルや、2030 年度の 46％削減、更に 50％

の高みを目指して挑戦を続ける、新たな削減目標（2021 年 4 月表明）の実現に向けたの道筋を示すこ
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とが重要テーマであるとしている。 

野心的な見通しが実現した場合の 3E 

経済効率性(Economic Efficiency)  

コストが低下した再エネの導入拡大や IEA の見通し通りに化石燃料の価格低下 (が実現した場合

の電力コスト＝電力コスト全体  8.6~8.8 兆円程度、kWh 当たり 9.9~10.2 円/kWh 程度  

環境への適合(Environment) 

温室効果ガス削減目標のうちエネルギー起源 CO2 の削減割合＝45%程度  

エネルギーの安定供給 (Energy Security)  

エネルギー自給率＝30%程度 

 

2030 年度ミックス（野心的な見通し）：省エネ 

1,655 万 kl（2019 年度）→6,200 万 kl 

 

2030 年度ミックス（野心的な見通し）：電源構成  

石油等：7%（2019 年度）→2％ 

原子力：6%（2019 年度）→20～22％ 

石炭：32%（2019 年度）→19％ 

水素・アンモニア：0%（2019 年度）→1％  

再エネ：18%（2019 年度）→36～38％ 

LNG：37%（2019 年度）→20％ 

 

「地球温暖化対策計画」（令和 3 年 10 月 22 日閣議決定）  

「2050 年カーボンニュートラル」宣言、2030 年度 46％削減目標等の実現に向け、計画を改訂。我が

国の中期目標として、2030 年度において、温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減することを目指し、

さらに、50％の高みに向け、挑戦を続けていく、としている。 

温室効果ガス排出量・吸収量及び削減率  

温室効果ガス排出量・吸収量  全体 ：7.60（億 t-CO2）、▲46％ 

吸収源：▲0.48（億 t-CO2） 

HFC 等４ガス（フロン類）0.22（億 t-CO2）、▲44％ 

二国間クレジット制度（JCM）：官民連携で 2030 年度までの累積で１億 t-CO2 程度の国際的な排

出削減・吸収量を目指す。我が国として獲得したクレジットを我が国の NDC 達成のために適切に

カウントする。 

非エネルギー起源 CO2、メタン、N2Ｏ：1.15（億 t-CO2）、▲14％ 

エネルギー起源 CO2：産業：2.89（億 t-CO2）、▲38％  

エネルギー起源 CO2：業務その他：1.16（億 t-CO2）、▲51％ 

エネルギー起源 CO2：家庭：0.70（億 t-CO2）、▲66％  

エネルギー起源 CO2：エネルギー転換：0.56（億 t-CO2）、▲47％ 

エネルギー起源 CO2：運輸：1.46（億 t-CO2）、▲35％  

エネルギー起源 CO2：6.77（億 t-CO2）、▲45％  
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②予測等に関する記載  

 2030 年において、IT 人材の不足や 50 歳時に未婚割合に関する予測のほか、GHG 削減効果に関す

る予測等がある。GHG 削減効果の試算に関するシナリオは、2030 年時点では０のものあるが、このシナ

リオは 2050 年時点まででり、2050 年時点ではそれぞれ削減効果を発揮していると試算されている。 

IT 人 材 需 給 に 関 する

調 査  調 査 報 告 書 （ 経

済産業省、2019 年） 

2030 年までに、市場規模の成長が低位であった場合でも 16 万人程

度、高位であった場合には 79 万人程度、IT 人材の労働力供給が不

足する 

第５次男女共同参画基

本計画 

50 歳時の未婚割合：将来推計：2030 年に男性 28.0％、女性 18.5％

（ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全

国推計）（2018（平成 30）年推計）」より算出） 

廃棄物・資源循環分野

における 2050 年温室効

果ガス排出実質ゼロに

向 けた中 長 期 シナリオ

(案) 

（最大対策シナリオにお

ける対策別の GHG 削減

効果試算結果（対 BAU

シナリオ））（注） 

廃プラスチック対策：6,174 千トン CO2 

廃油対策：563 千トン CO2 

紙くず対策：0 千トン CO2 

廃紙おむつ対策：0 千トン CO2 

合成繊維くず対策：127 千トン CO2 

廃タイヤ対策：0 千トン CO2 

その他の対策：745 千トン CO2 

エネ起 CO2 対策：1,391 千トン CO2 

CCUS：0 千トン CO2  

（注）各用語について 

BAU：Business as Usual の略で、「BAU シナリオ」とは、2019 年度付近の対策のままで 2050 年まで推

移することを想定したシナリオを指す。 

最大対策シナリオ：実質排出ゼロシナリオをベースに、廃棄物処理施設における CCUS 量を最大限ま

で見込むシナリオ。 

 

 

2040 年 

以下に、日本における 2040 年に関する記述を抜粋する。目標に関するものは、引き続き 2050 年カ

ーボンニュートラルに向けた目標の他、洋上風力、森林の保全や機能発揮にも多くの目標が設定され

ている。予測としては、厚生労働に関するものが主であり、就業者や死亡、寿命のほか、介護職員の必

要数についての予測がある。 

 

①目標に関する記載  

グリーン成長戦略  洋上風力（次世代再生可能エネルギー）：導入目標：2040 年までに

3,000 万 kW～4,500 万 kW 

洋上風力（次世代再生可能エネルギー）：国内調達比率：2040 年まで

に 60％ 
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自動車・蓄電池産業：商用車は、小型の車については、新車販売で、

2040 年までに電動車・脱炭素燃料車 100%を目指す 

自動車・蓄電池産業：次世代パワー半導体やグリーンデータセンター

等の研究開発支援等を通して、半導体・情報通信産業の 2040 年のカ

ーボンニュートラル実現を目指す 

食料・農林水産業：2040 年までに次世代有機農業に関する技術を確

立 

食料・農林水産業：木質建築部材の開発・工法の標準化等を図り、

2040 年までに高層木造の技術を確立  

カーボンリサイクル（カーボンリサイクル・マテリアル産業）：カーボンフリ

ーな合成燃料を 2040 年までに自立商用化 

水素基本戦略 安定的な供給（Energy Security）：水素（アンモニア含む）導入目標：

2040 年に 1,200 万トン/年程度 

みどりの食料システム

戦略 

調達、生産、加工・流通、消費のサプライチェーン全体について、労力

軽減・生産性向上、地域資源の最大活用、脱炭素化（温暖化防止）、

化学農薬・化学肥料の低減、生物多様性の保全・再生の点から目指

す姿として、2040 年までに、革新的な技術・生産体系を順次開発（技

術開発目標） 

みどりの食料システム

戦略 

農林水産省の補助事業については、技術開発の状況を踏まえつつ、

2040 年までにカーボンニュートラルに対応することを目指す 

2040 年までに、多く使われているネオニコチノイド系農薬を含む従来の

殺虫剤を使用しなくてもすむような新規農薬等の開発  

2040 年までに、主要な品目について農業者の多くが取り組むことができ

るよう、次世代有機農業に関する技術を確立する 

2040 年までに、農林業機械・漁船の電化・水素化等に関する技術の確

立を目指す 

森林・林業基本計画  森林の有する多面的機能の発揮に関する目標：森林面積（万 ha）：育

成単層林 970 

森林の有する多面的機能の発揮に関する目標：森林面積（万 ha）：育

成複層林 190 

森林の有する多面的機能の発揮に関する目標：森林面積（万 ha）：天

然生林 1,340 

森 林 の有 する多 面 的 機能 の発 揮 に関 する目 標： 総 蓄 積 （ 百 万 ㎥）

5,860 

森林の有する多面的機能の発揮に関する目標：ha 当たり蓄積（㎥/ha） 

246 

森林の有する多面的機能の発揮に関する目標：総成長量（百万㎥/

年） 63 

森林の有する多面的機能の発揮に関する目標：ha 当たり成長量（㎥
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/ha 年）2.5 

洋 上 風 力 産 業 ビジョ

ン（第 1 次） 

洋上風力：2040 年までに浮体式も含む 3,000 万〜4,500 万 kW の案件

を形成 

 

②予測等に関する記載  

厚生労働省職業安定局「雇用

政策研究会報告書」（2019（令

和元）年 7 月） 

今後の就業者数については、経済成長と労働参加が進むと

仮定するケースでは、2040（令和 22）年に 6,024 万人となると

推計（2021 年現在の 6,713 万人） 

経済成長と労働参加が進むと仮定するケースでは、医療・福

祉分野の就業者数は 974 万人（総就業者数の 16％）と推計 

医療・介護サービスの 2018（平成 30）年の年齢別利用実績を

基に、人口構造の変化を加味して求めた 2040 年の医療・介

護サービスの需要から推計した医療・福祉分野の就業者数は

1,070 万人（総就業者数の 18～20％）が必要（推計値との差

は 96 万人） 

死亡数は年々増加しており、2040 年には 1989（平成元）年

（約 79 万人：1 日当たり約 2,200 人）の 2 倍を超える水準（約

168 万人：1 日当たり約 4,600 人）になると見込まれている 

寿命：2040 年に高齢者となった男性の約 4 割が 90 歳まで、

女性の 2 割が 100 歳まで生存するとみられる 

国立社会保障・人口問題研究

所「日本の将来推計人口（平

成 29 年推計）」における出生

中位・死亡中位推計 

寿命：今後の約 20 年間でも約 2 年伸び、2040（令和 22）年に

は男性 83.27 年、女性 89.63 年になると推計されている 

日本における死亡が 167 万件でピークを迎える 

総務省統計局「人口推計」（国

勢 調査 実 施 年は国 勢調 査人

口による） 

第三次に相当するベビーブームは起きなかったため、2040 年

の人口ピラミッドは高齢期に膨らみをもった縦に細長い形とな

る 

第８期介護保険事業計画の介

護サービス見込み量等に基づ

く介護職員の必要数 

2040 年度には約２８０万人（＋約６９万人（3.3 万人/年）） 

※（）内は 2019 年度（211 万人）比 

 

 

2050 年 

以下に、日本における 2050 年に関する記述を抜粋する。グリーン成長戦略、みどりの食料システム

戦略、水素戦略については引き続き目標を定めている他、国際海運 2050 年カーボンニュートラル

（GHG 排出ネットゼロ）、国土の長期展望、脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等の

あり方・進め方などに関する目標、2050 年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで

削減する（「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」）などがある。予測については、2030 年に続き、対策別の

GHG 削減効果試算がある。 



 

25 

 

 

①目標に関する記載  

グ リ ー ン 成 長 戦

略 

食料・農林水産業：高速加温型ヒートポンプ等の開発を通じて、2050 年まで

に化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行  

食料・農林水産業：2050 年までに耕地面積に占める有機農業の取組面積

の割合を 25％（100 万 ha）に拡大 

食料・農林水産業：2050 年までに農林水産業の CO2 ゼロエミッション化を

実現 

カーボンリサイクル（カーボンリサイクル・マテリアル産業）：カーボンフリーな

合成燃料を 2050 年にガソリン価格以下とする 

カーボンリサイクル（カーボンリサイクル・マテリアル産業）：2050 年に人工光

合成によるプラスチック原料について、既製品と同価格を目指す。 

カーボンリサイクル（カーボンリサイクル・マテリアル産業）：より低濃度・低圧

な排ガスから CO2 を分離・回収する技術の開発・実証：2050 年に年間 10

兆円と目される世界の分離回収市場のうち、３割のシェア確保を目指す 

マテリアル（カーボンリサイクル・マテリアル産業）：「ゼロカーボン・スチール」

の実現に向けた技術開発・実証：グリーンスチールの世界市場展望として、

2050 年で最大約５億トン/年（約 40 兆円/年）の獲得を目指す 

国 土 交 通 省

（2021 年 10 月公

表） 

国際海運 2050 年カーボンニュートラル（GHG 排出ネットゼロ）（国土交通省

（2021 年 10 月公表）） 

水素基本戦略 安定的な供給（Energy Security）：水素（アンモニア含む）導入目標：2050

年に 2,000 万トン/年 

供給コストの低減（Economic Efficiency） ：2050 年に 20 円/Nm3（約 222 円

/kg、水素発電コストをガス火力以下）  

みどりの食料シス

テム戦略 

調達、生産、加工・流通、消費のサプライチェーン全体について、労力軽

減・生産性向上、地域資源の最大活用、脱炭素化（温暖化防止）、化学農

薬 ・ 化 学 肥 料 の低 減 、生 物 多 様 性 の保 全 ・ 再 生 の点 から目 指 す姿 とし

て、 ・ 2040 年までに、革新的な技術・生産体系を順次開発（技術開発目

標）・ 2050 年までに、革新的な技術・生産体系の開発を踏まえ、今後、「政

策手法のグリーン化」を推進し、その社会実装を実現（社会実装目標）   

園芸施設については 2050 年までに化石燃料を使用しない施設への完全移

行を目指す 

2040 年までに、多く使われているネオニコチノイド系農薬を含む従来の殺虫

剤を使用しなくてもすむような新規農薬等の開発により、2050 年までに、化

学農薬使用量（リスク換算）の 50％低減を目指す 

2050 年までに、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の 

30％低減を目指す 

次世代有機農業に関する技術を確立する。これにより、2050 年までに、オー
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ガニック市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業（※）の取組面積の

割合を 25％（100 万 ha）に拡大することを目指す（※国際的に行われている

有機農業） 

2050 年までに、AI による需要予測や新たな包装資材の開発等の技術の進

展により、事業系食品ロスの最小化を図る 

2050 年までに AI 活用による多種多様な原材料や製品に対応した完全無人

食品製造ラインの実現等により、多様な食文化を持つ我が国食品製造業の

更なる労働生産性向上を図る 

2050 年までに AI、ロボティクスなどの新たな技術を活用して流通のあらゆる

現場において省人化・自動化を進め、更なる縮減を目指す。  

エリートツリー（※）等の成長に優れた苗木の活用について、2030 年までに

林業用苗木の３割、2050 年までに９割以上を目指す（※エリートツリーとは、

成長や材質等の形質が良い精英樹同士の人工交配等により得られた次世

代の個体の中から選抜される、成長等がより優れた精英樹のこと）  

2050 年までに二ホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比 100％

を実現することに加え、養魚飼料の全量を配合飼料給餌に転換し、天然資

源に負荷をかけない持続可能な養殖体制を目指す 

原 子 力 機 構

「JAEA 2050 +」 

① エネルギー源として活用する原子力科学技術が､より一層の安全性の向

上や､使命を終えた施設の廃止措置､放射性廃棄物対策などの課題を克服

し､そのポテンシャルを十分に発揮することで､あらゆるエネルギー源とのエネ

ルギーミックスによりエネルギーの安定確保に貢献していること 

② 原子力科学技術が､原子力以外の分野との連携を通じて社会のさまざま

なイノベーションを誘発し､新たな価値を創出することにより､気候変動問題の

解決や未来社会 (Society5.0) の実現に貢献していること 

国土の長期展望 ①安全・安心○災害対応や医療の充実○地域における暮らしの維持  

②自由・多様○多様な選択肢から、自由に選べる働き方・暮らし方・生き方  

③快適・喜び○暮らしの利便性や「稼ぐ力」（物的豊かさ）○豊かな自然、文

化や生きがい（心的豊かさ）  

④対流・共生○人・モノ・情報の交流○多様な人々を支えあい、共感し、共

に生きる社会 

再エネ 100 宣言 

RE Action 

参加団体は遅くとも 2050 年までの再生可能エネルギー100％化達成（再エ

ネ 100 宣言 RE Action） 

大 阪 ブ ル ー ・ オ

ー シ ャ ン ・ ビ ジ ョ

ン 

2050 年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減す

る 

脱炭素社会に向

け た 住 宅 ・ 建 築

物 における省 エ

ネ 対 策 等 の あ り

2050 年に目指すべき住宅・建築物の姿：（省エネ）ストック平均でＺＥＨ・ＺＥ

Ｂ基準の水準の省エネ性能（※１）が確保される （※１）ストック平均で住宅

については一次エネルギー消費量を省エネ基準から 20％程度削減、建築

物については用途に応じて 30％又は 40％程度削減されている状態（脱炭
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方 ・ 進 め 方 に 関

するロードマップ 

素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に関

するロードマップ） 

2050 年に目指すべき住宅・建築物の姿：（再エネ）導入が合理的な住宅・建

築物における太陽光発電設備等の再生可能エネルギー導入が一般的とな

る（脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め

方に関するロードマップ）  

 

②予測等に関する記載  

廃棄物・資源循環分野に

おける 2050 年温室効果ガ

ス排 出実 質ゼロに向 けた

中長期シナリオ(案) 

廃プラスチック対策：13,690 千トン CO2：最大対策シナリオにおけ

る対策別の GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

廃油対策：5,838 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の

GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

紙くず対策：865 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の

GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

廃紙おむつ対策：820 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策

別の GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

合成繊維くず対策：601 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対

策別の GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

廃タイヤ対策：504 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別

の GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

その他の対策：1,119 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策

別の GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

エネ起 CO2 対策：4,367 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対

策別の GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 

CCUS：16,138 千トン CO2：最大対策シナリオにおける対策別の

GHG 削減効果試算結果（対 BAU シナリオ） 
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日本以外の国・地域における未来に関する記述                

  

2030 年 

以下に、日本以外の国・地域における 2030 年に関する記述等を抜粋する。2050 年カーボンニュート

ラルに向けた目標の他、水素については各国ともロードマップや戦略を策定して対応している（米国「ク

リーン水素戦略＆ロードマップ」、フランス「フランス 国家水素戦略（2020 年９月）」、英国「エネルギ

ー安全保障戦略（2022 年４月）」、ドイツ「「国家水素戦略（2020 年６月）」及び 2021 年 11 月の連立

協定、オーストラリア 「国家水素戦略（2019 年 11 月）」、韓国「水素先導国家ビジョン（2021 年 10 月）」、

インド「国家水素ミッション」、チリ 「国家グリーン水素戦略（2020 年 11 月）など）。関連した個別の技術

としては、電気自動車・ハイブリッド車や EV 充電インフラの他、小型原子炉（SMR）は多くの国・地域

が目標を掲げている。また、フランスは「フランス 2030」において、医療や宇宙、コンテンツ生産など個

別分野の目標を掲げている。 

①目標に関する記載  

国・地域 出典 目標 

米国  大統領令など 2030 年に新車販売の 50％をクリーン自動車とする 

EV 充電インフラについては、2030 年までに 50 万基の整備 

クリーン水素戦略

＆ロードマップ

（2022 年９月） 

クリーン水素の生産量を 2030 年までに 1,000 万トン/年に

する 

カナダ ネットゼロ・エミ

ッション・アカウ

ンタビリティ法 

2030 年の温室効果ガス排出量を 2005 年比で 40～45％削減 

英国  英国エネルギー安

全保障戦略（2022

年４月） 

2030 年までに 10GW の国内低炭素水素製造能力を目指すと

ともに、そのうち５GW 以上を水電解装置由来の水素とする 

Net Zero 

Strategy: Build 

Back Greener 

2030 年に 5GW の水素発電を進める 

10-Point Plan AMR の開発に 1.7 億ポンドを投じ、2030 年代初頭に AMR 実

証炉の運転を開始する 

フランス  国家水素戦略

（2020 年９月） 

水電解装置を 2030 年までに 6.5GW 導入する 

マクロン大統領発

表（2023 年） 

SMR 等の革新炉開発については、2030 年までに 10 億ユーロ

を投じて取り組む 

フランス 2030 廃棄物管理を伴う革新的な小型原子炉をフランスに出現さ

せます：2030 年までに 10 億ユーロを投資 

グリーン水素のリーダーになります：フランスは 2030 年、

国内に少なくとも 2 つの電解槽ギガファクトリーを擁し、

水素を大量に製造するとともに、水素利用に有用な技術を

生み出します 

産業を脱炭素化します：温室効果ガス排出量を対 2015 年比

で 35％削減します 

電気自動車とハイブリッド車を 200 万台近く生産します 

最初の低炭素航空機を製造します：この未来の輸送手段の
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ために 40 億ユーロ近くを投資します 

健康的かつ持続可能で追跡可能な食品に投資します：この

課題のために 20 億ユーロを投資します 

がん、加齢に伴う病気を含む慢性疾患に対する 20 種のバイ

オ医薬品を生産し、明日の医療機器を生み出します 

文化的・創造的コンテンツの生産でフランスを首位に返り

咲かせます：3 つの戦略的地域を特定し、地中海沿岸地域、

イル=ド=フランス地域圏、ノール県を国内 3 大生産地とし

ます 

新しい宇宙の冒険に全面的に取り組みます 

海底域に投資します 

エネルギー・気候

法 

電力部門について、2030 年までに化石燃料消費を 40％削減

する一方、再エネの利用を全体の 33％まで拡大する 

最終エネルギー消費量を 2012 年比で 20％削減する 

ドイツ  改正気候保護法  2030 年の GHG 削減目標を 1990 年比 65％減 

分野別許容排出量（CO2 換算）：エネルギー：108 万トン 

分野別許容排出量（CO2 換算）：製造業：118 万トン 

分野別許容排出量（CO2 換算）：建築：67 万トン 

分野別許容排出量（CO2 換算）：交通：85 万トン 

分野別許容排出量（CO2 換算）：農業：56 万トン 

分野別許容排出量（CO2 換算）：廃棄物その他：4 万トン 

2030 年までに商業用施設などの新築時に太陽光パネルの設

置を義務化し、それ以外の民間用施設などの新築時にも太

陽光パネル設置を原則とすることで、太陽光発電の容量を

現在の 3 倍以上となる 200GW に増やしていく 

発電に利用する天然ガスの使用量を徐々に減らし、一部を

グリーン水素に代替させるため、2030 年までに電解槽の拡

大目標を現在の 2 倍となる 10GW に増加させる 

2030 年に EV を 1500 万台普及させる 

2021 年 11 月の連

立協定 

2030 年までに 10GW の水素製造能力の確保を目指す 

ロシア 国が決定する貢献 温室効果ガスを 2030 年までに 1990 年比で 30％削減 

オースト

ラリア 

国家水素戦略

（2019 年 11 月） 

2030 年までに最大１GW の水電解装置容量を確保する 

中国 ロードマップ

（2019 年公表） 

集積回路設計の生産高と世界シェアを、22030 年までにそれ

ぞれ 1,100 億ドル、40％まで高める 

韓国 水素先導国家ビジ

ョン（2021 年 10

月） 

クリーン水素製造量として 2030 年には 100 万トン（グリー

ン 25 万トン、ブルー75 万トン） 

インド 国家水素ミッショ

ン 

2030 年までにグリーン水素の年間生産量を 500 万トンにま

で増やす 

チリ 国家グリーン水素

戦略（2020 年 11

月） 

2030 年までに最も安価なグリーン水素の製造を目指す 

コモロ連

合（東部

アフリカ

地域） 

2030 年コモロ新

興国プラン 

新興国入り（2030 年コモロ新興国プラン） 

(参考：

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/1002496

20.pdf) 
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南アフリ

カ共和国 

統合資源計画

2019 

2030 年のエネルギーミックスにおける原子力の設備容量比

率を 2.5％とした上で、2030 年以降の石炭発電の減少分を

クリーンエネルギーで賄うために、SMR の導入を含めて検討

を進める 

 

②予測等に関する記載  

 オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）は国の革新的な科学技術課題に取り組む組織であ

り、2022 年 7 月に公開された「Currently Reading Our Future World: 

(https://www.csiro.au/en/research/technology-space/data/Our-Future-World)」では、各業界、非

営利セクター、オーストラリア社会全体にわたる長期投資、戦略、および政策の方向性を導くことを目的

として、2042 年までを予測している。例として、2030 年に関する記載には以下のようなものがあり、植物

由来の人工肉市場の成長、鉱物の需要の成長、慢性疾患による生産的寿命損失と経済負担の増加

等について見通されている。 

植物由来の肉の売上高は 2030 年までにオーストラリアで 30 億ドルに達する可能性がありま

す 

オーストラリアの一次産品に関する 2030 年の見通しは、鉄鋼、亜鉛、銅、アルミニウム、希土類

元素、リチウム、ウラン、ニッケルの需要が引き続き成長することを示唆しています。この需要は、

人口と所得水準の上昇、都市化とエレクトロニクスの消費、そしてゼロエミッション技術への移行

によって加速されています。 

オーストラリアにおける慢性疾患による生産的寿命の損失による経済的負担は、2015 年の 126

億ドルから 2030 年までに 205 億ドルに増加すると予想されています 

 

 

2040 年 

 2040 年については、調査範囲においては、米国の「クリーン水素戦略＆ロードマップ（2022 年９月）」

における、「クリーン水素の生産量を 2040 年までに 2,000 万トン/年にする」という目標値のみであった。 

 

2050 年 

 2050 年については、調査範囲においては特定の国・地域等についての予測は無く、各国のカーボン

ニュートラルや水素戦略に係る目標のほか、フランスの風力発電の目標、米国の水素及び航空部門の

ゼロ・エミッションに関する目標があった。 

 

米国 クリーン水素戦略＆ロード

マップ（2022 年９月） 

クリーン水素の生産量を 2050 年までに 5,000 万トン

/年にする 

大統領令など 航空部門については 2021 年 11 月に燃料転換等に

より 2050 年にゼロ・エミッションとする。100％の SAF

化に加え、エンジンの燃費改善に向けた研究開発や

航空設備の低炭素化等を進める。 

カナダ ネットゼロ・エミッション・ア 2050 年カーボンニュートラルを達成  
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カウンタビリティ法 

フランス マクロン大統領発表（2024 

年） 

陸上風力：2050 年までに 2021 年末時点の 18.5GW

を倍増 

洋上風力発電：2050 年までに 50 ヵ所、計 40GW の

導入を目指す 

エネルギー・気候法 2050 年にカーボンニュートラル達成  

英国 法制化された長期戦略 2050 年までの温室効果ガスのネットゼロ排出  

ロシア ロシア社会経済発展戦略  GHG ネット排出量を 2050 年に 2019 年比 60％削減

（1990 年比 80％削減） 

台湾 国家発展委員会：2050 年

カーボンニュートラルの実

現に向けたロードマップ 

2050 年のエネルギーミックスとして、再生可能エネル

ギーを 60～70％、水素を 9～12％、CCUS 付き火力

を 20～27％、水力を 1％とする方針 

韓国 水 素 先 導 国 家 ビ ジ ョ ン

（2021 年 10 月） 

クリーン水素製造量として 2050 年には 500 万トン（グ

リーン 300 万トン、ブルー200 万トン） 

シンガポー

ル 

国家水素戦略（2022 年 10

月） 

2050 年には水素発電により国内の電力需要の最大

５割を賄うことができる可能性がある：技術や世界的

な進捗に合わせて低炭素水素の導入とインフラ整備

を進める 

南 ア フ リ カ

共和国 

低排出開発計画 2050 2050 年カーボンニュートラルの実現  
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グローバルな未来に関する記述                    

2030 年 

①目標に関する記載  

 以下に、EU や複数の国・地域等の取り組みや国連、国際機関等における 2030 年に関する記述等を

抜粋する。ただし SDGs については、すでに広く浸透していることからここでは記載を省略する。 

EU では、「デジタル・コンパス 2030」ではデジタルリテラシーの向上と高度デジタル人材の育成や、安

全・高性能・持続可能なデジタルインフラ整備などの官民のデジタル化目標を掲げている他、「Fit for 

55」において、2030 年までの GHG 排出 55％削減に向けた目標を掲げている。 

 アジア地域における環境的に持続可能な交通（EST）を目指し、国際連合地域開発センターと連携し

てハイレベル政策対話を推進する「第 14 回アジア EST 地域フォーラム(Environmentally Sustainable 

Transport)」においては、「より安全で、より身近で、よりアクセシビリティが高く、より強靱なアジアのため

の、SDGs とカーボンニュートラルの達成のための次世代交通システム」をテーマに掲げ、アジア地域に

おける 2030 年までの EST の目標を掲げた「愛知宣言 2030」が採択された。 

 その他、持続可能な開発のための教育（ESD）については、「持続可能な開発のための教育（ESD） 

f for 2030 （第 74 回国連総会決議）」の中で、目指すべき姿について述べられている。 

 

国・地域 出典 目標 

EU デジタル・コン

パス 2030 

デジタルリテラシーの向上と高度デジタル人材の育成：成人

（16～79 歳）の 80％が基礎的なデジタル技術を取得 

デジタルリテラシーの向上と高度デジタル人材の育成：情報

通信技術（ICT）専門人材を 2,000 万人に拡大 

安全・高性能・持続可能なデジタルインフラ整備：全家庭に

ギガビット通信を接続、全ての居住地域で第 5 世代移動通信

システム（5G）を提供 

安全・高性能・持続可能なデジタルインフラ整備：次世代半

導体の EU 域内生産の世界シェア 20％以上 

安全・高性能・持続可能なデジタルインフラ整備：気候中立

に対応した高セキュリティーなエッジノードを 1 万台配備 

ビジネスのデジタル技術活用：域内企業の 75％がクラウドサ

ービス、ビッグデータ、人工知能などの技術を活用 

ビジネスのデジタル技術活用：域内中小企業の 90％以上が最

低限の基礎的デジタル技術を活用 

ビジネスのデジタル技術活用：EU のユニコーン企業（企業価

値 10 億ドルを超えるスタートアップ企業）を 250 社に倍増 

公的サービスのデジタル化：全ての主要な公的サービスをオ

ンラインで利用可能に 

公的サービスのデジタル化：全ての EU 市民が電子医療記録に

アクセス可能に 

公的サービスのデジタル化：80％の EU 市民がデジタル ID を

利用 

Fit for 55 排出量取引の強化（2030 年の削減目標の引上げ（2005 年比

43％→61％） 

再エネの導入目標引上げ（最終エネルギー消費に占める割合
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を 32％から 40％へ） 

エネルギー効率化目標の引上げ（1990 年比 32.5％→36-39％） 

EU 域内の空港で供給する既存のジェット燃料に SAF を混合す

る割合を徐々に高め、2030 年以降は合成燃料も混合する 

EU 域内の空港に航空燃料を供給する事業者は、供給する燃料

全 体 に 占 め る 持 続 可 能 な 航 空 燃 料 (SAF: Sustainable 

Aviation Fuel)の割合：2030 年までに 6%、2035 年までに 20%、

2040 年までに 34％、2045 年までに 42%、2050 年までに 70%に

する 

航空燃料の供給事業者は、供給する燃料全体に占める e-fuel

の割合を 2030 年までに 1.2%にする 

F2F 戦略（A 

farm to fork 

strategy for a 

fair, healthy 

and 

environmentall

y friendly 

food system） 

農薬：2030 年までに 化学合成農薬全体の 使用とリスクを

50%削減 

農薬：2030 年までに有害性の高い農薬の使用を 50%削減  

肥料：2030 年までに肥料使用量を最低 20%削減  

有機農業：2030 年までに全農地の 25%を有機農業とするため

の開発を促進  

再生可能エネル

ギー指令改正案

（RED Ⅲ） 

EU の総エネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割

合を 2030 年までに 42.5％まで引き上げ 

2030 年までに、産業部門にて使用される水素の 42%を非生物

由来の再生可能燃料（ RFNBO：Renewable Fuels of Non-

Biological Origin）によるものにする 

運輸部門：EU 加盟国は、2030 年までに再生可能エネルギー

の使用により温室効果ガス排出量を 14.5%削減するか、運輸

部門のエネルギー最終消費量のうち、再生可能エネルギーが

占める割合を少なくとも 29%にする 

建物：2030 年時点で、建物における再生可能エネルギーの割

合を少なくとも 49%にする（努力目標） 

第 14 回

ア ジ ア

EST 地域

フォーラ

ム

(Environ

mentally 

Sustaina

ble 

Transpor

t) 

愛知宣言 2030 低炭素（気候変動の緩和）：  2030 年までに交通部門の CO2

排出量のピークを目指し、2050 年またはその以降すぐに交通

部門の脱炭素化に移行することを意図して、交通関連の C O２

排出量の削減に着手する（SDG7.2、9.1、13.2、パリ協定に基

づく）。 

レジリエント： 2030 年 までに、気 候 変 動 による自 然 災 害 や

COVID-19 などのパンデミックに対して、交通システムのレジリ

エントと適応能力を高める。(SDG13、パリ協定、仙台防災枠組

2015-2030 を基に作成)  

大気汚染：2030 年までに、PM2.5、その他の大気汚染、騒音な

ど、交通に起因する大気汚染・汚濁を削減する。  (SDG 3.9, 
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11.6)  

交通安全：2030 年までに、アジアにおける道路交通事故による

死傷者数を 2020 年比で半減させ、特に道路利用者の弱者に

配慮する（SDG3.6 および「国連第 2 回交通安全行動の 10 年」

2021-2030 年、「交通安全に関するストックホルム宣言」に基づ

く）  

経済的持続可能性：2030 年までに、科学、技術、イノベーショ

ンを活用し、輸送インフラやサービスのライフサイクルを通じて環

境や社会への影響を十分に考慮した形で、質の高い旅客・貨

物輸送インフラやサービスへのグリーン投資を行うことにより、持

続可能な経済と雇用の成長を実現する（ SDG8.4、SDG9.1、

12.1、12.c に基づく）。  

農村へのアクセス：  2030 年までにアクセスしやすく、包括的、

安全、手頃な価格、強靱力のある農村部交通インフラとサービ

スを確保し、市場、農業コミュニティによる健康と教育を含む基

本的なユーティリティとサービス、および身体障害者や脆弱なグ

ループによる健康と教育を含む市場、基本的な公益事業、サー

ビスへのアクセスの改善を促進する（SDG2 および SDG9.1）    

都市へのアクセス：2030 年までに、脆弱な状況にある人々、都

市部の貧困層、女性、子ども、障害者、高齢者のニーズに特別

な注意を払って、すべての人にアクセス可能で、包括的、安全、

手頃な価格、持続可能な交通設備、システムへのアクセスを確

保する（SDG11.2 及び 11.7）  

国連森林

フォーラ

ム 

(UNFF) 

国連森林戦略計

画 2017-2030（世

界森林目標） 

世界森林目標１  保護、再生、植林、再造林を含め、持続可能

な森林経営を通じて、世界の森林減少を反転させるとともに、森

林劣化を防止し、気候変動に対処する世界の取組に貢献する

ための努力を強化する。 

1.1  全世界で森林面積を３％増加させる 

1.2  世界の森林の炭素蓄積を維持または増加させる 

 1.4 あらゆる森林の自然災害や気候変動の影響に対する強靱

性や適応能力を世界全体で顕著に強化させる 

世界森林目標２  森林に依存する人々の生計向上を含め、森

林を基盤とする経済的、社会的、環境的な便益を強化する。 

2.1  森林に依存する全ての人々の極度の貧困を撲滅する 

2.2 特に開発途上国において、森林関係の小規模企業による

手頃なクレジット等の金融サービスへのアクセス並びに森林関

係小規模企業のバリューチェーンや市場への統合を顕著に増

加させる 

2.3  森林及び樹木による食料安全保障への貢献を顕著に増

加させる 

2.4  森林関連産業、その他森林を基盤とする企業及び森林
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生態系サービスの社会的、経済的、環境的な開発への貢献を

顕著に増加させる 

2.5  関連する条約等のマンデートや実施中の活動を考慮しつ

つ、あらゆるタイプの森林の生物多様性の保全や気候変動の

緩和及び適応への貢献を増加させる 

世界森林目標３  世界全体の保護された森林面積やその他の

持続可能な森林経営がなされた森林の面積、持続的な経営が

なされた森林から得られた林産物の比率を顕著に増加させる 

3.1 世界全体で、保護地域として指定された森林や、その他の

効果的な地域指定型の保全措置により保全が図られた森林の

面積を顕著に増加させる 

3.2 長期的な森林の管理経営のための計画がたてられた森林

の面積を顕著に増加させる 

3.3 持続的な経営がなされた森林から得られた林産物の比率

を顕著に増加させる 

世界森林目標４  持続可能な森林経営の実施のための、大幅

に増加された、新規や追加的な資金をあらゆる財源から動員す

るとともに、科学技術分野の協力やパートナーシップを強化する 

4.1 持続可能な森林経営に資金を供給するため、あらゆる財源

からあらゆるレベルで相当程度の資金を動員するとともに、開発

途上国に対し、保全や再造林を含む持続的な経営を推進する

ための適正なインセンティブを提供する 

4.2 公的資金（国庫資金、二国間協力、多国間協力、３ヶ国協

力）、民間及び慈善的な団体による融資等、あらゆる財源から

の森林関連の資金供給をあらゆるレベルで大幅に増加させる 

4.3  森林分野における科学、技術、イノベーションに関する、

南北、南南、北北及び３ヶ国間の協力や官民パートナーシップ

を顕著に向上・増加させる 

4.4 森林の資金供給戦略を策定及び実施するとともに、あらゆ

る財源からの資金にアクセスした国の数を顕著に増加させる 

4.5 例えば多くの専門分野にわたる科学的な評価を通じ、森林

に関する情報の収集、利用可能性、入手可能性を向上させる 

世界森林目標５  UNFI 等を通じ、持続可能な森林経営を実施

するためのガバナンスの枠組を促進するとともに、森林の 2030

アジェンダへの貢献を強化する 

5.1 森林を国の持続可能な開発計画及び／または貧困削減

戦略に統合した国の数を大幅に増加させる 

5.2 国及び地方の森林セクターを顕著に強化する等、森林法

の執行及びガバナンスが向上するとともに、違法伐採や関連の

取引を世界中で大幅に減少させる 

5.3 国及び地方の森林関連の政策や計画が、各国の法令に

基づき、省庁やセクター間で一貫的であり、連携が図られ、それ
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ぞれ補完的であるとともに、「先住民族の権利に関する国際連

合宣言」を十分に踏まえ、関連のステークホルダー、地域社会

及び先住民の参加が確保される 

5.4  森林に関連する課題や森林セクターが土地利用計画や

開発に関する意思決定プロセスに十分に統合させる 

世界森林目標６  国連システム内や CPF 加盟組織間、セクター

間、関連のステークホルダー間等、あらゆるレベルにおいて、森

林の課題に関し、協力、連携、一貫性及び相乗効果を強化す

る 

6.1 国連システム内の森林関連プログラムが一貫的かつ補完

的であり、必要に応じて世界森林目標及びターゲットを統合す

る 

6.2 CPF 加盟組織間の森林関連プログラムが一貫的かつ補完

的であり、それらが全体として森林及び森林セクターの 2030 ア

ジェンダへの多面的な貢献を包含する 

6.3 持続可能な森林経営を推進するとともに、森林減少や森

林劣化を阻止するためのセクター間の連携や協力があらゆるレ

ベルで大幅に増加させる 

6.4  持続可能な森林経営の概念に関する理解がさらに共通

のものとなり、関連する指標セットが定められる 

6.5 UNSPF の実施や、会期間活動を含む UNFF の活動にお

いて、メジャーグループやその他のステークホルダーのインプット

や関与が強化される 

国際海事

機関

（IMO） 

IMO GHG 削減戦

略 
2030 年までに、ゼロエミッション燃料等の使用割合を 5～10% 

2030 年までに、CO2 排出（輸送量当たり）を 40%削減（2008

年比） 

2030 年までに、GHG 排出を 20～30%削減（2008 年比） 

国連気候

変動枠組

条約第

26 回締

約国会議

(COP26

) 

グ ラ ス ゴ ー 気 候

合意 
2030 年までに世界全体の二酸化炭素排出量を 2010 年比で

45％削減 

主要国経

済フォー

ラム

（MEF） 

グローバル・ メ タ

ン・プレッジ 
世界全体のメタン排出量を 2030 年までに 2020 年比 30％削

減（グローバル・メタン・プレッジ） 

生物多様

性条約第

15 回 締

約国会議 

昆 明 ・ モ ン トリ オ

ール生物多様性

枠組 

2030 年ミッション：必要な実施手段を提供しつつ、生物多様性

を保全するとともに持続可能な形で利用すること、そして遺伝資

源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を確保すること

により、人々と地球のために自然を回復軌道に乗せるために生
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物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる 

第 3 回国

連防災世

界会議 

仙 台 防 災 枠 組

2015-2030 
2030 年までに、世界の災害による死者数を大幅に減少する。 

2030 年までに、世界の被災者数を大幅に減少する。 

2030 年までに、世界の国内総生産（GDP）に対する災害による

直接的経済損失を減少する。 

2030 年までに、健康と教育に関わる重要なインフラの損害とラ

イフラインの供給停止を大幅に減少する。 

2030 年までに、途上国が防災枠組の実施ができるように、十分

かつ持続的な支援のための国際協力を強化する。 

2030 年までに、マルチハザードに対する早期警戒システム、及

び災害リスク情報と評価への人々のアクセス機会を増加させる。 

第 74 回

国連総会

決議 

持続可能な開発

のための教育

（ESD） for 

2030 

【目指す世界】各国政府は、教育を変革するために、国の教育

政策及び枠組みの中で ESD を主流にします（持続可能な開発

のための教育（ESD） for 2030） 

【目指す世界】学習者には、世界中で職業や社会的地位にか

かわらず、持続可能な開発を推進し、１７の SDGｓ達成に必要

な知識、技能、価値観、態度を習得し、ESD への機関包括型ア

プローチを通じて、持続可能な開発を経験する機会があります

（持続可能な開発のための教育（ESD）  for 2030） 

【目指す世界】教育者は、世界のどこにおいても、持続可能な

将来に向け、社会変革を促すための能力開発の機会を得ま

す。教育者向けの訓練機関は ESD を体系的に取り入れていま

す（持続可能な開発のための教育（ESD）  for 2030） 

【目指す世界】ユースは、変化の担い手となるよう強化され、ユ

ース団体は、ESD に関するユース及びユースのトレーナー向け

の研修を体系的に実施します（持続可能な開発のための教育

（ESD） for 2030） 

【目指す世界】人々は、世界各地の都市とコミュニティでの生活

において、ESD が、地域レベルで持続可能性を実現するための

鍵となるツールであり、生涯学習の機会であることを認識します

（持続可能な開発のための教育（ESD）  for 2030） 

 

 

②予測等に関する記載  

 日本による予測では、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が、「情報化社会の進展がエネ

ルギー消費に与える影響（Vol.1）—IT 機器の消費電力の現状と将来予測—」において、世界の IP トラフ

ィックや ICT 関連機器の使用電力について予測し、技術進歩がなければ情報関連だけで世界の全て

のエネルギーを消費してもまだ不足するという事態になりうるとしている。また「2030 年頃を見据えた情報

通信政策の在り方」最終答申（令和５年６月 23 日 情報通信審議会）では、メタデータ管理ツールの世

界市場規模の成長について予測されている。 
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 海外においては、欧州委員会の「Megatrends 2040: Volatility, Uncertainty, Resourcefulness」、その

総局の一つ JRC（Joint Research Centre）における「Towards a green and digital future」など、欧州に

おいて活発な予測活動がなされている。日本同様に情報化社会の進展を見通しており、メタバースの

世界市場の成長、データ駆動型の材料最適化の市場規模成長の他、インターネットに接続されるデバ

イスの数は、2017 年の 270 億から 2030 年までに 1,250 億に達するとしている。また、天然資源に

対する世界的需要の増加や、環境モニタリングやマイクログリッド、Energy-as-a-Service （EaaS）＊の市

場成長にも注目している。その他、気候変動に関する政府間パネル（ IPCC）・第 6 次評価報告書にお

ける、温暖化を 2℃より低く抑える可能性を高くするためには、2030 年以降の急速な緩和努力の加速に

頼ることになるとの予測や、人口 85 億人に到達するという国際連合の予測などがある。 

＊エネルギーのみでなく、関連設備や制御技術などの付随製品やサービスなど、包括的に価値を提 

供すること 

 

情報化社会の進展がエネルギー消

費に与える影響（Vol.1）—IT 機器の

消費電力の現状と将来予測—（国立

研究開発法人科学技術振興機構）  

世界の IP トラフィックは現在と比べ 2030 年には 30 倍以

上に達する 

2030 年には ICT 関連機器だけで現在の年間使用電力

量の倍近い電力を消費するとの予測 

「2030 年頃を見据えた情報通信政

策の在り方」 最終答申 

メタデータ管理ツールの世界市場規模は 2030 年には

310 億 3,542 万米ドルに達し、年平均成長率 17.67％と

予測されている（GII メタデータ管理ツール市場調査レポ

ート） 

Metaverse market revenue 

worldwide from 2022 to 2032

（ https://www.statista.com/statisti

cs/1295784/metaverse-market-

size/） 

メタバースの世界市場は 2021 年に 4 兆 2,640 億円だっ

たものが 2030 年には 78 兆 8,705 億円まで拡大すると予

想 

Megatrends 2040: Volatility, 

Uncertainty, Resourcefulness 

(https://foresight.gov.gr/wp-

content/uploads/2022/07/MEGAT

RENDS.Greece2040-en.pdf) 

あらゆる種類の天然資源に対する世界の需要は、20 世

紀中に 10 倍に増加し、2010 年と比較して 2030 年ま

でに 2 倍になると予想されています。 

2030 年までに約 50 億人が中流階級に属することにな

り、大きな購買力を持つことになります。これらの人々の 

3 分の 2 は、アジア太平洋地域に居住します。 

中国は「購買力平価（PPP）」ベースですでに米国を追い

抜いており、市場為替レートベースでも 2030 年までに最

大の経済大国になると予想されています。 

Dooley, M. and Kharas, 2021. H. 

“Long-run impacts of COVID-19 

on extreme poverty”. Future 

Development. The Brookings 

Institution. 2 June 2021. 

2030 年までに 5 億 8800 万人が依然として極度の貧困

状態にある可能性がある 
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https://www.brookings.edu/blog/fu

ture-

development/2021/06/02/long-

run-impacts-of-covid-19-on-

extreme-poverty/ 

Muench, S., Stoermer, E., Jensen, 

K., Asikainen, T., Salvi, M. and 

Scapolo, F., Towards a green and 

digital future, Publications Office 

of the European Union, 

Luxembourg, 2022, 

doi:10.2760/977331, JRC129319. 

北米や欧州だけでなく中南米でも出生率が予想以上に

低下した。アフリカでさえ、2030 年の人口は予測より 1600

万人減少し、1704 人ではなく 168 万 8000 人となる。 

2030 年までに、世界人口の  51% が過体重になると予

測されており、すでに、低体重よりも過体重により死亡す

る人の方が多くなっています 

高齢者や丘陵地でのサイクリングを可能にする電動自転

車の販売は、ヨーロッパで 47%増加して年間 3,000 万台

に達しました。これは、2030 年までに自転車の販売が自

動車の 2 倍になる可能性があることを意味します 

世界の環境モニタリング市場は、市場価値が  2020 年

の約 180 億ユーロから、2030 年には 400 億ユーロへ

と 2 倍以上に拡大すると予想されています 

世 界 の マ イ ク ロ グ リ ッ ド 市 場 は 、 2030 年 に  550 ～ 

1,900 億ユーロに達すると予想されています 

Energy-as-a-Service （EaaS）はすでに企業間で確立さ

れており、企業対顧客の分野への参入も増えています。

これは急速な成長を遂げている市場セグメントであり、

2021 年 から  2030 年 までの年 平 均 成 長 率 は  7.6 % 

で、市場規模は 1,130 億ユーロに達すると予想されて

います。 

データ駆動型の材料最適化は、大きな成長の可能性を

秘めた市場です。世界市場規模は 2021 年に 8,800 万ユ

ーロで、2030 年までに 7 億 4,900 万ユーロに成長すると

予想されています。ただし、この成長見通しは、十分な教

育を受けた専門家の確保と、成功したユースケース（バイ

オテクノロジーや航空宇宙など）の他分野への移転にか

かっています。 

GLOBAL TRENDS TO 2030: 

CHALLENGES AND CHOICES 

FOR EUROPE 

(https://www.iss.europa.eu/conten

t/global-trends-2030-%E2%80%93-

challenges-and-choices-europe) 

EU の人口は、2030 年には 4 億  9,800 万人から 5 

億 2,900 万人の間になると予測されています。 

全体として、世界は現在よりも高齢化するでしょう。2030 

年には、世界人口の 12% が 65 歳以上となり、現在の

約 8% から増加します 

ヨーロッパは 2030 年には人口の 25.5% が 65 歳以上
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  になります 

2030 年までに世界の  3 分の  2 か、はるかに多くの

人々が人口  100 万人未満の都市に住み、次いで 100 

万人から 500 万人の都市に住むことになる 

2030 年までに中国が米国を超えて世界最大の経済大

国になると予想され、ヨーロッパは第 3 の世界経済となる

でしょう。 

インターネットに接続されるデバイスの数は、2017 年の 

270 億から 2030 年までに 1,250 億に達すると予想さ

れます 

2030 年までに、航空旅客数はほぼ 2 倍の 70 億人以

上に増加し、そのほとんどがアジア中部からの乗客となる

でしょう。航空貨物は 2030 年までに 3 倍になり、世界

中の海上コンテナの港での取り扱いは 4 倍になる可能

性があります。 

ヨーロッパの不法移民のほとんどは、正規の手段で入国

したビザによる「オーバーステイ者」であることもわかって

います。現在の予測によれば、2030 年までに毎年  18 

億人の個人旅行者が国境を越えることになる。 

気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル

（IPCC）・第 6 次評価報告書の第 1

作業部会、第 2 作業部会及び第 3

作業部会報告書 

温暖化を 2℃より低く抑える可能性を高くするためには、

2030 年以降の急速な緩和努力の加速に頼ることになる 

国連による予測：

https://www.unic.or.jp/activities/e

conomic_social_development/social_

development/population/ 

人口 85 億人に到達 

 

 

2040 年 

 2040 年については、調査範囲においては、グローバルな目標値は、EU の持続可能な航空燃料 (SAF: 

Sustainable Aviation Fuel)の割合、国際海事機関（ IMO）の GHG 排出%削減、COP27 における世界

全体の新車の電気自動車（EV）等のゼロエミッション車率についての目標値があった。予測については、

インフラ アジェンダを推進するために G20 によって設立された、グローバル・インフラストラクチャー・ハ

ブ（ GIH） によって、インフラ需 要 ギャップの推 計 や、米 国 の国 家 情 報 会 議 （ National Intelligence 

Council, NIC）による人口動態、環境、経済、テクノロジーの 4 つの中核領域における予測が存在する

ほか、EU の European Strategy and Policy Analysis System（ESPAS）によって、インドネシアの経済的

成長が予測されている。 
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①目標に関する記載  

EU Fit for 55 EU 域内の空港に航空燃料を供給する事業者

は、供給する燃料全体に占める持続可能な航空

燃料 (SAF: Sustainable Aviation Fuel)の割合：

2040 年までに 34％ 

国際海事機関（IMO） IMO GHG

削減戦略 

2040 年までに、GHG 排出を 70～80%削減（2008

年比） 

第 27 回国連気候変動枠組条

約シャルム・エル・シェイク締約

国会議（COP27） 

ー 世界全体で 2040 年までに販売される全ての新

車を電気自動車（EV）等のゼロエミッション車とす

る 

 

②予測等に関する記載  

G20 グローバル・インフラスト

ラクチャー・ハブ（GIH） 

2040 年までのインフラ需給ギャップは約 15 兆米ドル（推計） 

Megatrends 2040: 

Volatility, Uncertainty, 

Resourcefulness 

IoT に接続されたデバイスはおそらく 2040 年までに数兆に達す

ると予想されており、そのすべてがリアルタイムで監視されることに

なります。 

GLOBAL TRENDS 2040 モノのインターネット（IoT）は、2018 年に 100 億個のデバイスを

網羅し、2025 年までに 640 億個、2040 年までにおそらく数兆

個に達すると予測されており、すべてがリアルタイムで監視されて

います 

人口動態の大きな変化：欧州や東アジアを含む一部の先進国お

よび新興国では高齢化が加速し、人口減少に直面し、経済成長

の重しとなります 

人口動態の大きな変化：ラテンアメリカ、南アジア、中東、北アフリ

カの一部の発展途上国は、労働年齢人口の増加の恩恵を受け

ており、インフラやスキルの向上と組み合わせれば、人口ボーナス

の機会が生まれます 

人口動態の大きな変化：世界の人口動態の傾向の変化により、

今後 20 年間で国内および国家間の経済的機会の格差が拡大

し、移住に対する圧力や紛争がさらに高まることはほぼ確実です 

環境：気温上昇に伴い、より極端な嵐、干ばつ、洪水、氷河や氷

冠の融解、海面上昇が起こるだろう。その影響は開発途上国や

貧困地域に不均衡に及び、環境悪化と重なって新たな脆弱性を

生み出し、経済的繁栄、食糧、水、健康、エネルギー安全保障に

対する既存のリスクを悪化させる。 

環境：政府、社会、民間部門は、既存の脅威を管理するために

適応と回復力の対策を拡大する可能性が高いが、これらの対策

が均等に行き渡ることはなく、一部の人々が取り残されることにな



 

42 

 

る。温室効果ガスの排出量を正味ゼロにする方法と速さをめぐっ

て議論が活発化するだろう 

世界経済の動向：国家債務の増加、貿易環境の複雑化と分断

化、貿易の変化、新たな雇用の混乱など、いくつかの世界経済の

動向が、国家内外の状況を形成する可能性が高い 

世界経済の動向：大規模なプラットフォーム企業は、継続的な貿

易のグローバル化を推進し、小規模企業の成長と国際市場への

アクセスを支援する可能性がある。これらの強力な企業は、政治

や社会の分野で影響力を及ぼそうとする可能性があり、政府は新

たな規制を課す可能性がある。 

世界経済の動向：アジア経済は、少なくとも 2030 年まで数十年

の成長を続けるとみられるが、成長率は低下する可能性がある 

テクノロジー：今後 20 年間、テクノロジー開発のペースと範囲は

これまで以上に加速し、さまざまな人間の経験と能力を変革する

と同時に、社会、産業、国家の内部および間で新たな緊張と混乱

を生み出す可能性があります 

テクノロジー：国家・非国家は、経済、軍事、社会の安全保障に

連鎖的なリスクと影響をもたらす可能性のある科学技術におけるリ

ーダーシップと優位性を競います 

将来の世界保健課題：感染症対策の停滞：近年、結核とマラリア

に対する国際的な取り組みは停滞している。2015 年から 2019 年

にかけて、薬剤耐性結核の症例数は世界中で増加し、マラリア症

例は、国際投資の平準化もあって、その前の 15 年間の 27 パー

セント減少に比べてわずか 2 パーセント減少した。今後も、長期

にわたる感染症、新興感染症、再興感染症が個人やコミュニティ

を危険にさらし続けるだろう。新たな動物病原体が人間に感染す

るリスクの増大や、人間の移動や人口密度などの感染拡大要因

により、新たなパンデミックの発生率も高まるとみられる。 

将来の世界保健課題：非感染性疾患の増加：平均寿命の延長

に加え、栄養不良、汚染、喫煙もあって、2040 年までに低所得

国における死亡原因の 80%が非感染性疾患によるものになると予

測しています。これは 1990 年の 25%から増加しており、多くの国

では医療制度がこの変化に対応できるほど十分に整っておらず、

人々の苦しみが増す可能性があります。経済不況の時期には、

公衆衛生制度に負担がかかり、外国からの援助や民間の医療投

資に下押し圧力がかかるため、こうしたリスクがさらに高まります。 

将来の世界保健課題：特に若者のメンタルヘルスへの負担が増

加：医療専門家は、今後 20 年間で世界の精神疾患の経済的コ

ストが 16 兆ドルを超える可能性があると予測しており、その経済
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的負担の多くは慢性的な障害や早死による収入と生産性の損失

から生じている。予備調査では、パンデミックにより、あらゆる地域

の人々が経済的損失や社会的孤立ストレス障害による精神的苦

痛の割合の増加を経験することが示唆されている。 

GLOBAL TRENDS TO 

2030: CHALLENGES AND 

CHOICES FOR EUROPE 

世界で 4 番目に人口の多い国であるインドネシアの成長が加速

すれば、2040 年までに経済上位 10 位に入る可能性がありま

す。 

 

 

2050 年 

 2050 年における目標は、カーボンニュートラルに係るものか、生物多様性に係るものであった。予測と

しては、「インドネシアは日本やドイツなどの先進国を追い抜いて第 4 位に躍り出る可能性が高い」、「購

買力平価（PPP）ベースで、メキシコやインドネシアなどの新興経済国は、2050 年までに英国やフランス

よりも大きくなり、トルコはイタリアよりも大きくなる可能性があります」など、G7 の経済的、政治的影響力

は着実に E7（G7：米国、英国、フランス、ドイツ、日本、カナダ、イタリア、E7：中国、インド、インドネシ

ア、ブラジル、ロシア、メキシコ、トルコ）に移行するという予測がある。 

 

①目標に関する記載  

EU Fit for 55 EU 域内の空港に航空燃料を供給する事業者は、供給する燃

料全体に占める持続可能な航空燃料 (SAF: Sustainable 

Aviation Fuel)の割合：2050 年までに 70% 

航空燃料の供給事業者は、供給する燃料全体に占める e-fuel

の割合を 2050 年までに 35%にする 

国際海事機関

（IMO） 

IMO GHG

削減戦略 

2050 年頃までに、GHG 排出ゼロ 

国際航空業界

団体（IATA） 

2021 年 10

月 4 日 第

77 回

IATA 年次

総会 

航空分野：2050 年炭素排出をネットゼロ 

国連気候変動

枠組条約第 26

回締約国会議

(COP26) 

グラスゴー

気候合意 

世界全体の二酸化炭素排出量を今世紀半ば頃には実質ゼロ

にすること、及びその他の温室効果ガスを大幅に削減する 

生物多様性条

約第 10 回締約

国会議

(COP10) 

戦略計画

2011-

2020・ 

2050 年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復され、

そして賢明に利用され、そのことによって生態系サービスが保持

され、健全な地球が維持され、全ての人々に不可欠な恩恵が与

えられる（戦略計画 2011-2020） 
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生物多様性条

約第 15 回締約

国会議 

昆明・モン

トリオール

生物多様

性枠組  

2050 ビジョン：この枠組のビジョンは、「2050 年までに、生態系

サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益

を提供しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、

賢明に利用される」自然と共生する世界である 

ゴール A：すべての生態系の健全性、連結性及びレジリエンス

が維持され、強化され、又は回復され、2050 年までに自然生態

系の面積を大幅に増加させる； 既知の絶滅危惧種の人によっ

て引き起こされる絶滅が阻止され、2050 年までに、すべての種

の絶滅率及びリスクが 10 分の１に削減され、在来の野生種の

個体数が健全かつレジリエントな水準まで増加される；  野生種

及び家畜・栽培種の個体群内の遺伝的多様性が維持され、そ

の適応能力が保護される。 

ゴール B：生物多様性が持続的に利用及び管理されるととも

に、生態系の機能やサービスを含む自然がもたらすものが、大

切にされ、維持され、そして現在低下しているものが回復される

ことで増強されることで、持続可能な開発の達成を支え、2050

年までに現在及び将来の世代に便益をもたらす 

ゴール C：国際的に合意されたアクセスと利益配分に関する法

的文書に従い、遺伝資源に関連する伝統的知識を適切に保護

しつつ、遺伝資源、遺伝資源に関する塩基配列情報、及び該

当する場合には遺伝資源に関連する伝統的知識の利用から生

じる金銭的・非金銭的利益が、公正かつ公平に、必要に応じて

先住民及び地域社会も含めて配分されるともに、2050 年までに

大幅に増加することによって、生物多様性の保全及び持続可

能な利用に貢献する 

ゴール D：年間 7,000 億ドルの生物多様性の資金ギャップを

徐々に縮小し、資金フローを昆明－モントリオール地球規模生

物多様性枠組と 2050 年ビジョンに整合させながら、昆明－モン

トリオール地球規模生物多様性枠組を完全に実施するための、

資金、能力構築、科学技術協力、技術へのアクセスと技術の移

転を含む、十分な実施手段が、すべての締約国、特に後発開

発途上国、小島嶼開発途上国、並びに経済移行国に対して確

保され、衡平にアクセスできるようになる 

 

②予測等に関する記載  

The Long View How will the 

global economic order change  

by 2050? (Feb. 2017) 

2050 年までにインドは米国を抜き世界第 2 位、インドネシア

は第 4 位の経済大国となり、日本、ドイツなどの先進国を抜

く見通し 
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情報化社会の進展がエネルギー

消費に与える影響（Vol.1）—IT 機

器の消費電力の現状と将来予測

—（国立研究開発法人科学技術

振興機構） 

世界の IP トラヒックは現在と比べ 2050 年には 4,000 倍に

達する 

Worldin2050：The BRICs and 

beyond: prospects, challenges 

The BRICs and beyond: 

prospects, challenges and The 

BRICs and beyond: prospects, 

challenges and opportunities

（Jan 2013） 

購買力平価（PPP）ベースで、ブラジルは、日本を追い抜い

て第 4 位に躍り出ると予想されています。 

購買力平価（PPP）ベースで、メキシコやインドネシアなどの

新興経済国は、2050 年までに英国やフランスよりも大きくな

り、トルコはイタリアよりも大きくなる可能性があります 

The Long View How will the 

global economic order change  

by 2050? (Feb. 2017) 

2050 年までに主要経済大国 7 カ国のうち 6 カ国は新興国

が占める見込み 

ベトナムは 2050 年までに世界で最も高成長を遂げる経済

大国となり、予測 GDP の世界順位は第 20 位に上昇 

EU 加盟 27 カ国が世界 GDP に占める割合は 2050 年まで

に 10％未満へ低下 

Megatrends 2040: Volatility, 

Uncertainty, Resourcefulness 

2050 年までにインドが米国を追い抜いて世界第 2 位の経

済大国になると予想され、インドネシアは日本やドイツなどの

先進国を追い抜いて第 4 位に躍り出る可能性が高いです。

同時に、ベトナムは 2050 年までに最も急速に成長する経済

大国となり、世界の GDP ランキングで 20 位に上昇すると予

想されています。 

ベトナムは 2050 年までに最も急速に成長する経済大国とな

り、世界の GDP ランキングで 20 位に上昇すると予想されて

います。 

2050 年までに、G7 の経済的、政治的影響力は着実に E7

（G7：米国、英国、フランス、ドイツ、日本、カナダ、イタリア、

E7：中国、インド、インドネシア、ブラジル、ロシア、メキシコ、

トルコ）に移行するでしょう。 

GLOBAL TRENDS 2040 将来の世界保健課題：抗菌薬耐性の増大：抗生物質治療

に対する耐性は、家畜における抗生物質の過剰使用や誤

用、および人間の医療における抗菌剤の使用などにより、

世界的に増加しています。薬剤耐性感染症は、年間 50 万

人以上の死者を出しており、生産性の低下や入院期間の

延長や治療にかかる高額な費用により、2020 年から 2050

年の間に累積的な経済損失は 100 兆ドルに達する可能性

があります。 
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気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）・第 6 次評価報告書の

第 1 作業部会、第 2 作業部会及

び第 3 作業部会報告書 

オーバーシュートしない又は限られたオーバーシュートを伴

って温暖化を 1.5℃（>50%）に抑えるモデル化された経路

と、温暖化を 2℃（>67%）に抑える即時の行動を想定したモ

デル化された経路では、いずれの種類のモデル化された経

路においても、2030 年、2040 年及び 2050 年を通して、急

速かつ大幅な GHG 排出削減が続く 

OECD Environmental Outlook 

to 2050 

世界の水需要は、製造業、火力発電、生活用水などに起

因する需要増により、2050 年は 2020 年と比較して 55％程

度の増加が見込まれている 

IEA「The Role of Critical 

Minerals in Clean Energy 

Transitions: World Energy 

Outlook Special Report」 

電化・水素化を進めようとすれば、必要となる金属鉱物（クリ

ティカル・ミネラル）や水素は必須となる戦略物資であり、

IEA によれば、2050 年には、化石燃料の貿易量よりもこれら

の物資の貿易が重要になり、地政学も変わり得る 

年次報告書「2050 年までのエネ

ルギー、電力、原子力発電の推

計値」2023 年版 

高導入ケースでは、現在 3 億 7,100 万 kW（2022 年末時

点）の原子力発電設備容量が、2050 年までに 2 倍以上の

8 億 9,000 万 kW になるとし、低導入ケースでは、4 億

5,800 万 kW に増加する 

IRENA「FUTURE OF WIND」  風力発電のうち、特に洋上風力については、欧州を中心に

全世界で導入が拡大しているとともに、2050 年に向けて、

中国・韓国を中心にアジア市場での急成長が見込まれてい

る。 

国連：

https://www.unic.or.jp/activitie

s/economic_social_development/

social_development/population/ 

人口 97 億人に到達（国連の予測） 
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（３）  ビジョン及び社会像に関する記述  

 未来に関する記述の多くは、課題や目標に関するものであり、特定の年限や KPI 等の具体的目標に

関することが多い。他方で、昨今はビジョンや望ましい社会像について記載された文書も多くみられ、本

項ではそれらについて調査、整理した結果を記載する。整理にあたっては、便宜上、第 11 回科学技術

予測調査の 7 分野を使用した。 

 

⑧ 健康・医療・生命科学分野のビジョン等は、子供・若者の育成支援推進、医薬品産業、薬局、歯

科保健医療、地域包括ケアシステム、まち・ひと・しごと等に関するものがあった。 

⑨ 農林水産・食品・バイオテクノロジー分野のビジョン等は、みどりの食料システム戦略の他、農福連

携、生物多様性等に関するものがあった。 

⑩ 環境・資源・エネルギー分野のビジョン等は、海洋プラスチックごみ対策、環境研究・環境技術開

発、長期低炭素戦略、福島新エネ社会構想、洋上風力等に関するものがあった。特に長期点炭

素戦略では、様々な分野における大幅削減の社会像として、建物・暮らし、移動、産業・ビジネス

活動、エネルギー需給、地域・都市など広範にわたってビジョンが描かれている。 

⑪ ICT・アナリティクス・サービス分野のビジョン等は、デジタル社会や Beyond5G に関するものがあっ

た。 

⑫ マテリアル・デバイス・プロセス分野のビジョン等は、マテリアル・イノベーションや量子技術イノベー

ションョンに関するものがあった。 

⑬ 都市・建築・土木・交通分野のビジョン等は、国土、防災・減災、交通インフラ、人流・物流、くらし、

まちづくり、海洋、建設現場、サイバー空間のほか、水源、観光、航空交通、船舶交通、水道に関

するものがあった。 

⑭ 宇宙・海洋・地球・科学基盤分野のビジョン等は、宇宙基本計画や、宇宙輸送システムに関するも

のがあった。 

⑮ 特定の分野に当てはまらないビジョン等としては、国際協力関係に関するものや、金融に関するも

のがあった。 

 

 以下にそれぞれのビジョン等が記載された文書名を記載する。具体な文章については、続く資料集に

おいて、概要及びキーフレーズを別途まとめた。詳細については出典を参照のこと。 

健康・医療・生命科学 

⚫ 「子供・若者育成支援推進大綱」(「子ども・若者ビジョン」は廃止) 

⚫ 「医薬品産業ビジョン 2021」 

⚫ 「患者のための薬局ビジョン～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～」  

⚫ 「歯科保健医療ビジョン」 

⚫ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」 

⚫ 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）」 
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農林水産・食品・バイオテクノロジー 

⚫ みどりの食料システム戦略 

⚫ 「農福連携等推進ビジョン」 

⚫ 「生物多様性国家戦略」第六次戦略「生物多様性国家戦略 2023-2030」（令和５年３月３１

日閣議決定） 

⚫ 「愛知目標」 

⚫ 「2050 年昆明－モントリオールゴール（生物多様性条約第 15 回締約国会議第二部、カル

タヘナ議定書第 10 回締約国会合第二部及び名古屋議定書第 4 回締約国会合第二部の結果

概要）」 

環境・資源・エネルギー分野 

⚫ 「JAEA2050+」 

⚫ 「マリーン（MARINE）・イニシアティブ」 

⚫ 大阪ブルー・オーシャン・ビジョン及び実行計画 

⚫ 「環境研究・環境技術開発の推進戦略～脱炭素化・ＳＤＧｓ達成に向けた地域循環共生圏

と Society5.0 の一体的推進～」 

⚫ 「長期低炭素ビジョン」 

⚫ 「第五次環境基本計画」 

⚫ 「福島新エネ社会構想」 

⚫ 「洋上風力産業ビジョン（第１次）」 

ICT・アナリティクス・サービス分野 

⚫ デジタル社会の実現に向けた重点計画 

⚫ 「デジタル社会構想会議」 

⚫ 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」 

⚫ 「Beyond5G 推進戦略－6G へのロードマップ－」 

マテリアル・デバイス・プロセス分野 

⚫ 「マテリアル革新力強化戦略」 

⚫ 「量子技術イノベーション戦略（最終報告）」 

⚫ 「量子未来社会ビジョン」～量子技術により目指すべき未来社会ビジョンとその実現に向

けた戦略～ 

都市・建築・土木・交通分野 

⚫ 第５期国土交通省技術基本計画 

⚫ 「国土の長期展望」 

⚫ 「水源地域ビジョン」 

⚫ 「明日の日本を支える観光ビジョン」 
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⚫ 「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン（CARATS）」 

⚫ 「新たな時代における船舶交通をはじめとする海上の安全のための取組（第 5 次交通ビジ

ョン）」 

⚫ 「新水道ビジョン」 

宇宙・海洋・地球・科学基盤分野 

⚫ 「宇宙基本計画」 

⚫ 「宇宙輸送システム長期ビジョン（2014 年 4 月宇宙政策委員会）」 

特定の分野に当てはまらないビジョン等 

⚫ 「統合イノベーション戦略 2023」 

⚫ 「知的財産戦略ビジョン」 

⚫ 「日・サウジ・ビジョン 2030」 

⚫ 「GX リーグ」 

⚫ 「ASEAN 共同体ビジョン 2025」 

⚫ 「インド太平洋に関する ASEAN アウトルック（AOIP）」 

⚫ 「APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040」 

⚫ 「ESG 地域金融タスクフォース」共通ビジョン 

⚫ 「研究開発ビジョン～多次元統合防衛力の実現とその先へ～」 

⚫ 「ビエンチャン・ビジョン 2.0」  
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４． おわりに 

本調査では、第 12 回科学技術予測調査の検討に資するため、国内外の政策文書、報告書等にお

ける未来に関する記述を幅広く調査を行った。第 12 回科学技術予測調査は、2055 年までを展望する

ものである。 

本調査においては、2025 年から 2070 年までの、国内外の広範な政策文書等に記載された文章を対

象に、一年単位で、目標や予測についての具体な記述を抜き出し、その数は 900 以上となった、第 12

回科学技術予測調査では今後、複数のあるべき・目指すべき未来社会像とそれらに向けた方策を「シ

ナリオ分析」により描くことを予定しており、本調査の結果は、そのシナリオ分析における基礎データの一

つとして活用される。 

 また、本報告書内では、抜き出した 900 以上の目標や予測のうち、特に重要な節目として 2030 年、

2040 年、2050 年を取り上げてまとめた。しかしながら、2030 年まではロードマップとして細かく各年の目

標を定めた場合も多い。特に予測値に関しては、日本の将来推計人口では、特定の 2038 年に日本に

おける日本人の出生が 70 万件を下回ることが予測されるなど、ある特定の年を念頭に算出されたもの

ではないため、今回取り上げた以外の予測も多く存在する。 

 目標値についても、航空機や脱炭素化目標などは中長期的に目標を定めるものが多く、例えば、「第

26 回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP26）」の声明では「世界のすべての新車販売につい

て、主要市場で 2035 年までに、世界全体では 2040 年までに、電気自動車（EV）等、二酸化炭素を排

出しないゼロエミッション車とすることを目指す」としている。EU では Fit for 55 において「航空燃料の供

給事業者は、供給する燃料全体に占める e-fuel の割合を 2035 年までに 5%にする」、「EU 域内の空港

に航空燃料を供給する事業者は、供給する燃料全体に占める持続可能な航空燃料 (SAF: Sustainable 

Aviation Fuel)の割合：2045 年までに 42%」としている。 

 従ってシナリオ分析においては、2030 年、2040 年、2050 年といった節目の年だけでなく、年表の全て

を基礎資料として活用する必要がある。 

  

また、本調査はあくまで科学技術予測調査の質の向上のため目標値・予測値等を抜き出したもので

ある。それぞれの計画は慎重に進められ、必要に応じて見直しが行われるほか、目標の実現に当たって

は、施策の強度、実施のタイミングなどが十分に考慮されている。そのため、特定の目標値だけを過度

に追うのではなく、その経緯や周辺の状況までも含めて総合的にシナリオ分析を進めていく必要がある

点には注意が必要である。本調査結果を参考にする場合も、必ず各種出典を参照頂きたい。  
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資料１ ビジョン等に係る文書の概要・キーワード/キーフレーズ 

健康・医療・生命科学  

「子供・若者育成支援推進大綱」 (「子ども・若者ビジョン」は廃止 ) 

⚫ 概要  

子ども・若者育成支援推進法（平成２１年法律第７１号）第８条第１項の規定に基づき、子ど

も・若者育成支援施策の推進を図るための大綱  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ （１）全ての子供・若者の健やかな育成  

基本的な生活習慣について、乳幼児期に家庭を中心に形成されるように支援するとともに、

学力の向上、体力の向上、情報通信技術の適切な利用を含むコミュニケーション能力の育成、

規範意識や思いやりの心の涵かん養に取り組む。また、キャリア教育等を通じて、子供・若者

の勤労観・職業観や社会的・職業的自立に必要な基盤となる能力や態度の形成を図る。さら

に、円滑な就職支援と非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善等により、若者の雇用安

定化と所得向上に取り組む。また、子供・若者が自らの心・身体の健康を維持することができ

るよう健康教育を推進するとともに、とりわけ思春期の子供・若者に対しては、妊娠・出産・育

児に関する教育を充実させる。子供・若者が自らの心身や権利を守るためには、主体的に相

談し支援を求める能力を持つことが重要であることから、困難を抱えた場合における相談先に

ついての広報啓発、雇用や消費者保護等の関係法令についての適切な理解の促進等を通

じて、自ら考え自らを守る力を育成し、困難な状況に陥らないよう予防を図る。子供・若者育

成支援に関する地域住民からの相談に応じ、関係機関の紹介その他必要な情報の提供や

助言を行う拠点（法第 13 条に基づく子ども・若者総合相談センター）の機能が全国で確保さ

れるよう、地方公共団体その他の関係団体を支援する。 

➢ （２）困難を有する子供・若者やその家族の支援  

子供が生まれてから大人になるまでのライフサイクルを見通し、国及び地方公共団体の機関

はもとより、家庭、学校、地域が一体となって、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子

供・若者の支援を重層的に行うため、法第 19 条第１項に基づく子ども・若者支援地域協議

会の地方公共団体における整備を推進する。これにより、子供・若者に対し年齢階層で途切

れることなく継続した支援を行う「縦のネットワーク」を機能させる。あわせて、同協議会の核と

なる機関・団体が中心となり、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用等の関係機

関・団体が、個々の子供・若者に関する情報を適切に共有し、有機的に連携する「横のネット

ワーク」を機能させる。また、困難を有する子供・若者やその家族が抱える問題に応じて、支

援を行う者が家庭等に出向き必要な相談、助言又は指導を実施するアウトリーチ（訪問支援）

を充実させる。さらに、子供の貧困については、貧困が世代を超えて連鎖することを防ぐため、

対策を一層推進するとともに、児童虐待については、その発生予防から早期発見・早期対応、

虐待を受けた子供の保護・自立支援に至るまでの一連の対策の更なる強化を図る。このほか、

虐待を受けた子供などをより家庭的な環境で育てることができるよう、社会的養護の推進を図
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る。 

➢ （３）子供・若者の成長のための社会環境の整備  

全ての就学児童が放課後等を安全に安心して過ごし、地域住民の参画を得て体験・交流活

動を行う活動拠点の充実を図る。また、子供・若者が、家庭や学校とは異なる対人関係の中

で社会性や豊かな人間性を育むことができるよう、地域等における各種の体験・交流活動の

機会の充実を図る。子供・若者によるインターネット利用の急速な普及・浸透を踏まえ、商品・

サービスを提供する民間企業を始めとする全ての組織、個人が、当事者意識を持ってそれぞ

れの役割を果たし、相互に協力・補完しながら、安全で安心な環境の整備に取り組む。保護

者が子供と向き合う時間を持つことができるよう、また、若者が自己啓発や地域活動への参加

のための時間を持つことができるよう、企業を含む社会全体で、「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）」の実現に向けた取組を推進する。 

➢ （４）子供・若者の成長を支える担い手の養成  

子育て経験者、様々な経験を有する高齢者等による子供・若者育成支援に係る活動への参

加を促す取組を進めるとともに、ＮＰＯ、企業等の参画を促進し、官公民の連携による地域に

おける共助機能の充実を図る。子供・若者に関する総合的な知見を有し、公的機関や地域

のＮＰＯ等において子供・若者育成支援に携わるコーディネーターの養成を図る。子供・若者

の成長に関わる様々な専門職の養成・確保に努めるとともに、専門性を高めるための研修の

充実、専門職の間での連携を図る。 

➢ （５）創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援  

グローバル化が進行する社会に必要とされるチャレンジ精神、英語等の語学力、コミュニケー

ション能力、日本人としてのアイデンティティ等を培う教育を推進する。また、科学技術人材を

育成するために、理数好きな子供の裾野を拡げ、子供の才能を見出し伸ばす施策を充実す

る。さらに、情報通信技術の進化に適応し活用する人材、国際的に活躍する次世代の競技

者、新進芸術家等の育成を図る。地方公共団体、地元企業、大学等が連携し地域産業を担

う若者を育成するとともに、地域に居住して地域おこしに取り組む若者を支援するなど、地域

で活躍する若者を応援する。このほか、社会に貢献する子供・若者に対する内閣総理大臣

表彰を創設する。 

 

 

「医薬品産業ビジョン 2021」 

⚫ 概要  

前回の医薬品産業ビジョンの策定から８年が経過し、ゲノム等の遺伝子技術やデータ利活用

による創薬、後発医薬品の浸透、医薬品市場・サプライチェーンのグローバル化、薬価制度

抜本改革やワクチン・治療薬への関心の高まりなど、医薬品産業を取り巻く環境に変化があり

ました。これらの変化を踏まえ、この度「医薬品産業ビジョン 2021」を策定  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 医薬品は、国民の健康寿命の延伸をもたらし、国民を健康危機から守る重要な手段。併せて、

消費活動、労働参加など経済活動も支えている。医薬品産業は安定した担税力・雇用でも

日本経済に貢献。○知識・技術集約型産業である医薬品産業の発展には、科学技術力の
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向上とイノベーションの実現が不可欠。○このため、以下の２点の実現を目指し、医薬品産業

政策を推進。①世界有数の創薬先進国として、革新的創薬により我が国の健康寿命の延伸

に寄与するとともに、医学研究や産業技術力の向上を通じ、産業・経済の発展に寄与②医薬

品の品質確保・安定供給を通じて、国民が安心して良質な医療を受けられる社会を次世代

へ引継 

➢ ⅰ研究開発  

 ①重点領域の設定と伴走支援医薬品高度化等に鑑みた重点支援の設定、ワクチン・治

療薬など政策的優先度の高い領域や分野に対する入口から出口までの伴走支援  

 ②オープンイノベーションコミュニティづくりを中心とした研究開発環境の整備国内の研

究開発力の維持と海外ベンチャー等の参入を進めるため、オープンイノベーションコミュ

ニティを整備  

 ③人材による研究開発力強化産官学連携によるバイオインフォマティシャン育成と雇用

のための取組、アカデミアにおける研究評価方法の多角化  

 ④リスクマネー供給・マッチング支援実用化開発支援のための重点分野への政府サイド

からの資金提供・民間資金の流入活性化、研究成果マッチングのためのプラットフォー

ム構築 

 ⑤研究開発データ基盤等の整備「全ゲノム解析等実行計画」の着実な推進等、研究に

必要な情報の標準化推進、医療情報の利活用ガイドラインの活用・作成、保護と利活

用の法制度の在り方検討、各データ基盤の有用性向上、情報の利活用の目的・成果等

の国民への説明、AI による新薬候補物質選定の最適化支援、高額研究設備の共用化  

 ⑥知財戦略策定支援バイオ医薬品の特性を踏まえた官民による技術高度化に伴う知

財戦略策定に向けた研究の実施⑦研究開発投資の充実研究開発費上昇・成功確率

低下等を踏まえた研究開発投資充実支援 3 フェーズに応じた具体的な施策の在り方  

➢ ⅱ薬事承認・保険収載  

 ①レギュラトリーサイエンスの確立重点領域への一貫支援の前提となるレギュラトリーサイ

エンスを、研究者や開発企業等の意見を聴きながら早期に確立  

 ②治験環境の整備わかりやすい治験情報の提供・被験者負担軽減による治験参加の

促進、臨床研究中核病院等の拠点整備、様々な分野の専門家育成や連携促進、アジ

ア市場への展開の円滑化のためのアジア共同治験の推進  

 ③緊急時の薬事承認プロセスの迅速化と基準整備国際的な合意に則った緊急時の臨

床試験フレームプロトコルの作成、承認審査時の海外治験データのさらなる活用の在り

方や緊急事態における特別に使用を認めるための制度の在り方の検討、ワクチン国家

検定の迅速化・簡素化の検討  

 ④薬価制度等における透明性・予見性の確保イノベーションの評価、原価計算方式の

透明性向上、初期段階からの厚労省への相談体制強化、ワクチン等の定期接種化プロ

セスの効率化や緊急時の国買上げ・プル型インセンティブ導入の検討⑤後発医薬品企

業の安定供給に関する責任強化多品種製造を踏まえた製造品目数・製造量等に見合

った管理体制の承認段階・GMP 適合調査での確認、開発段階のデータの説明責任強

化や規格揃えの在り方など共同開発の見直し、保険収載時の安定供給確認の徹底・供

給不安発生時の収載見送り、安定供給責務の法的位置づけの検討、供給不足に係る
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効率的な情報収集・公表の仕組みの検討  

➢ ⅲ製造 

 ①安全保障的観点からのサプライチェーン強靱化安定確保医薬品のうち優先度の高い

ものに関するサプライチェーン等把握、構造的リスクや戦略的不可欠性洗い出し、企業

に対する在庫積み増しや複数ソース化などの要請、国内製造支援・備蓄制度や継続的

に安定供給に必要なコストが賄える薬価上の対応、プル型インセンティブ等の検討  

 ②バイオ医薬品・再生医療等製品の製造拠点整備グローバル品質の生産体制の構築、

産官学連携によるバイオ人材の育成、ワクチン製造設備の施設改修支援やいわゆるデ

ュアルユース設備など柔軟な製造拠点設備の構築、国際展開を容易にする物流上の視

点を念頭に置いた施設整備、技術・人材等の育成、国際展開・ディファクトスタンダード

化を念頭に置いた培地・資材等の国内生産開発強化  

 ③後発医薬品の製造管理体制の監視と透明性の向上製造販売企業における GQP 品

質管理の徹底、各社の安定供給や品質確保の取組・担保状況の開示とそれによる適

正な市場形成、収去調査不適格品に係る無通告検査  

➢ ⅳ流通 

 ①卸売業者の交渉支援単品単価交渉などの適切な価格交渉が実現できるよう、流通改

善ガイドライン等の改善とその指導・徹底  

 ②供給不安情報の早期把握と対応策海外規制当局との情報交換による事前把握、供

給不安事例の情報提供の在り方検討、優先度の高い安定確保医薬品に関する緊急時

の流通在庫等把握スキームの検討、ワクチン、輸液、血液製剤、生薬・漢方製剤、外用

製剤などのうち安定供給が必要な品目等についての流通上の配慮③緊急時の協働を

見据えた平時からの備え供給不安時の流通スキーム検討、卸事業者の BCP 策定検討  

➢ ⅴ国際展開  

 ①市場拡大地域への展開支援アジア等における規制調和や UHC の推進、PMDA・在

外公館・JETRO・国際機関等との連携強化、WHO の PQ や国際公共調達市場に関す

る情報提供・支援  

➢ ⅵその他 

 ①バイオシミラーも含めた後発医薬品の使用促進フォーミュラリの活用、バイオシミラー

処方時の診療報酬上の評価、バイオシミラーの目標の設定や周知・広報  

 ②一般用医薬品等を通じた国民の健康水準の維持・向上かかりつけ医やかかりつけ薬

剤師等による健康相談・薬局の健康サポート機能強化等を通じたヘルスリテラシー向上、

セルフメディケーション税制の普及定着・効果検証・対象品目検討、安全性・有効性を

担保した OTC 化推進による国民の選択肢の多様化  

 

 

「患者のための薬局ビジョン～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～」  

⚫ 概要  

医薬分業の原点に立ち返り、現在の薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再編するため、今

般、厚生労働省において、「患者のための薬局ビジョン」を策定いたしました。本ビジョンでは、
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患者本位の医薬分業の実現に向けて、服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学

的管理・指導、24 時間対応・在宅対応、医療機関等との連携など、かかりつけ薬剤師・薬局

の今後の姿を明らかにするとともに、中長期的視野に立って、かかりつけ薬局への再編の道

筋を示しています 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ ①～立地から機能へ～  

 ・いわゆる門前薬局など立地に依存し、便利さだけで患者に選択される存在から脱却し、

薬剤師としての専門性や、24 時間対応･在宅対応等の様々な患者・住民のニーズに対

応できる機能を発揮することを通じて患者に選択してもらえるようにする。  

➢ ②～対物業務から対人業務へ～  

 ・患者に選択してもらえる薬剤師・薬局となるため、専門性やコミュニケーション能力の向

上を通じ、薬剤の調製などの対物中心の業務から、患者・住民との関わりの度合いの高

い対人業務へとシフトを図る。 

➢ ③～バラバラから一つへ～  

 ・患者・住民がかかりつけ薬剤師・薬局を選択することにより、服薬情報が一つにまとまり、

飲み合わせの確認や残薬管理など安心できる薬物療法を受けることができる。  

 ・薬剤師・薬局が調剤業務のみを行い、地域で孤立する存在ではなく、かかりつけ医を

始めとした多職種･他機関と連携して地域包括ケアの一翼を担う存在となる。  

 

 

「歯科保健医療ビジョン」 

⚫ 概要  

厚生労働省の「歯科医師の資質向上等に関する検討会」（座長：江藤一洋／医療系大学共

用試験実施機構副理事長）は１２月２５日、中間報告書を取りまとめた。同報告書のサブタイ

トルは「歯科保健医療ビジョンの提言」となっており、内容は、①歯科医師需給、②増加する

女性歯科医師の活躍、③歯科医師に求められる専門性―などに触れている。検討会では、

将来のあるべき歯科保健医療の提供体制について検討し、これからの歯科保健医療の目指

すべき方向性を形作った上で、歯科医師の資質向上等に関する議論を行う方向でスタートし、

その具体像として歯科保健医療の提供体制の目指すべき姿として、「歯科保健医療ビジョン」

を打ち出すこととなり、今回の中間報告でその具体的内容を示したもの。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ I 住民・患者ニーズへのきめ細やかな対応  

・歯科疾患の予防・重症化予防や口腔機能に着目した歯科医療の提供  

・患者に対する歯科医療機関の医療安全体制等の情報提供  

・地域保健活動への参画や、住民に対する健康教育、歯科健診等の実施  

➢ II 切れ目ない提供体制の確保  

・外来診療に加え、患者の状態に応じた、病院や在宅等への訪問歯科診療の実施（訪問歯

科診療を実施していない場合は、当該診療を実施している歯科医療機関と連携体制を確保

するなど、役割分担の明確化）休日・夜間等の対応困難なケースにおいては、対応可能な歯
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科医療機関を事前に紹介するなど、歯科医療機関間の連携体制の確保  

➢ III 他職種との連携  

・医師や看護師等の医療関係職種、介護支援専門員（ケアマネージャー）等の介護関係職

種等と口腔内状況の情報共有等が可能な連携体制の確保食支援等の日常生活の支援を

目的とした他職種連携の場への参画  

 

 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」  

⚫ 概要  

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、令和２年３月より、

有識者や当事者等を構成員とした「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係

る検討会」を開催し、令和３年３月に報告書を取りまとめました。報告書では、同システムの構

築においては、日常生活圏域を基本として、市町村などの基礎自治体を基盤として進めるこ

と等について盛り込まれ、今後、この報告書を踏まえ、必要な諸制度の見直し等具体的な取

組について検討し、その実現を図ることとされました。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 地域精神保健及び障害福祉  

➢ 精神医療の提供体制  

➢ 社会参加  

➢ 当事者・ピアサポーター 

➢ 精神障害を有する方等の家族  

➢ 人材育成  

 

 

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）」  

⚫ 概要  

日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将来の方向を提示する「まち・ひと・し

ごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）」及びこれを実現するため、今後 5 か年の目標や施

策の方向性等を提示する第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」がとりまとめられ、令和元

年 12 月 20 日に閣議決定されました。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 人口減少を和らげる 

 将来にわたって活力ある地域社会の実現  

 結婚・出産・子育ての希望を叶える 

 魅力を育み、ひとが集う 

➢ 地域の外から稼ぐ力を高めるとともに、地域内経済循環を実現する 

➢ 人口減少に適応した地域を作る 

➢ 東京圏への一極集中の是   
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農林水産・食品・バイオテクノロジー 

みどりの食料システム戦略  

⚫ 概要  

SDGs や環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我が国の食料・農林

水産業においてもこれらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構築することが急務とな

っています。このため、農林水産省では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立を

イノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ ２０５０年までに目指す姿  

 農林水産業の CO2 ゼロエミッション化の実現  

 低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及に加え、ネオニコチノイ

ド系を含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬等の開発により化学農薬の使用量（リスク

換算）を 50％低減  

 輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を 30％低減  

 耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を 25％(100 万 ha)に拡大  

 2030 年までに食品製造業の労働生産性を最低３割向上  

 2030 年までに食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現を目指

す 

 エリートツリー等を林業用苗木の 9 割以上に拡大  

 ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率 100%を実現 

 

 

「農福連携等推進ビジョン」 

⚫ 概要  

今般、農福連携等の一層の推進を図るため、「農福連携等推進会議」を設置し、その会議の

結果を踏まえ、本ビジョンを取りまとめたところである。本ビジョンに掲げられた取組を官民挙げ

て実践することで、日本の食や地域を支える農業の発展や障害者等の一層の社会参画等が

促進されるとともに、様々な分野に取組のウイングが広がり、地域共生社会の実現につながっ

ていくことを大いに期待するものである。なお、農福連携等の推進については、今後新たに明

らかになる課題等にも適切に対処するよう、引き続き、関係省庁等による連携強化等を図って

いくものとする。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 認知度の向上  

 ・定量的なデータを収集・解析し、農福連携のメリットを客観的に提示  

 ・優良事例をとりまとめ、各地の様々な取組内容を分かりやすく情報発信  

 ・農福連携で生産された商品の消費者向けキャンペーン等のＰＲ活動  

 ・農福連携マルシェなど東京オリンピック・パラリンピック等に合わせた戦略的プロモーシ

ョンの実施  
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➢ 取組の促進  

➢ ○農福連携に取り組む機会の拡大  

 ・ワンストップで相談できる窓口体制の整備  

 ・スタートアップマニュアルの作成  

 ・試験的に農作業委託等を短期間行う「お試しノウフク」の仕組みの構築  

 ・特別支援学校における農業実習の充実  

 ・農業分野における公的職業訓練の推進  

➢ ○ニーズをつなぐマッチングの仕組み等の構築  

 ・農業経営体と障害者就労施設等のニーズをマッチングする仕組み等の構築  

 ・コーディネーターの育成・普及  

 ・ハローワーク等関係者における連携強化を通じた、農業分野での障害者雇用の推進  

➢ ○障害者が働きやすい環境の整備と専門人材の育成  

 ・農業法人等への障害者の就職・研修等の推進と、障害者を新たに雇用して行う実践

的な研修の推進・障害者の作業をサポートする機械器具、スマート農業の技術等の活

用 

 ・全国共通の枠組みとして農業版ジョブコーチの仕組みの構築  

 ・農林水産研修所等による農業版ジョブコーチ等の育成の推進  

 ・農業大学校や農業高校等において農福連携を学ぶ取組の推進  

 ・障害者就労施設等における工賃・賃金向上の支援の強化  

➢ ○農福連携に取り組む経営の発展  

 ・農福連携を行う農業経営体等の収益力強化等の経営発展を目指す取組の推進  

 ・農福連携の特色を生かした 6 次産業化の推進  

 ・障害者就労施設等への経営指導  

 ・農福連携での GAP の実施の推進取組の輪の拡大  

 ・各界関係者が参加するコンソーシアムの設置、優良事例の表彰・横展開・障害者優先

調達推進法の推進とともに、関係団体等による農福連携の横展開等の推進への期待  

➢ 「農」と「福」のそれぞれの広がりを推進し、農福連携等を地域づくりのキーワードに据え、地

域共生社会の実現へ 

 １「農」の広がりへの支援林業及び水産業において、特殊な環境での作業もあることにも

留意しつつ、障害特性等に応じた、マッチング、研修の促進、経営発展を目指す取組の

推進、林・水産業等向け障害者就労のﾓﾃﾞﾙ事業の創設  

 ２「福」の広がりへの支援高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者等の働きづら

さや生きづらさを感じている者の就労・社会参画の機会の確保や、犯罪や非行をした者

の立ち直りに向けた取組の推進  

 

 

「生物多様性国家戦略」第六次戦略「生物多様性国家戦略 2023-2030」（令和５年３月３１日閣議決

定） 

⚫ 概要  
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生物多様性国家戦略とは、生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生物多様性

の保全と持続可能な利用に関する国の基本的な計画です。我が国は、平成７年に最初の生

物多様性国家戦略を策定し、これまで５回の見直しを行ってきました。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ ポイント 

 生物多様性損失と気候危機の「２つの危機」への統合的対応、ネイチャーポジティブ実

現に向けた社会の根本的変革を強調  

 30by30 目標の達成等の取組により健全な生態系を確保し、自然の恵みを維持回復  

 自然資本を守り活かす社会経済活動（自然や生態系への配慮や評価が組み込まれ、

ネイチャーポジティブ（自然再興）の駆動力となる取組）の推進  

➢ －５つの基本戦略－  

 （１）生態系の健全性の回復  

 （２）自然を活用した社会課題の解決  

 （３）ネイチャーポジティブ経済の実現  

 （４）生活・消費活動における生物多様性の価値の認識と行動  

 （５）生物多様性に係る取組を支える基盤整備と国際連携の推進○水源地域ビジョンの

概要  

 

 

「愛知目標」  

⚫ 概要  

戦略計画 2011-2020 は、生物多様性条約の 3 つの目的、(１)生物多様性の保全、(２)生物

多様性の構成要素の持続可能な利用、(３)遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平

な配分、を達成するため、生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)（日本・愛知県）で

採択された 2011～2020 年の世界目標です。 

2002 年の生物多様性条約第 6 回締約国会議 (COP6)(オランダ・ハーグ)で採択された「締約

国は 2010 年までに、地球、地域、国レベルで、貧困緩和と地球上すべての生物の便益のた

めに、生物多様性の現在の損失速度を顕著に減少させる」という「戦略計画」（2010 年目標）

を達成することができなかったため、COP10 では 2010 年以降の世界目標となる新戦略計画

として、各国に積極的な行動を促す「明確」で「わかりやすい」世界目標の策定が目指されま

した。 

「愛知目標」（ポスト 2010 年目標（2011-2020 年））という名称は COP10 が愛知県名古屋市

で開催されたことによるものです。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 「2050 年までに、生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提

供しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用される」  
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（参考）「第五次環境基本計画の見直しに向けた論点整理」  

⚫ 概要  

本計画では、1993 年に制定された環境基本法を踏まえ、第一次から第四次まで策定されて

きた環境基本計画の流れを受けつつ、さらに発展させ、上記の持続可能な社会を構築する

一助になるための考え方及び方策について記載する。本計画が、国のみならず各主体の進

むべき方向の道しるべになることを期待する。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 目指すべき持続可能な社会の姿①統合的向上  

 ◼環境は人類存続の基盤であり、社会も経済もその上で成り立っている。ただし、現状の

改善にはこれまでのマイナスをゼロにするだけでなく、プラスを目指す取組が必要。  

➢ 目指すべき持続可能な社会の姿②自然資本と Well-being 

 ◼環境負荷を低減し、ストックとしての自然資本を充実させることが Well-being の向上に

つながると考えられる。 

➢ 目指すべき持続可能な社会の姿③循環共生型社会の深化  

 ◼「循環」と「共生」は第一次計画以来の環境行政の長期的目標。第五次計画では環

境・経済・社会の統合的向上を目指した持続可能な社会の姿として「循環共生型社会」

（環境・生命文明社会）の考え方を示しており、第六次計画でもそれを踏襲しつつ、さら

なる深化が必要。 

 ◼地球温暖化や生物多様性等に加えて、現在は汚染も含めた、あらゆる環境問題を統

合的に考える必要性がある。 

 

 

「2050 年昆明－モントリオールゴール（生物多様性条約第 15 回締約国会議第二部、カルタヘナ議定

書第 10 回締約国会合第二部及び名古屋議定書第 4 回締約国会合第二部の結果概要）」  

⚫ 概要  

上記の日時・場所において、生物多様性条約第 15 回締約国会議第二部（COP15 第二部）、

カルタヘナ議定書第 10 回締約国会合第二部（CP-MOP10 第二部）及び名古屋議定書第４

回締約国会合第二部（NP-MOP4 第二部）が開催されました。 

我が国からは、西村環境大臣が日本政府代表として閣僚級会合に出席したほか、外務省、

環境省、経済産業省、厚生労働省、農林水産省、文部科学省、国土交通省、金融庁、水産

庁の関係者が参加しました。 

西村環境大臣は、日本国代表として、閣僚級会合でのステートメントや３つのサイドイベントで

のスピーチ等を通じて、生物多様性日本基金第二期の開始、７億円規模の SATOYAMA イニ

シアティブに関するプロジェクト（COMDEKS）への支援、2023-2025 年における 1,170 億円の

途上国支援などを公表し、我が国の取組や立場について発信しました。また、交渉を進展さ

せるため、15 の閣僚や国際機関、NGO と会談を行い、主要議題に関する意見交換等を積極

的に行いました。 

交渉の結果、COP15 においては、新たな生物多様性に関する世界目標（ポスト 2020 生物多
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様 性 枠 組 ） である「 昆 明 ・ モントリオール生 物 多 様 性 枠 組 」 が採 択 されました。また、 CP-

MOP10 及び NP-MOP4 では、新枠組の実施状況をモニタリングするための国別報告書の報

告様式に関する決定が採択されました。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ セクション F．2050 年ビジョン及び 2030 年ミッションこの枠組のビジョンは、「2050 年までに、

生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提供しつつ、生物

多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用される」自然と共生する世界である。  

➢ セクション G．2050 年昆明－モントリオールゴールこの枠組には 2050 年ビジョンに関連する

2050 年に向けた４つの長期のゴールがある。 

 「ゴール A」すべての生態系の健全性、連結性及びレジリエンスが維持され、強化され、

又は回復され、2050 年までに自然生態系の面積を大幅に増加させる；既知の絶滅危惧

種の人によって引き起こされる絶滅が阻止され、2050 年までに、すべての種の絶滅率及

びリスクが 10 分の１に削減され、在来の野生種の個体数が健全かつレジリエントな水準

まで増加される；野生種及び家畜・栽培種の個体群内の遺伝的多様性が維持され、そ

の適応能力が保護される。 

 「ゴール B」生物多様性が持続的に利用及び管理されるとともに、生態系の機能やサー

ビスを含む自然がもたらすものが、大切にされ、維持され、そして現在低下しているもの

が回復されることで増強されることで、持続可能な開発の達成を支え、2050 年までに現

在及び将来の世代に便益をもたらす。 

 「ゴール C」国際的に合意されたアクセスと利益配分に関する法的文書に従い、遺伝資

源に関連する伝統的知識を適切に保護しつつ、遺伝資源、遺伝資源に関するデジタル

配列情報、及び該当する場合には遺伝資源に関連する伝統的知識の利用から生じる

金銭的・非金銭的利益が、公正かつ公平に、必要に応じて先住民及び地域社会も含め

て配分されるともに、2050 年までに大幅に増加することによって、生物多様性の保全及

び持続可能な利用に貢献する。 

 「ゴール D」年間 7,000 億ドルの生物多様性の資金ギャップを徐々に縮小し、資金フロー

を昆明・モントリオール生物多様性枠組と 2050 年ビジョンに整合させながら、昆明・モン

トリオール生物多様性枠組を完全に実施するための、資金、能力構築、科学技術協力、

技術へのアクセスと技術の移転を含む、十分な実施手段が、すべての締約国、特に後

発開発途上国、小島嶼開発途上国、並びに経済移行国に対して確保され、衡平にアク

セスできるようになる。 

 

環境・資源・エネルギー分野 

「JAEA2050+」 

⚫ 概要  

わが国の政策目標 (｢エネルギー基本計画｣､｢パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略｣､

Society5.0､持続可能な開発目標 (SDGs))を踏まえ､原子力機構が将来にわたって社会に貢
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献し続けるために､2050 年にむけて､何をめざし､そのために何をすべきか､を取りまとめたもの 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 原子力のポテンシャルを最大限活用し､将来社会の変革に向けた貢献をめざす  

 原子力科学技術で､気候変動問題の解決に貢献  

 安全性を向上させた核燃料サイクルを含むエネルギーシステムにより､エネルギーの安定

確保に貢献  

 原子力科学技術を通じて未来社会 (Society5.0)の実現に貢献  

➢ 東京電力福島第一原子力発電所事故の反省のうえに立って原子力安全の価値を再認識し

た“新原子力“の実現をめざす 

 “新原子力”：従来の取組を超えて､将来社会への貢献をめざし､社会との双方向の対話

とともに以下の実現をめざす新たな取組  

 一層の安全性向上を含む｢S+3E｣と社会的課題の解決に応える原子力科学技術システ

ムの構築  

 他分野との積極的な融合によるイノベーションの創出  

 “新原子力”の実現に向けて､原子力を巡る ELSI を含めた諸課題に原子力科学技術を

駆使して挑戦し､解決策を提案  

 

 

「マリーン（MARINE）・イニシアティブ」  

⚫ 概要  

日本政府は，①廃棄物管理，②海洋ごみの回収，③イノベーション及び④能力強化に焦点

を当 てた ， 世 界 全 体 の 実 効 的 な 海 洋 プラスチックごみ対 策 を後 押 しすべく ， 「 マリーン

（MARINE）・イニシアティブ」を立ち上げる。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ （1）二国間 ODA や国際機関経由の支援等の国際協力  

 途上国に対し、（1）廃棄物法制、分別・収集システムを含む廃棄物管理・3R 推進のため

の能力構築や制度構築、（2）海洋ごみに関する国別行動計画の策定、（3）リサイクル施

設や廃棄物発電施設を含む廃棄物処理施設などの質の高い環境インフラの導入や関

連する人材育成のため、ODA や国際機関経由の支援を含め、二国間や多国間の協力

による様々な支援を行う。 

 世界において、2025 年までに、廃棄物管理人材を 10,000 人育成する。 

 ASEAN 諸国に対し、自治体、市民、ビジネスセクター等の非政府主体の意識向上、海

洋ごみに関する国別行動計画の策定、廃棄物発電インフラを含む適切な廃棄物管理

及び 3R に関する能力構築等の「ASEAN＋3 海洋プラスチックごみ協力アクション・イニ

シアティブ」に基づく支援を実施する。 

 東南アジア地域での海洋プラスチックごみのモニタリング実施に向けた支援、人材育成

を実施する。 

➢ （2）日本企業・NGO・地方自治体による活動の国際展開  

 廃棄物処理関連施設等のインフラ輸出や、プラスチック代替品やリサイクル技術等に関
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するイノベーション・技術導入の支援等のため、産業界と連携した国際ビジネス展開や、

NGO・地方公共団体との連携を通じ、日本企業・NGO・地方公共団体による活動の国

際展開を推進する。 

 日本の化学関係の業界団体が設立した海洋プラスチック問題対応協議会（ JaIME）によ

るアジア新興国におけるプラスチック廃棄物の管理向上の支援や、日中プラスチック加

工関連業界の協力覚書に基づくペレット等の飛散・流出防止支援等の産業界による国

際協力を促進する。 

➢ （3）ベスト・プラクティスの発信・共有  

 関連の国際会議（国連海洋会議、アジア太平洋 3R 推進フォーラム等）やイニシアティブ

等を通じ、廃棄物管理、海洋ごみの回収及びイノベーションに関する日本の官民の取組

におけるベスト・プラクティス（経験知見・技術）を発信・共有する。 

 ASEAN 諸国に対し、「海洋プラスチックごみナレッジセンター」の設立を通じて、海洋プラ

スチックごみ対策に関する知見の共有を促進する。 

 

大阪ブルー・オーシャン・ビジョン及び実行計画  

⚫ 概要  

2019 年６月に開催された G20 大阪サミットにおいて、日本は 2050 年までに海洋プラスチック

ごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョ

ン」を提案し、首脳間で共有されました。他国や国際機関等にもビジョンの共有を呼びかけ、

2021 年 5 月現在、87 の国と地域が共有。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 【柱１】プラスチック製品の使用抑制と環境への流出の削減  

 新たなプラスチックごみを発生させない生活スタイルへの変革  

 海洋プラスチックごみの削減に向けた対策・調査研究  

 まち美化の推進  

 環境教育・啓発の推進  

➢ 【柱２】プラスチックの資源循環に向けた地域活性化のシステム推進  

 プラスチック（ペットボトル）の資源循環の促進  

 新たなペットボトル回収を通じた地域活動の活性化の推進  

➢ 【柱３】海洋プラスチックごみ削減のための国際協力  

 行政、企業、各種住民団体（NPO・NGO を含む）による先進的取組みの海外への展開  

➢ 【柱４】良好な水環境の創造  

 水質の保全と生物多様性を守るための水環境の創造  

 水資源の有効利用と快適な水辺空間の保全・創造  

 水辺空間の利活用とにぎわいの創出  

➢ 【柱５】あらゆるステークホルダーとの連携  

 あらゆるステークホルダーとのパートナーシップの構築  

 広域連携、国際協力・協調マテリアル革新  
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「 環 境 研 究 ・ 環 境 技 術 開 発 の 推 進 戦 略 ～ 脱 炭 素 化 ・ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 達 成 に 向 け た 地 域 循 環 共 生 圏 と

Society5.0 の一体的推進～」  

⚫ 概要  

中央環境審議会では、環境大臣からの諮問を受けて、2006 年、2010 年、2015 年に環境分

野の研究・技術開発の方向性を審議し、「環境研究・環境技術開発の推進戦略について」と

題して答申している（最新のものを、以下「2015 年答申」という。）。その後、上記のような大き

な情勢変化があり、環境分野の研究・技術開発に期待される役割が変化しており、また、

2018 年 4 月に閣議決定された第五次環境基本計画において、同計画に基づく環境研究・

環境技術開発の推進戦略を策定することとされた。こうしたことを踏まえ、2015 年答申の戦略

期間中ではあるが、新たに推進戦略を策定することとした。本戦略では、現下の状況を踏まえ

つつ、中長期の目指すべき社会像を設定した上で、環境分野において今後５年間で重点的

に取り組むべき研究・技術開発の課題を設定するとともに、それらの効果的な実施のための

方策を提示するものである。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ （１）長期的（2050 年頃を想定）に目指すべき社会像（「地域循環共生圏のビルトイン」）  

 2050 年頃を想定した長期的に目指すべき社会像については、2015 年答申を基に、ま

ず、環境基本計画で目指すべき社会像として示された「環境・生命文明社会」を環境分

野全般に関わる長期的な社会像に新たに加えた。そして、気候変動領域に関しては、

長期低炭素ビジョンの「第５章長期大幅削減の絵姿（１）2050 年 80％削減を実現する社

会の絵姿」及び気候変動適応計画の「第１章第１節目標」を参考に整理し直した。  

➢ ①全般 

 ・経済成長を続けつつ、環境への負荷を最小限にとどめ、健全な物質・生命の「循環」を

実現するとともに、健全な生態系を維持・回復し、自然と人間との「共生」や地域間の

「共生」を図り、これらの取組を含め「低炭素」をも実現する「環境・生命文明社会」が実

現している。特に地域においては、ＩＣＴ等を積極的かつ最大限に活用しながら、地域循

環共生圏と Society5.0 が一体的に実現している。また、こうした地域循環共生圏が日本

全体にビルトインされている。 

 ・温室効果ガスの 80%削減が実現し、世界の気候変動の緩和に貢献している。また、適

応策の推進によって、気候変動の影響による被害が回避・軽減され、安全・安心で持続

可能な社会が構築されている。 

 ・資金が気候変動対策分野をはじめとした環境投資に活用され、成長分野として経済を

牽引するとともに、環境付加価値が財・サービスに適切に反映され、高付加価値消費と

高賃金の好循環が実現している。 

 ・地域ごとの自然環境や人、生活、事業活動の特色に応じた物質の循環やエネルギー

の有効利用が図られるとともに、地域が主体となって再生可能エネルギーを中核とした

自律・分散型エネルギー社会を実現することにより、地域内の経済循環が拡大し活性化

が図られている。・生物多様性の維持・回復と持続可能な利用を通じて、我が国の生物

多様性の状態が現状以上に豊かとなり、生態系サービスを将来にわたり享受できる社会
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が実現している。 

 ・優れた自然環境が保全されるとともに、森・里・川・海の連関や健全な水循環等が再構

築される等、健全な生態系の維持、回復が図られ、企業や住民等の多様な主体による

コミュニティが再生している。 

 ・里地・里山地域の維持が図られるとともに、人の働きかけがなくなった里地・里山にお

いても健全な生態系が維持・回復されるなど、国土の多様性が保全されている。・自然

資源の価値評価が行われ、地域及び国民の財産として適切に保全・管理されるとともに、

地域独自の魅力を高め、国内外から多くの観光客を呼び込む新たな観光資源等として

活用されている。 

 ・スプロール化した市街地について、公共交通を軸とした「歩いて暮らせる」生活圏への

集約化の実現とともに、社会経済活動の増大等により失われた自然環境の再生や再生

可能エネルギーの拠点化などが進展し、健康的なライフスタイルが浸透している。・環境

教育、リスクコミュニケーション等の実践により、持続可能な社会の実現に向けた国民の

行動変容が図られている。 

 ・世界で急速に進行してきた深刻な環境問題の解決に際して、課題先進国である我が

国の環境研究・技術が地域への最適化が図られた上で導入され普及することで、課題

解決に寄与している。 

 ・大規模災害の発生に対応可能な環境研究・技術が蓄積されており、災害・事故の影

響の拡大防止が図られるとともに、復旧・復興・再生のために迅速かつ適切な対応が図

られ、国及び国民の安全・安心が確保されている。・気候変動の緩和策と適応策を織り

交ぜた空間戦略の実施、生態系の有する防災・減災機能の活用等により、グリーンイン

フラストラクチャの考え方を踏まえた国土管理が実現している。 

➢ ②領域別気候変動領域に関しては、長期低炭素ビジョンの「第５章長期大幅削減の絵姿（１）

2050 年 80％削減を実現する社会の絵姿」及び気候変動適応計画の「第１章第１節目標」を

参考に整理し直し、それ以外の領域は、2015 年答申の将来像を踏襲した。 

➢ i.気候変動領域  

 ・環境、経済、社会を統合的に向上させながら、かつ、循環型社会や自然共生社会も併

せて実現しつつ、温室効果ガス排出量の 80%削減を実現している。 

 ・脱炭素市場の創出と質の経済の実現を同時に達成することにより、低炭素なライフスタ

イル、ワークライフバランスが実現されるとともに、エネルギー、資源面での顕著なデカッ

プリング（環境負荷と経済成長が連動しないこと）が恒常的となっている。  

 ・地方において、環境と調和した一次産業と並び地域エネルギーを活かした再エネ産業

が地域の基幹産業として成立し、雇用が創出されるとともに、地域コミュニティ機能の維

持・向上につながっている。また、地域特性に応じた適応策が講じられ、災害時におい

ても、自律・分散型エネルギー源である再生可能エネルギーによりいち早く必要なエネ

ルギーが供給されるような迅速に回復できる強靱性が確保されている。 

 ・２℃目標を達成し、1.5℃以内に抑えるための努力を継続することを目指して、これまで

の産業構造や慣行に捉われないイノベーションに本気で挑戦し、世界に先駆け国内大

幅削減を実現したことにより、蓄積した技術・ノウハウ、ライフスタイル、制度等が世界的

に注目され、大きな国際競争力を有している。 
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 ・科学的知見の充実や情報基盤の整備による、信頼できるきめ細かな情報に基づいて、

多様な関係者が連携し、各分野において効果的な適応策が推進されている。  

➢ ii.資源循環領域  

 ・地域ごとの自然環境や人、生活、事業活動の特色に応じて、物質の循環やエネルギ

ーの有効利用が図られる。 

 ・環境中の様々な物質や元素の循環が適切に保たれることに加え、自然環境や生態系

の保全の実現にも資する、より大きな視点からの健全性が確保されている。  

 ・途上国を中心に我が国の技術力が幅広く展開されることで、地球環境保全に貢献する

だけでなく、環境分野の海外直接投資が活発化している。 

➢ iii.自然共生領域  

 ・国土の地域ごとの多様な生態系や多様な生物の生息の場がバランス良く、保護地域

に指定され、適切な管理がなされている。 

 ・絶滅危惧種の保全や外来種の対策が進むとともに、科学的・計画的な鳥獣の保護及

び管理が進む等、人と野生動植物の適切な関係が構築されている。 

 ・里地・里山については、地域循環共生圏が実現し、里地里山の資源がエネルギー、工

芸品、観光に利用されることにより、適切な管理がなされている。また、人の働きかけがな

くなった里地・里山については、適切な生態系への回帰がなされている。 

 ・都市においても生物多様性の確保やグリーンインフラストラクチャの活用が十分に図ら

れている。 

 ・気候変動による生物多様性への影響については、モニタリングとそれによる評価に基

づいた、順応的なアプローチにより、生物多様性への悪影響の低減、他分野の適応策

による生物多様性への影響の最小化、生態系を活用した適応が進められている。  

➢ iv.安全確保領域  

 ・顕在・潜在リスクを含めた生命環境への脅威の可能性を包括的かつ未然に防止し、活

力ある社会が実現されている。 

 ・科学的なリスク評価に基づいたリスクの可視化や市民の合意形成に基づき、安全を基

礎とする安心が確保されている。 

 ・安全に関する世界的な状況把握と国際的管理の枠組の構築と、それと連携した国内

施策が達成されている。 

 ・国内だけでなく新興国等における大気・水・土壌等の問題の解決に我が国の技術・ノ

ウハウが貢献している。 

 ・水が人類共通の財産であることを再認識するとともに、水が健全に循環し、そのもたら

す恩恵を河川の源流から河口、海域に至る全ての地域の国民が享受している。  

 

 

「長期低炭素ビジョン」 

⚫ 概要  

将来世代の甚大な気候変動リスク回避のためにも、2050 年、あるいはさらにその先を見据え

た長期的な方針と戦略にもとづき、今から取組むことが必要である。そしてまた、パリ協定で合
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意された脱炭素社会をめざしての、世界の取り組みの動き、流れはもはや後戻りすることはな

いこと、温室効果ガス排出の今後削減すべき目標の後退は許されないことを確認する必要が

ある。中央環境審議会がとりまとめたこの「長期低炭素ビジョン」は、パリ協定が各国に求めて

いる気候変動対策に係る長期戦略を我が国が策定するにあたり、環境政策の観点からその

基礎とすべき考え方、特に、我が国の役割を明らかにする理念、また目指すべき将来像の

「絵姿」を示すことを目的として、とりまとめたものであり、戦略そのものあるいは、戦略をさらに

具体化するためのプログラムは、このビジョンを参考に策定されることを期待するものである。  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 第５章長期大幅削減の絵姿（１）2050 年 80％削減を実現する社会の絵姿。上述のとおり、世

界全体での脱炭素社会の構築を見据え、我が国において 2050 年 80％削減を目指す気候

変動対策は、我が国の経済・社会的課題に対し、イノベーションを含む同時解決のきっかけと

なるものである。ICT の進展をはじめ、変化の著しい現代社会において将来の予測は困難で

あるが、こうした将来に対する不確実性は一般的なことであり、環境分野に特有なものではな

い。気候変動問題において、我が国が目指す方向を明らかにし、共有することで、国民が一

体となって取組を前進させていくことが重要である。環境、経済、社会を統合的に向上させな

がら、かつ循環型社会や自然共生社会も併せて実現しつつ、2050 年 80％削減を実現する

社会とはどのような社会か、その絵姿を３つの観点から総論的に描くこととする。  

➢ ①「脱炭素市場の創出」と「質の経済」実現の両輪による持続的成長  

 パリ協定後、時代の潮目の変化を認識した我が国は、資源・エネルギー、国土などの制

約条件から目をそらさずに、これまでの産業構造や慣行に捉われないイノベーションに

本気で挑戦し、気候変動に関する「約束された市場」において大きな国際競争力を確立

し、脱炭素市場を牽引している。モノやサービスに付随する付加価値が大いに増大し、

人々の生活の質が高まっている。付加価値の源泉は、環境性能を含む高機能性のほか、

うれしい、楽しい、美味しい、自然景観を含む花鳥風月、文化、芸術などであり、人々は

生活を楽しみ、高賃金と高付加価値の好循環が成立し、格差も是正している。少子高

齢社会という課題に対し、「量から質」への経済成長を実現することにより世界の模範と

なっている。「第４次産業革命」と温室効果ガス削減の取組を好循環させることにより、炭

素生産性が向上するとともに、労働生産性も向上しており、人々は低炭素なライフスタイ

ル、ワークライフバランスを実現している。全体として、人工物の飽和によりエネルギー消

費量はさらに減少しつつ持続的な質の経済成長を実現していること、資源効率を高めつ

つ循環経済を実現していることから、エネルギー、資源両面での顕著なデカップリングが

恒常的となっている。 

➢ ②自然資本を基盤とした再エネ産業とコンパクトなまちづくりによる「地方創生」  

 地方においては、自然資本を基盤として、環境と調和した一次産業と並び地域エネルギ

ーを活かした再エネ産業が地域の基幹産業として成立している。再エネ産業の担い手と

して市民、地元企業や地方公共団体など多様な主体が参加・連携しており、雇用が創

出されるとともに、地域コミュニティ機能の維持・向上にもつながっている。まちの魅力が

継続的に向上されるよう、例えばまちのコンパクト化による徒歩や自転車での移動の割

合の増加や公共交通の利活用が相まって、移動の快適さを高めながら健康的で長寿な

地域社会が築かれるとともに、「適応」も見据えた地域産業やまちづくりにより、安全・安
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心な地域社会を享受できている。また、様々な世代や専門知識等を持った人や情報等

が交錯し、「対流」することによって、新たなイノベーションの創造につながるなど、新たな

価値創造が活発になされている。各地域が、地域固有の自然資本や文化等を活用して

高付加価値な財・サービスを提供することにより、生活の質を向上させ、格差を是正し、

我が国全体の競争力を高めている。また、自然資本の適切な維持・充実により、「山紫

水明」と表現される日本の風景が維持されており、人々は豊かな環境を享受するとともに

我が国の魅力として引き続き有力な観光資源となっている。災害時においても、地域特

性に応じた適応策が講じられていることから、気候変動の影響による被害を最小化ある

いは回避するとともに、自立分散電源である再エネによりいち早く必要なエネルギーを供

給し、又は融通されるなど、迅速に回復できる強靱性が可能な限り確保されている。  

➢ ③気候安全保障への大きな貢献とエネルギー安全保障が向上した国家の実現  

 ２℃目標の達成に向け、我が国は、資源・エネルギー、国土などの制約条件から目をそ

らさずに、これまでの産業構造や慣行に捉われないイノベーションに本気で挑戦し、世界

に先駆け国内大幅削減を実現したことにより、我が国に蓄積された技術・ノウハウ、ライフ

スタイル、制度等が世界的に注目され、大きな国際競争力を有するに至っている。国内

大幅削減の実現により、現在と同様、2050 年頃においても引き続き我が国の優れた技

術等を世界に普及させることが、世界全体での低炭素社会、脱炭素社会の構築に大き

く貢献している。また、温室効果ガスインベントリ整備の手法、適応能力の向上や人材育

成等のきめ細かな実務面も含め、高い「質」の多面的な取組によりパリ協定の実効性を

確立するとともに、気候安全保障に大きく貢献している。エネルギー安全保障に関しては、

徹底した省エネと、地域エネルギーを活用した再エネの大量導入などによりエネルギー

自給率が高まっており、地政学的リスクが可能な限り低減されているなど、国際状況の不

確実性に左右されないエネルギー安全保障が向上している。 

➢ （２）様々な分野における大幅削減の社会像  

➢ ①建物・暮らし 

 ○住宅やビルなどの建物は、徹底した省エネ、使用する電力の低炭素化、電化・低炭

素燃料への利用転換が一般化しており、ICT（情報通信技術）も有効に利活用しながら、

我が国全体のストック平均でもゼロエミッションに近づいている（参考資料集 P.97）。 

➢ （建物の性能）  

 ○耐震、耐火といった安全面に加え、断熱性が高く、光や風などの地域固有の条件を

最大限活かすなどのパッシブ設計が一般化するとともに、エネルギー利用効率が最大化

された省エネ機器が評価・選択され、一般化しており、必要最小限のエネルギーのみを

利用する低炭素な室内空間が普及している。こうした室内空間がそこに暮らす人々の健

康性向上や快適性向上等の生活の質（QOL）の向上に貢献している。 

 ○こうした建物は、断熱性、健康性、遮音性等が高く、日々の快適性や労働生産性を向

上させる。また、災害時において外部からのエネルギー供給が途絶えた場合でも、通信

や照明、空調等の生活に必要な最低限の需要を一定期間自給することが可能となる等

強靭性も併せ持つこととなり、安全・安心な日常生活が確保された社会が実現されてい

る。 

➢ （新築建物）  
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 ○新築建物については可能な限り早期のゼロエミッションを達成している。 

 ○とりわけ新築住宅については、資材製造や建設段階から解体・再利用までも含めたラ

イフサイクル全体で、カーボン・マイナスとなる住宅（ライフサイクル・カーボン・マイナス住

宅：LCCM 住宅）も普及している。 

➢ （既築建物）  

 ○既築建物などについても、断熱投資や省エネ機器・創エネ機器の導入が価格面のみ

ならず、快適性や健康性など多面的なコベネフィットを有するという価値が一般的になっ

ているため、低炭素化に資する建築改修技術の向上とともに、省エネ・創エネ投資が普

及し、最大限に低炭素化されている。 

 ○建物のオーナーは、こうしたコベネフィットを享受するため、断熱改修等のリフォームを

積極的に行い、ストック建築対策がなされている。 

➢ （地域特性に応じた建築物対策）  

 ○地域の特性に応じた建物が一般化しており、地域木材が十分に活用されるとともに、

直 交 集 成 板 （ CLT） 等 の木 質 新 素 材 の開 発 ・ 普 及 も進 められている（ 参 考 資 料 集

P.102）。また、全国平均では暖房、給湯は電化が進んでいるが、地域によっては水素、

再生可能エネルギー熱、バイオマス熱等を利用するなど、地域特性に応じたエネルギー

利用も進められている。こうした我が国の多様な風土に適したきめ細かな対策が、地域

経済を活性化させるとともに地域の文化力の源の一つとなっている。 

➢ （機器の省エネ）  

 ○窒化ガリウム半導体等を活用したエネルギー効率の高い機器が広く一般に普及して

いる。また、新しい材料や技術、生産システムの開発や省エネルギー型の設計を通じて、

機器の省エネ化が極限まで進められている。さらに、個々の要素技術だけではなく、それ

らの組み合わせや情報通信技術等を用いた要素技術の有機的連動などシステム全体

での省エネも進展している。 

 〇エアコンや業務用冷凍機は省エネと低 GWP の両立を図った新冷媒の開発、使用済

み機器の回収率の向上を通じて、これらの機器の温室効果ガスの排出量が大幅に減少

している。（住まい方）  

 ○消費するエネルギーや使用する機器等が低炭素社会にどの程度貢献するものである

かといった情報が分かりやすく容易に入手できるように提供されている。こうしたことが進

んだ結果、人々はそうした情報を十分に活用して積極的に選択することで、暮らしの中

で低炭素なエネルギーや機器が広く普及している。 

 ○無理、無駄のないスマートなライフスタイルが普及しており、行動科学の知見等も踏ま

えた低炭素な行動変容を一人ひとりが楽しみながら自発的に実践している（参考資料集

P.105）。 

➢ （エネルギー利用）  

 ○エネルギー需要は自ら発電する再生可能エネルギーから主にまかなわれ、需要超過

分のエネルギーは融通又は蓄電や水素として貯蓄され、必要なときにいつでも自家消費

又は融通できるようになっている。特に業務用施設などエネルギー需要の大きい建築物

におけるエネルギー供給については、低炭素化された電力が優先的に活用され、又は

近接する建築物等から低炭素化した電気や熱、水素等が融通されている。  
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 ○HEMS、BEMS や情報通信技術を用いつつ、電気自動車やヒートポンプ式給湯器等

が電力の需給調整に活用されるとともに、大量に導入された再生可能エネルギーの供

給状況によって変動する市場の電力価格に応じて行動するライフスタイルが定着する等

して、エネルギー需要サイドとエネルギー供給サイドが効果的に連動した低炭素なエネ

ルギーシステムが成立している。 

➢ ②移動 

 ○乗用車ではモーター駆動の自動車が主流となっており、そのエネルギー源は低炭素

化した電力や、再生可能エネルギーにより生産される水素が主となっている。家庭で充

電される電気自動車は、充放電を通じて、電力の需給バランスの調整や災害対応に貢

献している。また、貨物車等大型車両では、燃費改善やバイオ燃料、電力や再エネ由

来の水素をエネルギー源とするモーター駆動の自動車の普及により、移動の動力源とし

ての石油製品の消費量は大幅に削減されている。 

➢ （燃費性能）  

 ○セルロースナノファイバーなど軽くて丈夫な素材の普及により車両は安全性を増しなが

ら軽量化し、エアロダイナミクスを取り入れた車体、抵抗の少ない歯車やタイヤなどの導

入、バイオミミクリ（生物模倣）の活用、一人乗り自動車等の開発・普及等により、効率が

大幅に向上している。 

➢ （自動運転）  

 ○ICT 技術やビッグデータの活用により自動運転が実現しており、エコドライブや渋滞の

ない最適ルートの選択などが自動的になされ、安全で無駄のない移動が一般化している。  

 ○自動運転化した電気自動車は、地域包括ケアシステムが構築された社会において、

高齢者が必要な時に自宅から病院等まで安全に移動できる手段となるとともに、未使用

時は電気自動車の蓄電池が電力の需給調整機能を果たすなど、高齢世帯において有

効に活用されている。 

➢ （シェアリング）  

 ○ライドシェア等による乗車率の向上やカーシェアリングなど利用したいときだけ利用で

きる仕組みもさらに普及しており、社会全体として移動手段が必要な範囲で合理的に確

保されている 

➢ （貨物輸送）  

 ○貨物についても、生産拠点と消費地の距離の短縮化による輸送量の減少のほか、AI

や IoT 技術を活用した物流の情報化や荷主の協力、積載率の向上、物流サービス利用

者の意識変革等によって、効率的な低炭素型の物流が実現している。 

➢ （鉄道、航空、船舶）  

 ○鉄道、航空、船舶における省エネ機能が向上し、長距離輸送など用途に応じた効率

的な利用が普及している。また、運航の効率化などの運用面での適正化、再生可能エ

ネルギー由来の水素やバイオ燃料の導入などの動力源の低炭素化が実現している。  

➢ （モーダルシフト）  

 ○都市構造のコンパクト化による一定の範囲の徒歩・自転車の活用や効率的な輸送手

段の組み合わせ、公共交通の整備や利便性の向上、低炭素な交通機関へのモーダル

シフト等によって、人や貨物の移動は快適さを高めながら、大幅な合理化を実現してい
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る。 

➢ ③産業・ビジネス活動  

➢ （国際競争力）  

 ○企業は低炭素型の製品/サービスの提供に取り組み、それらが普及することによって

我が国の経済成長力の向上につなげるとともに、そのような製品/サービスを国外に展開

することで世界のマーケットを獲得している。 

 ○再生可能エネルギーの普及により、化石燃料を購入するために国外に流出していた

資金が低炭素型製品/サービスの普及開発を行う国内企業の活動の原資となり、それが

さらに世界市場での我が国の位置づけを高めるという好循環が実現している。  

➢ （ICT の活用）  

 ○ICT の進展により、ペーパーレス化や在宅勤務などが一般化している。個人のライフス

タイルに応じた労働形態が可能となり、労働生産性・炭素生産性がともに向上している。

IoT や AI などの ICT 技術を活用した生産性の向上はオフィスワークのみならず、例えば

ものづくり、インフラ産業や介護福祉など、効率、安全や健康長寿といった効用をもたら

しつつ、低炭素にも資する形で展開している。 

 ○IoT や AI 等の技術の進展により、気象データが産業活動やエネルギー供給において

有効に活用され、生産性の向上を通じて脱炭素社会の構築に貢献している。  

➢ （金融）  

 ○炭素価格が市場経済に組み込まれており、事業者の投資判断のみならず、銀行や機

関投資家の投融資判断に当たって、炭素リスクも含めた事業性の評価が一般的となっ

ている。事業者は、財務情報とともに炭素情報を開示すること等が一般化しており、機関

投資家から個人投資家まで社会全体が、ESG 投資（グリーンボンドや再エネファンドへ

の投資を含む。）などを通じ、脱炭素を念頭に大幅削減に資するよう資金を振り向けてい

る。 

➢ （業種横断技術）  

 ○超高効率デバイス（窒化ガリウム半導体等）があらゆる機器に実装されるとともに、高

効率な産業用ヒートポンプの活用や低炭素なエネルギー源への転換等により、業種横

断的に産業活動における徹底的な省エネが実現している。化石燃料を必要とする高温

度域の熱利用については石炭・石油からガスへの転換が進んでいる。 

➢ （素材産業）  

 ○建築物や車等に従来使用していた素材に代替する軽くて丈夫な素材（セルロースナ

ノファイバー等）の開発・普及により、ライフサイクルにおけるエネルギー消費の大幅削減

とともに、使用時における効率向上をも実現している。こうした素材には高い付加価値が

認められ、素材産業における我が国の強みが維持されている。 

 ○我が国においても都市鉱山をはじめとする循環可能な資源の有効利用が徹底されて

いる。我が国の社会インフラをはじめとする人工構造物に蓄積した資源は既に大きく、賦

存する潜在的な資源を適切に回収し、新規需要に対応するといった循環型社会が確立

している。回収資源で賄えない輸出資材については、国際競争力の確保に留意が必要

であるが、国内で回収された循環資源に加え、各国から輸入した廃棄物が、我が国のよ

り高度かつ低炭素な製造工程により再生され、産業構造が全体として低炭素・循環型の
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産業に移行している。 

 ○エネルギー多消費産業においては、世界最高効率の技術が導入され、更に革新的

技術が実装され、エネルギーのカスケード利用が徹底されること等により、可能な限りの

効率化が図られているとともに、CCUS の設置が順次進み、稼働を始めている。 

➢ （サービス産業）  

 ○飲食業や観光業などのサービス産業や地域の地場産業においては、地域産材や地

域固有の資源（人材、文化財、自然環境・エネルギー、飲食、商店街、工場など）を活

用し、高付加価値化させた材・サービスを提供することにより生産性が向上している。こ

れにより、域外からの資金を呼び込みつつ、地域経済が循環する地域社会が実現して

いる。 

 ○様々な場面において省エネや創エネを実現するための診断や専門的なアドバイスを

実施する事業が発展している。 

➢ （日用品）  

 ○日用品の低炭素化も進んでおり、例えば、使い捨て容器の使用が大幅に削減され、

バイオプラスチックが普及するとともに、廃棄された場合でも適正にリサイクルされることに

よって、ネット CO2 排出量はマイナスとなっている。また、日用品等の利用において、必

要最小限の高品質な製品を多くの人がシェアし、各個人は機能・サービスを享受するス

タイルが普及してい。 

➢ （非エネ関連の事業活動）  

 ○非エネルギー起源の温室効果ガス排出についても、省エネと環境性能の両立を図っ

たノンフロン・低 GWP 製品の開発・普及や廃棄物処理の低炭素化、農林水産業におけ

る低炭素化を通じて、排出量が大幅に減少している。 

➢ ④エネルギー需給  

 ○電力については、低炭素電源（再生可能エネルギー、CCS68 付火力発電、原子力発

電）が発電電力量の９割以上を占めている。 

 ○電気受給の基本的枠組みが、「需要に応じた供給」から、「供給を踏まえて賢く使う・

貯める」という形態に変わっている。とりわけ家庭においては、電気は購入するものではな

く、再エネにより自分の家で作る「自家消費」が多くなっており、必要に応じて地域内で

融通する「地域循環」財という扱いとなっている。 

➢ （系統）  

 ○自家消費の上で、地域内や地域間の電力網の最適化や運用改善、高度な情報シス

テムによる需給の制御、揚水発電などの水力発電所や低炭素化された火力発電所など

の大規模調整力の活用により、系統が安定した状態で運用されている。  

 ○とりわけ、再生可能エネルギーが大量導入された社会における安定的な電力供給の

ため、需給調整・周波数調整に貢献する様々な技術（蓄電池、水素、蓄熱、デジタルグ

リッド等）の研究開発が進められ、それが社会に大量に普及している。また、産業活動に

おける電力需要も再生可能エネルギーの発電地に電力を多く消費する事業が集積する

等、地域の状況に応じた運用がなされ、系統への負荷が最小化されている。  

➢ （再エネの普及）  

 ○再生可能エネルギーについては、環境負荷を低減しつつ、高効率で需要家近接型
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の太陽光発電やポテンシャルの大きい風力、安定的な水力、地熱、バイオマス等の各地

域の資源が最大限利用されるとともに、海洋エネルギー発電等の実証・開発・活用等が

なされている。また、地域の状況に応じた再生可能エネルギー発電が行われ、それらが

最適化された系統によって供給されている。 

 ○再生可能エネルギーの技術開発や大量導入による設備費低減のほか、災害からの

安全も確保するような施工・メンテナンス等に関する工事費用の低減など、ハード・ソフト

を含め再生可能エネルギー関連産業が価格競争力を有している（参考資料集 P.130）。 

 ○再生可能エネルギー関連産業が全国に普及し、定着することにより、地方に安定的な

雇用が創出され、国内総生産に占める割合も増加し、地域間の所得格差が小さくなっ

ている。 

 ○太陽熱やバイオマス、地中熱等の再生可能エネルギー熱が最大限活用される地域や

再生可能エネルギーから作られる水素を用いたコージェネレーションや都市部への供給

を行う地域など、地域の状況に応じたエネルギーシステムが成立している。 

 ○利用時又は水素製造時まで含めて CO2 を排出しない水素（CO2 フリー水素）が供給

されている。（CCS、CCU69） 

 ○一部産業における化石燃料消費や調整電源としてのほとんどの火力発電においては、

CCS や CCU が実装されている。 

➢ （化石燃料消費）  

 ○あらゆる分野で電化・低炭素燃料への利用転換が進み、最終エネルギー消費の多く

は電力によってまかなわれ、化石燃料は一部の産業や運輸等で使用されている。自家

発電についてもより低炭素な燃料への転換が進められている。 

➢ （研究開発）  

 ○一層の低炭素で安定したエネルギー供給体制を築くべく、産官学が連携し、長期的

視点に立った継続的な研究開発投資によりイノベーションを創出するなど研究開発が効

率的、効果的な形で進められている。 

➢ ⑤地域・都市  

 ○まちの魅力が継続的に向上されるよう、例えばまちのコンパクト化による徒歩や自転車

での移動の割合の増加が相まって、健康的で長寿な地域社会が築かれるとともに、「適

応」も見据えた地域産業やまちづくりにより、安全・安心な地域社会を享受できている。

また、様々な人や情報等が交錯し、「対流」することによって、新たなイノベーションの創

造につながるなど、積極的な生産活動が行われている。 

➢ （地域のエネルギー）  

 ○国全体のみならず、地域単位でのエネルギー利用が最適化している。例えば、業務

用施設などエネルギー需要の大きい建築物におけるエネルギー供給については、低炭

素化された電力が優先的に活用され、又は近接する建築物等から低炭素化した電気や

熱、水素等が融通されている。 

 ○地域ごとに自立した分散型エネルギーとして再生可能エネルギーが導入されているた

め、災害が生じた際も必要なエネルギーを迅速に供給することができるなど、国土強靭

化と低炭素化で整合的な取組が進められている。 

 ○廃棄物処理施設については、施設の低炭素化に加え、地域のエネルギーセンターと
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してのシステムを構築すべく、エネルギー回収効率の高い施設への更新や基幹改良、

得られた余熱の地域利用、処理施設間での発電ネットワーク化、廃棄物系バイオマスの

利活用等の取組が、地域特性や施設規模に応じて最適な形で進展し、廃棄物が持つ

エネルギーが地域で徹底活用される取組が進められている。 

➢ （都市部）  

 ○都市部においては、エネルギー効率の向上による人工排熱の低減、水辺や緑地とい

った自然資本の組み込み等によりヒートアイランド現象が緩和されるなど、快適性が増し

ている。 

➢ （中山間地域）  

 ○農林水産業における高効率な機器、照明などの導入や、温室効果ガス排出量の少な

い施肥・水管理技術の開発や導入による適切な農地管理、飼料の転換による畜産の低

炭素化など、人と自然が持続可能な形で関わりあう社会となっている。 

 ○とりわけ中山間地においては、森林が適切に保全・管理され、素材をはじめとする国

産材の利活用が促進されていることにより、林業が維持・発展している。こうした国産材

が住宅や建築物、道路等の社会インフラ全体に活用されている。 

 

 

「第五次環境基本計画」 

⚫ 概要  

本計画では、1993 年に制定された環境基本法を踏まえ、第一次から第四次まで策定されて

きた環境基本計画の流れを受けつつ、さらに発展させ、上記の持続可能な社会を構築する

一助になるための考え方及び方策について記載する。本計画が、国のみならず各主体の進

むべき方向の道しるべになることを期待する。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ １.「地域循環共生圏」の創造。 

 ○各地域がその特性を活かした強みを発揮  

 →地域資源を活かし、自立・分散型の社会を形成  

 →地域の特性に応じて補完し、支え合う 

➢ ２.「世界の範となる日本」の確立。 

 ※①公害を克服してきた歴史  

 ②優れた環境技術  

 ③「もったいない」など循環の精神や自然と共生する伝統を有する我が国だからこそでき

ることがある。 

➢ ３.これらを通じた、持続可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現。 

 

 

「福島新エネ社会構想」  

⚫ 概要  
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2016 年、福島イノベーション・コースト構想におけるエネルギー分野の取組を加速し、福島復

興の後押しを一層強化するべく、福島県全体を未来の新エネ社会を先取りするモデルの創

出拠点とすることを目指す「福島新エネ社会構想」を策定。「再生可能エネルギーの導入拡

大」、「水素社会実現に向けたモデル構築」、「スマートコミュニティの構築」を柱として、2020、

2030、2040 年度頃をそれぞれ目途とする３つのフェーズを設定し、第１フェーズ（2020 年度ま

で）の取組を着実に実施。共用送電線事業に係る発電設備の大量導入や世界最大級の再

エネ由来水素の製造施設である FH2R の開所など主要事業が進捗。福島県内の再生可能

エネルギー導入量の増加ペースは、構想策定前の約２倍に向上。第２フェーズ（ 2021～2030

年度）を迎えるに当たり、総理が宣言した「2050 年カーボンニュートラルの実現」という新たな

目標を踏まえ、「再生可能エネルギー」、「水素」について、これまでの取組を加速するとともに、

多様な主体による導入拡大や社会実装への展開を目指し、「福島新エネ社会構想」の改定

を行う。＜踏まえるべき視点＞•福島県再生可能エネルギー推進ビジョンの目標（2040 年再エ

ネ 100％）達成への寄与•2050 年カーボンニュートラル宣言、新型コロナウイルス感染症の影

響による大きな社会情勢の変化。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 再エネ社会 

 ○再エネトップランナー県としての最先端の取組の加速  

⚫ 福島県内の再生可能エネルギーの更なる導入拡大  

➢ 共用送電線の整備等を通じた 360MW の風力発電（2020 年度比で 3 倍に）を

始めとする再エネの導入量を大幅に拡大  

➢ 系統制約の解決に向けた課題等の検討  

 再生可能エネルギー関連産業拠点の創出  

⚫ 関連産業の育成・集積に向けて県内企業のネットワーク構築から、新規参入、人材

育成、研究開発、事業化、販路拡大、海外展開まで一体的に支援  

⚫ 産学官の連携による風力メンテナンス人材育成・技術開発の県内拠点化  

 小水力・バイオマス・地熱等の地域に賦存する資源を活用した地域型の再エネ導入の

促進  

⚫ 福島県内地域に賦存する資源を活用した小水力・バイオマス・地熱発電等の事業

可能性調査や設置を支援  

⚫ 地熱資源の開発に向けた支援  

 ○分散型再エネを基盤とした未来型社会の創出  

⚫ 多様な主体による地域の再エネを活用した分散型エネルギーシステムの構築  

➢ 大規模停電時には自立して電力を供給できる地域マイクログリッド等の構築  

➢ 地域循環共生圏の具現化に向けた域内での経済循環を目指す自立・分散

型社会の構築  

➢ 自家消費型の設備導入支援や福島県産再エネ電力のブランド化等による地

産地消の推進  

 太陽光を始めとした再エネ発電・熱利用・蓄電池等を組み合わせた再エネ 100％工業

団地の構築  

➢ 水素社会  



 

77 

 

 ○世界最大の水素イノベーション拠点の創出  

⚫ 2021 年度以降における福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）の最大限の活

用 

➢ 高効率で低コスト、かつ再エネの最大限の導入にも資する水素製造システム

の開発を加速  

➢ 水電解装置の更なる大型化・モジュール化に係る技術開発を推進  

⚫ 国際的な展開を視野に入れた取組の着実な実施  

➢ 国内外の水電解装置についてシステムとして統一的に性能評価等が可能な

プラットフォームの構築を推進  

➢ 国内外の関係機関との研究成果の共有や共同研究の実施等により、国際教

育研究拠点を含むグローバルな水素研究ネットワークの構築を推進  

 ○水素モビリティ等の更なる導入拡大  

⚫ 水素 ST の更なる展開を推進するとともに、FCV・FC バスに加え、開発が進みつつ

ある FC トラック等の新たな水素モビリティの導入を推進  

⚫ 2021 年度中に、FC トラック等の大型水素モビリティに対応する水素 ST の開発に係

る実証設備の建設に着手  

 ○水素社会実証地域モデルの形成  

⚫ 公共施設・駅などに燃料電池を導入し、これに水素 ST や FC バスの導入を組み合

わせた水素利活用のモデル形成を、2021 年度から一層加速  

⚫ 水素・アンモニア等次世代エネルギーの輸入・貯蔵・利活用等を図るカーボンニュ

ートラルポートの形成を推進  

⚫ 工場の熱需要等のゼロエミッション化に向け水素ボイラーや水素ガスコジェネ、FC

フォークリフトの導入を推進  

⚫ 福島ロボットテストフィールドと連携した FC ドローンの開発・実証を推進  

⚫ 既存の地下の配管等を活用した効率的な水素の供給モデルの確立を推進  

⚫ 東京 2020 オリパラ大会など、福島県産水素の県外での活用等を通じた情報発信  

⚫ これらのモデル形成や研究開発等を通じ、水素関連産業の育成・集積を目指す  

 

 

「洋上風力産業ビジョン（第１次）」 

⚫ 概要  

再エネ海域利用法を通じた洋上風力発電の導入拡大と、これに必要となる関連産業の競争

力強化と国内産業集積及びインフラ環境整備等を、官民が一体となる形で進め、相互の「好

循環」を実現していくため、「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」（以下「本協

議会」という。）を本年７月に設立した。更に、本年９月に本協議会の下に設置した「作業部会」

等を通じ、より詳細な検討を行った。本ビジョンは、この検討の結果に基づき、中長期的な政

府及び産業界の目標、目指すべき姿と実現方策等について一定の方向性を取りまとめたも

のである。引き続き、官民一体となった議論を継続し、その実現に向けた取組を順次進めると

ともに、必要に応じてビジョンも見直していく。 
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⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ １．魅力的な国内市場の創出  

 （１）政府による導入目標の明示  

⚫ 魅力的な国内市場の創出に政府としてコミットし、国内外からの投資の呼び水とす

ることが重要。そこで、政府は、以下の導入目標を掲げる。 

⚫ 政府は、年間 100 万 kW 程度の区域指定を 10 年継続し、2030 年までに 1,000 万

kW、2040 年までに浮体式も含む 3,000 万 kW～4,500 万 kW の案件を形成する。 

 （２）政府主導のプッシュ型案件形成スキーム（日本版セントラル方式）の導入  

⚫ 導入目標を実現するためには、継続的な案件形成が不可欠。案件形成にあたって

は、①風況・地質等の調査、②環境アセスの実施、③地域調整、④系統対策等を

同時に行っていく必要。 

⚫ 再エネ海域利用法を昨年施行し、地元調整のための協議会の設置など枠組みが

具体化。一方で、初期段階の基礎調査や系統確保等は引き続き事業者が実施す

るため、地域によっては、複数の事業者による重複実施による非効率や、地元調整

への支障が指摘されているところ。 

⚫ 初期段階から政府が関与し、より迅速・効率的に風況等の調査、適時に系統確保

等を行う仕組み(日本版セントラル方式 )の確立に向けて実証事業を立ち上げること

により、案件形成を加速化。 

 （３）系統インフラの整備  

⚫ 導入目標の実現に貢献する系統整備のマスタープランについては、１次案を来春

までに具体化し、公表する。 

⚫ また、洋上風力のポテンシャルを生かすためには、適地から大需要地に運んでくる

大送電網が重要。直流送電について、技術的課題やコストを含め、導入に向けた

具体的検討を開始する。 

⚫ 基地港湾について、全国４か所で大型風車の設置・維持管理に必要な地耐力強

化等の工事を実施中（秋田港では年度内に整備完了予定）。系統整備や促進区

域等指定のスケジュール、風車の大型化傾向等を踏まえつつ、将来的な我が国の

基地港湾に求められる機能の検討を進める 

➢ ２．投資促進・サプライチェーン形成  

 （１）産業界による国内調達・コスト低減目標の設定  

⚫ 国内外から投資を呼び込み、競争力があり強靱なサプライチェーンを形成するため、

政府による導入目標の設定に加えて、産業界は以下の目標を設定する。  

⚫ 産業界は、国内調達比率を 2040 年までに 60％にする。 

⚫ 産業界は、着床式の発電コストを、2030～2035 年までに、8~9 円/kWh にする。 

 （２）公募において安定供給等に資する取組を評価（国内調達又は同等の取組）  

⚫ 再エネ海域利用法に係る公募占用計画の評価において、「サプライチェーンの強

靱化に向けた取組み等を記載したサプライチェーン形成計画」を確認し、①電力の

安定供給、②将来的な電力価格低減のために有効かという観点から評価すること

としている。 

 （２）サプライチェーン形成に向けた設備投資支援  
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⚫ 洋上風力発電設備は、構成機器・部品点数が多く(数万点)、サプライチェーンの裾

野が広い。 

⚫ サプライチェーン形成への投資を促進するため、政府としても補助金・税制等によ

る設備投資支援を調整中。 

 （２）JETRO 等による国内外の企業のマッチングの促進  

⚫ サプライチェーン形成のためには、海外企業と日本企業のビジネスマッチングが不

可欠。 

⚫ JETRO 等による支援に加え、産業界においても自主的な取組を推進する。 

 （３）洋上風力に関する各種規制・規格の総点検  

⚫ 産業界からの規制見直し要望に対し、各省庁と連携した規制・規格の総点検を今

後実施。 

⚫ まずは、①電気事業法に基づく安全審査の合理化、②国交省と経産省の審査の

一本化を行う。 

➢ ３．アジア展開も見据えた次世代技術開発、国際連携  

 （１）アジア展開も見据えた次世代技術開発  

⚫ サプライチェーンの形成等を通じて競争力を高めつつ、将来的に、気象・海象が似

ており、市場拡大が見込まれるアジアへの展開も目指す。 

⚫ そのため、産業競争力強化に向けて必要な要素技術を特定し「技術開発ロードマ

ップ」を今年度内に策定するとともに、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた

イノベーションを推進するための基金等を用いて、今後の拡大が見込まれる浮体式

の商用化に向けた技術開発等を加速化する。 

 （２）国際連携の推進・国際標準化等  

⚫ 政府は、将来的な海外展開を見据え、二国間エネルギー政策対話や国際実証等

を行うことにより、政府間の協力関係の構築と、国内外の企業の連携を促す。  

⚫ また、浮体の安全評価手法の国際標準化等を通じて、浮体式等の海外展開に向

けた下地づくりを行う。 
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ICT・アナリティクス・サービス分野 

デジタル社会の実現に向けた重点計画  

⚫ 概要  

目指すべきデジタル社会の実現に向けて、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記

し、各府省庁が構造改革や個別の施策に取り組み、それを世界に発信・提言する際の羅針

盤となるもの 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが

実現できる社会  

➢ デジタル化による成長戦略  

 医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化  

 デジタル化による地域の活性化  

 誰一人取り残されないデジタル社会  

 デジタル人材の育成・確保  

 DFFT※の推進をはじめとする国際戦略※DFFT：DataFreeFlowwithTrust：信頼性のあ

る自由なデータ流通  

 

 

「デジタル社会構想会議」  

⚫ 概要  

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」策定後、国際状況を含めた内外の状況の変化等

を踏まえ、重点計画の改定を図る 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 国民視点での指標設定：マイナンバーカードの普及のみならず、住民の生活利便性向上に

寄与する利活用シーンについても、利用者数・サービス利用件数等のデータを収集・共有を

図り、指標とすることでデータに基づく政策判断に生かしていく。他施策についても検討の上、

順次拡大。 

➢ マイナンバー／マイナンバーカード(公的個人認証等 )の利活用拡大による利便性向上：マイ

ナンバーカードは国民の 75％以上に普及。運転免許証との一体化、健康保険証としての利

用や、民間企業でのオンライン本人確認など、今まで以上に、利便性を感じてもらえる利用者

中心のサービスを国・地方公共団体において拡大する。個人を一意に特定する ID であるマ

イナンバーの利用の促進を図るため、マイナンバー法等の改正法案を国会に提出（令和５年

３月）。理念として社会保障制度・税制・災害対策以外の事務においても利用範囲の拡大を

図り、具体的には国家資格や自動車登録の事務等でマイナンバーの利用範囲を拡大する。

今後も引き続きマイナンバー制度の推進を図る。 

➢ デジタル技術を活用した社会の実現に向けた仕組みづくり：デジタル臨時行政調査会を通じ

て、アナログ規制約 1 万条項に関する見直し工程表を確定。工程表に沿って規制の見直しを

行っていくとともに、経済界要望等を踏まえた行政手続のデジタル完結や、テクノロジーマップ
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等の整備等の取組についても推進していく。 

➢ 国民に早期に利便を届けるシステムアーキテクチャ／システム基盤：民間サービスとも連携し、

速やかな公共サービスの提供を目指してシステムアーキテクチャを見直し、国民に早期に便

利なサービスを届ける。また、システム等の利用者の意見が直接届く仕組み等により、不断の

見直しを行う。全体のシステムアーキテクチャを見直しつつ、ガバメントクラウド、ガバメントソリュ

ーションサービス、地方公共団体基幹業務システムの統一・標準化、公共サービスメッシュ等

の DX に求められる基盤を確立・提供。 

➢ 産業・地域・個別分野における DX 等の推進：全国医療情報プラットフォームや防災デジタル

プラットフォーム等の医療・教育・防災等の準公共分野、デジタルインボイスをはじめとする取

引のデジタル化や、その先を見据えたデータスペース構築等の相互連携分野、デジタルマー

ケットプレイス等のデジタル時代に即した国の情報システム調達改革、等の更なるデジタルトラ

ンスフォーメーションを推進し、各産業におけるデジタル競争力を高める。また、デジタル田園

都市国家構想総合戦略等を踏まえ、地域におけるデータ連携基盤の整備を進めるとともに、

デジタル実装の優良事例を支えるサービス／システムの横展開を進めるための取組を推進す

る。 

➢ AI 利活用およびデータ戦略の推進：大規模言語モデルを活用した生成系 AI 等により、AI に

関する社会情勢が急速に進展。政府全体での AI 利活用方針の検討等が必要。加えて、ベ

ース・レジストリの見直し等、データ戦略の見直しも合わせて行う。 

➢ 国際的な官民連携枠組みの構築：国際的なデータ流通や利活用、トラストの確保の実現に

向け、規制などの制度の相互運用性の向上や技術的検証等、データの越境移転の障壁を

解消するためのプロジェクトを実施可能な国際的な官民連携枠組みを構築する。※4 月 29、

30 日の G7 デジタル・技術大臣会合開催予定  

➢ 司令塔機能・体制強化：施策を確実に実行するべく、デジタル庁の開発・プロジェクト推進体

制強化、関係機関との連携強化。各府省のデジタル推進体制の強化、デジタル人材の確

保・育成。 

 

 

「デジタル⽥園都市国家構想総合戦略」 

⚫ 概要  

この「デジタル⽥園都市国家構想総合戦略」は、まち・ひと・しごと創⽣法（平成 26 年法律第

136 号）第８条第１項に規定する「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」として策定した第２期「ま

ち・ひと・しごと創⽣総合戦略」（2020 改訂版）（令和２年 12⽉21⽇閣議決定）について、同

条第６項の規定に基づき変更するものである。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ （１）デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上  

 ①地方に仕事をつくる 

⚫ スタートアップ・エコシステムの確⽴、中⼩・中堅企業 DX（キャッシュレス決済、シェ

アリングエコノミー等）、スマート農林⽔産業・⾷品産業、観光 DX、地⽅⼤学を核と

したイノベーション創出等  

 ②人の流れをつくる 
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⚫ 「転職なき移住」の推進、オンライン関係⼈⼝の創出・拡⼤、⼆地域居住等の推進、

地⽅⼤学・⾼校の魅⼒向上、⼥性や若者に選ばれる地域づくり等  

 ③結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

⚫ 結婚・出産・⼦育ての⽀援、仕事と⼦育ての両⽴など⼦育てしやすい環境づくり、

こども政策における DX 等のデジタル技術を活⽤した地域の様々な取組の推進等  

 ④魅力的な地域をつくる 

⚫ 教育 DX、医療・介護分野 DX、地域交通・インフラ・物流 DX、まちづくり、⽂化・ス

ポーツ、防災・減災、国⼟強靱化の強化等、地域コミュニティ機能の維持・強化等  

➢ （２）デジタル基盤整備  

 ①デジタルインフラの整備  

 ②マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大  

 ③データ連携基盤の構築  

 ④ICT の活用による持続可能性と利便性の高い公共交通ネットワークの整備  

 ⑤エネルギーインフラのデジタル化  

➢ （３）デジタル人材の育成・確保  

 ①デジタル人材育成プラットフォームの構築  

 ②職業訓練のデジタル分野の重点化  

 ③高等教育機関等におけるデジタル人材の育成  

 ④デジタル人材の地域への還流促進  

 ⑤女性デジタル人材の育成・確保  

➢ （４）誰一人取り残されないための取組  

 ①デジタル推進委員の展開  

 ②デジタル共生社会の実現  

 ③経済的事情等に基づくデジタルデバイドの是正  

 ④利用者視点でのサービスデザイン体制の確立  

 ⑤「誰一人取り残されない」社会の実現に資する活動の周知・横展開  

 

 

「Beyond5G 推進戦略－6G へのロードマップ－」 

⚫ 概要  

総務省は、5G の次の世代である「Beyond5G」（いわゆる 6G）の導入時に見込まれるニーズや

技術進歩等を踏まえた総合戦略の策定に向け、令和 2 年 1 月から「Beyond5G 推進戦略懇

談会」（座長：五神真東京大学総長）を開催し、Beyond5G の導入が見込まれる 2030 年代の

社会において通信インフラに期待される事項やそれを実現するための政策の方向性等につ

いて検討を行ってきました。 

今般、同懇談会において取りまとめられました「Beyond5G 推進戦略懇談会提言」を受け、

「Beyond5G 推進戦略－6G へのロードマップ－」を公表します。 

また、取りまとめに先立ち、「Beyond5G 推進戦略骨子」に対する意見募集を行いましたので、

その結果についても公表します。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 2030 年代に期待される強靭で活力のある社会の具体的イメージとして、次の３つのようなもの

が考えられる。 
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➢ 一つめは、「誰もが活躍できる社会（ Inclusive）」、すなわち、都市部と地方、国境等の地理的

な障壁に加え、年齢、障碍の有無といった様々な差異も取り除かれることで、誰もが活躍でき

る社会である。こうした社会の実現には、例えば、自宅に居ながらにして、アバターやロボット

等を介して地球上のどこにでもリアルな体感でアクセス可能となる「超テレプレゼンス技術」や、

ウェアラブル端末等を通じて人の思考や行動がサイバー空間からリアルタイムな支援を受けら

れるようになることで身体能力や認知能力を拡張する「超サイバネティクス技術」等が必要とな

る。 

➢ 二つめは、「持続的に成長する社会（Sustainable）」、すなわち、現実世界を再現したサイバ

ー空間で最適化を行い、現実世界へフィードバックすることで、社会的にロスのない、便利で

持続的に成長できる社会である。例えば、モノ同士が互いに制御し合うことで信号待ちや渋

滞が発生しない交通システム等を実現する「超相互制御型ネットワーク技術」や、AI 技術によ

る高精度の需要予測とリアルタイムの多地点間マッチングにより食品等の廃棄がゼロになる

「超リアルタイム最適化技術」等により、このような社会が実現すると考えられる。  

➢ 三つめは、「安心して活動できる社会（Dependable）」、すなわち、社会基盤である通信網の

安全性と安定性が自律的に確保されることにより、誰もが安心して活動できるという、信頼の

絆が揺るがない人間中心の社会である。（  
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マテリアル・デバイス・プロセス分野 

「マテリアル革新力強化戦略」  

⚫ 概要  

「マテリアル革新力強化戦略」は、「統合イノベーション戦略 2020」（令和２年７月閣議決定）

において、「マテリアル革新力」を強化するための政府戦略を策定することが決定された 3 こと

を受け、準備会合の提言を踏まえ、策定するものである。本戦略では、「マテリアル革新力」を

「マテリアル・イノベーションを創出する力」と定義し、本戦略は、それを強化するための戦略と

位置付ける。具体的には、2030 年の社会像・産業像を見据え、Society 5.0 の実現、ＳＤＧｓ4

の達成、資源・環境制約の克服、強靭な社会・産業の構築等に重要な役割を果たす、「マテ

リアル革新力」を強化するために、社会実装、研究開発、産官学連携、人材育成を含めた総

合的な政策パッケージである。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ マテリアル革新力を高め、経済発展と社会課題解決が両立した、持続可能な社会への転換

に世界の先頭に立って取り組み、世界に貢献  

 Society5.0 の実現 

 世界一低環境負荷な社会システムの実現  

 世界最高レベルの研究環境の確立と迅速な社会実装による国際競争力強化  

 

 

「量子技術イノベーション戦略（最終報告）」  

⚫ 概要  

量子技術は、我が国の経済・社会等を飛躍的・非連続的に発展（QuantumLeap）させる鍵と

なる革新技術（コア技術）であり、国として、確固たる技術の基盤確立を目指すとともに、これら

を我が国が抱える様々な課題の解決や、将来の持続的な成長・発展等に確実に結びつけて

いくことが不可欠である。このため、本戦略では、こうした考え方・概念を「量子技術イノベーシ

ョン」として明確に位置づけ、国をあげて総合的かつ戦略的な取組を展開していく。  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 量子技術イノベーションが拓く社会像  

 ○知識集約型社会へのパラダイムシフトが急速に進展する中、我が国が掲げる社会像

「Society5.0」や「データ駆動型社会」の次世代の社会像の実現に向けて、「量子技術イ

ノベーション」を通じて達成する将来の社会像を明確に設定することが重要である。  

 ○本戦略では、こうした我が国が目指すべき将来の姿として、以下の３つの社会像を掲

げる。また、この実現に向けて、次章以降で、中長期・短中期の両側面から我が国の強

みや競争力を分析・評価した上で、鍵となる重要な技術領域や具体的な推進方策等を

特定することとする。（１）政府による導入目標の明示  

➢ ＜目指すべき３つの社会像＞  

 ①生産性革命の実現  

⚫ 近い将来、急速な高齢化・労働人口の減少等が見込まれる中、技術革新を先取り
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し、IT（デジタル）、AI に続く「量子革命」を通じて、我が国の産業競争力の強化、こ

れによる生産性の飛躍的向上を実現。現在のスパコンでは非現実的な時間を要す

る問題を、超高速・超並列情報処理する「量子コンピュータ技術」や「量子シミュレ

ーション技術」により、情報通信・製造・金融・運輸・製薬・化学等、幅広い産業・社

会分野で新たな価値を創出。また、既存技術を凌駕する精度・感度を持つ「量子

計測・センシング技術」や、極微の世界で発現する量子性を利用した「量子物性・

材料技術（量子マテリアル技術）」により、素材・材料、半導体、デバイス製造、蓄

電・省エネ・創エネ等での革新を実現。 

 ②健康・長寿社会の実現  

⚫ 我が国が諸外国に先駆けて超高齢化社会を迎える中、量子技術を用いた革新的

な医療や健康管理等を通じて、世界に冠たる健康・長寿社会を実現。従来技術に

比べて超高感度・高分解能を持つ量子センサ・イメージング等の「量子計測・セン

シング技術」により、生命現象の本質的理解に基づく治療法・創薬や高精度な早

期診断・モニタリングなど、生命科学・医療に飛躍的発展をもたらし、関連する医療

や医薬品・医療機器産業等における革新を実現。 

 ③国及び国民の安全・安心の確保  

⚫ 個人情報をはじめ、秘匿性の高いデジタル情報が急速に増大する中、量子的な効

果を応用した通信・暗号技術により、高度セキュリティ社会を実現し、国及び国民の

安全・安心を確保。近年の「量子コンピュータ技術」の飛躍的発展により、公開鍵

暗号技術等が破られる可能性がある中、耐量子計算機暗号への移行に向けた対

応を進めつつ、唯一の原理的安全性を持つ「量子通信・暗号技術」により、機密

性・完全性等を有するセキュリティ環境を構築・高度化するとともに、産業競争力の

強化にも寄与。また、既存技術を凌駕する高感度・高精度な「量子計測・センシン

グ技術」により、他国に依存しない我が国独自の技術基盤を確立するとともに、「量

子コンピュータ技術」の幅広い分野での利活用を促進し、国及び国民の安全・安

心の確保に寄与。 

 

 

「量子未来社会ビジョン」～量子技術により目指すべき未来社会ビジョンとその実現に向けた戦略～  

⚫ 概要  

量子技術の研究開発や周辺領域を主とする「量子技術イノベーション戦略」（いわば“量子技

術の研究開発戦略”）に対して、本ビジョンは、我が国の産業の成長機会の創出や社会課題

の解決のために量子技術を活用し、社会全体のトランスフォーメーションを実現していくため、

量子技術により目指すべき未来社会ビジョンやその実現に向けた戦略、いわば“量子技術に

よる社会変革に向けた戦略”として策定するものである。このため、本ビジョン（量子技術による

社会変革に向けた戦略）と「量子技術イノベーション戦略」（量子技術の研究開発戦略）と両

輪で、政府の取組を推進することとする。したがって、今後は、令和２年１月に策定した「量子

技術イノベーション戦略」（ロードマップは一部改訂）に基づき、引き続き研究開発等の取組を

推進するとともに、本ビジョンに基づき、生産性革命など我が国の産業の成長機会の創出や
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カーボンニュートラル等の社会課題の解決のために量子技術を活用し、未来社会を見据えて

社会全体のトランスフォーションを実現していくための取組を推進する。なお、本ビジョンは、

量子技術により目指すべき未来社会ビジョン（未来社会像）やこれに向けた 2030 年に目指す

べき状況を見据えて策定したものであるが、今後も量子技術を取り巻く環境は目まぐるしく変

化していくことが見込まれることから、本ビジョンの見直し等も含めて今後の環境変化等に対

する不断の対応を行う。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ （１）量子技術により目指すべき未来社会ビジョン（未来社会像）  

 （ⅰ）経済成長 Innovation 

⚫ 量子コンピュータと従来型（古典）コンピューティングを組み合わせた次世代高速コ

ンピューティングが仮説と検証のイノベーション創出サイクルを飛躍的に加速するな

ど、量子技術を活用して生産性革命など我が国の産業の成長機会の創出等の経

済成長を実現する。 

 （ⅱ）人と環境の調和 Sustainability 

⚫ 量子コンピュータを活用した次世代環境材料の開発やエネルギーベストミックス等

によるカーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーの実現など、量子技術を活用

して、人と環境が調和し、持続的に発展する社会を実現する。 

 （ⅲ）心豊かな暮らし Well-being 

⚫ 量子暗号通信による安全・安心な暮らし、高感度な量子センシング等を活用した次

世代医療による健康・長寿、AI 等との融合など量子・古典のハイブリッドコンピュー

ティングによる予測技術、量子センシング等による災害予測や避難誘導システムに

よるレジリエントな社会など、量子技術を活用して、人々の心豊かな暮らしを実現す

る。 

➢ （２）未来社会における量子技術によって創出される価値（量子技術活用イメージ）  

⚫ 量子技術は、将来のコンピューティング、センシング、通信性能等の飛躍的な向上

を実現し、創薬・医療、材料、金融、エネルギー、生活サービス、交通、物流、工場、

安全・安心などの多様な分野で活用して社会経済にとっての価値を創出できる。未

来社会ビジョンの実現に向けて、想定される活用事例を以下に示す。なお、これら

は現時点での活用事例であり、今後、ユースケースの発掘や技術の進展等によっ

て、新たな事例が創出されていくことが期待される。 

 ＜創薬・医療＞創薬・製薬（従来よりも高機能で複雑な構造を有する新薬の開発・製造

等）、テーラーメイド医療（患者個人の症状・体質等に対応したテーラーメイドの薬や治

療法の提供等）、化学反応の最適化／触媒と酵素の設計（従来よりも高速で効率的な

創薬・製薬プロセス等）、高精度な診断（認知症・心疾患の早期発見等）、高感度・小型

MRI（核スピンの向きを揃え、従来よりも飛躍的に超高感度かつ小型な MRI）、高セキュ

ア通信・セキュアクラウド（医療記録や個人データ等の暗号通信や高いセキュリティのクラ

ウド等）等 

 ＜材料＞新機能材料の開発（従来よりも高機能な機能材料（省エネ、リサイクル性能、

軽量性、強靭性等）、希少資源の代替材料等）、化学反応の最適化／触媒と酵素の設

計（脱炭素社会、サーキュラーエコノミーに貢献する効率的な化学プロセス等）等  
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 ＜金融＞取引戦略（複雑な条件下での金融取引戦略の計画等）、市場予測（量子機

械学習による顧客ニーズや市場予測、デリバティブ価格算出の高速化等）、ポートフォリ

オの最適化（保有する金融資産の最適化等）、リスク分析（モンテカルロシミュレーション

の高速化による多様なリスク要因も含めた分析等）、不正検出（金融取引の正常／不正

を識別するためのモデル構築等）、高セキュア通信・セキュアクラウド（融資や銀行取引

に関する情報等）等  

 ＜エネルギー＞スマートグリッド（需要側と供給側の変動をリアルタイムで連結させて制

御するスマートシステム、変動性の高い再生可能エネルギー等のリアルタイムの電力最

適配分、エネルギーミックス等の組み合わせ探索等）、高性能な電池（新たな電池材料・

化学反応による高効率・高機能な電池の開発等）、EV 省エネ化（EV 内の高精度な電

流センシング・制御によるエネルギー当たりの走行距離の延伸等）、セキュアなインフラ

情報管理（SCADA）等 

 ＜生活サービス＞高精度天気予報（より小規模な地域レベルでの高精度な予報等）、

広告戦略（各顧客のプロファイル・ニーズに最適な広告枠の設定等）、消費者行動（最

適商品リアルタイムリコメンド、環境行動のための政策の組み合わせ等）、ブレインマシン

インタフェイス（BMI）（量子計測センシングを利用した非侵襲で高感度な脳磁の計測

等）、セキュアビデオ会議（量子暗号通信を用いた秘匿性の高いビデオ会議等）等  

 ＜交通＞マルチモーダルシェア/MaaS（カーシェリング・オンデマンド配車等の最適化

等）、交通シミュレーション（複雑な条件を考慮したシミュレーション、渋滞緩和のための

交通制御等）、自動運転（経路探索の最適化等）、EV の利便性向上（充電ステーション

や駐車場の検索等）、航空機の運行ネットワーク計画（機体割り当て、乗務員スケジュー

リング、燃料、運航トラブル対応等）、航空機素材（軽量で強靭な新材料等）、風洞シミュ

レーション（省エネな機体設計等）等  

 ＜物流＞自動車・船舶・航空機・ドローン等の配送機体の配置・稼働計画（積載量・稼

働率最大化、輸送コスト最小化等）、ルートの最適化（移動距離最小化、宅配数最大化、

輸送コスト最小化等）、在庫管理（生産効率の最大化を図るための最適な在庫管理、複

数の工場在庫の効率的な連動等）等  

 ＜工場＞スマートファクトリ（工場内の人員・ロボット・材料等の生産リソースの最適化等）、

IC の製造と設計（複雑な回路パターンの組み合わせ等）、セキュアなインフラ情報管理

（SCADA）、在庫管理（生産効率の最大化を図るための最適な在庫管理、複数の工場

在庫の効率的な連動等）等  

 ＜安全・安心＞高セキュア通信・セキュアクラウド（あらゆる分野における秘匿性の高い

通信、保護すべきデータの高セキュアな保存）、災害対策（災害時における避難経路の

最適化、避難所の人員・物資等の配置計画等）、地震火山の災害予測（光格子時計に

よる地殻内の観測等）、防衛分野での活用（指揮統制の迅速化（同時多数攻撃への最

適な対処手段の選択）、物資補給（効率的な物資の輸送）、UUV による警戒監視（GPS

を用いることなく監視を継続））等  
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都市・建築・土木・交通分野 

第５期国土交通省技術基本計画  

⚫ 概要  

本計画では、技術政策全般を対象とし技術研究開発と事業・施策を一体的に推進する前計

画を踏襲しつつ、新たな技術の社会実装が促進され、新たな価値を創出するといった視点を

加えたものとし、我が国の現状、世界情勢、国土交通行政上の諸課題を踏まえ、事業・施策

との関連も含め、技術研究開発を進める上での必要な視点や目指す方向性を示した。  

本計画によって、国の研究機関、地方公共団体等や産業界、大学、学会等に対し、国土交

通省の技術研究開発、人材育成等の取組方針を示すことにより、産学官の共通認識の醸成

を図るとともに、産学官が連携しつつ、それぞれが主体となり最善の努力を果たしながら効果

的・効率的に技術研究開発を推進することを目指している。 

 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ ①国土、防災・減災  

 国土やインフラの保全・管理の自動化が進み、効率的な運営が行われる社会気象予測

の高精度化やインフラ・建物の強靱化等が進み、自助・共助・公助により被害が最小化

する社会  

➢ ②交通インフラ、人流・物流  

 多様化するライフスタイルに応じて様々な低炭素・脱炭素化されたモビリティが提供され

豊かさと環境保全が両立したくらしが実現する社会  

➢ ③くらし、まちづくり 

 歩行空間を中心にまちがデザインされ、自動化が進み安全性・利便性を高めたモビリテ

ィ・住宅の普及により豊かで快適な生活空間が実現する社会  

➢ ④海洋 

 自動化・最適化された物流倉庫や水素・アンモニア等の国内拠点の整備、自動運航

船・ゼロエミッション船の普及により、脱炭素化された国際物流網などが実現する社会  

➢ ⑤建設現場  

 人手不足の状況下でも生産性・安全性が最大限高まるような建設施工の自律化・遠隔

化などが実現する社会  

➢ ⑥サイバー空間  

 生活空間を構成するあらゆるデータがサイバー空間上で相互に連携され、どこにいても

多様なサービスを享受できる社会  

  

 

「国土の長期展望」  

⚫ 概要  

（課題認識）平成 27 年 8 月に閣議決定された現行の国土形成計画においては、急激な人口

減少・少子化、異次元の高齢化の進展、変化する国際社会の中での競争の激化、巨大災害
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の切迫・インフラの老朽化、食料・水・エネルギーの制約・地球環境問題、ＩＣＴの劇的な進化

といった技術革新の進展等を、我が国の国土を取り巻く時代の潮流と課題として認識してい

た。しかしながら、計画策定後にも、冒頭に掲げた新型コロナウイルス感染症の拡大やグロー

バル社会におけるデジタル革命の急速な進展に加え、中位推計を大幅に下回るような出生

数の減少や風水害を中心とした自然災害の激甚化・頻発化、カーボンニュートラルの宣言に

見られる地球環境問題の切迫など、我が国の持続可能性を脅かしかねない急激な状況の変

化が生じている。 

 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 『真の豊かさ』を実感できる国土  

➢ ①安全・安心  

 災害対応や医療の充実  

 地域における暮らしの維持  

➢ ②自由・多様  

 多様な選択肢から、自由に選べる働き方・暮らし方・生き方  

➢ ③快適・喜び 

 暮らしの利便性や「稼ぐ力」（物的豊かさ）  

 豊かな自然、文化や生きがい（心的豊かさ）  

➢ ④対流・共生  

 人・モノ・情報の交流持続可能で多彩な地域生活圏の形成  

 多様な人々を支えあい、共感し、共に生きる社会  

 

 

「水源地域ビジョン」  

⚫ 概要  

「水源地域ビジョン」は、ダムを活かした水源地域の自立的・持続的な活性化を図り流域内の

連携と交流によるバランスのとれた流域圏の発展を図ることを目的として、ダム水源地域の自

治体、住民等がダム事業者・管理者と共同で策定主体となり、下流の自治体・住民や関係行

政機関に参加を呼びかけながら策定する水源地域活性化のための行動計画です。  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ ○水源地域ビジョンの概要  

 (1)目標ダムを活かした水源地域の自立的・持続的な活性化を図るとともに、流域内の連

携と交流によるバランスのとれた流域圏の発展を図ることです。 

 (2)内容ダム湖周辺の豊かな水辺と緑を活かした公園整備等地域の特色とダムを活かし

た連携によるハード整備・ソフト対策を行います。また、水を軸にした地域間交流、地場

産業の振興、豊かな自然・文化の提供等も行います。  

 (3)手法水源地域ビジョンの策定・推進について、地方整備局が総合調整・支援を行うと

ともに、関係機関との連携並びに下流自治体や住民の参加のもと、人づくり・啓発活動、

相談窓口の設置、情報発信等により水源地域ビジョンの推進を図ります。  
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「明日の日本を支える観光ビジョン」  

⚫ 概要  

「観光ビジョン」においては、「観光は、真に我が国の成長戦略と地方創生の大きな柱である」

との認識の下、以下の３つの視点を柱とし、１０の改革をとりまとめた。「観光先進国」の実現に

向け、政府一丸、官民を挙げて、常に先手を打って攻めていく。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 視点１観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に  

 ■「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、そして世界に開放―「技」の粋がつくされた日本

ならではの空間を世界に― 

⚫ ◯赤坂や京都の迎賓館をはじめ、我が国の歴史や文化に溢れる公的施設を、大

胆に、一般向けに公開・開放し、観光の呼び水とします。 

 ■「文化財」を、「保存優先」から観光客目線での「理解促進」、そして「活用」へ―「とっ

ておいた文化財」を「とっておきの文化財」に― 

⚫ ◯2020 年までに、文化財を核とする観光拠点を全国で 200 整備、わかりやすい多

言語解説など 1000 事業を展開し、集中的に支援を強化します。 

 ■「国立公園」を、世界水準の「ナショナルパーク」へ―世界中から休日をすごしにくる上

質感あふれる空間に― 

⚫ ◯2020 年を目標に、全国５箇所の公園について、保護すべき区域と観光活用する

区域を明確化し、充実した滞在アクティビティなど、民間の力も活かし、体験・活用

型の空間へと生まれ変わらせます。 

 ■おもな観光地で「景観計画」をつくり、美しい街並みへ―ひと目見れば忘れない、ひと

目見ただけで場所がわかる景観に― 

⚫ ◯2020 年を目途に、原則として全都道府県・全国の半数の市区町村で、「景観計

画」を策定します。 

⚫ ◯外国人旅行者向け周遊ルートには、専門家チームを国から派遣し、景観を徹底

改善します。 

➢ 視点２観光産業を革新し、国際競争力を高め、我が国の基幹産業に 

 ■古い規制を見直し、生産性を大切にする観光産業へ 

⚫ ◯60 年以上経過した規制・制度の抜本見直し（通訳案内士、ランドオペレーター、

旅行業など）のほか、トップレベルの経営人材育成、民泊ルールの整備、宿泊業の

生産性向上などを、総合パッケージで推進・支援します。 

 ■あたらしい市場を開拓し、長期滞在と消費拡大を同時に実現  

⚫ ◯欧州・米国・豪州や富裕層などをターゲットにしたプロモーション、戦略的なビザ

緩和、首都圏におけるビジネスジェットの受入環境の改善を実施します。  

⚫ ○MICE 誘致・開催の支援体制を抜本的に改善し、世界で戦える日本の MICE へ

と成長させます 

 ■疲弊した温泉街や地方都市を、未来発想の経営で再生・活性化  

⚫ ◯2020 年 ま で に 、 世 界 水 準 の DMO

（DestinationManagement/MarketingOrganization）を、全国で 100 形成します。 
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⚫ ◯観光地再生・活性化ファンド、規制緩和などを駆使し、民間の力を最大限活用し

た安定的・継続的な「観光まちづくり」を実現します。 

➢ 視点３すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に  

 ■ソフトインフラを飛躍的に改善し、世界一快適な滞在を実現  

⚫ ◯世界最高水準の技術活用により、出入国審査の風景を一変させます。  

⚫ ○無料 Wi-Fi 環境の整備促進や一回の認証手続で利用できる環境の整備、SIM

カードとの相互補完利用、多言語翻訳システム、個人のニーズに合わせた観光情

報の配信など最適なサービス提供基盤の社会実装化、新幹線や高速バス等にお

ける海外からのインターネット予約可能化、JR も含めた東京 23 区内の駅ナンバリン

グの完成などにより、ストレスフリーな通信や交通の利用環境を実現します。  

⚫ ○主要な商業施設や宿泊施設、観光スポットにおける「100％のクレジットカード決

済対応」および「100％の決済端末の IC 対応」、３メガバンクにおける海外発行カー

ド対応 ATM の設置計画の大半の大幅な前倒し要請（2020 年→2018 年）などによ

り、キャッシュレス観光を実現させます。 

⚫ ◯2020 年までに、訪日外国人が特に多い地域を中心に、外国人患者受入体制が

整備された医療機関を、現在の５倍にあたる 100 箇所で整備します。 

⚫ ○「ユニバーサルデザイン 2020」を策定し、2020 年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会を契機に、観光地や交通機関において、より高い水準のユニバーサルデ

ザイン化と心のバリアフリーを推進します。 

 ■「地方創生回廊」を完備し、全国どこへでも快適な旅行を実現―隅から隅まで日本の

旅を楽しめるように― 

⚫ ◯外国人向け「ジャパン・レールパス」を、訪日前だけでなく日本到着後でも購入可

能にします。 

⚫ ◯新幹線開業やコンセッション空港運営等と連動し、観光地へのアクセス交通の充

実を図ります。 

 ■「働きかた」と「休みかた」を改革し、躍動感あふれる社会を実現―国民一人ひとりが

「仕事も」「休日も」楽しめるように― 

⚫ ◯2020 年までに、年次有給休暇の取得率を 70％（2014 年：47.6％）へと向上させ

ます。 

⚫ ◯休暇取得の分散化のため産業界に対し奨励を行うとともに、経済的インセンティ

ブ付与の仕組みの導入を目指します。 

 

 

「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン（CARATS）」 

⚫ 概要  

将来の航空交通システムの構築に当たっては、航空交通量の増大や運航者、利用者の多様

化するニーズに的確に対応し、効率的な航空サービスの実現を通じ我が国の経済の成長戦

略に寄与していくとともに、地球温暖化対策といった世界共通の課題にも積極的に対応して

いくことが求められている。そのためには、現行の航空交通システムの大胆な変革が必要であ
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り、産官学の関係者から構成される研究会を設立し,世界の動向も踏まえながら様々な角度か

ら検討を重ね、「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン（CARATS）」をとりまとめた。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ ①安全性の向上（安全性を５倍に向上）  

➢ ②航空交通量増大への対応（混雑空域における管制の処理容量を２倍に向上）  

➢ ③利便性の向上（サービスレベル（定時性、就航率、速達性）を１０％向上）  

➢ ④運航の効率性向上（１フライト当たりの燃料消費量を１０％削減）  

➢ ⑤航空保安業務の効率性向上（航空保安業務の効率性を５０％向上）  

➢ ⑥環境への配慮（１フライト当たりのＣＯ２排出量を１０％削減）  

➢ ⑦航空交通分野における我が国の国際プレゼンスの向上  

 

 

「新たな時代における船舶交通をはじめとする海上の安全のための取組（第 5 次交通ビジョン）」 

⚫ 概要  

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、令和２年３月より、

有識者や当事者等を構成員とした「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係

る検討会」を開催し、令和３年３月に報告書を取りまとめました。報告書では、同システムの構

築においては、日常生活圏域を基本として、市町村などの基礎自治体を基盤として進めるこ

と等について盛り込まれ、今後、この報告書を踏まえ、必要な諸制度の見直し等具体的な取

組について検討し、その実現を図ることとされました。。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ （１）ふくそう海域における大規模な船舶事故の防止  

➢ ふくそう海域における航路を閉塞するような社会的影響が著しい大規模な  

➢ 船舶事故の発生数をゼロとする。 

➢ （２）ふくそう海域における衝突、乗揚げ事故隻数の減少  

➢ 第５次交通ビジョン期間中の５か年の年平均事故隻数を第４次交通ビジョン  

➢ 期間中の年平均事故隻数（小数点以下切り捨て）以下（２９隻以下）とする（図表  

➢ ㊼参照）。 

➢ （３）船舶事故隻数の減少  

➢ ２０２０年代中に船舶事故隻数半減を目指すとする長期目標の達成を引き  

➢ 続き目指すこととするが、この長期目標の達成に向けて毎年均等のペースで  

➢ 船舶事故隻数を減少させる場合には、第５次交通ビジョン期間最終年である２  

➢ ０２７年時点での船舶事故隻数は約１，３５０隻となる（図表㊽参照）。そのため、船  

➢ 種別の事故隻数の推移を引き続き注視しつつ、第５次交通ビジョン期間の最  

➢ 終年（２０２７年）までに船舶事故隻数を１，３５０隻以下とすることを目指す  
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「新水道ビジョン」  

⚫ 概要  

新水道ビジョンでは、これまで国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれからも

享受できるよう、今から５０年後、１００年後の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、

その理想像を具現化するため、今後、当面の間に取り組むべき事項、方策を、提示します。  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 安全な水道：安全の観点からみた水道の理想像は、水道原水の水質保全、適切な浄水処理、

管路内及び給水装置における水質保持や飲用井戸等の衛生対策が徹底されることにより、

すべての国民が、いつでもどこでも、おいしく水を飲めることです。さらに世界と比べても類を

見ない高度な管理と良好な水質を保持しており、水質の向上に努力しています。より具体的

には以下に示す状況が実現していることが理想です。 

 水道水の水質は最新の科学的知見、高度化された浄水処理により、水道の規模にかか

わらず、浄水場から給水栓末端に至るまで十分管理されており、住民にもその情報は公

開されている。 

 水道事業の広報、情報公開が進み、科学的な安全性と、水道事業者と住民とのコミュニ

ケーションにより醸成された水道への安心と信頼が築かれている。 

 流域の工場や施設、農業用地などにおいて、化学物質の排出や排水等の管理に十分

な注意が払われ、水道水の取水に影響のない水源管理が行われている。 

 取水はできる限り上流から取り入れられ、浄水処理の継続的なモニタリングが行われると

ともに、放射性物質の混入の恐れに対しても、リスクを軽減する体制ができており、水源

水質の変動の影響を受けにくいシステムが構築されている。 

 小規模な浄水場等の水道施設にも水質に応じた必要な水準の浄水施設が導入され、

広域的な水質管理体制の下、規模に関わらない水道水の安全性が確保されている。  

 水道の需要量の減少を受け、水源の統廃合が行われる場合には、水質の良好な水源

が優先的に選択され、取水・配水系統の再編や配水管網の再構築とあいまって、水道

システムの改善が図られている。 

 専用水道、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の定期検査や管理が確実に行われ、

設置者の徹底した管理により安全性が確保されている。 

 小規模な自家用の未規制施設、飲用井戸の台帳が全ての市町村で整備され、定期検

査と管理が確実に行われ、安全性が確保されている。 

 給水装置の安全性が高まり、給水工事に関する事故が大幅に減少している。 

➢ 強靱な水道：強靱の観点からみた水道の理想像は、老朽化した施設の計画的な更新により、

平常時の事故率は維持もしくは低下し、施設の健全度が保たれ、水道施設の耐震化やバッ

クアップ体制、近隣水道事業者とのネットワーク網を構築することにより、自然災害等による被

災を最小限にとどめる強いしなやかな水道が実現され、水道施設が被災した場合であっても、

迅速に復旧できるしなやかな水道が構築されることです。より具体的には以下に示す状況が

実現していることが理想です。 

 水道施設の健全度が低下しないよう定期的な診断・評価が行われ、適正に施設更新が

維持されており、全国の基幹管路、浄水場、配水池の全てが、電気・機械・計装設備も
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含めて耐震化されている。また、基幹管路以外の管路や給水管についても、適切な材

質や仕様が採用され耐震性が向上している。 

 耐震化された施設においては、当該箇所で想定される最大規模の地震動を受けたとし

ても、施設の機能に重大な影響が及ぶことなく、水道水の供給が可能となっている。  

 水道管路が適切に更新されていることにより、配水管等の損傷がほとんど発生せず、断

水や濁水が発生しない水道が構築されている。 

 東日本大震災での津波被害の経験を踏まえ、水道施設の移転改築や津波に洗掘され

ない管路の工法の選択等、災害対応力の強化が図られている。 

 施設や設備を含め事業運営の標準化や調整が進み、異なる事業者間での設備の融通

や共同発注、備蓄、事業効率、危機管理体制の充実が図られている。  

 災害時や緊急時において給水するための配水池容量や応急給水設備、給水車等が確

保され、必要最低限の飲料水や生活用水が供給できる体制が構築されている。  

 近隣及び遠隔地の事業者と相互応援協定が結ばれ、災害時や緊急時の給水体制が

整備され、効果的な訓練が行われている。 

➢ 水道サービスの持続：持続の観点からみた水道の理想像は、給水人口や給水量が減少した

状況においても、料金収入による健全かつ安定的な事業運営がなされ、水道に関する技術、

知識を有する人材により、いつでも安全な水道水を安定的に供給でき、地域に信頼され続け

る近隣の事業者間において連携して水道施設の共同管理や統廃合を行い、広域化や官民

連携等による最適な事業形態の水道が実現することです。より具体的には以下に示す状況

が実現していることが理想です 

 水道の必要性、健全な水道事業の在り方が住民に理解され、合理的な施設規模と水道

料金の設定により、安定した事業経営が実現している。 

 地域の主要な水道事業者を中核に事業者間の広域化等の連携が実現し、へき地や島

しょ地域の水道を含め経営的、技術的に持続可能な運営体制が構築されている。小

規模な簡易水道等においては、給水区域の合理化により、経営効率を高める工夫がな

されるとともに、運搬給水に代表される多様な給水形態が確立し、全ての住民に安全な

水が必要量供給されている。 

 地域の状況や見通しを踏まえ、多様な形態で住民に水が供給される体制が構築されて

いる。 

 官民連携がより一層進展し、水道事業に精通する職員が適切に配置され、地域に根付

く水道サービスの信頼を支えるとともに、人員の確保と育成が計画的に行われている。  

 危機管理体制を確保しつつ、情報通信等の最新技術を活用し、遠隔管理による水道施

設の運転の合理化・無人化が進み、スマートメータ等の導入で、住民の生活様式に合っ

た合理的な料金徴収体制が構築されている。 

 水源の安定性の確保、緊急時の水源確保に対応するため、広域連絡管の整備が進み、

水道事業者間の流域単位での水融通や流域間での水融通も可能となり、渇水や事故

時にも安定して水道水を供給することが可能となる。 

 貴重な水道水源を保全する意識が高まり、水源流域内の土地の所有や利用が十分に

管理され、水道水源の保全活動等の取り組みを積極的に行っている。 

 徹底した資産管理を実施し、管路や構造物、機械・電気設備を適切な時期に計画的に
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補修・更新し、水道施設を起因とする事故の発生を抑制して、安定供給の信頼性が大

幅に向上している。 

 水道施設は、地球環境に配慮し、また経営効率を高めるため、位置エネルギーを最大

限活用した構造や配置となっている。また、ポンプ等の機械・電気設備は、より一層の省

エネルギー化が図られ、水道施設で使用する資機材や浄水発生土等の循環利用も積

極的に行われている。 

 水道事業者、民間事業者のそれぞれが水道に携わる人材の育成を計画的に進め、そ

れぞれの専門性を有する人材が確保されている。 

 水道事業者と民間事業者が連携して、世界の水事情に恵まれない地域に対し、大規模

な水プロジェクトが進められており、その改善活動による国際貢献が世界中に評価され、

日本の水道が全世界に信頼され、確固たる地位を確立している。なお、水道事業者は、

国際貢献を通じ、組織力、職員の技術力について、継続的なスキルアップを図っている。  
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宇宙・海洋・地球・科学基盤分野 

「宇宙基本計画」  

⚫ 概要  

スペース・トランスフォメーションが世界的なうねりとなっている中、我が国が宇宙先進国として戦後構

築してきた宇宙活動の自立性を維持・強化し、スペース・トランスフォメーションにおいて、世界の先頭集

団の一角を占め、世界をリードしていけるかどうかが、我が国の存立と繁栄の帰趨を大きく左右すること

となる。そのためには、目指すべき宇宙空間の開発・利用の将来像を描き、それを実現するため、時機

を逸することなく、必要な対応を取っていかなければならない。 このため、今後 20 年を見据えた 10 年

間の宇宙政策の基本方針を以下のとおり定め、スピード感を持って、関係省庁間・官民の連携を図りつ

つ、予算を含む資源を十分に確保し、これを効果的かつ効率的に活用して、政府を挙げて宇宙政策を

戦略的に強化していく。また、宇宙政策に係る更なる態勢の強化について検討していく。  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ （１）宇宙安全保障の確保•宇宙からの安全保障︓情報収集衛星や衛星コンステレーションによる

情報収集等•宇宙における安全保障︓宇宙領域把握（SDA）体制の構築等•宇宙安全保障と宇宙

産業の発展の好循環  

➢ （２）国土強靱化・地球規模課題への対応とイノベーションの実現•通信︓陸海空と宇宙がシームレ

スに繋がる•リモートセンシング︓発災後、早期の被災状況確認による迅速な災害対応等を実現等

•衛星測位︓準天頂衛星の cm 級測位による自動化・無人化で労働力不足解決に貢献  

➢ （３）宇宙科学・探査における新たな知と産業の創造•生命の可能性等の人類共通の知を創出し、

月以遠の深宇宙に人類の活動領域を拡大・月面探査・地球低軌道活動における産業振興を通じ

て、段階的に民間商業活動を発展•次世代育成と国際プレゼンス向上  

➢ （４）宇宙活動を支える総合的基盤の強化•他国に依存することなく宇宙へのアクセスを確保し、自

立的な宇宙活動を実現•衛星運用状況等の情報共有が進展し、スペースデブリの数が一定程度ま

で管理される•技術・産業・人材基盤の確立  

 

「宇宙輸送システム長期ビジョン（2014 年 4 月宇宙政策委員会）」  

⚫ 概要  

本長期ビジョンでは、それ以降の 2040 年以降において実現が期待される宇宙  

輸送システム手段を検討の対象とし、鉄道や航空機のようなインフラとして誰  

でも自由に利用できる宇宙輸送システムの実現を我が国の総合力を結集して目  

指し、将来、その開発及び製造において国際社会で主導的な立場を獲得すると  

いう挑戦的で夢のある目標を掲げる 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ （１）現在の延長上にある宇宙利用  

 （再使用型ロケットによる観測・実験）軌道投入されない使い切り型ロケットによって従来

から実施されている宇宙観測や微小重力実験については、今後、再使用型観測・実験

ロケットの実用化によってより低コストかつ高頻度に実施することが 2010 年代後半から
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2020 年代初頭には可能になると考えられる 55。コストや頻度の面だけでなく、より柔軟な

軌道、姿勢、速度等による実験も可能となるメリットがある。 

 （人工衛星の利用）現在、低軌道領域において地球観測等の目的で実施されている人

工衛星の利用は今後も継続されると考えられる。また、複数の衛星が同じ軌道を通ること

で時間頻度を高めて地球上をモニタリングするコンステレーション運用 56 が既に始まっ

ており、今後、拡大することが想定される。将来的には、小型・超小型衛星を大規模にコ

ンステレーション化することによって大型衛星並みの高機能・多機能な地球観測が可能

となると想定される 57。高軌道領域 58 に含まれる静止軌道では、今後とも高機能・大型

の人工衛星が中心になると考えられる。 

 （宇宙探査）月周辺 59 に関しては、無人探査機による月面リモートセンシングや月面着

陸、サンプルリターン等が複数の国によって 2010 年代以降に検討されている。ISECG の

2013 年のロードマップでは、2010 年代中にロボット技術を用いた月・小惑星・火星に対

する無人探査ミッションを開始し、2020 年代中にも地球近傍小惑星の有人探査、深宇

宙への長期有人滞在、月面有人探査を行い、2030 年代以降に有人火星探査を目指す

としている 60。このほかにも、太陽系内惑星や小天体等に対する探査ミッションの実施が

見込まれる 61。 

➢ （２）新たな宇宙利用  

 （地球上の高速二地点間輸送）将来、宇宙空間を経由して地球上の二地点間を結ぶ

高速輸送手段として航空宇宙一体機が運用されることになると見込まれる。高速二地点

間輸送の商業化を研究するために設立されたグループである FastForward の試算によ

ると、高速二地点間輸送の運賃が現在の航空機のエコノミークラスの 3 倍程度になれば、

現在の航空旅客需要や高速貨物輸送需要の一部を取り込むことができるとされている

62。高速二地点間輸送システムは低軌道に対する再使用型宇宙輸送システムとも技術

的に共通性が高く、この二つの異なる利用の姿は技術的には一体のものとして捉えるこ

とができる。 

 （サブオービタル体験飛行）サブオービタル（高度約 100km）までを往復する宇宙体験飛

行は 2010 年代中にも米国で実用化される見込みであり、ヴァージン・ギャラクティック社

等が宇宙体験飛行ツアーを準備中である 63。また、このような宇宙体験飛行用の宇宙

往還機やその運用施設（スペースポート）も、米国ではすでに実運用に向けた試験段階

に入っている。現時点で発表されているサブオービタル体験飛行の価格は高価であるが、

輸送コストの抜本的な低減により、一般大衆も支払うことができる価格になれば、宇宙旅

行者数は大きく拡大すると見込まれる。 

 （滞在型宇宙旅行、宇宙実験・生産拠点）現行の ISS 計画の終了以降も、新たな宇宙ス

テーションが軌道上で運用されると考えられる。2010 年代後半には米国等で商業宇宙

ステーションが登場してくることが見込まれる。例えば米国のビゲロー社は 2010 年代半

ばにも実験用モジュールを打ち上げ、試験運用を開始する計画を示している 64。こうし

た商業宇宙ステーションは、滞在型宇宙旅行のためのいわゆる宇宙ホテルとしての利用

や無重力環境下での実験・生産拠点としての用途が考えられる。 

 （軌道上における人・物資の中継及び燃料貯蔵・補給）月周辺に対して頻繁なアクセス

を行うため、地上から低軌道領域までの再使用型宇宙輸送機から低軌道領域から高軌
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道領域までの再使用型の軌道間輸送機、それらの輸送機の間で物資や人を載せ替え

るための中継拠点、軌道上に燃料や物資の貯蔵・補給施設（デポ）等が建設され、宇宙

輸送のハブとして利用されると考えられる。 

 （軌道上サービス 65）軌道上で人工衛星や宇宙探査機等の組立を行うことにより大型化

や高機能化が可能となると想定される。また、人工衛星をより長期間にわたって運用可

能とするため、軌道上での燃料補給や修理・改修を行うことが見込まれる。これにより衛

星の寿命が延び、デブリ低減にもつながる。 

 （宇宙太陽光発電等）太陽光発電パネルで発電した電力をマイクロ波等で地球に送信

する宇宙太陽光発電システム（SSPS）66 等、大規模な構造物を宇宙空間に建設するこ

とが想定される 67。また、国際的な合意形成がなされた場合には、宇宙からの積極的な

地球環境への活動として、大型構造物による地球環境のコントロール（日照コントロール）

等も検討され得ると考えられる 68。 

 （月の資源採掘、月旅行等）月周辺においては、深宇宙観測設備や地球観測設備を設

置したり、月における埋蔵資源の調査を行う等、国による本格的な科学的活動が開始さ

れることが想定される。これに続いて、月の商業利用が始まると想定される。例えば、月

面の土壌には、月面での活動や、月以遠に対する活動に必要な建設資材や燃料を作り

出すのに必要な資源や核融合発電の燃料となるヘリウム 3 が大量に存在すると考えられ

ており、国際的な取り決めを待って民間資本も参入して月における採掘・利用が開始さ

れると想定される。また、宇宙旅行が月周辺にまで拡大することも見込まれる 69。地球近

傍小惑星については、希少資源を多く含むものを捕獲して資源を採掘し地球に輸送す

ること等が可能となる。また、地球に衝突する可能性のある小惑星の軌道を変更すること

等も考えられる。 
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特定の分野に当てはまらないビジョン等 

「統合イノベーション戦略 2023」 

⚫ 概要  

統合イノベーション戦略 2023（以下「統合戦略 2023」という。）は、2021 年３月 26 日に閣議決

定された第 6 期科学技術・イノベーション基本計画（以下「第６期基本計画」という。）の実行

計画として位置付けられる３年目の年次戦略である。第６期基本計画は、我が国が目指す社

会像である Society5.01 の実現に向けた 

科学技術・イノベーション政策について、2030 年を見据えた 2025 年までの中長期的な方向

性を示し、大目標から中目標、さらにその達成を目指すプログラム群で構成されている。そし

て、達成状況を評価するため、それぞれの目標に紐付く指標を掲げている。  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ １．国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革  

 （１）サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出  

⚫ 【あるべき姿とその実現に向けた方向性】Society5.0 の実現に向け、サイバー空間

とフィジカル空間を融合し、新たな価値を創出することが可能となるよう、質の高い

多種多様なデータによるデジタルツインをサイバー空間に構築し、それを基にＡＩを

積極的に用いながらフィジカル空間を変化させ、その結果をサイバー空間へ再現

するという、常に変化し続けるダイナミックな好循環を生み出す社会へと変革するこ

とを目指す。このため、デジタル社会を実現する司令塔と国家戦略の下、必要な規

制の見直しを図りつつ、この新たな社会システム基盤を構築、徹底的に活用し、グ

ローバルな課題と国内のシステム改革に挑むことで、国民の安全と安心を確保する

持続可能で強靱な社会を実現する。また、戦略からインフラや人材に至る全体的な

アーキテクチャに基づく合理的なサイバー空間の構築と、その活用を前提としたフィ

ジカル空間における業務改革や産業構造の不断の変革が必要である。このような

社会を支えるのは、人材と社会インフラである。「数理・データサイエンス・ＡＩ」に関

する素養を備え、社会のあらゆる分野で活躍する人材を大量に育成する。また、全

国津々浦々まで次世代のインフラが整備された環境において、データやＡＩを活用

する技術を実装する。これらを通じて、いつでも、どこでも、誰でも、データやＡＩを活

用し、これまで実現できなかったようなサービスを次々と創出できる基盤を構築する。

また、行政機関が「データホルダー・プラットフォーム」としての役割を担い、ベース・

レジストリの整備や、行政サービスに関連したデータの標準化と民間への開放を進

めるとともに、教育、医療、防災等の分野に関しては、国が整備する安全・安心で

信頼できるデータプラットフォームを官・民が一体となって活用することで、あらゆる

モノやサービスに関する多種多様なデータを基にしたデジタルツインをサイバー空

間に構築する。さらに、信頼性のあるデータ流通環境の整備、セキュリティやプライ

バシーの確保、公正なルール等の整備を図ることで、企業によるデータの相互提

供・活用、様々な分野で開発・提供される国民の利便性と安全な暮らしを支える利

便性の高いサービスを活性化するとともに、データやＡＩの社会実装に伴う負の面
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や倫理的課題等にも対応し、多様な人々の社会参画が促され、国内外の社会の

発展が加速する。こうした変化に呼応し、あらゆる分野のあらゆる業務でデータ活用

を前提とした業務変革・デジタル化の徹底が進み、産業構造の変革と国際産業競

争力が向上し、データ活用に関する国民の社会受容、企業の協調意識が高まり、

国境を越えてデータの活用がより一層進むといった好循環が生まれる。このような社

会を実現することで、持続可能で安全・安心な社会の構築や、様々な社会課題の

解決に向けた取組を支援するとともに、世界に先駆けて Society5.0 を実現する我

が国の姿を世界へ発信する。 

 （２）地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進  

⚫ 【あるべき姿とその実現に向けた方向性】2050 年までに、温室効果ガスの排出を全

体としてゼロにする、2050 年カーボンニュートラルを実現する。また、健全で効率的

な廃棄物処理及び資源の高度な循環利用による循環経済を実現する。これらの実

現に向けた対応が、グリーン産業の発展を通じた経済成長へとつながることで、世

界をリードし、経済と環境の好循環が生み出されるような社会を目指す。そのために

は、国民のライフスタイル、産業構造や経済社会全般の変革及び社会的な課題の

解決を目指すための「脱炭素社会」、「循環経済」、「分散型社会」への三つの移

行による経済社会の再設計（リデザイン）とともに、非連続なイノベーションが不可欠

であり、高い目標とビジョンを掲げ、それに向かって産学官が一体となって、まずは

2030 年に向けて総力を挙げて幅広く取り組むことが必要である。こうした観点から、

カーボンニュートラルの実現に向けては、グリーンイノベーション戦略推進会議など

の議論をもとに、省エネルギーの徹底、電化の促進と電力の脱炭素化（再生可能

エネルギーの最大限の導入に向けた技術の加速度的普及、安全最優先での原子

力利用）を進めるとともに、次世代型太陽電池、ＣＣＵＳ/カーボンリサイクル、水素

等の革新的イノベーションを強力に推進する。その際、技術導入、社会実装を促す

べく、国民のライフスタイルの脱炭素化の促進、ゼロカーボンシティの実現・拡大と

国民理解の醸成を図るとともに、必要な制度・基準などの仕組みも検討する。加え

て、こうした我が国の取組について、積極的な国際発信を行い、日本のプレゼンス

向上を図ることで、世界各国の研究機関の英知を結集し、国際共同研究の推進、

サプライチェーン等の構築を目指すとともに、エネルギー・環境関連事業への投資

の国内への取り込みや企業活動の積極的な見える化を促進する。また、循環経済

の実現に向けて、廃棄物の処理・適正管理に加え、代替素材の開発などのイノベ

ーションを促進していくべく、製品の長寿命化や資源の長期的保全・維持、廃棄物

の発生の最小化などを進める。また、各地域が自然資源や生態系サービス等の地

域資源を生かして自立・分散型の社会を形成し、地域の特性に応じて補完し、支

え合う「地域循環共生圏」を創造しつつ、持続可能な地域づくりや国民のライフスタ

イルの転換を促進する。 

 （３）レジリエントで安全・安心な社会の構築  

⚫ 【あるべき姿とその実現に向けた方向性】頻発化・激甚化する自然災害に対し、先

端ＩＣＴに加え、人文・社会科学の知見も活用した総合的な防災力の発揮により、

適切な避難行動等による逃げ遅れ被害の最小化、市民生活や経済の早期の復
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旧・復興が図られるレジリエントな社会を構築する。これに加えて、必要なインフラの

建設・維持管理・更新改良等を効率的に実施することにより、機能や健全性を確保

し、事故や災害のリスクを低減するなど、国土強靱化に係る科学技術・イノベーショ

ンを活用した総合的な取組を推進する。さらに、多様化・高度化しつつ刻々と変化

を続けるサイバー空間等の新たな領域における攻撃や、新たな生物学的な脅威か

ら、国民生活及び経済社会の安全・安心を確保する。世界的規模での地政学的な

環境変化が起き、覇権争いの中核が科学技術・イノベーションとなっている現況下

にあって、科学技術・イノベーションが国家の在り様に与える影響はますます増大

するとの認識の下、産学官が連携し、分野横断的に先端技術の研究開発を推進し、

安全・安心で強靱な社会の構築に貢献するとともに、国力の根源である重要な情

報を守り切る。このような、レジリエントで安全・安心な社会を目指すため、様々な脅

威に対する総合的な安全保障の実現を通して、我が国の平和を保ち、国及び国民

の安全・安心を確保するために、関係府省庁、産学官が連携して我が国の高い技

術力を結集するとともに、「知る」「育てる」「生かす」「守る」の視点が重要である。す

なわち、「『安全・安心』の実現に向けた科学技術・イノベーションの方向性」に基づ

き、いかなる脅威があるのか、あるいは脅威に対応できる技術を「知る」とともに、必

要な技術をどのように「育てる」のか、育てた技術をどのように社会実装し「生かす」

のかを検討し、また、それらの技術について流出を防ぐ「守る」取組を進める。具体

的には、我が国が育てるべき重要技術分野の明確化及び重要技術への重点的な

資源配分を実施するとともに、我が国の技術的優越を確保・維持する観点や、研

究開発成果の大量破壊兵器等への転用防止といった観点から、適切な技術流出

対策等を着実に実施する。これらにより、我が国にとっての重要技術を守るとともに、

我が国の研究セキュリティを確保し、総合的な安全保障を実現する。 

 （４）価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成  

⚫ 【あるべき姿とその実現に向けた方向性】社会のニーズを原動力として課題の解決

に挑むスタートアップを次々と生み出し、企業、大学、公的研究機関等が多様性を

確保しつつ相互に連携して価値を共創する新たな産業基盤が構築された社会を

目指す。このため、都市や地域、社会のニーズを踏まえた大学・国立研究開発法

人等の研究開発成果が、スタートアップや事業会社等とのオープンイノベーション

を通して事業化され、新たな付加価値を継続的に創出するサイクル（好循環）を形

成する。このサイクルが、社会ニーズを駆動力として活発に機能することにより、世

界で通用する製品・サービスを創出する。さらに、事業の成功を通じて得られた資

金や、経験を通じて得られた知見が、人材の育成や事業会社・大学・国立研究開

発法人等の共同研究を加速させる。こうして、大学や国立研究開発法人、事業会

社、地方公共団体等が密接につながり、イノベーションを創出するスタートアップが

次々と生まれ、大きく育つエコシステムが形成される。このような流れが切れ目なくつ

ながるシステムが都市や地域を核に形成されることによって、社会課題の解決・社

会変革を導くイノベーションが連続的、相互連鎖的に創出される。加えて、スタート

アップの世界展開、世界からの投資の呼び込みの拡大につながる。こうしたエコシ

ステムの実現に向け、ニーズプル型のイノベーションの創出を強力に進めるとともに、
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スタートアップ及び事業会社のイノベーション活動が促進されるよう、制度面、政策

面での環境整備を進める。さらに、大学・国立研究開発法人等の「知」が社会ニー

ズに生かされるよう、産学官連携による新たな価値共創の推進やスタートアップ・エ

コシステム拠点都市の形成を進めるとともに、エコシステムを支える人材育成に取り

組む。 

 （５）次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり（スマートシティの展開）  

⚫ 【あるべき姿とその実現に向けた方向性】都市や地域における課題解決を図り、ま

た、地域の可能性を発揮しつつ新たな価値を創出し続けることができる、多様で持

続可能な都市や地域が全国各地に生まれることで、新しい日常におけるリモート・リ

アルの新しい暮らし・働きの場を提供するとともに、地域間の格差を解消し、自然災

害や感染症等の様々な脅威への対応により安全・安心を実現し、住民や就業者、

観光客等、あらゆるステークホルダーにとって、人間としての活力を最大限発揮でき

るような持続的な生活基盤を有する社会を目指す。このため、スーパーシティにお

けるデータ連携基盤の構築を起点とし、広域連携・多核連携の核となるスマートシ

ティを強力に展開・実装することにより、分野・企業横断のデータ連携、他都市・地

域への展開・連携を可能とする共通的なシステムの導入、セキュリティ確保がなされ、

創業しやすい環境を創出する。政府の取組だけでなく地域や民間主導の取組にお

いても、スマートシティのリファレンスアーキテクチャの活用やスマートシティ官民連

携プラットフォームを通じた知見の利活用が行われ、新技術を活用したインフラ管

理手法や次世代のモビリティサービスの導入が進み、様々な分野のオープンデータ

を活用した都市活動の全体最適化が実現する。そこでは、市民が参画したまちづく

りが進み、取組を先導する人材との協働により地域に根差した活動が活性化するこ

とで、多くの産業が生まれ、成功体験が次なる挑戦を続々と誘発し、産学官連携等

を通じて地域の知が社会へと還元される取組が活性化する。また、人中心のコンパ

クトなまちづくりやスマートローカルを目指す地域づくりなど、それぞれの都市・地域

の持つ特色や活動を生かし育てつつ社会的・経済的・環境的な課題の解決に取り

組む多様な都市・地域像の具体化を進める。これにより、住民満足度の向上、産業

の活性化、グリーン化・資源利用の最適化・自然との共生の実現など社会的価値、

経済的価値、環境的価値等を高める多様で持続可能な都市や地域が各地に形

成される。さらに、先端的サービスを提供する都市や、里山里海など自然と共生す

る地域など、都市・地域が持つ社会的・自然的な資源に応じて様々な形で実現す

るスマートシティが、相互に連携し、支え合うネットワークを形成するとともに、相互に

好循環を生み出すダイナミックなメカニズムとなって、Society5.0 の実現につながっ

ていく。また、課題解決先進国としての日本のスマートシティの取組とそのコンセプト

が、世界の規範として広く認知されることで、世界各国のスマートシティと価値観の

共有が進み、次世代に引き継ぐべき脱炭素社会・地域循環共生圏等の実現や、Ｓ

ＤＧｓの達成に貢献する。2025 年大阪・関西万博においては、新型コロナウイルス

感染症克服後の社会の在り方を提示する、「いのち輝く未来社会のデザイン」を具

現化した Society5.0 の姿を世界に対して発信する。 

 （６）様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用  
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⚫ 【あるべき姿とその実現に向けた方向性】人文・社会科学と自然科学の融合による

「総合知」を活用しつつ、我が国と価値観を共有する国・地域・国際機関等（ＥＵ、

Ｇ７、ＯＥＣＤ等）と連携して、気候変動などの地球規模で進行する社会課題や、少

子高齢化や経済・社会の変化に対応する社会保障制度等の国内における課題の

解決に向けて、研究開発と成果の社会実装に取り組む。これにより、経済・社会の

構造転換が成し遂げられ、未来の産業創造や経済成長と社会課題の解決が両立

する社会を目指す。広範で複雑な社会課題を解決するためには、知のフロンティア

を開拓する多様で卓越した研究成果を社会実装し、イノベーションに結び付け、

様々な社会制度の改善や、研究開発の初期段階からのＥＬＳＩ対応を促進する必

要がある。このため、政府としては、国、各府省レベル、実施機関等の戦略を、エビ

デンスに基づき体系的・整合的に立案し、ミッションオリエンテッド型の研究開発プ

ログラムや制度改革を進めるとともに、必要に応じて戦略を機動的に見直しできる

体制を整備していく。また、社会課題を解決するための先進的な技術の社会実装

の加速化や、国際競争の下での我が国企業による海外展開の促進及び国際市場

の獲得の重要な手段として、標準の戦略的・国際的な活用を官民で徹底して推進

する。このため、官民の体制整備とともに、科学技術・イノベーションの社会実装や

これに伴う研究開発等に関して、官民で実施する事業を活用しつつ、官民の意識

改革を図り、政府の政策や企業の経営戦略において幅広く、標準の戦略的・国際

的な活用がビルトインされ、展開されるようにする。さらに、国際的な責務と総合的な

安全保障の観点も踏まえつつ、我が国と課題や価値観を共有する国・地域との間

の国際的なネットワークを戦略的に構築するなどの科学技術外交を展開する。これ

により、世界の知と多様性を取り込み発展させつつ、Society5.0 を世界へ発信し、

その共通理解と我が国の国際競争力の維持・強化を進める。国際的な研究活動

等において核となり得る研究者を我が国から継続的に輩出し、国内外の研究コミュ

ニティにおいて、科学技術先進国としての存在感を発揮し、国内外の多様なバック

グラウンドを持つ優れた人材を我が国に引き付けるとともに、諸外国と調和した研究

の健全性・公正性（研究インテグリティ）の自律的確保を支援する。 

⚫  

 

「知的財産戦略ビジョン」  

⚫ 概要  

知的財産戦略本部の下に「知的財産戦略ビジョンに関する専門調査会」を設置し、幅広い年

代・専門性を持つ有識者議員により、2025 年から 2030 年頃を見据え、来るべき社会像と価

値の生み出し方、そしてそれを支える知的財産システムについて、中長期の展望及び施策の

方向性を示すための議論を重ねてきた。今般、それをビジョンという形で取りまとめたものであ

る。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ －価値デザイン社会－経済的価値にとどまらない多様な価値が包摂され、そこで多様な個性

が多面的能力をフルに発揮しながら、「日本の特徴」をもうまく活用し、様々な新しい価値を作
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って発信し、世界の共感を得る 

 ①脱・平均とチャレンジ尖った人、チャレンジする人や組織が我が国から生まれるとともに、

世界から集まる 

 ②分散と融合個人が有する複数の能力を、プラットフォームを通じて他人の能力と適切

に組み合わせ、新しい価値を生む 

 ③共感・貢献経済日本の社会、文化、方向性に共感を持つ海外の理解者、「ファン」を

積極的に受け入れる 

 

（参考）「知的財産推進計画 2023」 

⚫ 概要  

本計画では、冒頭で知財戦略を考える上で踏まえるべき日本の置かれている現状を基本認

識として整理し、今後、知財戦略を推進する際に重要となる政策課題と施策を、「スタートアッ

プ・大学の知財エコシステムの強化」、「多様なプレイヤーが対等に参画できるオープンイノベ

ーションに対応した知財の活用」、「急速に発展する生成 AI 時代における知財の在り方」、

「知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化」、「標準の戦略的活用の推進」、「デジ

タル社会の実現に向けたデータ流通・利活用環境の整備」、「デジタル時代のコンテンツ戦

略」、「中小企業/地方（地域）/農林水産業分野の知財活用強化」、「知財活用を支える制

度・運用・人材基盤の強化」、「クールジャパン戦略の本格稼働と進化」の重点 10 施策に整

理している。今後、日本において、多様なプレイヤーが世の中の知的財産の利用価値を最大

限に引き出す社会の実現を目指し、本計画に基づく施策を着実に実行していくことが求めら

れる。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ ～多様なプレイヤーが世の中の知的財産の利用価値を最大限に引き出す社会に向けて～  

 

 

「日・サウジ・ビジョン 2030」 

⚫ 概要  

新しい日サ協力の羅針盤として，脱石油依存と雇用創出のためサウジが追求する「サウジビ

ジョン 2030」と、GDP600 兆円の達成に向けて日本が追求する「日本の成長戦略」のシナジー

を目指す。シナジーを最大化するため、以下の 3 本の柱からなる日本ならではの総合的な協

力とする。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 新しい日サ協力の羅針盤として、脱石油依存と雇用創出のためサウジが追求する「サウジ・ビ

ジョン 2030」と、GDP600 兆円の達成に向けて日本が追求する「日本の成長戦略」のシナジー

ｓを目指します。 

➢ シナジーを最大化させるため、「多様性」、「革新性」、「ソフトバリュー」の 3 本の柱からなる日

本ならではの総合的な協力とします。 

➢ 日サの 41 省庁・機関が参加し、具体的連携の重点分野として 9 分野にまたがる広範な協力
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分野を設定します。（①競争力ある産業②エネルギー③エンターテイメント・メディア④健康・

医療⑤農業・食料⑥質の高いインフラ⑦中小企業・能力開発⑧文化・スポーツ・教育⑨投

資・ファイナンス）  

➢ 規制の見直し、インセンティブ等のビジネス促進措置（Enabler）の強化でも連携します。 

➢ 31 件の先行プロジェクトを選定し、実施します。 

➢ 横断的課題に取り組むサブグループを新設し、サウジアラビアの経済改革のモデルを示す特

区の設立に向けた検討を進めます。また、東京とリヤドに、ビジョンの実施を継続的にフォロー

する拠点として、「日・サウジ・ビジョンオフィス」を新設します。 

 

 

「GX リーグ」  

⚫ 概要  

GX に積極的に取り組む「企業群」が、官・学・金で GX に向けた挑戦を行うプレイヤーと共に、一

体として経済社会システム全体の変革のための議論と新たな市場の創造のための実践を行う場  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 地域の金融機関同士が、それぞれの機能に応じて果たしうる役割分担を意識して相互に連

携していることが重要である。このように地域全体としてのエコシステムが機能することが、ロー

カル SDGs 創出の大きな原動力  

➢ ①企業が世界に貢献するためのリーダーシップのあり方を示す。今後必要な議論：生活者視

点でのカーボンニュートラルに向けた未来像を踏まえ、GX 実践企業のリーダーシップ（行動

指針）を議論  

➢ ②GX とイノベーションを両立し、いち早く移行の挑戦・実後必要な議論：新たな市場創造の

ための官民でのルールメイキング（表示ルール、グリーン商品の調達の推進等）践をした者が、

生活者に選ばれ、適切に「儲ける」構造を作る。 

➢ ③企業の GX 投資が、金融市場、労働市場、市民社会から、応援される仕組みを作る。今後

必要な議論：削減目標の野心度、排出量の多寡で評価に加えて、移行努力、削減貢献、GX

投資も評価可能な仕掛けを議論  

 

 

「ASEAN 共同体ビジョン 2025」 

⚫ 概要  

3 つの共同体（政治・安全保障、経済、社会・文化共同体）の今後のビジョン（方向性）を示す文書  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ "ルールに基づく共同体（ASEAN の基本原則、共有価値・規範、国家間の平和的行動を律

する国際法の原則を堅持。）" 

➢ "包摂的かつ対応が迅速な共同体（民主主議、グッドガバナンス及び法の支配の原則に則り、

人権及び基本的自由の享受、公正、民主的、調和的かつジェンダーに配慮した環境におけ

る生活を確保。）" 
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➢ "寛容で穏健な共同体（宗教、文化、言語の違いを十分に尊重。多様性における団結の精神

を支持。いかなる形態・意図の暴力的過激主義にも対処。）" 安 全 保 障 について包 括 的 ア

プローチを採る共同体（非伝統的安全保障（特に国境を越える犯罪及び課題）等に関し、効

果的かつタイムリーに対処する能力を向上。）  

➢ 意見の相違や争いを平和的手段で解決する地域（武力による威嚇・武力の行使を自制。紛

争解決メカニズムを導入。信頼醸成措置を強化し、予防外交活動及び紛争解決イニシアティ

ブを促進。）  

➢ 核・大量破壊兵器のない地域（軍縮、不拡散、原子力の平和的利用に係る国際的な取組に

も貢献。）  

➢ 海洋安全保障・協力を強化する共同体（ASEAN 及び ASEAN 主導のメカニズムを通じ、地域

の平和と安定のために強化。国際的に受け入れられている海洋条約・原則を導入。）  

➢ 団結、結束及び ASEAN 中心性を強化する共同体（ASEAN 主導のメカニズムを基礎とする地

域のアーキテクチャーの形成においても主要な推進力であり続ける。）  

➢ 友好・互恵的な関係を育む共同体（対話国等との協力を深め、潜在的なパートナーに接触

するとともに、世界の発展及び共通の関心事項に共同かつ建設的に対処。）  

➢ 高度に統合され、結束した地域経済（貿易・投資・雇用の増加により持続的な高成長を後押

し。国際的課題等への地域的な対処能力を改善。物品貿易に関する更なるコミットメント及び

非関税障壁の効果的な解決を通じ、単一市場化を促進。サービス貿易における統合を深化。

投資、熟練労働者、ビジネスマン及び資本のより円滑な移動を促進。）   

➢ 競争的、革新的かつダイナミックな共同体（知識の創出・実用的適用、イノベーションを支える

政策、環境に優しい技術・開発への科学的アプローチ、デジタル技術の活用を通じ、大幅に

生産性を向上。グッドガバナンス、透明性、即応型規制を促進。効果的な紛争解決を促進。

グローバル・バリュー・チェーンへのより活発な参画を促進。 

➢ 連結性及び分野別協力を強化する共同体（経済共同体の効果的な運用に不可欠な戦略的

分野別政策を含め、地域枠組みにおいて改善。）  

➢ 強靱で包摂的かつ人間志向・人間中心の共同体（衡平な発展及び包括的な成長を創出。

零細・中小企業の育成政策を強化。開発格差の是正に向け協力。経済界及び関係者の効

果的関与、サブリージョナルな開発協力・プロジェクト、貧困撲滅に資する経済的機会の更な

る創出を促進。）  

➢ グローバル ASEAN（域外経済へのより体系的かつ首尾一貫したアプローチを促進。東アジア

経済統合の中心、推進力となる。国際経済の課題に取り組むフォーラムにおいて ASEAN が

団結してより大きな役割を担う。）  

➢ 信頼し合い、参加型で、社会的責任を有する共同体（グッドガバナンスの原則によって支えら

れた、人々に資するような説明責任を有し、かつ包摂的なメカニズムを通じて実現。）  

➢ 強靱な共同体（社会的・経済的脆弱性、災害、気候変動、新たに生起する課題等に適応・

対処するために能力を強化。）  

➢ ダイナミックで調和のとれた共同体（自身のアイデンティティー、文化、遺産に対する意識、誇

りを有しつつ、革新し、国際社会に積極的な貢献を行う能力を強化。）  

➢  
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「インド太平洋に関する ASEAN アウトルック（AOIP）」 

⚫ 概要  

第 23 回日・ASEAN 首脳会議（議長国 :ベトナム）で採択された共同首脳声明「インド太平洋

に関する ASEAN・アウトルック（AOIP/ASEANOutlookontheIndo-Pacific）協力についての第

23 回日アセアン首脳会議共同首脳声明  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ "ＡＯＩＰに記載された４分野、すなわち、海洋協力、連結性、国連持続可能な開発目標、経

済等の分野における、以下に限らないものも含む、実質的な協力及びシナジーの強化を通じ､

日ＡＳＥＡＮ戦略的パートナーシップを一層強化。 

 海洋安全保障  

 海洋プラスチックごみ 

 ＡＳＥＡＮ連結性マスタープラン２０２５への支援を通じた質の高いインフラ  

 ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク支援  

 人的連結性  

 ＡＳＥＡＮにおける格差是正支援を含む持続可能な開発  

 デジタルエコノミー及び第４次産業革命  

 環境・災害管理、気候変動の影響  

 新型コロナウイルスの感染拡大及び公衆衛生上の危機の緩和、並びにＡＳＥＡＮ包 括

的復興枠組みや新型コロナに関するＡＳＥＡＮ対応基金を含む新型コロナに関するＡＳ

ＥＡＮのイニシアティブへの支援  

 経済の強靱性の強化  

 公衆衛生及び食糧安全保障を含む人間の安全保障  

 人材開発  

 

 

「APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040」 

⚫ 概要  

1994 年の APEC 首脳会議で決定された、「2020 年までに自由で開かれた貿易・投資を実現する」

ことを掲げた「ボゴール目標」の後の APEC の方向性を示す文書  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 貿易・投資：我々は、アジア太平洋が、世界で最もダイナミックで相互に連結した地域経済で

あり続けることを確かなものとするために、自由で、開かれた、公正で、無差別で、透明性のあ

る、予見可能な貿易・投資環境の重要性を認識し、実現するために共に作業を継続する。

我々は、良く機能する多角的貿易体制を実現させ、国際貿易の流れの安定性と予見可能性

を促進させるに当たり、WTO の合意されたルールへの支持を再確認する。我々は、高水準で

包括的な地域での取組に貢献するアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）のアジェンダに関す

る作業等を通じて、ボゴール目標及び市場主導による地域における経済統合を更に推し進

める。我々は、継ぎ目のない連結性、強靱なサプライチェーン及び責任ある企業行動を促進
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する。 

➢ イノベーションとデジタル化：我々は、全ての人々及びビジネスが、相互に連結された世界経

済に参画し成長するための支援を行うために、市場主導で、デジタル経済及びイノベーション

により支えられた環境改善を推進する。我々は、イノベーションを促進し、生産性及びダイナミ

ズムを向上させるために、構造改革及び健全な経済政策を追求する。我々は、デジタル・イン

フラを強化し、デジタル変革を加速させ、デジタル格差を縮小させ、データの流通を促進する

とともにデジタル取引に対する消費者及びビジネスの信頼を強化するために協力する。" 

➢ 力強く、均衡ある、安全で、持続可能かつ包摂的な成長：アジア太平洋地域が、打撃（ショッ

ク）、危機、パンデミック及びその他の緊急事態に対して強靱であることを確かなものとするた

めに、我々は、中小零細企業（MSMEs）、女性及び未活用の経済的潜在力を有するその他

の人々を含む皆に明白な恩恵並びに更なる健康及び豊かさ（ウェル・ビーイング）をもたらす、

質の高い成長を促進する。我々は、将来のための技能と知識をより良く人々に身につけさせ

るために、包摂的な人材育成及び経済・技術協力を強化する。我々は、持続可能な地球の

ために、気候変動、異常気象及び自然災害を含む全ての環境上の課題に包括的に対処す

るための世界的な取組を支える経済政策、協力及び成長を促進する。 

 

 

「ESG 地域金融タスクフォース」共通ビジョン 

⚫ 概要  

地域金融機関が ESG 地域金融に、本業として積極的に取り組む上で、共有すべき考え方を示し

たもの 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ ESG 地域金融の実践に向けた「目指すべき姿」の共有とエコシステムの構築  

➢ 地域の金融機関同士が、それぞれの機能に応じて果たしうる役割分担を意識して相互に連

携していることが重要である。このように地域全体としてのエコシステムが機能することが、ロー

カル SDGs 創出の大きな原動力  

 

 

「研究開発ビジョン～多次元統合防衛力の実現とその先へ～」  

⚫ 概要  

研究開発ビジョンは、先進的な研究を中長期的な視点に基づいて体系的に行うため、今後の

我が国の防衛に必要な能力の獲得に必要な技術について、基本的な考え方を示した上で、

技術的課題やロードマップを提示した文書  

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 1.政策的方向性を踏まえた技術シーズと運用ニーズの一致技術・政策・運用が一体となった

検討を継続的に実施し研究開発を行う。 

➢ 2.先進技術を活用した効率的な研究開発防衛装備庁による研究のほか、関係府省等との連

携、共同研究、最新民生技術の取込等を含む様々な手段を組み合わせ、必要な技術を獲
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得。合わせて、安全保障技術研究推進制度を活用した萌芽的な技術の発掘・育成に努める。  

➢ 3.迅速な研究開発ブロック化、モジュール化をはじめとした研究開発のプロセスの合理化等に

より、研究開発期間の大幅な短縮を図る。 

➢ 電磁波領域における取組  

 指向性エネルギー、低被探知化、⾼度な電波収集、電⼦戦能⼒を担保するための電磁

波最適割当等をコア技術として、あらゆるドメインでの防衛活動に影響を与える電磁波

領域における優越を実現  

➢ 宇宙を含む広域常続型警戒監視の取組  

 無⼈機を含む多数のプラットフォームを組み合わせて、脅威下を含む広⼤なエリア・ドメ

インにおける多種多様な目標に対する効率的な常続的警戒監視を実現  

➢ サイバー防衛の取組  

 サイバー防衛を⾏うため、未然防⽌対策を⾏うとともに、サイバー攻撃を受けた後の運⽤

継続対策を⼈と⾃動対処の両面で対応し、システムの抗たん性を向上させる。 

⚫ 未然防⽌対策として、マルウェア対策、ファイアウォール、耐タンパー等の⺠⽣技術

を最⼤限活⽤する。また、有事において、相⼿方の戦⼒の円滑な機能発揮の妨害、

サイバー攻撃の阻⽌のため、妨げる能⼒を獲得する。 

⚫ ⼈的対処で⾏う運⽤継続対策として、サイバー演習環境構築技術により、サイバー

防衛の⼈材の能⼒向上に対応する環境を構築する。 

⚫ ⾃動対処を⾏う運⽤継続対策として、サイバーレジリエンス技術により、防衛省・⾃

衛隊が運⽤する通信ネットワーク・システムにサイバー攻撃を受けた後に⾃衛隊の

運⽤に即した形で⾃動対処を⾏う。 

➢ 水中防衛の取組  

 陸上司令部等からのモニタリングの下、UUV,USV,UAV 等多数の無⼈機が有機的に協

調し、設定した識別圏内における警戒監視、支援、対処等の⽔中防衛を⾃律的に遂⾏ 

➢ スタンド・オフ防衛能力の取組  

 将来の脅威に備え、広域常続的警戒監視の各種アセット及び衛星通信網を活⽤し、ス

クラムジェットエンジンを搭載した極超⾳速誘導弾や、高性能固体ロケットモーターを利

⽤して加速する滑空型飛しょう体により、スタンド・オフ防衛能⼒を強化  

 

 

「ビエンチャン・ビジョン 2.0」 

⚫ 概要  

２０１６年１１月１６日にラオス（ビエンチャン）にて開催された第２回日ＡＳＥＡＮ防衛担当大臣

会合において、稲田防衛大臣が我が国独自のイニシアティブとして表明した日ＡＳＥＡＮ防衛

協力の指針であり、ＡＳＥＡＮ全体への防衛協力の方向性について、透明性をもって、重点

分野の全体像を示したもの 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ 心と心の協力：ASEAN の理念の尊重、人的ネットワークの重視、個別ニーズに率先して耳を

傾ける姿勢 
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➢ きめ細やかで壱岐の長い協力：計画的・継続的で透明感のある関与、持続可能なアウトカム

の追求 

➢ 対等で開かれた協力：ASEAN の中心性・一体性・強靭性に資する国際連携の強化  

 

 

「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）のための新たなプラン」  

⚫ 概要  

2023 年 3 月 20 日、岸田総理は「インド太平洋の未来～『自由で開かれたインド太平洋』のた

めの日本の新たなプラン～“必要不可欠なパートナーであるインドと共に”」と題する政策スピ

ーチを行い、「平和の原則と繁栄のルール」、「インド太平洋流の課題対処」、「多層的な連結

性」、「「海」から「空」へ拡がる安全保障・安全利用の取組」を FOIP 協力の 4 つの柱とする、

自由で開かれたインド太平洋（FOIP）のための新たなプランを発表しました。 

⚫ キーワード/キーフレーズ等  

➢ ●国際社会の様々な声を受け入れて柔軟な形で発展し、各国が共有する「我々の（ our）

FOIP」という特徴を持つこのビジョンは、国際社会を分断と対立ではなく協調に導くという大目

標に向けて、従来以上に重要。 

➢ ●今の転換期においても、FOIP の基本的な考え方は不変。インド太平洋地域の連結性を高

め「力や威圧とは無縁で、自由と、法の支配等を重んじる場として育て、豊かに」していく。そ

の上で、 

 「自由」、「法の支配」を擁護（脆弱な国にこそ「法」が必要、国連憲章上の諸原則が守ら

れるべき）  

 「多様性」、「包摂性」、「開放性」を尊重（誰も排除しない、陣営作りをしない、価値観を

押しつけない）  

➢ ●これらを前提として、今後取るべきアプローチは、 

 「対話」によるルール作り。大国・小国の別なく、対話し協力していく。 

 各国間の「イコールパートナーシップ」。一極、二極、多極という考え方ではなく、地政学

的な競争に陥ることなく、法の支配の下で、多様な国家が共存共栄を目指していく。  

 「人」に着目したアプローチ。国家間の多様性・包摂性を尊重しつつも、世界のどこであ

っても個人が生存し、繁栄し、尊厳をもって生きていくために必要な条件を整えていく。  

➢ ●米、豪、インド、ASEAN 諸国、太平洋島嶼国、韓国、カナダ、欧州等との連携強化。中東

やアフリカ、中南米に至るまで、FOIP のビジョンを共有する輪を広げ、共創の精神で取組を進

めていく。 

 

➢ 第一の柱「平和の原則と繁栄のルール」  

➢ FOIP の屋台骨。「平和」を守り、「自由」、「透明性」、「法の支配」が確立され、弱者が力でね

じ伏せられない国際環境を醸成。 

 ●平和のために国際社会が守るべき基本原則／平和構築→主権や領土一体性の尊

重、一方的な現状変更への反対→対話を通じた紛争の解決→女性・平和・安全保障

（WPS）の観点を踏まえた対応  
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 ●時代の変化に合わせた形で自由で公平、公正な経済秩序を追求→WTO のルールを

基盤として維持しつつ、CPTPP などよりレベルの高い自由化を追求→近く後発開発途

上国を卒業するバングラデシュとの EPA→IPEF を通じ米国やパートナーとの連携強化  

 ●不透明・不公正な慣行を防ぐルール作り→「質の高いインフラ投資（QII）」に関する

G20 原則の実施を推進→透明で公正な開発金融に向け国際社会をリード（スリランカの

債務再編）  

➢ 第二の柱「インド太平洋流の課題対処」FOIP 協力の新たな力点。気候・環境、国際保健、サ

イバー空間などの「国際公共財」の重要性の飛躍的な高まりに応じて FOIP 協力を拡充し、各

国社会の強靱性・持続可能性を高める。 

➢ ●気候・環境／エネルギー安全保障→脱炭素と成長の両立を目指す「アジアゼロエミ共同体」

構想→自然災害に脆弱な国々への「ロス＆ダメージ支援」→豊かな海を守る「ブルーオーシ

ャン・ビジョン」  

➢ ●食料安全保障→脆弱な国を支える緊急食料支援等→ASEAN 地域に対し緊急にコメを融

通する仕組みの提供  

➢ ●国際保健→ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成のための協力→ASEAN 感染症対策セ

ンターの設立支援  

➢ ●防災・災害対処能力→日本がノウハウや技術を有する防災面での協力  

➢ ●サイバー→偽情報対策（ワークショップの開催等）→サイバー犯罪対策支援、サイバーセキ

ュリティ能力向上支援等  

➢  

➢ 第三の柱「多層的な連結性」FOIP 協力の中核。地域全体の活力ある成長を実現するため、

各国が様々な面においてつながっている必要。連結性強化の取組を通じ域内を更に繋げ、

各国の選択肢を増やし、脆弱性を克服する。 

➢ ●更なる連結性強化の取組→東南アジア（日 ASEAN 統合基金（JAIF）への１億ドルの新規

拠出等）→南アジア（ベンガル湾・インド北東部の産業バリューチェーン構想等）→太平洋島

嶼地域（各種インフラの一体整備による脆弱性の克服）（例：パラオでの国際空港建設、海底

ケーブル敷設、能力構築支援等）  

➢ ●「人」の連結性を更に発展させた「知」の連結性を強化→次世代を担う「若者」を繋ぐ（交流

プログラム等）→「知識と経験」を繋ぐ（筑波大学のマレーシア分校等）→「研究室と現場」を

繋ぐ（遠隔 ICU サービス提供等）→「起業家と投資家」を繋ぐ（スタートアップ支援等）  

➢ ●デジタル・コネクティビティ→Open-RAN を始めとするオープンで信頼できるデジタル技術の

推進→海底ケーブルを含む情報通信インフラ整備等。 

➢ 第四の柱「海」から「空」へ拡がる安全保障・安全利用の取組 FOIP の焦点である「海の道」を

中心に、空域の安全・安定的な利用の確保も組み合わせた「公域」全体の安全・安定を確保

していく。 

➢ ●「海における法の支配の三原則」の徹底→気候変動による海面上昇によって海岸線が後

退した場合も既存の基線は維持可能との立場を正式に採用→ASEAN 諸国と連携して海洋

法・海洋協力に関するセミナー等を実施  

➢ ●海上法執行能力の強化→巡視船・機材供与や海上輸送インフラの支援→人材育成やネ

ットワーク構築（特に海上保安機関間の連携）→IUU 漁業対策  
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➢ ●海洋安全保障の強化→各国防衛当局に対する能力構築支援、共同訓練、法的基盤整

備（RAA、ACSA）→新たな支援の枠組み（同志国の軍等に対する資金協力）→海洋状況把

握の強化（能力構築支援、衛星から得られる海洋情報の活用）  

➢ ●「空」の安全利用の推進→各国の空の状況把握の能力向上→新技術（環境分野の取組

やドローン等）に関する協力等。 

 

 

 

  



 

113 

 

資料２ 調査対象文書の概要 

（１）概要  

社会課題のリスト化の対象とした国内文書は、前述のとおり、白書等で 25 文書、基本計画・白書等

で 33 文書である。社会的課題を幅広く抽出する観点から、様々な府省庁から公表されている白書を対

象とした。 

 

【外務省】  

○外交青書   ○開発協力白書・ODA 白書  

 

【環境省】  

○環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書  

 

【経済産業省/中小企業庁/資源エネルギー庁】  

 

○ものづくり白書（製造基盤白書）    ○中小企業白書    ○エネルギー白書  

 

【厚生労働省】  

○厚生労働白書    ○労働経済の分析（労働経済白書）  

 

【国土交通省】  

○国土交通省白書    ○交通政策白書  

 

【農林水産省/水産庁/林野庁】  

○食料・農業・農村白書    ○水産白書   ○森林・林業白書  

 

【総務省/消防庁】 

○情報通信白書    ○消防白書  

 

【文部科学省】  

○科学技術・イノベーション白書  

 

【内閣府/その他】  

○警察白書   ○消費者白書    ○水循環白書    ○原子力白書   ○高齢社会白書     

○子ども若者白書    ○少子化社会対策白書    ○防災白書  

 

【防衛省】  

○防衛白書  
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表 エラー! 指定したスタイルは使われていません。-6 対象文書（白書、基本計画・戦略）  

ID 文書（白書等）  ID 文書（基本計画・戦略）  

1 令和 4 年版外交青書（外交青書 2022）  55 防災基本計画  

2 開発協力白書・ODA 白書  61 交通安全基本計画  

3 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書  63 環境基本計画  

4 エネルギー白書  令和 3 年度  64 地球温暖化対策計画  

5 ものづくり白書  令和 3 年度  65 気候変動適応計画  

7 2022 年版  中小企業白書  68 高齢社会対策大綱  

9 令和 3 年 警察白書  69 科学技術・イノベーション基本計画  

12 令和 4 年版厚生労働白書   72 食料・農業・農村基本計画  

13 労働経済の分析（労働経済白書）  73 第四次循環型社会形成推進基本計画  

16 交通政策白書  74 水産基本計画  

17 令和４年版  国土交通白書  77 エネルギー基本計画  

20 令和 4 年版消費者白書  78 知的財産推進計画  

22 令和 3 年度  水産白書  80 少子化社会対策大綱  

23 消防白書  令和 3 年版  81 犯罪被害者等基本計画  

24 令和 4 年版情報通信白書  83 住生活基本計画（全国計画）  

26 
水循環施策  令和３年度（令和 4 年版水循環白

書）  
88 海洋基本計画  

28 令和 3 年度版  原子力白書  90 宇宙基本計画  

30 令和 4 年版高齢社会白書  97 第 2 次交通政策基本計画  

31 令和 4 年版  子供・若者白書  100 水循環基本計画  

32 令和 4 年版 少子化社会対策白書  103 サイバーセキュリティ戦略  

35 令和４年版  防災白書  109 デジタル社会の形成に関する重点計画  

37 令和 3 年度  食料・農業・農村白書  117 国土交通省技術基本計画  

38 令和 3 年度  森林・林業白書  118 社会資本整備重点計画  

39 令和 4 年版防衛白書  124 防衛力整備計画  

45 令和 4 年版科学技術・イノベーション白書  125 国家安全保障戦略  

  126 
新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計

画  

  128 環境研究・環境技術開発の推進戦略  

  130 健康・医療戦略  

  131 農林水産研究イノベーション戦略 2022 

  132 みどりの食糧システム戦略  
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  140 国家防衛戦略  

  141 デジタル田園都市国家構想総合戦略  

  142 「世界一安全な日本」創造戦略 2022 

 

また、海外の文書については、フォーサイトに係る 12 文書を対象に、文書内容のテキスト化を行い、リ

ストとして整えた。 

 

表 エラー! 指定したスタイルは使われていません。-7 対象文書（海外）  

ID 文書（白書）  

147 Global risks report 2022 

148 Future Shocks 2022: Addressing risks and building capabilities for Europe in a contested 

world 

149 Cambridge Global Risk Index 2020 

150 Global Trends 2040 

151 ESPAS Report 2019 : Global Trends to 2030 

152 ESPAS Global Trends Mid-Term Report 

154 Towards a green & digital future 

155 Global Scenarios 2035 

157 Megatrend cards 2020 

158 Our Future World 

159 Megatrends 2040 (Greece) 

161 THE WORLD IN 2040 (Allianz Partner) 

 

 

以下、対象文書の文書名、発行年、概要、URL、テキスト化後のリスト数、目次構成、その他の情報

を「文書の概要」としてとりまとめた。社会課題リストは、目次構成別にテキストリストを構築しているため、

参考情報として目次構成を記載した。 
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（２）文書の概要（白書等）  

1）外交青書（ID:001） 

文書名 外交青書 2022 

発行年 2022 年 9 月 30 日 

概要 本書は、原則として、令和  3 年（2021 年）1 月 1 日から 12 月 31 日までの国

際情勢及び日本が行ってきた外交活動の概観を記録するものです。ただし、一

部の重要事項については、令和 4 年（2022 年）初めまでの動きも記述している。

巻頭特集では、前年版に引き続き、2021 年も世界的に大きな課題となった新型

コロナウイルス感染症への対応について記述している。第 3 章第 1 節の「4 軍

縮・不拡散・原子力の平和的利用」及び第  2 節の「日本の国際協力」につきま

しては、外務省が別途発行している『日本の軍縮・不拡散外交』及び『開発協力

白書 日本の国際協力』も関連する。 

URL https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2022/pdf/index.html  

リスト数 1,901 リスト 

目次 巻頭特集 新型コロナウイルス感染症との闘い 2021 

1 2021 年の新型コロナの感染状況  

2 外務省を始めとする日本政府の取組  

3 新型コロナ流行下における外交  

 

第 1 章 国際情勢認識と日本外交の展望  

1 情勢認識 

2 日本外交の展望 

第 2 章 地域別に見た外交 

第 1 節 「自由で開かれたインド太平洋」の推進  

第 2 節 アジア・大洋州 

第 3 節 北米 

第 4 節 中南米 

第 5 節 欧州 

第 6 節 ロシア、中央アジアとコーカサス 

第 7 節 中東と北アフリカ 

第 8 節 アフリカ 

第 3 章 国際社会で存在感を高める日本  

第 1 節 日本と国際社会の平和と安定に向けた取組 

第 2 節 日本の国際協力（開発協力と地球規模課題への取組  

第 3 節 国益と世界全体の利益を増進する経済外交 

第 4 節 日本への理解と信頼の促進に向けた取組  

特集 東日本大震災から 10 年を迎えて 

第 4 章 国民と共にある外交 

第 1 節 世界とのつながりを深める日本社会と日本人 

第 2 節 海外における日本人への支援  

第 3 節 国民の支持を得て進める外交  

資料編 

その他 ― 
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2）開発協力白書・ODA 白書（ID:002） 

文書名 2021 年版開発協力白書「日本の国際協力」 

発行年 2022 年 6 月 7 日 

概要 本書は、本書は、原則として、2021 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに日本が実施

した開発協力の内容を記録するものです。ただし、一部の事項については 2022 年 2

月までの動きも記載している。日本の開発協力は、開発協力大綱（2015 年 2 月閣

議決定）をその根幹としています。開発協力大綱は、国際協調主義に基づく積極的

平和主義の立場から、国際社会の平和と安定および繁栄の確保に一層積極的に

貢献すること、またそのような取組を通じて日本の国益の確保を図るという日本の基

本的方針を明記している。 

URL https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/21_hakusho/index.html  

リスト数 710 リスト 

目次 巻頭言 

はじめに：日本の国際協力の意義  

開発協力大綱と日本の開発協力  

写真特集 ～国際協力の現場から～  

本編 

第Ⅰ部 日本の新型コロナウイルス感染症対策支援  

1 日本の新型コロナウイルス感染症対策支援  

（1）命を守るワクチン支援 

（2）経済財政支援と強靱な社会の構築・環境整備のための支援  

（3）アジア地域での感染急拡大に対する緊急支援  

2 実績から見た日本の政府開発援助と主要ドナーの援助動向  

（1）実績から見た日本の政府開発援助  

（2）実績から見た主要ドナーの開発協力概要  

（3）新興ドナーや民間主体による「途上国支援」の増加  

第Ⅱ部 課題別の取組 

1 「質の高い成長」の実現に向けた協力  

（1）産業基盤整備・産業育成、経済政策  

（2）債務問題への取組 

（3）情報通信技術（ ICT）、科学技術・イノベーション促進、研究開発  

（4）職業訓練・産業人材育成・雇用創出  

2 普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現  

2-1 公正で包摂的な社会の実現のための支援  

（1）法制度整備支援・経済制度整備支援  

（2）不正腐敗対策などのガバナンス支援 

（3）民主化支援 

2-2 平和と安定、安全の確保のための支援  

（1）平和構築と難民・避難民支援  

（2）自然災害時の人道支援 

（3）安定・安全のための支援 

3 地球規模課題への取組と人間の安全保障の推進 

（1）保健・医療 
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（2）水・衛生 

（3）万人のための質の高い教育  

（4）ジェンダー・包摂的成長 

（5）文化・スポーツ 

（6）環境・気候変動対策 

（7）防災の主流化と防災対策・災害復旧対応、および持続可能な都市の実現  

（8）食料安全保障および栄養  

（9）資源・エネルギーへのアクセス確保  

（10）SDGs 達成のための科学技術イノベーション（ Science, Technology, and 

Innovation for SDGs：STI for SDGs） 

第Ⅲ部 地域別の取組 

1 東アジア地域 

2 南西アジア地域 

3 大洋州地域 

4 中南米地域 

5 欧州地域 

6 中央アジア・コーカサス地域  

7 中東・北アフリカ地域 

8 アフリカ地域 

第Ⅳ部 多様なアクターとの連携促進および開発協力の発信取組  

1 多様なアクターとの連携強化のための取組  

（1）民間企業との連携 

（2）JICA 海外協力隊（JICA ボランティア事業） 

（3）日本の NGO との連携 

（4）地方公共団体との連携 

（5）大学・教育機関との連携 

（6）諸外国・国際機関との連携  

2 開発協力の発信に向けた取組  

（1）情報公開、国民の理解と支持の促進に向けた取組  

（2）開発協力人材・知的基盤の強化  

3 開発協力の適正性確保のための取組 

（1）不正行為の防止 

（2）国際協力事業関係者の安全対策  

（3）ODA の管理改善と説明責任 

（4）開発協力における性的搾取・虐待等に関する取組  

参考統計 

その他 ― 
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3）環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書（ID:003） 

文書名 令和 4 年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書  

発行年 2022 年 6 月 7 日 

概要 本書は、この報告及び文章は、環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 12 条第

1 項及び第 2 項、循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110 号）第

14 条第 1 項及び第 2 項並びに生物多様性基本法（平成 20 年法律第 58 号）

第 10 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、国会に提出するものである。令和

4 年版の白書では、2030 年までを「勝負の 10 年」として、国内外で「脱炭素ドミ

ノ」を起こしていくために私たち一人ひとりが、未来に影響を与える当事者である

という意識を持って行動し、脱炭素のみならず、資源循環、分散・自然共生とい

う多角的なアプローチによってグリーン社会の実現を目指していくことを伝える。

白書では、気候変動や資源の大量消費、生物多様性の損失等の危機に対して

世界が大きく動き出し、危機的状況を世界全体で乗り越えるための国際動向を

紹介。「脱炭素」と並行して「循環経済」、「分散・自然共生」という多角的かつ、

相関しているアプローチからグリーン社会の実現を目指すことを記述した。地域

資源を生かして脱炭素化を図りつつ、経済活性化・社会課題の解決を目指す

地域づくりや、「ファッション・食・住まい・移動」から一人ひとりのライフスタイルの

変革により、持続可能で将来世代が、希望を持つことができる社会を引き継げる

ことを目指すことを記述した。 

URL https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r04/index.html 

リスト数 558 リスト 

目次 令和 3 年度 環境の状況 

令和 3 年度 循環型社会の形成の状況 

令和 3 年度 生物の多様性の状況 

 

第 1 部 総合的な施策等に関する報告  

はじめに 

第 1 章 1.5℃に向けて 

第 1 節 世界の気象災害・我が国の気象災害と経済的影響  

1 近年の国内外の気象災害 

2 気象災害による経済的影響  

3 気候変動の状況とその影響  

4 気候変動及び気象災害を発端とする農林水産業への影響  

第 2 節 科学的知見から考察する気候変動  

1 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 6 次評価報告書について 

第 3 節 生物多様性の損失 

1 科学的評価 

2 市場による生物多様性への影響と生物多様性損失による経済の影響  

3 生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15）第一部 

第 4 節 1.5℃に向けて 

1 G7・G20 における議論 

2 国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP26） 

3 パリ協定 6 条（市場メカニズム）の実施拡大に向けて 

4 国際サステナビリティ基準審議会（ ISSB）、Glasgow Financial Alliance for 
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Net Zero（GFANZ） 

 

第 2 章 脱炭素、循環経済、分散・自然共生という多角的な切り口によるアプロ

ーチ 

第 1 節 脱炭素の視点からのアプローチ 

1 加速する政策 

2 成長に資するカーボンプライシング 

3 適正な再生可能エネルギーの普及拡大  

4 石炭火力発電 

5 脱炭素化を促進させる金融・企業の動き 

6 グリーンイノベーションの推進  

7 脱炭素インフラの海外展開  

第 2 節 循環経済の視点からのアプローチ 

1 循環経済（サーキュラーエコノミー）の我が国の動向  

2 プラスチック資源循環の促進  

3 廃棄物・資源循環分野の脱炭素化  

4 災害廃棄物処理 

第 3 節 分散・自然共生の視点からのアプローチ 

1 30by30（サーティ・バイ・サーティ）ロードマップ 

2 生物多様性に関する世界的動向と次期生物多様性国家戦略に向けて 

3 ビジネスにおける生物多様性の主流化の動向  

4 野生鳥獣の捕獲対策 

5 外来種対策 

6 国立公園の保護と利用の好循環  

7 自然共生、レジリエントな地域づくりに向けて 

第 3 章 私たちが変える持続可能な地域とライフスタイル 

第 1 節 地域循環共生圏の更なる発展  

1 地域循環共生圏 

2 地域における脱炭素化 

3 地域循環共生圏づくりを支える ESG 金融の推進 

4 地域循環共生圏の深化へ 

第 2 節 グリーン社会実現のためのライフスタイル変革  

1 食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」  

2 食 

3 住まい 

4 移動 

5 ファッション 

第 3 節 人の命と環境を守る 

1 熱中症対策 

2 子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）  

3 化学物質対策 

第 4 章 東日本大震災・原発事故からの復興・再生に向けた取組  

第 1 節 帰還困難区域の復興・再生に向けた取組  

第 2 節 福島県内除去土壌等の最終処分に向けた取組  

第 3 節 復興の新たなステージに向けた未来志向の取組  

第 4 節 ALPS（アルプス）処理水に係る海域モニタリング 
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第 5 節 リスクコミュニケーションの取組  

1 放射線健康影響に係るリスクコミュニケーションの推進  

2 環境再生事業に関連する放射線リスクコミュニケーション 

3 ALPS（アルプス）処理水に係る風評対策  

第 2 部 各分野の施策等に関する報告  

第 1 章 地球環境の保全 

第 1 節 地球温暖化対策 

第 2 節 気候変動の影響への適応の推進  

第 3 節 オゾン層保護対策等 

第 2 章 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組  

第 1 節 生物多様性条約 COP15 及び生物多様性国家戦略 

第 2 節 生物多様性の主流化に向けた取組の強化  

第 3 節 生物多様性保全と持続可能な利用の観点から見た国土の保全管理  

第 4 節 海洋における生物多様性の保全  

第 5 節 野生生物の適切な保護管理と外来種対策の強化  

第 6 節 持続可能な利用 

第 7 節 国際的取組 

第 8 節 生物多様性及び生態系サービスの把握  

第 3 章 循環型社会の形成 

第 1 節 廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状  

第 2 節 持続可能な社会づくりとの統合的取組  

第 3 節 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化  

第 4 節 ライフサイクル全体での徹底的な資源循環  

第 5 節 適正処理の更なる推進と環境再生  

第 6 節 万全な災害廃棄物処理体制の構築  

第 7 節 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進  

第 8 節 循環分野における基盤整備  

第 4 章 水環境、土壌環境、地盤環境、海洋環境、大気環境の保全に関する

取組 

第 1 節 健全な水循環の維持・回復  

第 2 節 水環境の保全 

第 3 節 アジアにおける水環境保全の推進  

第 4 節 土壌環境の保全 

第 5 節 地盤環境の保全 

第 6 節 海洋環境の保全 

第 7 節 大気環境の保全 

第 5 章 包括的な化学物質対策に関する取組  

第 1 節 化学物質のリスク評価の推進及びライフサイクル全体のリスクの削減  

第 2 節 化学物質に関する未解明の問題への対応  

第 3 節 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進  

第 4 節 化学物質に関する国際協力・国際協調の推進  

第 5 節 国内における毒ガス弾等に係る対策  

第 6 章 各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策  

第 1 節 政府の総合的な取組 

第 2 節 グリーンな経済システムの構築  

第 3 節 技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等  
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第 4 節 国際的取組に係る施策 

第 5 節 地域づくり・人づくりの推進  

第 6 節 環境情報の整備と提供・広報の充実  

第 7 節 環境影響評価 

第 8 節 環境保健対策 

第 9 節 公害紛争処理等及び環境犯罪対策  

令和 4 年度 環境の保全に関する施策 

令和 4 年度 循環型社会の形成に関する施策  

令和 4 年度 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策  

第 1 章 地球環境の保全 

第 1 節 地球温暖化対策 

第 2 節 気候変動の影響への適応の推進  

第 3 節 オゾン層保護対策等 

第 2 章 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組  

第 1 節 生物多様性条約 COP15 及び生物多様性国家戦略 

第 2 節 生物多様性の主流化に向けた取組の強化  

第 3 節 生物多様性保全と持続可能な利用の観点から見た国土の保全管理  

第 4 節 海洋における生物多様性の保全  

第 5 節 野生生物の適切な保護管理と外来種対策の強化  

第 6 節 持続可能な利用 

第 7 節 国際的取組 

第 8 節 生物多様性及び生態系サービスの把握  

第 3 章 循環型社会の形成 

第 1 節 持続可能な社会づくりとの統合的取組  

第 2 節 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化  

第 3 節 ライフサイクル全体での徹底的な資源循環  

第 4 節 適正処理の更なる推進と環境再生  

第 5 節 万全な災害廃棄物処理体制の構築  

第 6 節 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進  

第 7 節 循環分野における基盤整備  

第 4 章 水環境、土壌環境、地盤環境、海洋環境、大気環境の保全に関する

取組 

第 1 節 健全な水循環の維持・回復  

第 2 節 水環境の保全 

第 3 節 アジアにおける水環境保全の推進  

第 4 節 土壌環境の保全 

第 5 節 地盤環境の保全 

第 6 節 海洋環境の保全 

第 7 節 大気環境の保全 

第 5 章 包括的な化学物質対策に関する取組  

第 1 節 化学物質のリスク評価の推進及びライフサイクル全体のリスクの削減  

第 2 節 化学物質に関する未解明の問題への対応  

第 3 節 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進  

第 4 節 化学物質に関する国際協力・国際協調の推進  

第 5 節 国内における毒ガス弾等に係る対策  

第 6 章 各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策  
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第 1 節 政府の総合的な取組 

第 2 節 グリーンな経済システムの構築  

第 3 節 技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等  

第 4 節 国際的取組に係る施策 

第 5 節 地域づくり・人づくりの推進  

第 6 節 環境情報の整備と提供・広報の充実  

第 7 節 環境影響評価 

第 8 節 環境保健対策 

第 9 節 公害紛争処理等及び環境犯罪対策  

その他 ― 
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4）エネルギー白書（ID:004） 

文書名 令和 3 年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書 2022） 

発行年 2022 年 6 月 7 日 

概要 本書は、エネルギー政策基本法（平成 14 年法律第 71 号）第 11 条の規定に基

づくエネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する年次報告が、令和 4

年 6 月 7 日に閣議決定・国会報告されたことを踏まえ、その内容を公表した。

2021 年 度 は 、 エ ネ ル ギ ー 政 策 の 要 諦 で あ る 「 S+3E 」 、 す な わ ち 、 安 全 性

（Safety）、安定供給（Energy Security）、経済効率性（Economic Efficiency）、環

境適合（Environment）のうち、とりわけエネルギー安定供給にとって死活的な課

題が投げかけられた年であった。第 1 部「エネルギーを巡る状況と主な対策」で

は、第 1 章「福島復興の進捗」で、東京電力福島第一原子力発電所事故への

取組として、廃炉、汚染水・処理水対策等の現状や方針や、復興の取組等につ

いて説明しています。第 2 章「カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応」で

は、COP26 を踏まえた各国の脱炭素に向けた取組を紹介します。また、Web 検

索のデータを用いてエネルギーに関する国民の関心の推移や、2021 年 12 月か

ら議論が続いている「クリーンエネルギー戦略」の前提となるエネルギーの需要

や、エネルギーコストについて分析をしています。第 3 章「エネルギーを巡る不確

実性への対応」では、新型コロナウイルス感染症が国内外のエネルギー需給等

に与えた影響について分析しています。また、ロシアのウクライナ侵略以前からの

足下の資源高について背景や各国への影響を分析した。第 2 部「エネルギー動

向」では、国内外のエネルギー需給の状況を定点観測的に、定量的なデータを

中心にまとめています。第 3 部「2021（令和 3）年度においてエネルギー需給に

関して講じた施策の状況」では、国が取り組んでいるエネルギー政策の背景や

具体的取組について説明した。 

URL https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2022/pdf/  

リスト数 628 リスト 

目次 序文 

第 1 部 エネルギーをめぐる状況と主な対策  

第 1 章 福島復興の進捗 

はじめに 

第 1 節 東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故への取組  

第 2 節 原子力被災者支援 

第 3 節 福島新エネ社会構想 

第 4 節 原子力損害賠償 

 

第 2 章 カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応  

第 1 節 脱炭素を巡る世界の動向  

第 2 節 脱炭素実現に向けた日本の対応  

 

第 3 章 エネルギーを巡る不確実性への対応  

第 1 節 新型コロナウイルス感染症がエネルギー需給に与えた影響  

第 2 節 世界的なエネルギー価格の高騰とロシアのウクライナ侵略  

第 3 節 世界的なエネルギー価格の高騰が日本に与える影響  
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第 2 部 エネルギー動向 

第 1 章 国内エネルギー動向 

第 1 節 エネルギー需給の概要 

第 2 節 部門別エネルギー消費の動向  

第 3 節 一次エネルギーの動向 

第 4 節 二次エネルギーの動向 

 

第 2 章 国際エネルギー動向 

第 1 節 エネルギー需給の概要等 

第 2 節 一次エネルギーの動向 

第 3 節 二次エネルギーの動向 

第 4 節 国際的なエネルギーコストの比較  

 

第 3 部 2021（令和 3）年度においてエネルギー需給に関して講じた施策の状況  

はじめに 日本のエネルギー政策 

第 1 章 安定的な資源確保のための総合的な政策の推進  

はじめに 

第 1 節 資源供給国との関係強化と上流進出の促進 

第 2 節 エネルギーコスト低減のための資源調達条件の改善等  

第 3 節 石油・天然ガス等国産資源の開発の促進  

第 4 節 鉱物資源の安定供給確保に不可欠なリサイクルの推進及び備蓄体

制の強化等 

 

第 2 章 徹底した省エネルギー社会の実現とスマートで柔軟な消費活動の実現  

はじめに 

第 1 節 各部門における省エネの取組  

第 2 節 エネルギーをさらに効率的に利用するためのコージェネレーションの

推進 

第 3 節 需要家側のエネルギーリソースの有効活用  

 

第 3 章 再生可能エネルギーの導入加速～主力電源化に向けて～  

はじめに 

第 1 節 競争力のある再エネ産業への進化  

第 2 節 適正な事業規律の確保 

第 3 節 次世代電力ネットワークの形成 

第 4 節 その他制度・予算・税制面等における取組 

 

第 4 章 原子力政策の展開 

第 1 節 原子力をめぐる環境と政策対応  

第 2 節 福島の再生・復興に向けた取組  

第 3 節 原子力利用における安全性向上への不断の取組  

第 4 節 対策を将来へ先送りせず、着実に進める取組  

第 5 節 国民、自治体、国際社会との信頼関係の構築  

 

第 5 章 化石燃料の効率的・安定的な利用のための環境の整備  

第 1 節 安定供給を大前提とした火力発電の着実な取組  
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第 2 節 石油産業・LP ガス産業の事業基盤の再構築 

第 3 節 CCUS/カーボンリサイクルの促進  

 

第 6 章 市場の垣根を外していく供給構造改革等の推進  

はじめに 

第 1 節 電力システム改革の推進  

第 2 節 ガスシステム改革及び熱供給システム改革の促進  

 

第 7 章 国内エネルギー供給網の強靱化  

はじめに 

第 1 節 石油備蓄等による海外からの供給危機への対応の強化  

第 2 節 「国内危機」（災害リスク等）への対応の強化 

第 3 節 平時における安定供給の確保  

 

第 8 章 カーボンニュートラル実現に向けた水素・アンモニアの導入拡大  

はじめに 

第 1 節 水素社会の実現に向けた取組の加速  

第 2 節 燃料アンモニアの導入拡大に向けた取組  

 

第 9 章 総合的なエネルギー国際協力の展開  

第 1 節 エネルギー国際協力体制の拡大・深化  

第 2 節 「経済と環境の好循環の実現」に向けた日本のエネルギー関連先端

技術導入支援や国際貢献 

 

第 10 章 戦略的な技術開発の推進  

 

第 11 章 国民各層とのコミュニケーションとエネルギーに関する理解の深化  

はじめに 

第 1 節 エネルギーに関する国民各層の理解の増進 

第 2 節 双方向的なコミュニケーションの充実  

その他 ― 

 

  



 

127 

 

5）令和 3 年度ものづくり白書（ID:005） 

文書名 令和 3 年度ものづくり基盤技術の振興施策（ものづくり白書 2022 年版） 

発行年 2022 年 5 月 31 日 

概要 本書は、原則として、、ものづくり基盤技術振興基本法（平成 11 年法律第２号）

第８条の規定に基づく令和 3 年度のものづくり基盤技術の振興に関して講じた

施策に関する報告を行うものである。経済産業省・厚生労働省・文部科学省の 3

省で共同作成。2022 年版では、統計や各種調査を活用し、我が国製造業の業

況等の動向を分析するとともに、大きな事業環境変化として、カーボンニュートラ

ル、人権尊重、DX(デジタルトランスフォーメーション)等に関する動向・事例をま

とめた。 

URL https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2022/index.html  

リスト数 393 リスト 

目次 第 1 部 ものづくり基盤技術の現状と課題  

第 1 章 業況 

第 1 節 製造業の業績動向 

第 2 節 製造業を取り巻く社会情勢変化  

第 3 節 企業の稼ぐ力についての国内外の比較  

第 2 章 生産 

第 1 節 生産・出荷・在庫の足下の状況  

第 2 節 サプライチェーンの強靱化に向けた取組  

第 3 章 資金調達 

第 4 章 人材確保・育成 

第 1 節 ものづくり人材の雇用と就業動向等について 

第 2 節 ものづくり人材の能力開発の現状  

第 3 節 ものづくり人材に係るデジタル技術の活用の状況  

第 5 章 設備投資 

第 6 章 休廃業・倒産、開業 

第 7 章 事業環境の変化 

第 1 節 カーボンニュートラルの実現及び人権尊重に向けた取組  

第 2 節 DX による競争力向上 

第 8 章 教育・研究開発 

第 1 節 DX 等の成長分野を中心とした人材育成の推進  

第 2 節 ものづくり人材を育む教育・文化芸術基盤の充実  

第 3 節 Society 5.0 を実現するための研究開発の推進  

第 2 部 令和 3 年度においてものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策  

令和 3 年度においてものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策  

その他 経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室（第 1 部-第 1 章～第 3 章、第

5 章～第 7 章、第 2 部） 

厚生労働省  人材開発統括官付参事官（人材開発政策担当）付政策企画室

（第 1 部-第 4 章） 

文部科学省 総合教育政策局 生涯学習推進課（第 1 部-第 8 章） 
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6）中小企業白書（ID:007） 

文書名 2022 年版中小企業白書 

発行年 2022 年 4 月 26 日 

概要 本書は、「令和 3 年度中小企業の動向」及び「令和 4 年度中小企業施策」（中

小企業白書）、並びに「令和 3 年度小規模企業の動向」及び「令和 4 年度小規

模企業施策」（小規模企業白書）を取りまとめ、4 月 26 日に閣議決定されました

ので公表した。 

2 年に及ぶ新型コロナウイルス感染症の流行や原油・原材料価格の高騰、部材

調達難、人材不足といった供給面の制約もある中で、中小企業は引き続き厳し

い状況にある。こうした中でも、中小企業を取り巻く需給構造の変化や、デジタ

ル・グリーン化の進展等を踏まえ、事業再構築などに取り組みながら、必死に生

き残りを図りつつ、次の成長に向けた取組を進めようとしている中小企業もある。 

本白書では、事業者の自己変革をテーマに、ウィズコロナ、アフターコロナの各フ

ェーズにおいて、事業者にとって必要な取組を取り上げた。より具体的には、短

期・中長期のスパンで中堅企業への成長やサプライチェーンの中核的存在を目

指す中小企業（スケールアップ型企業）と持続的成長を志向し、地域経済を支

える小規模事業者（パワーアップ型企業）のそれぞれが新たな挑戦を行うため

に、事業再構築をはじめ、どのような取組が必要なのかについて分析した。第１

部では、新型コロナウイルス感染症の流行や原油・原材料価格の高騰等の外部

環境の下で、業況や倒産・資金繰り、雇用環境を始めとする中小企業・小規模

事業者の動向について分析を行った。第２部では、感染症が社会全体や中小

企業の活動に与えた影響や、感染症下における事業再構築の取組について分

析する。加えて、企業の成長を促す取組としてブランドの構築や人的投資、経営

者の経営力を高める取組などについても分析を行う。さらに、中小企業・小規模

事業者における共通基盤として、デジタル化や取引適正化、伴走支援に関する

分析を行った。 

URL https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/ 

リスト数 2,178 リスト 

目次 第 1 部 令和 3 年度（2021 年度）の中小企業の動向 

第 1 章 中小企業・小規模事業者の動向  

第 1 節 我が国経済の現状 

第 2 節 中小企業・小規模事業者の現状  

第 3 節 雇用の動向 

第 4 節 原油・原材料価格の高騰 

第 5 節 事業継続計画（BCP）の取組 

第 6 節 労働生産性と分配 

第 7 節 経営資源の有効活用 

第 8 節 まとめ 

第 2 部 新たな時代へ向けた自己変革力  

第 1 章 中小企業における足下の感染症への対応  

第 1 節 オルタナティブデータから見る感染症の影響  

第 2 節 感染症下の中小企業政策 

第 3 節 感染症下の事業再構築 

第 4 節 まとめ 
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第 2 章 企業の成長を促す経営力と組織  

第 1 節 ブランドの構築・維持に向けた取組  

第 2 節 人的資本への投資と組織の柔軟性、外部人材の活用  

第 3 節 中小企業経営者の経営力を高める取組  

第 4 節 中小企業が対応を迫られる外部環境  

第 5 節 まとめ 

第 3 章 共通基盤としての取引適正化とデジタル化、経営力再構築伴走支援  

第 1 節 取引適正化と企業間取引 

第 2 節 中小企業におけるデジタル化とデータ利活用  

第 3 節 経営力再構築伴走支援などの中小企業に対する支援の在り方  

第 4 節 まとめ 

 

令和 3 年度において講じた中小企業施策  

第 1 章 新型コロナウイルス感染症対策  

第 2 章 事業承継・引継ぎ・再生等の支援  

第 3 章 生産性向上による成長促進  

第 4 章 取引環境の改善を始めとする事業環境整備等  

第 5 章 災害からの復旧・復興、強靭化  

第 6 章 業種別・分野別施策 

第 7 章 その他の中小企業施策 

 

令和 4 年度において講じようとする中小企業施策  

令和 4 年度において講じようとする主な中小企業・小規模事業者施策の概要  

第 1 章 新型コロナウイルス感染症対策  

第 2 章 事業再構築、事業承継・引継ぎ・再生等の支援  

第 3 章 生産性向上による成長促進  

第 4 章 取引環境の改善を始めとする事業環境整備等  

第 5 章 災害からの復旧・復興、強靱化  

第 6 章 業種別・分野別施策 

第 7 章 その他の中小企業施策 

付注 

参考文献 

その他 ― 
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7）警察白書（ID:009） 

文書名 令和 3 年 警察白書 

発行年 2021 年 7 月 26 日 

概要 私たちの「当たり前」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大でまた大きく変わ

ろうとしています。第二次世界大戦以降で最も深刻な危機ともいわれ、社会全体

で「新しい生活様式」を定着させる必要に迫られる中、日常生活や行政手続、

経済活動におけるオンライン化も進んでおり、今やサイバー空間は国民生活に

不可欠なものとなってきています。同時に、サイバー空間を悪用した事案も発生

しており、国民の皆様に安心して利用していただくためにも、サイバー空間にお

けるセキュリティ確保は重要な課題です。こうした社会経済の変容に対応し、サイ

バーセキュリティ確保のための取組を的確に進めていくことが、国民の安全安心

を守る警察として求められている。本年は、こうした社会情勢の変化に応じて警

察が講じている各種の対策について、上記のほか、「新型コロナウイルス感染症

をめぐる警察の取組」等 4 つの特集を組んだ。 

URL https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/index2.html 

リスト数 1,523 リスト 

目次 第１部 特集·トピックス 

特集１ 東日本大震災から 10 年を迎えて 

第 1 項 東日本大震災の被害状況及び主な警察活動  

第 2 項 大規模災害発生時の対処能力の向上  

第 3 項 今後の大規模災害を見据えた更なる取組の強化  

特集２ サイバー空間の安全の確保  

第 1 節 サイバー空間の脅威をめぐる情勢  

第 2 節 サイバー空間の脅威への対処  

第 3 節 今後の取組 

特集３ 新型コロナウイルス感染症をめぐる警察の取組  

第 1 項 新型コロナウイルス感染症への対処体制  

第 2 項 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた警察の取組  

第 3 項 社会経済の変容にも対応した国民の利便性向上のための取組  

特集４ クロスボウの規制に向けた警察の取組  

第 1 項 クロスボウが使用された事件の発生と警察への相談  

第 2 項 クロスボウの概要等 

第 3 項 クロスボウの所持等に関する対策  

警察活動の最前線 

トピックス 

トピックス I 組織的に敢行される特殊詐欺に対する警察の取組  

トピックス II 自転車の交通ルールとその徹底に向けた警察の取組  

トピックス III 現場の警察活動を強化する機動警察通信隊の活動  

トピックス IV 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた諸対

策 

警察の 1 年～警察活動の現場から～  

警察の１年～警察活動の現場から～  

 

第 2 部 本編 
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第 1 章 警察の組織と公安委員会制度  

第 1 節 警察の組織 

第 2 節 公安委員会の活動 

公安委員の声 

第 2 章 生活安全の確保と犯罪捜査活動  

第 1 節 犯罪情勢とその対策 

第 2 節 警察捜査のための基盤整備  

第 3 節 地域住民の安全安心確保のための取組  

第 4 節 良好な治安確保のための基盤構築に向けた取組  

第 5 節 犯罪被害者支援 

警察活動の最前線 通り魔事件における犯罪被害者支援の例  

警察活動の最前線 

第 3 章 組織犯罪対策 

第 1 節 暴力団対策 

第 2 節 薬物銃器対策 

第 3 節 来日外国人犯罪対策 

第 4 節 犯罪収益対策 

警察活動の最前線 

第 4 章 安全かつ快適な交通の確保  

第 1 節 交通事故情勢 

第 2 節 交通安全意識の醸成 

第 3 節 きめ細かな運転者施策による安全運転の確保  

第 4 節 交通環境の整備 

第 5 節 道路交通秩序の維持 

警察活動の最前線 

第 5 章 公安の維持と災害対策 

第 1 節 国際テロ情勢と対策 

第 2 節 外事情勢と諸対策 

第 3 節 公安情勢と諸対策 

第 4 節 災害等への対処と警備実施  

警察活動の最前線 

第 6 章 警察活動の支え 

第 1 節 警察活動の基盤 

第 2 節 国民の期待と信頼に応えるための警察運営 

第 3 節 国際的な警察活動 

警察活動の最前線 

 

資料編 

その他 ― 
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8）厚生労働白書（ID:012） 

文書名 令和 4 年版 厚生労働白書 

発行年 2022 年 9 月 16 日 

概要 本書は、２部構成となっています。その年ごとのテーマを設定している第１部では

「社会保障を支える人材の確保」と題し、現役世代が急減していく人口構造を踏

まえ、医療・福祉サービスの提供の在り方、人材確保に関する今後の対応の方

向性をテーマとしている。第 1 部では、「社会保障を支える人材の確保」と題し、

現役世代が急減していく人口構造を踏まえ、医療・福祉サービスの提供の在り

方、人材確保に関する今後の対応の方向性について検討を行ったものである。

第 1 章では、現役世代の急減による担い手不足の加速化と今後必要となる医

療・福祉分野の就業者数の見通しを整理するとともに、医療・福祉分野の人材

について、個別具体的にこれまでの取組成果を見ていく。続く第 2 章では、担い

手不足の克服に向けて、医療・福祉サービスの提供の在り方及び人材確保に

関する今後の方向性等を論じていく。我が国の人口構造は、十分な厚みのある

若年層が高齢層を支えた“ピラミッド型”からいわゆる“肩車型”へ変化していく。

まずはその変化から見ていく。 

URL https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2022/pdf/index.html  

リスト数 631 リスト 

目次 第 1 部 社会保障を支える人材の確保  

第 1 章 社会保障を支える人材を取り巻く状況  
第 1 節 現役世代の急減による担い手不足の加速化と医療・福祉の就業者数の

見通し 

第 2 節 これまでの取組成果  

第 2 章 担い手不足の克服に向けて 
第 1 節 医療・福祉サービスの提供の在り方及び人材確保に関する今後の方向

性 

第 2 節 担い手不足の克服に向けて 

 

第 2 部 現下の政策課題への対応 

第 1 章 子どもを産み育てやすい環境づくり 
第 1 節 少子社会の現状  

第 2 節 総合的な子育て支援の推進  

第 3 節 待機児童の解消などに向けた取組み 

第 4 節 児童虐待防止対策、社会的養護の充実、女性保護施策の推進、ヤング

ケアラーの支援  

第 5 節 子どもの貧困対策  

第 6 節 ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進  

 

第 2 章 働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など 

第 1 節 非正規雇用労働者の待遇改善、長時間労働の是正等  

第 2 節 人材確保対策の推進や労働生産性の向上等による労働環境の整備  

第 3 節 地方創生の推進  

第 4 節 良質な労働環境の確保等  

第 5 節 労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり 
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第 6 節 震災復興のための労働安全衛生対策等  

第 7 節 豊かで充実した勤労者生活の実現  

第 8 節 安定した労使関係の形成など 

 

第 3 章 女性､若者､高齢者等の多様な働き手の参画 

第 1 節 女性・若者・高齢者・就職氷河期世代等の活躍促進等  

第 2 節 障害者、難病・がん患者の活躍促進  

第 3 節 外国人材の活用・国際協力  

第 4 節 重層的なセーフティネットの構築  

 

第 4 章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保  

第 1 節 地域共生社会の実現の推進  

第 2 節 社会福祉法人制度について 

第 3 節 生活困窮者の自立・就労支援等の推進及び生活保護の適正な実施  

第 4 節 自殺対策の推進  

第 5 節 戦没者の遺骨収集、戦傷病者・戦没者遺族等への援護など 

第 6 節 旧優生保護法一時金支給法について 

 

第 5 章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立 

第 1 節 持続可能で安心できる年金制度の運営  

第 2 節 公的年金の正確な業務運営  

第 3 節 年金広報の取組みについて 

 

第 6 章 医療関連イノベーションの推進［790KB］別ウィンドウで開く 

第 1 節 データヘルス改革の推進  

第 2 節 医薬品・医療機器開発などに関する基盤整備  

第 3 節 医療関連産業の活性化  

第 4 節 医療の国際展開等 

 

第 7 章 国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現  

第 1 節 地域における医療・介護の総合的な確保の推進  

第 2 節 安心で質の高い医療提供体制の構築  

第 3 節 安定的で持続可能な医療保険制度の実現  

第 4 節 地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度  

第 5 節 福祉・介護人材の確保対策 

第 6 節  

 

第 8 章 健康で安全な生活の確保  

第 1 節 健康危機管理・災害対策の推進  

第 2 節 ゲノム医療の推進  

第 3 節 感染症対策、予防接種の推進  

第 4 節 がんなどの生活習慣病（NCDs（非感染性疾患））、 アレルギー疾患

対策などの総合的かつ計画的な推進  

第 5 節 肝炎対策 

第 6 節 難病・小児慢性特定疾病対策、移植対策の推進  

第 7 節 医薬品・医療機器の安全対策の推進等  
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第 8 節 薬物乱用対策の推進  

第 9 節 血液製剤対策の推進  

第 10 節 医薬品・医療機器による健康被害への対応  

第 11 節 食の安全の確保  

第 12 節 水道の基盤強化  

第 13 節 生活衛生関係営業の振興など 

第 14 節 原爆被爆者の援護  

第 15 節 ハンセン病対策の推進  

第 16 節 カネミ油症患者に対する総合的な支援策の実施  

 

第 9 章 障害者支援の総合的な推進  

 

第 10 章 国際社会への貢献 

 

第 11 章 行政体制の整備・情報政策の推進  

 

本文掲載図表（一覧／図表の画像とバックデータ）  

 

その他 ― 
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9）労働経済の分析（労働経済白書）（ID:013） 

文書名 令和４年版 労働経済の分析 

発行年 2022 年 9 月 6 日 

概要 本書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データ

を活用して分析する報告書で、今回で 73 回目の公表となる。新型コロナウイル

ス感染症の影響が続く中でも、国内の経済社会活動は徐々に活発化し、雇用

情勢には総じて持ち直しの動きがみられています。一方で、転職者数が２年連

続で減少するなど、労働市場の動きには課題がみられます。１人ひとりが自分の

意志で仕事を選択できる環境を整え、外部労働市場を通じた労働力の需給調

整機能を高めていくことが重要である。第Ⅰ部「労働経済の推移と特徴」におい

て、2021 年の労働経済をめぐる動向を分析するとともに、第Ⅱ部において、「労

働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題」

と題し、今後、労働者一人ひとりの持つ能力を最大限発揮することが求められる

我が国における、労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の

促進に向けた課題を分析した。 

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/21/21-1.html 

リスト数 415 リスト 

目次 第Ⅰ部 労働経済の推移と特徴 

第１章 一般経済の動向 

第１節 一般経済の動向  

第２節 企業の動向  

第２章 雇用・失業情勢の動向 
第１節 雇用・失業情勢の概観  

第２節 就業者・雇用者の動向  

第３節 求人・求職の動向  

第４節 失業等の動向  

第３章 労働時間・賃金等の動向 
第１節 労働時間・有給休暇の動向  

第２節 賃金の動向  

第３節 春季労使交渉等の動向  

第４章 消費・物価の動向 

第１節 消費・物価の動向  

 

第Ⅱ部 労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた 

労働移動の促進に向けた課題  

第１章 我が国の労働力需給の展望と労働移動をめぐる課題  
第１節 我が国の労働力需給の展望  

第２節 日本経済の成長と労働移動  

第３節 小括  

第２章 我が国の労働移動の動向 
第１節 労働移動の概況  

第２節 キャリアチェンジを伴う労働移動の動向  

第３節 転職者の実態  

第４節 小括  

第３章 主体的な転職やキャリアチェンジの促進において重要な要因  
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第１節 転職希望者の転職活動への移行や転職の実現に向けた課題  

第２節 キャリアチェンジを伴う転職の促進に向けた課題  

第３節 介護・福祉分野やＩＴ分野へキャリアチェンジする者の特徴  

第４節 小括  

第４章 主体的なキャリア形成に向けた課題  

第１節 キャリアコンサルティングが労働者のキャリア形成意識やキャリア形成に及

ぼす影響  

第２節 自己啓発の取組の促進に向けた課題  

第３節 企業における転職者の採用等に関する課題  

第４節 公共職業訓練の効果と課題に関する分析  

第５節 小括  

 

まとめ 

その他 ― 
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10）交通政策白書（ID:016） 

文書名 令和４年版交通政策白書  

発行年 2022 年 6 月 10 日 

概要 本書は、交通政策基本法（平成 25 年法律第 92 号）第 14 条第１項の規定に基

づく令和３（2021）年度の交通の動向及び講じた施策並びに同条第２項の規定

に基づく令和４（2022）年度において講じようとする交通施策について報告を行

ったものである。今回の交通政策白書の第Ⅰ部「交通の動向」においては、交通

を取り巻く社会・経済の動向、各分野の交通の輸送量・ネットワーク・交通事業

等の動向について、データを整理・分析して示した。また、第Ⅱ部「ポストコロナ

へ対応した交通・物流の新たな動き」においては、長期化するコロナ禍における

人流・物流の状況や人々の生活意識・行動の変化を考察し、新型コロナウイル

ス感染症による交通分野への影響等を分析した上で、ポストコロナに向けた交通

事業者等の取組を報告した。そして、第Ⅲ部及び第Ⅳ部においては、交通政策

基本計画に掲げられた施策ごとに、2021 年度に講じた施策及び 2022 年度に講

じようとする施策を整理した。これらは、交通政策基本計画の進捗状況のフォロ

ーアップとしての意義を有するものであり、同計画に掲げられた数値指標の進捗

状況も含め、可能な限り詳細に記述することとした。 

URL https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001485343.pdf  

リスト数 451 リスト 

目次 第１部 令和３（2021）年度交通の動向 

第１章 交通を取り巻く社会、経済の動向  

第２章 輸送量とその背景及び交通事業者等の動向 

第１節 輸送量とその背景 

第２節 交通事業等の動向 

第３章 各交通モードの動向 

第１節 道路交通 

第２節 鉄道交通 

第３節 海上交通 

第４節 航空交通 

 

第２部 ポストコロナへ対応した交通・物流の新たな動き 

第１章 コロナ禍における社会や交通の変化  

第１節 コロナ禍における社会や交通の現状  

第２節 コロナ禍における人々の意識変化  

第２章 コロナ禍における交通事業者等への影響  

第３章 ポストコロナに向けた交通分野における取組  

第１節 交通事業者等における取組  

第２節 国・自治体等における取組  

第４章 今後の展望 

 

第３部 令和３（2021）年度交通に関して講じた施策 

第１章  誰もが、より快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交通の維

持・確保 

第２章 我が国の経済成長を支える、高機能で生産性の高い交通ネットワーク・
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システムの強化 

第３章  災害や疫病、事故など異常時にこそ、安全・安心が徹底的に確保され

た、持続可能でグリーンな交通の実現  

第２次交通政策基本計画における数値指標の状況  

 

第４部 令和４（2022）年度交通に関して講じようとする施策  

第１章  誰もが、より快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交通の維

持・確保 

第２章 我が国の経済成長を支える、高機能で生産性の高い交通ネットワーク・

システムの強化 

第３章  災害や疫病、事故など異常時にこそ、安全・安心が徹底的に確保され

た、持続可能でグリーンな交通の実現  

その他 ― 
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11）国土交通白書（ID:017） 

文書名 令和 4 年版 国土交通白書 

発行年 2022 年 6 月 21 日 

概要 気候変動による気象災害リスクに的確に対応していくためには、防災・減災対策

に加え、気候変動そのものの緩和策として、国際的枠組みも踏まえた脱炭素化

に向けた取組みが必要不可欠である。この動向を踏まえ、我が国においては、

2050 年カーボンニュートラルを目指し、脱炭素化に向けた温室効果ガスの削減

等の取組みを推進している。また、このうち、特に、住まい・交通・まちづくり等の

国土交通分野における取組みは、我が国全体の二酸化炭素排出量の動向に

大きく寄与するとともに、国民一人ひとりの暮らしそのものに密接に関わるもので

ある。このため、カーボンニュートラル目標の達成に向け、同分野における国・自

治体・企業等の取組みとともに、国民一人ひとりの取組みも視野に入れ、わたし

たちの暮らしの脱炭素化に向けた動向や今後の展望について考察することが肝

要である。 

本書の第Ⅰ部では、「気候変動とわたしたちの暮らし」をテーマとし、気候変動に

伴う災害の激甚化・頻発化や社会情勢の変化を踏まえ、暮らしの脱炭素化に向

けた国土交通分野の取組みの課題と方向性を整理し、気候変動時代のわたし

たちの暮らしを展望する。 

URL https://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html 

リスト数 2,288 リスト 

目次 はじめに 

第 I 部 気候変動とわたしたちの暮らし 

序章 気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化  

1 気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化  

2 気候変動に伴う気象災害リスクの高まり 

3 気象災害リスクへの適応策  

4 気候変動に対応した脱炭素化に向けた取組みの必要性  

 

第 1 章 脱炭素社会の実現に向けた動向  

第 1 節 脱炭素化を取り巻く動向  

第 2 節 脱炭素化による経済と環境の好循環  

第 2 章 脱炭素社会の実現に向けた国土交通分野における取組み 

第 1 節 わたしたちの暮らしの脱炭素化に向けた取組みの課題と方向性  

第 2 節 再生可能エネルギー等への転換に向けた取組み 

第 3 節 脱炭素型ライフスタイルへの転換に向けた取組み 

第 3 章 気候変動時代のわたしたちの暮らし 

第 1 節 気候変動時代の暮らしを見据えた地域づくり 

第 2 節 気候変動時代のわたしたちの暮らし 

 

第 II 部 国土交通行政の動向 

第 1 章 東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組み 

第 2 章 時代の要請にこたえた国土交通行政の展開 

第 3 章 観光先進国の実現と美しい国づくり 

第 4 章 地域活性化の推進 
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第 5 章 心地よい生活空間の創生  

第 6 章 競争力のある経済社会の構築  

第 7 章 安全・安心社会の構築 

第 8 章 美しく良好な環境の保全と創造  

第 9 章 戦略的国際展開と国際貢献の強化  

第 10 章 ICT の利活用及び技術研究開発の推進 

その他 ― 
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12）消費者白書（ID:020） 

文書名 令和 4 年版 消費者白書 

発行年 2022 年 6 月 10 日 

概要 本書は、消費者基本法（昭和 43 年法律第 78 号）第 10 条の２の規定に基づき、

政府が講じた消費者政策の実施の状況について報告するとともに、消費者安全

法（平成 21 年法律第 50 号）第 12 条各項の規定に基づき各行政機関の長、都

道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長から消費者庁に対し消費者

事故等の発生に関する情報の通知があったもの等について、同法第 13 条第４

項の規定に基づき集約及び分析を行い取りまとめた。本書では、若者の消費と

社会貢献の取組に着目し、「変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取

組～18 歳から大人の新しい時代へ～」を特集テーマとして取り上げた。同特集

では、まず、若者を取り巻く社会環境の変化を踏まえつつ、コミュニケーションの

在り方を含む近年の若者の特徴的な意識や行動について分析した。そして、こ

れらを近年増加している消費者トラブルと関連付けて分析し、現在の行政の取

組を踏まえて、若者の「消費者トラブルの未然防止」の充実に向けた提案を行っ

た。さらに、若者の SDGs 等への関心と実際の取組の状況について分析するとと

もに、若者による様々な先進的な取組について紹介し、行政による促進策の現

状も踏まえて、「持続可能な社会の実現」に向けた消費者行政の在り方を展望

した。 

URL https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/  

リスト数 1,322 リスト 

目次 序 

第 1 部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動  

第 1 章 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等  

第 1 節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の

取りまとめ結果 

第 2 節 消費者庁に集約された生命・身体に関する事故情報等  
(1)事故情報データバンクに集約された生命・身体に関する事故情報等  

(2)医療機関ネットワーク・医師から収集された情報  

(3)生命・身体に関する事故情報の事例  

第 3 節 消費生活相談の概況 
(1)2021 年の消費生活相談の概況  

(2)越境取引に関わる消費生活相談  

第 4 節 最近注目される消費者問題  
(1)新型コロナウイルス感染症に関連する消費生活相談の概況  

(2)インターネット通販に関する相談  

(3)SNS に関連する消費生活相談  

第 5 節 消費者被害・トラブルの経験と被害・トラブル額の推計  
(1)消費者被害・トラブルの経験  

(2)消費者被害・トラブル額の推計  

第 2 章 【特集】変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組  

第 1 節 若者を取り巻く環境と意識の変化  
(1)若者を取り巻く社会環境の変化  

(2)若者の意識とコミュニケーション 
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(3)第 1 節のまとめ 

第 2 節 若者の消費行動と消費者トラブル 

(1)若者の消費行動  

(2)若者の消費者トラブル 

(3)若者の消費者トラブル防止に向けた行政の対応  

(4)第 2 節のまとめ 

第 3 節 持続可能な社会の実現に向けた若者の取組 
(1)若者の SDGs・エシカル消費・サステナブルファッション等への認知・興味  

(2)持続可能な社会の実現に向けた「若者」の先進的な取組  

(3)持続可能な社会の実現に向けた「行政」による促進策  

(4)第 3 節のまとめ 

結び 

第 2 部 消費者政策の実施の状況  

第 1 章 消費者庁の主な消費者政策  

第 1 節 消費者基本計画 

第 2 節 消費者被害の防止 

(1)消費者の安全の確保  

(2)消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保  

(3)消費者の苦情処理、紛争解決のための枠組みの整備  

第 3 節 消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会

構造の変革の促進 
(1)持続可能な社会の形成に資する消費者と事業者の連携・協働  

(2)事業活動におけるコンプライアンス向上に向けての自主的な取組の推進  

第 4 節 「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機動的・集中的な対

応 

(1)デジタル社会での消費者利益の擁護・増進の両立  

(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等への対応  

(3)消費生活の国際化の進展への対応  

第 5 節 消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施  

第 6 節 消費者行政を推進するための体制整備  

(1)地方における体制整備 

(2)消費者庁新未来創造戦略本部の役割と取組  

第 2 章 消費者政策の実施の状況の詳細  

第 1 節 消費者被害の防止 
1．消費者の安全の確保  

2．取引及び表示の適正化並びに消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の

確保  

3．ぜい弱性等を抱える消費者を支援する関係府省庁等の連携施策の推進  

4．消費者の苦情処理、紛争解決のための枠組みの整備  

第 2 節 消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会

構造の変革の促進 
1．食品ロスの削減等に資する消費者と事業者との連携・協働  

2．環境の保全に資する消費者と事業者との連携・協働  

3．その他の持続可能な消費社会の形成に資する消費者と事業者との連携・協

働 

4．事業活動におけるコンプライアンス向上に向けての自主的な取組の推進  

第 3 節 「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機動的・集中的な対

応 
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1．「新しい生活様式」の実践や災害時に係る消費者問題への対応  

2．デジタル社会での消費者利益の擁護・増進の両立  

3．消費生活のグローバル化の進展への対応  

第 4 節 消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施  

1．消費者教育の推進  

2．消費者政策に関する啓発活動の推進  

第 5 節 消費者行政を推進するための体制整備  
1．消費者の意見の反映と消費者政策の透明性の確保  

2．国等における体制整備  

3．地方における体制整備  

別表 

その他 ― 
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13）水産白書（ID:022） 

文書名 令和 3 年度 水産の動向 

発行年 2022 年 6 月 3 日 

概要 本書は、水産基本法（平成 13 年法律第 89 号）第 10 条第 1 項の規定に基づく

令和 3 年度の水産の動向及び講じた施策並びに同条第 2 項の規定に基づく令

和 4 年度において講じようとする水産施策について報告を行った。水産基本法

（平成 13（2001）年法律第 89 号）に掲げる水産物の安定供給の確保と水産業

の健全な発展という基本理念を実現するため、令和 4（2022）年 3 月に新たな水

産基本計画が閣議決定されました。本報告書では、この「新たな水産基本計

画」を特集の一つのテーマとし、これまでに策定した水産基本計画を概観した上

で、新たな水産基本計画について記述した。また、新型コロナウイルス感染症が

世界的な大流行となり、世界の経済・社会に多大な影響を及ぼし続けています。

我が国においても、外出や密集を避ける生活様式が常態化し、外食から内食へ

と食の需要が変化する中で、水産物の需要も大きく影響を受けています。他方

で、水産物の流通・販売における新たな動きも見られています。これらのことか

ら、「新型コロナウイルス感染症による水産業への影響と対応」をもう一つの特集

のテーマとして、記録・分析した。 

URL https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/ 

リスト数 1,102 リスト 

目次 第 1 部 令和 3 年度 水産の動向 

はじめに 

特集 1 新たな水産基本計画 

特集 2 新型コロナウイルス感染症による水産業への影響と対応  

第 1 章 我が国の水産物の需給・消費をめぐる動き 

第 2 章 我が国の水産業をめぐる動き 

第 3 章 水産資源及び漁場環境をめぐる動き 

第 4 章 水産業をめぐる国際情勢 

第 5 章 安全で活力ある漁村づくり 

第 6 章 東日本大震災からの復興 

―令和 3（2021）年度農林水産祭受賞者事例紹介― 

（参考）水産施策の主な KPI 

 

第 2 部 令和 3 年度 水産施策 

1 漁業の成長産業化に向けた水産資源管理  

2 漁業者の所得向上に資する流通構造の改革  

3 担い手の確保や投資の充実のための環境整備  

4 漁業・漁村の活性化を支える取組  

5 東日本大震災からの復興 

6 水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

 

その他 ― 
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14）消防白書（ID:023） 

文書名 令和 3 年版 消防白書 

発行年 2022 年 1 月 18 日 

概要 本書は、特集として、最近の大規模自然災害等への対応のほか、新型コロナウ

イルス感染症対策、消防団を中核とした地域防災力の充実強化、「防災・減災、

国土強靱化のための５か年加速化対策」における消防庁の取組、消防防災分

野におけるＤＸの推進について記載した。 

第１章以下では、火災や風水害をはじめとする各種災害の現況と課題、消防防

災の組織と活動、国民保護への対応、自主的な防火防災活動と災害に強い地

域づくり、国際的課題への対応及び消防防災の科学技術の研究・開発につい

て記載した。 

URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r3/63931.html  

リスト数 630 リスト 

目次 はじめに  

特集 1 最近の大規模自然災害等への対応   

特集 2 新型コロナウイルス感染症対策  

特集 3 消防団を中核とした地域防災力の充実強化   

特集 4 「防災・減災、国土強靱化のための 5 か年加速化対策」における消防庁の

取組   

特集 5 消防防災分野における DX の推進   

 

第 1 章 災害の現況と課題 

第 1 節 火災予防  

第 2 節 危険物施設等における災害対策   

第 3 節 石油コンビナート災害対策   

第 4 節 林野火災対策   

第 5 節 風水害対策   

第 6 節 震災対策  

第 7 節 原子力災害対策   

第 8 節 その他の災害対策   

 

第 2 章 消防防災の組織と活動 
第 1 節 消防体制  

第 2 節 消防の広域化の推進   

第 3 節 消防職団員の活動   

第 4 節 教育訓練体制   

第 5 節 救急体制  

第 6 節 救助体制  

第 7 節 航空消防防災体制   

第 8 節 広域消防応援と緊急消防援助隊   

第 9 節 国と地方の防災体制   

第 10 節 消防防災の情報化の推進  

  

第 3 章 国民保護への対応 
第 1 節 国民保護への取組   
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第 2 節 北朝鮮弾道ミサイル発射事案への対応   

 

第 4 章 自主的な防火防災活動と災害に強い地域づくり  

 

第 5 章 国際的課題への対応  

 

第 6 章 消防防災の科学技術の研究・開発  

  

資料  

その他 ― 
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15）情報通信白書（ID:024） 

文書名 情報通信白書 令和 4 年版 

発行年 2022 年 7 月 5 日 

概要 本書は、、ICT 分野の最新の動向を分かりやすく俯瞰できるよう、ポイントを絞った簡潔

な記述にするとともに、QR コードなどを活用して掲載データの充実を図っている。 

URL https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nb000000.html#  

リスト数 919 リスト 

目次 本編 

第 1 部 特集 情報通信白書刊行から 50 年～ICT とデジタル経済の変遷～ 

序章 白書刊行当初と現在の環境の変化  
第 1 節 ICT の高度化とサービスの多様化  

第 2 節 ICT 利活用の社会・経済活動への浸透  

第 1 章 過去 50 年間での変化を時系列で振り返る 
第 1 節 1973－1985 年頃：アナログ通信・放送の時代  

第 2 節 1985－1995 年頃：通信・放送市場の発展と新たなサービスの登場  

第 3 節 1995－2005 年頃：ICT の進展～インターネットと携帯電話の普及～  

第 4 節 2005－2015 年頃：ICT の急速な浸透～ブロードバンド化とモバイル活用の拡

大～  

第 5 節 2015 年－現在： ICT の社会・経済インフラとしての定着  

 

第 2 章 今後の日本社会の展望 
第 1 節 今後の日本社会における ICT の役割に関する展望  

1 今後の日本社会の展望  

2 ICT が果たす役割の展望  

第 2 節 顕在化している課題への対応  

1 国際環境の変化に伴うリスクへの対応の現状  

2 データガバナンスへの対応の現状  

3 違法・有害情報への対応の現状  

 

第 2 部 情報通信分野の現状と課題  

第 3 章 ICT 市場の動向 
第 1 節 ICT 産業の動向  

1 ICT 市場規模  

2 情報通信産業の国内総生産（GDP） 

3 情報化投資  

4 ICT 分野の輸出入  

5 ICT 分野の研究開発の動向  

第 2 節 電気通信分野の動向  

1 国内外における通信市場の動向  

2 我が国における電気通信分野の現状  

3 新しい技術の開発  

第 3 節 放送・コンテンツ分野の動向  

1 放送  

2 コンテンツ市場  

第 4 節 我が国の電波の利用状況  
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1 周波数帯ごとの主な用途  

2 無線局数の推移  

3 衛星関連  

4 電波監視による重要無線通信妨害等の排除  

第 5 節 国内外における機器・端末関連の動向  

1 情報端末市場の動向  

2 ネットワーク機器市場の動向  

3 半導体市場の動向  

4 ICT 機器の輸入額・輸出額の推移  

5 世界市場及び日本市場の事業者別シェア 

第 6 節 国内外におけるサービス・アプリケーションの動向  

1 プラットフォームの動向  

2 SNS 

3 EC 

4 電子決済  

5 検索サービス 

6 動画配信・音楽配信・電子書籍  

7 データセンター市場の動向  

8 クラウドサービス市場の動向  

9 AI 

10 仮想空間市場など 

第 7 節 サイバーセキュリティの動向  

1 世界市場の概況  

2 我が国におけるサイバーセキュリティの現状  

第 8 節 デジタル活用の動向  

1 国民生活におけるデジタル活用の動向  

2 企業活動における利活用の動向  

3 行政分野におけるデジタル活用の動向  

第 9 節 郵政事業・信書便事業の動向  

1 郵政事業  

2 信書便事業  

 

第 4 章 総務省における ICT 政策の取組状況 

第 1 節 総合的な ICT 政策の推進  

1 現状と課題  

2 総合的な ICT 政策の推進のための取組  

第 2 節 電気通信事業政策の動向  

1 概要  

2 公正な競争環境の整備  

3 デジタルインフラの整備・維持  

4 電気通信インフラの安全・信頼性の確保  

5 電気通信サービスにおける安心・安全な利用環境の整備  

6 電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁など 

第 3 節 電波政策の動向  

1 概要  

2 デジタル変革時代の電波の有効利用の促進に関する検討  

3 5G・B5G の普及・展開  

4 先進的な電波利用システムの推進  

5 電波システムの海外展開の推進  
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6 電波利用環境の整備  

第 4 節 放送政策の動向  

1 概要  

2 公共放送の在り方  

3 外資規制の在り方  

4 放送事業の基盤強化  

5 放送コンテンツ流通の促進  

6 視聴覚障害者など向け放送の普及促進  

7 放送ネットワークの強靱化、耐災害性の強化  

第 5 節 サイバーセキュリティ政策の動向  

1 概要  

2 情報通信ネットワークの安全性・信頼性の確保  

3 テレワークのセキュリティに関する取組  

4 トラストサービスに関する取組  

5 無線 LAN セキュリティに関する取組  

6 クラウドサービスの安全性確保に関する取組  

7 セキュリティ人材の育成に関する取組  

8 「サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤（CYNEX）」の構築  

9 地域に根付いたセキュリティコミュニティ（地域 SECUNITY）の形成促進  

10 国際連携に関する取組  

第 6 節 ICT 利活用の推進 

1 概要  

2 社会・経済的課題の解決につながる ICT の利活用の促進  

3 データ流通・活用と新事業の促進  

4 誰もが ICT による利便性を享受できる環境の整備  

第 7 節 ICT 技術政策の推進  

1 概要  

2 Beyond 5G 

3 量子技術  

4 AI 技術  

5 リモートセンシング技術  

6 宇宙 ICT 

第 8 節 ICT 国際戦略の推進  

1 概要  

2 デジタルインフラなどの海外展開  

3 デジタル経済に関する国際的なルール形成などへの貢献  

4 デジタル分野の経済安全保障の確保  

5 多国間の枠組における国際連携  

6 二国間関係における国際連携  

第 9 節 郵政行政の推進  

1 概要  

2 郵政行政の推進  

3 国際分野における郵政行政の推進  

4 信書便事業の動向  

その他 ― 
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16）水循環白書（ID:026） 

文書名 令和 3 年度水循環施策（令和 4 年版水循環白書） 

発行年 2022 年 6 月 10 日 

概要 水循環基本法（平成 26 年法律第 16 号）第 12 条の規定では、政府が講じた水

循環に関する施策について毎年国会に報告することとされている。本書は、「地

下水マネジメントのさらなる推進に向けて」を特集テーマに、地下水に係る施策

の変遷を振り返るとともに、地下水マネジメントの取組の現状と展望を紹介した。 

また、水循環施策をめぐる動向、令和３年度に講じた施策について報告した。 

URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/r03_mizujunkan_shisaku.html  

リスト数 435 リスト 

目次 はじめに 

特集 地下水マネジメントのさらなる推進に向けて 

第１節 地下水対策の変遷と新たな動き 

第２節 地下水マネジメントの各地域での取組  

第３節 地下水マネジメントに関する国の取組  

第４節 今後に向けて 

 

第 1 部水循環施策をめぐる動向  

第１章 水循環と我々の関わり 

第１節 水循環とは何か 

第２節 今までとこれからの人と水との関わり 

第２章 水循環に関する施策の背景と展開状況  

第１節 水循環基本法の制定 

第２節 流域における総合的かつ一体的な管理  

第３節 健全な水循環の維持又は回復のための取組の積極的な推進  

第４節 水の適正な利用及び水の恵沢の享受の確保 

第５節 水の利用における健全な水循環の維持  

第６節 国際的協調の下での水循環に関する取組の推進  

 

第２部令和３年度 政府が講じた水循環に関する施策  

第１章 流域連携の推進等 －流域の総合的かつ一体的な管理の枠組み－  

第２章 地下水の適正な保全及び利用  

第３章 貯留・涵かん養よう機能の維持及び向上  

第４章 水の適正かつ有効な利用の促進等  

第５章 健全な水循環に関する教育の推進等  

第６章 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置  

第７章 水循環施策の策定及び実施に必要な調査の実施  

第８章 科学技術の振興 

第９章 国際的な連携の確保及び国際協力の推進 

第 10 章 水循環に関わる人材の育成  

その他 ― 
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17）原子力白書（ID:028） 

文書名 令和 3 年度版 原子力白書 

発行年 2022 年 9 月 20 日 

概要 本書は、特集として、カーボンニュートラルの実現、中長期的な経済成長、エネ

ルギー安定供給の確保といった社会的要請を踏まえ、主な国・地域の動向や原

子力エネルギーのメリット・課題を紹介した。エネルギーは人間のあらゆる活動を

支える基盤であり、誰にとっても他人事ではない。様々な社会的要請に対応し、

日々の暮らしをより豊かなものにしていくためには、原子力を含む我が国の今後

のエネルギー利用の在り方について、国民一人一人が「じぶんごと」として捉えて

考えることが必要である。 我が国の原子力エネルギー利用にとって福島の復

興・再生は再出発の起点であり、避難指示解除に向けた取組や福島国際研究

教育機構の整備に向けた取組など、着実に歩みを進めている。第 6 次エネルギ

ー基本計画では、原子力発電について、2030 年度における電源構成で 20～

22％程度を見込むとされました。また、放射線や放射性同位元素の利用は、幅

広い分野において社会を支える重要な技術インフラとなっており、特に医療分野

では新たな取組が加速している。 

URL http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/index.htm 

リスト数 778 リスト 

目次 はじめに 

【本編】 

特集 2050 年カーボンニュートラル及び経済成長の実現に向けた原子力利用  

1 世界におけるカーボンニュートラルに向けた取組状況  

2 原子力エネルギーのメリットと課題  

3 原子力エネルギー利用をめぐる我が国の状況  

4 社会的要請を踏まえた原子力エネルギー利用に向けて 

 

第 1 章 福島の着実な復興・再生と教訓を真摯に受け止めた不断の安全性向

上 

1－1 福島の着実な復興・再生の推進と教訓の活用  

1－2 福島事故の教訓を真摯に受け止めた不断の安全性向上  

1－3 過酷事故の発生防止とその影響低減に関する取組  

1－4 原子力災害対策に関する取組  

 

第 2 章 地球温暖化問題や国民生活・経済への影響を踏まえた原子力のエネ

ルギー利用の在り方 

2－1 原子力のエネルギー利用の位置付けと現状  

2－2 原子力のエネルギー利用を進めていくための取組  

 

第 3 章 国際潮流を踏まえた国内外での取組  

3－1 国際的な原子力の利用と産業の動向  

3－2 原子力産業の国際展開における環境社会や安全に関する配慮等  

3－3 グローバル化の中での国内外の連携・協力の推進  

 

第 4 章 平和利用と核不拡散・核セキュリティの確保 



 

152 

 

4－1 平和利用の担保 

4－2 核セキュリティの確保 

4－3 核軍縮・核不拡散体制の維持・強化  

 

第 5 章 原子力利用の前提となる国民からの信頼回復  

5－1 理解の深化に向けた方向性  

5－2 科学的に正確な情報や客観的な事実（根拠）に基づく情報体系の整備と

国民への提供 

5－3 コミュニケーション活動の強化  

5－4 原子力関係機関における取組  

5－5 立地地域との共生 

 

第 6 章 廃止措置及び放射性廃棄物への対応  

6－1 東電福島第一原発の廃止措置  

6－2 原子力発電所及び研究開発施設等の廃止措置  

6－3 現世代の責任による放射性廃棄物処分の着実な実施  

 

第 7 章 放射線・放射性同位元素の利用の展開  

7－1 放射線利用に関する基本的考え方と全体概要 

7－2 様々な分野における放射線利用  

7－3 放射線利用環境の整備 

 

第 8 章 原子力利用の基盤強化 

8－1 研究開発に関する基本的考え方と関係機関の役割・連携  

8－2 研究開発・イノベーションの推進  

8－3 基盤的施設・設備の強化 

8－4 人材の確保及び育成 

 

その他 ― 
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18）高齢社会白書（ID:030） 

文書名 令和 4 年版高齢社会白書 

発行年 2022 年 6 月 14 日 

概要 本書は、、「令和３年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」、「令和

４年度 高齢社会対策」という 2 つの部分から構成されている。「令和３年度 高

齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」では、第 1 章において、基礎的な

統計資料等を用いて高齢化の状況について報告し、第 2 章では、令和３年度に

政府が講じた高齢社会対策の実施の状況について、高齢社会対策大綱の構

成に沿って報告した。また、「令和４年度 高齢社会対策」については、第 3 章に

おいて、令和４年度において講じようとする高齢社会対策について明らかにし

た。 

URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html 

リスト数 861 リスト 

目次 第 1 章 高齢化の状況 

第 1 節 高齢化の状況 

1．高齢化の現状と将来像  

2．高齢化の国際的動向  

3．家族と世帯  

4．地域別に見た高齢化  

5．高齢化の要因  

6．高齢化の社会保障給付費に対する影響  

第 2 節 高齢期の暮らしの動向 

1．就業・所得  

2．健康・福祉  

3．生活環境  

4．研究開発等  

第 3 節 〈特集〉高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査  
1．生きがいを感じる程度について 

2．日常生活の状況について 

3．社会活動等への参加について 

4．健康について 

5．まとめ 

 

第 2 章 令和 3 年度高齢社会対策の実施の状況  

第 1 節 高齢社会対策の基本的枠組み 
1．高齢社会対策基本法  

2．高齢社会対策会議  

3．高齢社会対策大綱  

4．高齢社会対策関係予算  

5．総合的な推進のための取組  

第 2 節 分野別の施策の実施の状況  
1．就業・所得  

2．健康・福祉  

3．学習・社会参加  

4．生活環境  
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5．研究開発・国際社会への貢献等  

6．全ての世代の活躍推進  

 

令和 4 年度 高齢社会対策 

第 3 章 令和 4 年度高齢社会対策 

第 1 節 令和 4 年度の高齢社会対策の基本的な取組 
1．高齢社会対策関係予算  

2．一億総活躍社会の実現に向けて 

3．働き方改革の実現に向けて 

4．全世代型社会保障制度の実現に向けて 

5．ユニバーサル社会の実現に向けて 

第 2 節 分野別の高齢社会対策 

1．就業・所得  

2．健康・福祉  

3．学習・社会参加  

4．生活環境  

5．研究開発・国際社会への貢献等  

6．全ての世代の活躍推進  

 

高齢社会対策関係予算分野別総括表  

その他 ― 
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19）こども若者白書（ID:031） 

文書名 令和 3 年度 子ども・若者の状況及び子ども・若者育成支援施策の実施状況  

発行年 2022 年 6 月 14 日 

概要 本書は、子ども・若者育成支援推進法に基づく法定白書であり、令和 4 年版で

13 回目。青少年白書（非法定白書）と通算すると 64 回目。第 1 章に全体的な

政策動向を整理するとともに、第 2 章以降は子供・若者育成支援推進大綱（令

和 3 年 4 月 6 日決定）の柱建てに従い構成。あわせて同大綱で強調されている

SDGs の推進、多様性と包摂性ある社会の形成等の観点から、コラム（民間、自

治体等の事例）・トピックス（政府の取組）を掲載した。 

URL https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html 

リスト数 1,335 リスト 

目次 第 1 章 子供・若者育成支援施策の総合的な推進  

第 1 節 「子ども・若者育成支援推進法」の成立・施行  

第 2 節 「子ども・若者育成支援推進法」に基づく大綱の策定  

特集 こども政策の新たな展開  

 

第 2 章 全ての子供・若者の健やかな育成  

第 1 節 自己形成のための支援 

第 2 節 子供・若者の健康と安心安全の確保  

第 3 節 若者の職業的自立、就労等支援  

第 4 節 社会形成への参画支援 

 

第 3 章 困難を有する子供・若者やその家族の支援 

第 1 節 子供・若者の抱える課題の複合性・複雑性を踏まえた重層的な支援の

充実 

第 2 節 困難な状況ごとの取組 

第 3 節 子供・若者の被害防止・保護  

 

第 4 章 創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援  

第 1 節 グローバル社会で活躍する人材の育成  

第 2 節 イノベーションの担い手となる科学技術人材等の育成  

第 3 節 地域づくりで活躍する若者の応援  

第 4 節 国際的に活躍する次世代競技者、新進芸術家等の育成  

 

第 5 章 子供・若者の成長のための社会環境の整備 

第 1 節 家庭、学校及び地域の相互の関係の再構築 

第 2 節 子育て支援等の充実 

第 3 節 子供・若者を取り巻く有害環境等への対応  

第 4 節 多様で柔軟な働き方の推進  

第 5 節 子供・若者育成支援への投資の促進  

 

第 6 章 子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援  

第 1 節 データ共有による新たな担い手の確保  

第 2 節 地域における多様な担い手の養成  
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第 3 節 専門性の高い人材の養成・確保  

第 4 節 情報通信技術を活用した担い手の支援  

 

第 7 章 施策の推進体制等 

第 1 節 子供・若者に関する実態等の把握、知見の集積と共有  

第 2 節 広報啓発等 

第 3 節 国際的な連携・協力 

第 4 節 施策の推進等 

 

子供・若者インデックスボード 

子供・若者インデックスボード I 

子供・若者インデックスボード II 

子供・若者インデックスボード III 

その他 ― 
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20）少子化社会対策白書（ID:032） 

文書名 令和 3 年度版 少子化の状況及び少子化への対処施策の概況  

発行年 2022 年 6 月 14 日 

概要 本書は、、少子化社会対策基本法（平成 15 年法律第 133 号）第 9 条の規定に

基づき、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況につい

て報告を行うものである。本書は、少子化をめぐる現状として、出生数や出生率

の推移を始め、結婚・出産・子育てをめぐる最新のデータを紹介するとともに、少

子化対策の実施状況を記述している。また、特集として、新型コロナウイルス感

染症影響下における結婚・出産の推移や意識の変化、新型コロナウイルス感染

症を踏まえた政府による少子化対策の主な取組を紹介するとともに、感染リスク

に配慮しながらの支援の継続やオンラインを活用した取組、地方へのひとの流れ

につなげる取組などについて、各地の事例を取り上げた。 

URL https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/index.html  

リスト数 1,065 リスト 

目次 第 1 部 少子化対策の現状 

第 1 章 少子化をめぐる現状 

第 2 章 少子化対策の取組 
第 1 節 これまでの少子化対策  

第 2 節 新型コロナウイルス感染症影響下における少子化の現状と対策【特集】  

 

第 2 部 少子化対策の具体的実施状況  

第 1 章 重点課題 
第 1 節 結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつくる 

第 2 節 多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える 

第 3 節 地域の実情に応じたきめ細かな取組を進める 

第 4 節 結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい社会をつくる 

第 5 節 科学技術の成果など新たなリソースを積極的に活用する 

 

第 2 章 ライフステージの各段階における施策  
第 1 節 結婚前  

第 2 節 結婚 

第 3 節 妊娠・出産  

第 4 節 子育て 

 

参考 

 

その他 ― 
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21）防災白書（ID:035） 

文書名 令和４年版 防災白書 

発行年 2022 年 6 月 10 日 

概要 本書は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第９条第２項の規定に基

づく防災に関してとった措置の概況及び令和４年度において実施すべき防災に

関する計画について報告を行うものである。 

本書は、特集を「大規模災害から命を守るために」と題し、令和３年度に発生し

た主な災害の被害状況及び政府対応、令和３年度の災害を受けた対策の検討

の内容、更なる防災体制強化に関する取組状況等について記載した。また、

「第１部」においては、令和３年度中の我が国の災害対策の取組の状況として、

自助・共助による事前防災と多様な主体の連携、災害対策基本法の改正を踏

まえた防災基本計画の修正、防災におけるデジタル技術の活用、災害時におけ

る船舶を活用した医療提供体制の整備の検討など、令和３年度に重点的に実

施した施策の取組状況について取り上げた。 

URL https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/ 

リスト数 2,280 リスト 

目次 はじめに 

特集 大規模災害から命を守るために 

第１章 令和３年度に発生した主な災害  

第１節 令和３年７月１日からの大雨による災害  

第２節 令和３年８月の大雨による災害  

第３節 令和３年千葉県北西部を震源とする地震による災害  

第４節 令和３年 12 月 25 日からの大雪による災害  

第５節 令和４年福島県沖を震源とする地震による災害  

第６節  令和３年７月及び８月に発生した大雨等における対応や新型コロナウイ

ルス感染症対策  

第７節 ボランティア・ＮＰＯ等による対応  

第２章 令和３年度の災害を受けた検討  

第１節 盛土による災害の防止に関する検討  

第２節 災害時における安否不明者の氏名等の公表  

第３節 令和３年７月からの一連の豪雨災害を踏まえた避難に関する検討会  

第３章 更なる災害対策の拡充 
第１節 個別避難計画の作成及び被災者支援システムの構築等  

第２節 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策の検討  

第３節 首都直下地震の帰宅困難者等への対策に関する検討  

第４節 防災・減災、国土強靱化新時代の実現のための提言  

第５節 学校における防災教育の更なる充実  

第６節 防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム 

第７節 気候変動リスクを踏まえた防災・減災対策  

 

第１部 我が国の災害対策の取組の状況等  

第１章 災害対策に関する施策の取組状況  
第１節 自助・共助による事前防災と多様な主体の連携による防災活動の推進  

第２節 防災体制・災害発生時の対応及びその備え 

第３節 発生が危惧される災害への対応  
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第４節 国際防災協力  

第５節 国土強靱化の推進のための取組  

第２章 原子力災害に係る施策の取組状況  

第１節 原子力防災体制について 

第２節 原子力規制委員会における原子力災害対策  

第３節 地域の原子力防災体制の充実・強化  

第４節 令和３年度原子力総合防災訓練  

 

第２部 令和２年度において防災に関してとった措置の概況  

概要 

第１章 法令の整備等 

第２章 科学技術の研究 

第３章 災害予防 

第４章 国土保全 

第５章 災害復旧等 

第６章 国際防災協力 

 

第３部 令和４年度の防災に関する計画  

概要 

第１章 科学技術の研究 

第２章 災害予防 

第３章 国土保全 

第４章 災害復旧等 

第５章 国際防災協力 

 

附属資料 

その他 ― 
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22）食料・農業・農村白書（ID:037） 

文書名 令和 3 年度 食料・農業・農村白書 

発行年 2022 年 5 月 27 日 

概要 本書は、食料・農業・農村基本法（平成 11 年法律第 106 号）第 14 条第 1 項の

規定に基づく令和 3 年度の食料・農業・農村の動向及び講じた施策並びに同

条第 2 項の規定に基づく令和 4 年度において講じようとする食料・農業・農村施

策について報告を行うものである。令和 3（2021）年度においては、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大による影響の継続に加え、ロシアによるウクライナ侵略

等を背景として、我が国農業においては持続可能な農業構造の実現に向けた

取組がますます重要となっています。このため、本報告書では、特集において、

「変化（シフト）する我が国の農業構造」と題し、2020 年農林業センサスの公表等

を踏まえ、我が国の農業構造のこれまでの中長期的な変化をテーマに、品目

別、地域別も含めた分析をした。 

URL https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/index.html  

リスト数 1,949 リスト 

目次 令和 3 年度版食料・農業・農村の動向  

第 1 部 食料・農業・農村の動向 

はじめに 
トピックス 1 新型コロナウイルス感染症による影響が継続  

トピックス 2 みどりの食料システム戦略に基づく取組が本格始動  

トピックス 3 農林水産物・食品の輸出額が 1 兆円を突破  

トピックス 4 スマート農業・農業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進  

トピックス 5 新たな国民運動「ニッポンフードシフト」を開始  

トピックス 6 加工食品の国産原料使用の動きが拡大  

トピックス 7 半農半 X など多様な農業への関わり方が展開  

特集 変化（シフト）する我が国の農業構造  

第 1 章 食料の安定供給の確保 

第 2 章 農業の持続的な発展 

第 3 章 農村の振興 

第 4 章 災害からの復旧・復興や防災・減災、国土強靱化等  

 

第 2 部 令和 4 年度 食料・農業・農村施策 

概説 

1 食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた施策 

2 食料の安定供給の確保に関する施策  

3 農業の持続的な発展に関する施策  

4 農村の振興に関する施策 

5 東日本大震災からの復旧・復興と大規模自然災害への対応に関する施策  

6 団体に関する施策 

7 食と農に関する国民運動の展開等を通じた国民的合意の形成に関する施策  

8 新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症への対応  

9 食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項 

その他 ― 
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23）森林・林業白書（ID:038） 

文書名 令和 3 年度 森林・林業白書 

発行年 2022 年 5 月 31 日 

概要 本書（「森林及び林業の動向」）は、森林・林業基本法に基づき、森林及び林業

の動向に関する報告を、毎年、国会に提出しているものである。令和 3（2021）年

には、新型コロナウイルス感染症の影響等により米国での住宅需要の高まりや

海上輸送の混乱等が生じ、我が国の木材輸入・木材生産にも大きな影響を及

ぼした。このため、本報告書の特集 1 では、「令和 3（2021）年の木材不足・価格

高騰（いわゆるウッドショック）への対応」を取り上げた。また、令和 3（2021）年 6

月に閣議決定された新たな森林・林業基本計画では、「グリーン成長」を実現し

ていくこととしている。このためには、造林・素材生産コストの低減に取り組むとと

もに、木材、特に製材の安定的な需要を確保していくことが重要であり、山元と

需要先をつなぐ木材産業の競争力強化がカギとなる。このため、本報告書の特

集 2 では、「グリーン成長のカギを握る木材需要拡大と木材産業の競争力強化」

を取り上げた。。 

URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/ 

リスト数 1,732 リスト 

目次 第 1 部 森林及び林業の動向 

はじめに 

トピックス 

特集 1 令和 3（2021）年の木材不足・価格高騰（いわゆるウッドショック）への対

応 

特集 2 グリーン成長のカギを握る木材需要拡大と木材産業の競争力強化  

第 1 章 森林の整備・保全 

1. 森林の適正な整備・保全の推進  

2. 森林整備の動向 

3. 森林保全の動向 

4. 国際的な取組の推進 

第 2 章 林業と山村（中山間地域）  

1. 林業の動向 

2. 特用林産物の動向 

3. 山村（中山間地域）の動向  

第 3 章 木材需給・利用と木材産業  

1. 木材需給の動向 

2. 木材利用の動向 

3. 木材産業の動向 

第 4 章 国有林野の管理経営 

1. 国有林野の役割 

2. 国有林野事業の具体的取組  

第 5 章 東日本大震災からの復興 

1. 復興に向けた森林・林業・木材産業の取組  

2. 原子力災害からの復興 

 

第 2 部 令和 3 年度 森林及び林業施策 
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概説 

1 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策  

2 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策  

3 林産物の供給及び利用の確保に関する施策  

4 東日本大震災からの復旧・復興に関する施策  

5 国有林野の管理及び経営に関する施策  

6 団体の再編整備に関する施策  

 

令和 4 年度 森林及び林業施策 

概説 

1 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策  

2 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策  

3 林産物の供給及び利用の確保に関する施策  

4 国有林野の管理及び経営に関する施策  

5 その他横断的に推進すべき施策  

6 団体に関する施策 

 

その他 ― 
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24）防衛白書（ID:039） 

文書名 令和４年版防衛白書 

発行年 2022 年 7 月 22 日 

概要 本書は、2021 年 4 月から 2022 年 3 月までの 1 年間のわが国を取り巻く安全保

障環境や防衛省・自衛隊の取組を中心に記述している。ただし、一部の重要な

事象については、2022 年 5 月下旬まで記述したものである。また、本書は、令和

３年度の内容を中心に、防衛省・自衛隊の活動や国際情勢を多面的に紹介し

た。今年の防衛白書は安全保障環境のすう勢及び防衛省・自衛隊の取組をまと

めた「FOCUS」や、自衛官個人の活躍に焦点を当てた「自衛官の足跡」を新規

作成した。 

URL https://www.mod.go.jp/j/press/wp/ 

リスト数 3,491 リスト 

目次 第Ⅰ部 わが国を取り巻く安全保障環境  

第 1 章 概観 
1 現在の安全保障環境の特徴  

2 わが国周辺の安全保障環境  

第 2 章 ロシアによるウクライナ侵略  

1 全般 

2 侵略に至る経緯・契機・要因  

3 ウクライナ侵略の経過と見通し 

4 ウクライナ侵略が国際情勢に与える影響と各国の対応  

第 3 章 諸外国の防衛政策など 

第 1 節 米国 

第 2 節 中国 

第 3 節 米国と中国の関係など 

第 4 節 朝鮮半島  

第 5 節 ロシア 

第 6 節 大洋州  

第 7 節 東南アジア 

第 8 節 南アジア 

第 9 節 欧州・カナダ 

第 10 節その他の地域など（中東・アフリカを中心に）  

第 4 章 宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域をめぐる動向・国際社会の

課題 
第 1 節 科学技術をめぐる動向  

第 2 節 宇宙領域をめぐる動向  

第 3 節 サイバー領域をめぐる動向  

第 4 節 電磁波領域をめぐる動向  

第 5 節 海洋をめぐる動向  

第 6 節 大量破壊兵器の移転・拡散  

第 7 節 気候変動が安全保障環境や軍に与える影響  

 

 

第Ⅱ部 わが国の安全保障・防衛政策  

第 1 章 わが国の安全保障と防衛の基本的考え方  
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第 1 節 わが国の安全保障を確保する方策  

第 2 節 憲法と防衛政策の基本  

第 2 節 国家安全保障戦略の概要  

第 3 節 防衛計画の大綱の概要  

第 4 節 中期防衛力整備計画（令和元年度～令和 5 年度）の概要 

第 3 章 わが国の安全保障と防衛を担う組織  

第 1 節 国家安全保障会議  

第 2 節 防衛省・自衛隊の組織  

第 4 章 防衛力整備など 
第 1 節 令和 4 年度の防衛力整備  

第 2 節 防衛関係費  

第 5 章 自衛隊の行動などに関する枠組み 

 

 

第Ⅲ部 わが国の防衛の三つの柱（防衛の目標を達成するための手段）  

第 1 章 わが国自身の防衛体制 
第 1 節 平時からグレーゾーンの事態への対応  

第 2 節 島嶼部を含むわが国に対する攻撃への対応  

第 3 節 宇宙・サイバー・電磁波の領域での対応  

第 4 節 大規模災害などへの対応（新型コロナウイルス感染症への対応を含む。）  

第 5 節 平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など 

第 2 章 日米同盟 
第 1 節 日米安全保障体制の概要  

第 2 節 日米同盟の抑止力及び対処力の強化  

第 3 節 幅広い分野における協力の強化・拡大  

第 4 節 在日米軍駐留に関する施策の着実な実施  

第 3 章 安全保障協力 
第 1 節 多角的・多層的な安全保障協力の戦略的な推進に向けて 

第 2 節 海洋安全保障の確保  

第 3 節 宇宙領域及びサイバー領域の利用にかかる協力  

第 4 節 軍備管理・軍縮及び不拡散への取組  

第 5 節 国際平和協力活動への取組  

 

 

第Ⅳ部 防衛力を構成する中心的な要素など 

第 1 章 訓練・演習に関する諸施策  
第 1 節 訓練・演習に関する取組  

第 2 節 各種訓練環境の整備  

第 2 章 人的基盤・知的基盤の強化  
第 1 節 人的基盤の強化  

第 2 節 ワークライフバランスと女性の活躍の更なる推進  

第 3 節 知的基盤の強化  

第 3 章 衛生機能の強化 

第 4 章 防衛装備・技術に関する諸施策  
第 1 節 装備体系の見直し 

第 2 節 技術基盤の強化  

第 3 節 装備調達の最適化  

第 4 節 産業基盤の強靭化  



 

165 

 

第 5 節 防衛装備・技術協力  

第 6 節 経済安全保障に関する取組  

第 5 章 情報機能の強化 

第 6 章 地域社会や環境との共生に関する取組  
第 1 節 地域社会や環境との調和にかかる施策  

第 2 節 環境問題への対応  

第 3 節 情報発信や公文書管理・情報公開など 

その他 ― 
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25）科学技術・イノベーション白書（ID:0045） 

文書名 令和 4 年版 科学技術・イノベーション白書  

発行年 2022 年 6 月 14 日 

概要 本書は、科学技術・イノベーション基本法に基づき、政府が科学技術・イノベーショ

ン創出の振興に関して講じた施策を報告するものである。本書は、年ごとの話題を

特集する第１部、年次報告である第２部（例年どおりの構成）の二部構成であり、第

1 部では、「成長と分配の好循環」による「新しい資本主義」、「科学技術立国の実

現」が掲げられるとともに、第６期科学技術・イノベーション基本計画で「世界最高水

準の研究力を取り戻す」ことが掲げられていることを踏まえ、我が国の研究力の現状

について、主要国との比較を含め、様々な観点から分析を行うとともに、世界と伍す

る研究大学の実現に向けた取組や、若手研究者支援の取組など、科学技術立国

の実現に向けた取組を紹介した。 

URL https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202201/1421221_00001.html  

リスト数 1,224 リスト 

目次 第１部 我が国の研究力 ～科学技術立国の実現～ 

第１章 我が国の研究力の現状と課題  
我が国のノーベル賞受賞状況  

眞鍋淑郎博士の 2021 年ノーベル物理学賞受賞  

第１節 論文指標  

第２節 研究者の研究時間割合  

第３節 研究人材  

第４節 研究開発費  

第５節 国際頭脳循環  

第６節 特許、技術貿易、産学連携  

 

第２章 我が国の科学技術・イノベーション政策  
第１節 科学技術・イノベーション基本法と科学技術・イノベーション基本計画  

第２節 主要施策の振り返り 

 

第３章 研究力を支える人材育成・研究環境整備  
第１節 大学の研究力強化に向けた新たな事業  

第２節 研究力を支える人材育成に関する施策の強化  

第３節 研究環境整備に関する施策の強化  

第４節 科学技術の国際展開の戦略的推進に向けた具体策  

 

第４章 イノベーション創出に向けた「知」の社会実装 

第１節 研究で得られた「知」を社会実装し、イノベーションを創出するための取組  

第２節 新型コロナウイルス感染症の克服に向けた取組  

第３節 経済安全保障  

第４節  総合知を活用した科学技術・イノベーション政策の在り方  ～社会課題解決

に向けた「総合知」が必要とされる背景と総合知の活用～  

 

 

第２部 科学技術・イノベーション創出の振興に関して講じた施策  

第１章 科学技術・イノベーション政策の展開  
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第１節 科学技術・イノベーション基本計画  

第２節 総合科学技術・イノベーション会議  

第３節 統合イノベーション戦略  

第４節 科学技術・イノベーション行政体制及び資金循環の活性化  

 

第２章 Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策  

第１節 国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革  

第２節 知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化  

第３節 一人ひとりの多様な幸せ（well-being）と課題への挑戦を実現する教育・人材

育成  

 

附属資料 

その他 ― 
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（３）文書の概要（基本計画・戦略等）  

1）防災基本計画（ID:055） 

文書名 防災基本計画 

発行年 2022 年 6 月 17 日 

概要 本計画は、災害対策基本法に基づくこの計画は、平成７年１月に発生した阪

神・淡路大震災や平成２３年３月に発生した東日本大震災などの近年の大規模

災害の経験を礎に、近年の防災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ、我が国に

おいて防災上必要と思料される諸施策の基本を、国、公共機関、地方公共団

体、事業者、住民それぞれの役割を明らかにしながら定めるとともに、防災業務

計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項の指針を示すことにより、

我が国の災害に対処する能力の増強を図ることを目的とした。 

URL https://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/pdf/kihon_basicplan.pdf  

リスト数  

目次 第１編 総則 
第１章 本計画の目的と構成  

第２章 防災の基本理念及び施策の概要  

第３章 防災をめぐる社会構造の変化と対応  

第４章 防災計画の効果的推進等  

第５章 防災業務計画及び地域防災計画において重点を置くべき事項  

 

第２編 各災害に共通する対策編  

第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧・復興  

 

第３編 地震災害対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧・復興  

 

第４編 津波災害対策編 

第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧・復興  

 

第５編 風水害対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧・復興  

 

第６編 火山災害対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧・復興  



 

169 

 

第４章 継続災害への対応方針  

 

第７編 雪害対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧・復興  

 

第８編 海上災害対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧  

 

第９編 航空災害対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

 

第 10 編 鉄道災害対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧  

 

第 11 編 道路災害対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧  

 

第 12 編 原子力災害対策編 

第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧  

第４章 原子力艦の原子力災害  

 

第 13 編 危険物等災害対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧  

 

第 14 編 大規模な火事災害対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧・復興  

 

第 15 編 林野火災対策編 
第１章 災害予防  

第２章 災害応急対策  

第３章 災害復旧  

その他 ― 
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2）交通安全基本計画（ID:061） 

文書名 第 11 次交通安全基本計画 

発行年 2021 年 3 月 29 日 

概要 本計画は、交通安全対策基本法第 22 条第１項の規定に基づき，令和３年度か

ら７年度までの５年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたもので

ある（第 11 次交通安全基本計画）。交通安全基本計画は，人優先の交通安全

思想の下，これまでの 10 次・50 年にわたる取組において，道路交通事故死者

数を過去最悪であった時と比べて約６分の１にまで減少させるなどの成果を上げ

てきたところである。 一方，依然として，毎日のように，新たに交通事故被害者

等となる方がいる。近年においては，未就学児を始めとする子供が関係する交

通事故や高齢運転者による交通事故が後を絶たない。高齢化の進展への適切

な対処とともに，子育てを応援する社会の実現が強く要請される中，時代のニー

ズに応える交通安全の取組が今，一層求められている。これまで実施してきた各

種施策の深化はもちろんのこと，交通安全の確保に資する先端技術を積極的に

取り入れた新たな時代における対策に取り組むことが必要であり，これにより究

極的には交通事故のない社会の実現への大きな飛躍と世界をリードする交通安

全社会を目指す。 

URL https://www8.cao.go.jp/koutu/kihon/keikaku11/index.html 

リスト数  

目次 計画の基本理念 

第１部 陸上交通の安全 

第１章 道路交通の安全 
第１節 道路交通事故のない社会を目指して 

第２節 道路交通の安全についての目標  

第３節 道路交通の安全についての対策  

 

第２章 鉄道交通の安全 
第１節 鉄道事故のない社会を目指して 

第２節 鉄道交通の安全についての対策  

 

第３章 踏切道における交通の安全  

 

第２部 海上交通の安全 

第１節 海難のない社会を目指して 

第２節 海上交通の安全についての対策 

 

第３部 航空交通の安全 

第１節 航空事故のない社会を目指して 

第２節 航空交通の安全についての目標 

第３節 航空交通の安全についての対策 

 

その他 ― 
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3）環境基本計画（ID:063）  

文書名 第五次環境基本計画 

発行年 2018 年 4 月 17 日 

概要 本計画は、環境基本法（平成５年法律第９１号）第１５条第５項の規定  に基づ

き、環境基本計画の全部を変更した。本計画では、1993 年に制定された環境

基本法を踏まえ、第一次から第四次まで策定されてきた環境基本計画の流れを

受けつつ、さらに発展させ、上記の持続可能な社会を構築する一助になるため

の考え方及び方策について記載した。 

URL https://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/plan/plan_5.html  

リスト数  

目次 はじめに 

第１部 環境・経済・社会の状況と環境政策の展開の方向  

第１章 環境・経済・社会の現状と課題認識  

 

第２章 持続可能な社会に向けた今後の環境政策の展開の基本的な考え方  

１．目指すべき持続可能な社会の姿  

２．今後の環境政策が果たすべき役割 ～経済社会システム、ライフスタイル、 

技術のイノベーションの創出と経済・社会的課題の同時解決～  

３．今後の環境政策の展開の基本的考え方  

 

第３章 環境政策の原則・手法 

１．環境政策における原則等   

２．環境政策の実施の手法  

 

第２部 環境政策の具体的な展開  

第１章 重点戦略設定の考え方 

１．個別分野における行政計画を踏まえた重点戦略の設定  

２．パートナーシップの充実・強化  

３．持続可能な地域づくり～「地域循環共生圏」の創造～  

 

第２章 重点戦略ごとの環境政策の展開  

１．持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築  

２．国土のストックとしての価値の向上  

３．地域資源を活用した持続可能な地域づくり 

４．健康で心豊かな暮らしの実現  

５．持続可能性を支える技術の開発・普及  

６．国際貢献による我が国のリーダーシップの発揮と戦略的パートナーシップの

構築 

 

第３章 重点戦略を支える環境政策の展開  

１．気候変動対策 

２．循環型社会の形成 

３．生物多様性の確保・自然共生  
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４．環境リスクの管理 

５．各種施策の基盤となる施策  

６．東日本大震災からの復興・創生及び今後の大規模災害発災時の対応  

 

第３部 計画の効果的実施 

１．計画の実施 

２．計画の進捗状況の点検 

３．計画の見直し 

 

第４部 環境保全施策の体系 

その他 ― 
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4）地球温暖化対策計画（ID:064） 

文書名 地球温暖化対策計画 

発行年 2021 年 10 月 22 日 

概要 本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号。以

下「地球温暖化対策推進法」という。）第８条第１項及び「パリ協定を踏まえた地

球温暖化対策の取組方針について」（平成 27 年 12 月 22 日地球温暖化対策

推進本部決定）に基づき策定するものである。気候変動対策として緩和策と適

応策は車の両輪であり、政府においては、地  球温暖化対策推進法及び本計

画並びに気候変動適応法（平成 30 年法律第 50 号）及び同法に基づく気候変

動適応計画（令和３年 10 月 22 日閣議決定）を基盤に、 2050 年カーボンニュ

ートラルの実現に向けて気候変動対策を着実に推進していく。 

URL https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/211022.html  

リスト数  

目次 はじめに 

第１章 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向 

第１節 我が国の地球温暖化対策の目指す方向  

第２節 地球温暖化対策の基本的考え方  

 

第２章 温室効果ガスの排出削減・吸収の量に関する目標  

第１節 我が国の温室効果ガス削減目標  

第２節 我が国の温室効果ガスの排出状況  

第３節 温室効果ガス別その他の区分ごとの目標  

第４節 個々の対策に係る目標  

第５節 計画期間  

 

第３章 目標達成のための対策・施策  
第１節 国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的役割  

第２節 地球温暖化対策・施策  

第３節 公的機関における取組  

第４節 地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項  

第５節 特に排出量の多い事業者に期待される事項  

第６節 脱炭素型ライフスタイルへの転換  

第７節  地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭素の推進（地

域脱炭素ロードマップ）  

第８節  海外における温室効果ガスの排出削減等の推進と国際的連携の確保、

国際協力の推進  

 

第４章 地球温暖化への持続的な対応を推進するために 

第１節 地球温暖化対策計画の進捗管理  

第２節 国民・各主体の取組と技術開発の評価方法  

第３節 推進体制の整備  

 

その他 ― 
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5）気候変動適応計画（ID:065） 

文書名 気候変動適応計画 

発行年 2021 年 10 月 22 日 

概要 本計画は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、気候変動適応法[平成三十年法律第五十号]に基づき、令和 3 年 10 月 22

日に閣議決定された。第１章では、気候変動適応に関する施策の基本的方向

性、第２章では気候変動適応に関する分野別施策（「農業・林業、水産業」、

「水環境・水資源」、「自然生態系」、「自然災害・沿岸域」、「健康」、「産業・経

済活動」、「国民生活・都市生活」）、第３章では気候変動適応に関する基盤的

施策について記載しています。また、PDCA サイクルの下で、分野別施策及び

基盤的施策に関する KPI の設定、国・地方自治体・国民の各レベルで気候変

動適応を定着・浸透させる観点からの指標の設定等による進捗管理等の実施

について記載した。 

URL https://adaptation-platform.nies.go.jp/plan/government/npcca.html 

リスト数  

目次 はじめに 

第１章 気候変動適応に関する施策の基本的方向  
第１節 目標  

第２節 計画期間  

第３節 関係者の基本的役割  

第４節 基本戦略  

第５節 気候変動適応計画の進捗の管理・評価  

第２章 気候変動適応に関する分野別施策  
第１節 農業、林業、水産業  

第２節 水環境・水資源  

第３節 自然生態系  

第４節 自然災害・沿岸域  

第５節 健康  

第６節 産業・経済活動  

第７節 国民生活・都市生活  

第３章 気候変動適応に関する基盤的施策  
第１節   気候変動等に関する科学的知見の充実及びその活用に関する基盤的

施策  

第２節 気候変動等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う体制の確保

に関する基盤的施策  

第３節 地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進に関する基盤的施策  

第４節  事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進

に関する基盤的施策  

第５節  気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進に関する基

盤的施策  

 

添付資料 気候変動影響評価報告書（2020）のポイント 

その他 ― 
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6）高齢社会対策大綱（ID:055） 

文書名 高齢社会対策大綱 

発行年 2018 年 2 月 16 日 

概要 本大綱は、65 歳以上を一律に「高齢者」と見る一般的な傾向はもはや現実的な

ものではなくなりつつあり、70 歳やそれ以降でも、意欲・能力に応じた力を発揮

できる時代が到来する。高齢化に伴う社会的課題に対応し、全ての世代が満ち

足りた人生を送ることのできる環境をつくる。 

URL https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/index.html  

リスト数  

目次 第１ 目的及び基本的考え方 
１ 大綱策定の目的  

２ 基本的考え方  

第２ 分野別の基本的施策 
１ 就業・所得  

（1）エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備  

（2）公的年金制度の安定的運営  

（3）資産形成等の支援  

２ 健康・福祉  

（1）健康づくりの総合的推進  

（2）持続可能な介護保険制度の運営  

（3）介護サービスの充実（介護離職ゼロの実現）  

（4）持続可能な高齢者医療制度の運営  

（5）認知症高齢者支援施策の推進  

（6）人生の最終段階における医療の在り方  

（7）住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進  

３ 学習・社会参加  

（1）学習活動の促進  

（2）社会参加活動の促進  

４ 生活環境  

（1）豊かで安定した住生活の確保  

（2）高齢社会に適したまちづくりの総合的推進  

（3）交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護  

（4）成年後見制度の利用促進  

５ 研究開発・国際社会への貢献等  

（1）先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化  

（2）研究開発等の推進と基盤整備  

（3）諸外国との知見や課題の共有  

６ 全ての世代の活躍推進  

第３ 推進体制等 
１ 推進体制  

２ 推進に当たっての留意事項  

３ 大綱の見直し 

その他 ― 
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7）科学技術・イノベーション基本計画（ID:069） 

文書名 第 6 期科学技術・イノベーション基本計画  

発行年 2021 年 3 月 26 日 

概要 本計画は、我が国が⽬指すべき Society 5.0 の未来社会像を、「持続可能性と

強靱性を備え、国⺠の安全と安⼼を確保するとともに、⼀⼈ひとりが多様な幸せ

（well-being）を実現できる社会」と表現し、その実現に向けた『「総合知による社

会変⾰」と「知・⼈への投資」の好循環』という科学技術・イノベーション政策の⽅

向性を⽰した。また、その達成のため、次の５年間で約 30 兆円の政府研究開発

投資を確保し、これを呼び⽔として官⺠合わせて約 120 兆円の研究開発投資を

⾏っていくことを明記した。今後５年間、我々はこの⽅向性に沿って、果敢に各

政策を推進し、社会全体の再設計を成し遂げるとともに、社会からの要請に応じ

て知のフロンティアの開拓と挑戦する⼈材の育成に取り組み、そして社会変⾰を

更に加速させるダイナミックな好循環を起こしていく。科学技術とイノベーションの

⼒によって、地域、ジェンダー、⾔語、⽂化の多様性を尊重し、互いの⾃由と信

頼という原則を共有できる国々とともに、新たな世界秩序の中でオール・インクル

ーシブな社会を実現していかねばならない。そして、その中枢の⼀⾓を我が国が

担っていくべきである。 

URL https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html 

リスト数  

目次 はじめに 

第１章 基本的な考え⽅ 

１．現状認識 

２．「科学技術・イノベーション政策」としての第 6 期基本計画 

３．Society 5.0 という未来社会の実現 

 

第２章 Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策  

１．国⺠の安全と安⼼を確保する持続可能で強靱な社会への変⾰  

（１）サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出  

（２）地球規模課題の克服に向けた社会変⾰と⾮連続なイノベーションの推進  

（３）レジリエントで安全・安⼼な社会の構築  

（４）価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成  

（５）次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり（スマートシティの展開）  

（６）様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活⽤  

 

２．知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究⼒の強化 

（１）多様で卓越した研究を⽣み出す環境の再構築  

（２）新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）   

（３）⼤学改⾰の促進と戦略的経営に向けた機能拡張  
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３．⼀⼈ひとりの多様な幸せ（well-being）と課題への挑戦を実現する教育・⼈材

育成 

 

第３章 科学技術・イノベーション政策の推進体制の強化  

１．知と価値の創出のための資⾦循環の活性化 

２．官⺠連携による分野別戦略の推進  

３．総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の強化  

 

その他 ― 
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8）食料・農業・農村基本計画（ID:055） 

文書名 食料・農業・農村基本計画 

発行年 2020 年 3 月 31 日 

概要 本計画は、食料・農業・農村基本法に基づき、食料・農業・農村に関し、政府が

中長期的に取り組むべき方針を定めたものであり、情勢変化等を踏まえ、概ね 5

年ごとに変更している。今回策定された食料・農業・農村基本計画（以下「基本

計画」という。）は、我が国の食料・農業・農村の将来にとって非常に重要な意味

を持つ。我が国農業・農村の持続可能性に深く思いを致し、農業者が減少する

中にあっても、各般の改革を強力に進め、国内の需要にも、輸出にも対応できる

国内農業の生産基盤の強化を図ることにより、需要の変化に対応した食料を安

定的に供給する役割や、農業・農村における多面的な機能が将来にわたって発

揮され、我が国の食と農の持つ魅力が国内外に輝きを放ち続けるものとなるよ

う、食料・農業・農村が持続的に発展し、次世代を含む国民生活の安定や国際

社会に貢献する道筋を示すことが、本基本計画の重要なテーマである。  こうし

た観点から、国民全体の取組の指針として、本基本計画を策定し、関係府省や

地方公共団体、生産者、消費者、事業者、関係団体等の間で連携・協働しなが

ら、食料・農業・農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。 

URL https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/ 

リスト数  

目次 まえがき 

第１ 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針  

１．これまでの施策の評価及び食料・農業・農村をめぐる情勢の変化と課題  

２．施策の推進に当たっての基本的な視点  
（１）消費者や実需者のニーズに即した施策の推進  

（２）食料安全保障の確立と農業・農村の重要性についての国民的合意の形成  

（３）農業の持続性確保に向けた人材の育成・確保と生産基盤の強化に向けた施策の 展

開  

（４）スマート農業の加速化と農業のデジタルトランスフォーメーションの推進  

（５）地域政策の総合化と多面的機能の維持・発揮  

（６）災害や家畜疾病等、気候変動といった農業の持続性を脅かすリスクへの対応強化  

（７）農業・農村の所得の増大に向けた施策の推進  

（８）SDGs を契機とした持続可能な取組を後押しする施策の展開  

 

第２ 食料自給率の目標 

１．食料自給率 
（１）食料・農業・農村基本法における位置付け 

（２）食料自給率の目標の示し方  

（３）食料自給率の目標の設定の考え方  

（４）食料自給率の向上に向けた課題と重点的に取り組むべき事項  

（５）食料自給率の目標  

２．食料自給力 
（１）食料自給力指標の考え方と食料自給率との関係  

（２）食料自給力指標の示し方  

（３）直近（平成 30 年度）における食料自給力指標  

（４）将来（令和 12 年度）における食料自給力指標の見通し 
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第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策    

１．食料の安定供給の確保に関する施策  
（１）新たな価値の創出による需要の開拓  

（２）グローバルマーケットの戦略的な開拓  

（３）消費者と食・農とのつながりの深化  

（４）国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保  

（５）食料供給のリスクを見据えた総合的な食料安全保障の確立  

２．農業の持続的な発展に関する施策  
（１）力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保  

（２）農業現場を支える多様な人材や主体の活躍  

（３）担い手等への農地集積・集約化と農地の確保  

（４）農業経営の安定化に向けた取組の推進  

（５）農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備  

（６）需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の合理化  

（７）情報通信技術等の活用による農業生産・流通現場のイノベーションの促進  

（８）気候変動への対応等環境政策の推進  

３．農村の振興に関する施策  
（１）地域資源を活用した所得と雇用機会の確保  

（２）中山間地域等をはじめとする農村に人が住み続けるための条件整備  

（３）農村を支える新たな動きや活力の創出  

（４）「三つの柱」を継続的に進めるための関係府省で連携した仕組みづくり  

４．東日本大震災からの復旧・復興と大規模自然災害への対応に関する施策  
（１）東日本大震災からの復旧・復興  

（２）大規模自然災害への備え 

（３）大規模自然災害からの復旧  

５．団体に関する施策  

６．食と農に関する国民運動の展開等を通じた国民的合意の形成に関する施

策 

７．新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症への対応  

 

第４ 食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 
（１）国民視点や地域の実態に即した施策の展開  

（２）EBPM と施策の進捗管理及び評価の推進  

（３）効果的かつ効率的な施策の推進体制  

（４）行政のデジタルトランスフォーメーションの推進  

（５）幅広い関係者の参画と関係府省の連携による施策の推進  

（６）SDGs に貢献する環境に配慮した施策の展開  

（７）財政措置の効率的かつ重点的な運用  

   

その他 ― 
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9）第四次循環型社会形成推進基本計画（ID:073） 

文書名 第四次循環型社会形成推進基本計画  

発行年 2018 年 6 月 19 日 

概要 本計画は、循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）第１５条第

７項において準用する同条第６項の規定に基づき、国会に報告するものである。

第四次循環基本計画では、この７つの方向性ごとに、将来像からバックキャステ

ィング的に、3．で可能な限り具体的な数値目標を設定し、4．で各主体の連携

や期待される役割を記載し、5．で国が実施すべき取組を具体的に記載した。 

URL https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku.html 

リスト数  

目次 はじめに  

1. 今後懸念される課題と近年の対応  
1.1. 不確実性を増す世界と国際協調の進展  

1.2. 我が国における人口減少・少子高齢化の進展と地域の衰退  

1.3. 日本経済の長期停滞と Society 5.0  

1.4. 我が国の循環型社会形成の進展と近年の状況  

1.5. 原発事故により放出された放射性物質による環境汚染からの再生と復興  

1.6. 大規模災害の頻発と対策の遅れ 

1.7. 国民の意識の変化  

1.8. 資源循環及び適正処理の担い手の確保  

 

2. 循環型社会形成に向けた取組の中長期的な方向性  
2.1. 持続可能な社会づくりとの統合的取組   

2.2. 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化  

2.3. ライフサイクル全体での徹底的な資源循環  

2.4. 適正処理の更なる推進と環境再生  

2.5. 万全な災害廃棄物処理体制の構築  

2.6. 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進  

2.7. 循環分野における基盤整備   

 

3. 循環型社会形成のための指標及び数値目標  
3.1. 循環型社会の全体像に関する指標  

3.2. 循環型社会形成に向けた取組の進展に関する指標  

3.3. 今後の検討課題等  

 

4. 各主体の連携と役割 
4.1. 各主体の連携  

4.2. 各主体の役割  

 

5. 国の取組 
5.1. 持続可能な社会づくりとの統合的取組  

5.2. 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化  

5.3. ライフサイクル全体での徹底的な資源循環  

5.4. 適正処理の更なる推進と環境再生  

5.5. 万全な災害廃棄物処理体制の構築  
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5.6. 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進  

5.7. 循環分野における基盤整備  

 

6. 計画の効果的実施 

6.1. 関係府省間の連携   

6.2. 中央環境審議会での進捗状況の評価・点検  

6.3. 個別法・個別施策の実行に向けたスケジュール（工程表）  

 

その他 ― 

 

  



 

182 

 

10）水産基本計画（ID:074） 

文書名 水産基本計画 

発行年 2022 年 3 月 25 日 

概要 本計画は、水産基本計画は、水産基本法（平成 13 年法律第 89 号）の基本理

念である、水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展に向け、同法第

11 条の規定に基づき、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

めに政府が策定するものであり、おおむね 5 年ごとに変更する。新たな基本計画

では、今後 10 年程度を見通し、海洋環境やとりまく社会・経済の変化など水産

業をめぐる状況等を考慮し、持続性のある水産業の成長産業化と漁村の活性

化の実現に向けて、次の 3 本の柱を中心に水産に関する施策を展開する。 

 

（1）海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施  

（2）増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現  

（3）地域を支える漁村の活性化の推進  

 

この他にも、水産物の持続的な発展に向けて横断的に推進すべき施策として、

スマート水産技術の活用やカーボンニュートラルへの対応、新型コロナウイルス

感染症対策、東日本大震災からの復興、水産物の自給率目標等について、今

後の水産政策の展開方向を示す。 

URL https://www.jfa.maff.go.jp/j/policy/kihon_keikaku/ 

リスト数  

目次 まえがき 

第１ 水産に関する施策についての基本的な方針  

I  海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施  

II  増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現  

III  地域を支える漁村の活性化の推進  

 

第２ 水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策  

I  海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施  

II  増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現  

III  地域を支える漁村の活性化の推進  

IV  水産業の持続的な発展に向けて横断的に推進すべき施策   

V  東日本大震災からの復旧・復興及び原発事故の影響克服  

 

第３ 水産物の自給率目標 

 

第 ４  水 産 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る た め に 必 要                                   

な事項 

 

その他 ― 
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11）エネルギー基本計画（ID:077） 

文書名 第 6 次エネルギー基本計画 

発行年 2021 年 10 月 22 日 

概要 本計画は、第六次のエネルギー基本計画は、気候変動問題への対応と日本の

エネルギー需給構造の抱える課題の克服という二つの大きな視点を踏まえて策

定した。新たなエネルギー基本計画では、2050 年カーボンニュートラル（2020 年

10 月表明）、2030 年度の 46％削減、更に 50％の高みを目指して挑戦を続ける

新たな削減目標（2021 年 4 月表明）の実現に向けたエネルギー政策の道筋を

示す。 

URL https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/ 

リスト数  

目次 はじめに 

１．東京電力福島第一原子力発電所事故後１０年の歩み 
（１）福島復興はエネルギー政策を進める上での原点  

（２）今後の福島復興への取組  

２．第五次エネルギー基本計画策定時からの情勢の変化  
（１）脱炭素化に向けた世界的潮流  

（２）気候変動問題以外のエネルギーに関係する情勢変化  

３．エネルギー政策の基本的視点（Ｓ＋３Ｅ）の確認  
（１）あらゆる前提としての安全性の確保  

（２）エネルギーの安定供給の確保と強靭化  

（３）気候変動や周辺環境との調和など環境適合性の確保  

（４）エネルギー全体の経済効率性の確保  

４．２０５０年カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応  

（１）２０５０年カーボンニュートラル時代のエネルギー需給構造  

（２）複数シナリオの重要性  

（３）電力部門に求められる取組  

（４）産業・業務・家庭・運輸部門に求められる取組  

５．２０５０年を見据えた２０３０年に向けた政策対応  
（１）現時点での技術を前提としたそれぞれのエネルギー源の位置付け  

（２）２０３０年に向けたエネルギー政策の基本的考え方  

（３）需要サイドの徹底した省エネルギーと供給サイドの脱炭素化を踏まえた電化・

水素化等による非化石エネルギーの導入拡大  

（４）蓄電池等の分散型エネルギーリソースの有効活用など二次エネルギー構造

の高度化  

（５）再生可能エネルギーの主力電源への取組・  

（６）原子力政策の再構築  

（７）火力発電の今後の在り方  

（８）水素社会実現に向けた取組の抜本強化  

（９）エネルギー安定供給とカーボンニュートラル時代を見据えたエネルギー・鉱物

資源確保の推進  

 

その他 ― 
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12）知的財産推進計画（ID:078） 

文書名 知的財産推進計画 2020 

発行年 2020 年 5 月 27 日 

概要 本計画は、新型コロナ後のニュー・ノーマルの下で「脱平均」、「融合」、「共感」

及び「デジタル革新」を進めるために必要な政策について、基本的な方針を示

す「『ニュー・ノーマル』と知財戦略」（総論的部分）と、各分野において講ずべき

施策を示す「イノベーションエコシステムにおける戦略的な知財活用の推進」、

「CJ 戦略の実行」及び「コンテンツ・クリエーション・エコシステムの構築」とに整

理し、「知的財産推進計画 2020」を取りまとめた。 

URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20200527.pdf  

リスト数  

目次 １．はじめに 

 

２．「ニュー・ノーマル」と知財戦略  

（１）基本認識 

（２）新型コロナ拡大による影響と社会の変化  

（３）ニュー・ノーマルに向けた知財戦略の在り方  

（４）新型コロナ対策と本推進計画との関係  

 

３．イノベーションエコシステムにおける戦略的な知財活用の推進  

（１）創造性の涵養／尖った人材の活躍  

（２）産学連携の推進／大学における知財戦略の強化  

（３）地域のエコシステム／中小・ベンチャー企業及び農業分野における知財戦

略の強化 

（４）DX の加速化／AI・データ等の利活用の推進  

（５）戦略的な標準の活用  

（６）オープンイノベーションに向けた知財マネジメントの推進  

（７）価値デザイン経営の考え方の普及と実践の促進  

（８）知財の戦略的な活用と社会実装に向けた環境整備  

 

４．CJ 戦略の実行  

（１）総論：CJ 関連分野の存続を図る 

（２）個別分野：反転攻勢に向け、既存の施策を柔軟に活用  

 

５．コンテンツ・クリエーション・エコシステムの構築  

（１）デジタル時代のコンテンツ戦略  

（２）模倣品・海賊版対策の強化  

（３）デジタルアーカイブ社会の実現  

（４）ロケ撮影環境改善等を通じた国内外の映像作品支援  

 

その他 テキスト化可能な文書 
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13）少子化社会対策大綱（ID:080） 

文書名 少子化社会対策大綱 

発行年 2020 年 5 月 19 日 

概要 本大綱は、少子化社会対策基本法に基づく総合的かつ長期的な少子化に対

処するための施策の指針をまとめたものである。「希望出生率 1.8」の実現に向

け、令和の時代にふさわしい環境を整備し、国民が結婚、妊娠・出産、子育てに

希望を見出せるとともに、男女が互いの生き方を尊重しつつ、主体的な選択によ

り、希望する時期に結婚でき、かつ、希望するタイミングで希望する数の子供を

持てる社会をつくることを目的とした。 

URL https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/taikou_r02.html  

リスト数  

目次 Ⅰ はじめに 

 

Ⅱ 少子化対策における基本的な目標  

 

Ⅲ 基本的な考え方 ～新しい令和の時代にふさわしい少子化対策へ～  

（１）結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつくる  

（２）多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える  

（３）地域の実情に応じたきめ細かな取組を進める  

（４）結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい社会をつくる  

（５）科学技術の成果など新たなリソースを積極的に活用する   

 

Ⅳ ライフステージの各段階における施策の方向性  

（１）結婚前  

（２）結婚  

（３）妊娠・出産  

（４）子育て   

 

Ⅴ 施策の推進体制等 

（１）推進体制  

（２）施策の検証・評価  

（３）更なる少子化対策の充実・強化  

（４）大綱の見直し   

 

別添１ 施策の具体的内容 

別添２ 施策に関する数値目標 

その他 ― 
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14）犯罪被害者等基本計画（ID:081） 

文書名 犯罪被害者等基本計画 

発行年 2021 年 3 月 30 日 

概要 本計画は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）第８条により、政府

は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪

被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととさ

れている。第４次基本計画の策定に当たっては、犯罪被害者等やその支援に携

わる者をはじめ、広く国民各層から第３次基本計画の見直しに関する意見・要望

を募集するとともに、犯罪被害者団体、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体

等から個別に意見・要望を聴取したところ、148 名・75 団体から合計で約 530 項

目の意見・要望が寄せられた。そして、当該意見・要望を踏まえ、第４次基本計

画の策定に向けて重点的に検討すべき論点を抽出し、第３次基本計画に盛り

込まれている施策の一層の充実も含め、第４次基本計画に盛り込むべき施策に

ついて議論を重ねた。 

URL https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/keikaku/kihon_keikaku.html  

リスト数  

目次 はじめに 

 

Ⅰ 第 4 次基本計画の策定方針及び計画期間  

 

Ⅱ 基本方針 

 

Ⅲ 重点課題 

〔５つの重点課題〕 

① 損害回復・経済的支援等への取組  

② 精神的・身体的被害の回復・防止への取組  

③ 刑事手続への関与拡充への取組  

④ 支援等のための体制整備への取組  

⑤ 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組  

 

Ⅳ 推進体制 

 

Ⅴ 重点課題に係る具体的施策  

第１  損害回復・経済的支援等への取組  

第２  精神的・身体的被害の回復・防止への取組  

第３  刑事手続への関与拡充への取組  

第４  支援等のための体制整備への取組  

第５  国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組  

 

その他 ― 
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15）住生活基本計画（全国計画）（ID:083） 

文書名 住生活基本計画（全国計画）  

発行年 2021 年 3 月 19 日 

概要 本計画は、「住生活基本法」（平成 18 年法律第 61 号）に基づき、国民の住生活の

安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として策定された。令和３年度か

ら令和  12 年度までを計画期間である。社会環境の大きな変化や人々の価値観の

多様化に対応した豊かな住生活を実現するためには、既存住宅中心の施策体系へ

の転換を進め、ライフスタイルに合わせて人生で何度も住替えが可能となるような住

宅循環システムの構築を進めるとともに、住宅政策と福祉政策の一体的対応によるセ

ーフティネット機能の強化や、地域で多様な世代が支え合う地域共生社会の実現を

通じ、すべての人々が住宅を確保して安心して暮らせる社会を目指す必要がある。本

計画は、法の基本理念を踏まえ、令和の新たな時代における住宅政策の目標を、「３

つの視点」及び「８つの目標」として示した。 

URL https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000032.html  

リスト数  

目次 はじめに 

第１ 住生活をめぐる現状と課題  

第２  住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針

並びに目標及びその達成のために必要な基本的な施策  

【社会環境の変化からの視点】  

目標１ 「新たな日常」や DX の進展等に対応した新しい住まい方の実現  

目標２  頻発・激甚化する災害新ステージにおける安全な住宅・住宅地の形成と被災

者の住まいの確保  

【居住者・コミュニティからの視点】  

目標３ 子どもを産み育てやすい住まいの実現  

目標４  多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安心して暮らせるコミュニティの形

成とまちづくり 

目標５ 住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備  

【住宅ストック・産業からの視点】  

目標６ 脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と良質な住宅ストックの形成  

目標７ 空き家の状況に応じた適切な管理・除却・利活用の一体的推進  

目標８ 居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活産業の発展  

 

第３ 大都市圏における住宅の供給等及び住宅地の供給の促進  

（１）基本的な考え方  

（２）住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の設定  

 

第４ 施策の総合的かつ計画的な推進  

（１）住生活に関わる主体・施策分野の連携  

（２）住宅金融市場の整備と税財政上の措置  

（３）統計調査の充実等  

（４）全国計画、都道府県計画、市町村における基本的な計画等の策定  

（５）政策評価の実施と計画の見直し 

その他 ― 
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16）海洋基本計画（ID:088） 

文書名 海洋基本計画 

発行年 2018 年 5 月 15 日 

概要 平成 19 年７月に新たな海洋立国日本の実現を目指して、海洋に関する諸施

策を総合的かつ計画的に推進することを目的として「海洋基本法」（平成  19 年

法律第  33 号）が制定された。これを受け、同法に基づき、内閣総理大臣を本

部長とする総合海洋政策本部を設置し、同本部の事務局機能を担うため、内閣

官房に総合海洋政策本部事務局（現内閣府総合海洋政策推進事務局）を設

置した。併せて、内閣総理大臣が任命する有識者からなる参与会議を置いた。

以降、平成  20 年３月に第１期海洋基本計画、平成  25 年４月に第２期海洋

基本計画を閣議決定するとともに、海洋基本計画の個別施策の進捗状況を、毎

年公表している。平成３０年５月１５日に、総合海洋政策本部会合での了承及び

閣議決定によって、第３期海洋基本計画を策定した。 

URL https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/plan/plan03/plan03.html  

リスト数  

目次 はじめに 

１．海洋基本法施行後１０年の総括  

２．最近の情勢を踏まえた現状認識  

 

第１部 海洋政策のあり方 

１．今後の１０年を見据えた海洋政策の理念及び方向性  

 

２．海洋に関する施策についての基本的な方針  

２－１．「総合的な海洋の安全保障」の基本的な方針  

２－２．海洋の主要施策の基本的な方針  

（１）海洋の産業利用の促進 

（２）海洋環境の維持・保全 

（３）科学的知見の充実 

（４）北極政策の推進 

（５）国際連携・国際協力  

（６）海洋人材の育成と国民の理解の増進  

 

第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策  

１．海洋の安全保障 

（１）我が国の領海等における国益の確保  

（２）我が国の重要なシーレーンの安定的利用の確保  

（３）国際的な海洋秩序の強化  

 

２．海洋の産業利用の促進 

（１）海洋資源の開発及び利用の推進  

（２）海洋産業の振興及び国際競争力の強化  

（３）海上輸送の確保 

（４）水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化  
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３．海洋環境の維持・保全  

（１）海洋環境の保全等 

（２）沿岸域の総合的管理  

 

４．海洋状況把握（MDA）の能力強化 

（１）情報収集体制 

（２）情報の集約・共有体制 

（３）国際連携・国際協力  

 

５．海洋調査及び海洋科学技術に関する研究開発の推進等  

（１）海洋調査の推進 

（２）海洋科学技術に関する研究開発の推進等  

 

６．離島の保全等及び排他的経済水域等の開発等の推進  

（１）離島の保全等 

（２）排他的経済水域等の開発等の推進  

 

７．北極政策の推進 

（１）研究開発 

（２）国際協力 

（３）持続的な利用 

 

８．国際的な連携の確保及び国際協力の推進  

（１）海洋の秩序形成・発展 

（２）海洋に関する国際的連携  

（３）海洋に関する国際協力 

 

９．海洋人材の育成と国民の理解の増進  

（１）海洋立国を支える専門人材の育成と確保  

（２）子どもや若者に対する海洋に関する教育の推進  

（３）海洋に関する国民の理解の増進  

 

第３部 海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

１．計画を着実に推進するための方策 

２．関係者の責務及び相互の連携  

３．施策に関する情報の積極的な公表  

 

おわりに 

 

その他 ― 
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17）宇宙基本計画（ID:090） 

文書名 宇宙基本計画 

発行年 2020 年 6 月 30 日 

概要 本計画は、宇宙基本法（平成２０年法律第４３号）第２４条第７項において準用

する同条第４項の規定に基づき、宇宙基本計画（平成２８年４月１日閣議決定）

の全部を変更した。、今後 20 年を見据えた 10 年間の宇宙政策の基本方針を

以下のとおり定め、官民の連携を図りつつ、予算を含む必要な資源を十分に確

保し、これを効果的かつ効率的に活用して、政府を挙げて宇宙政策を強化して

いく。 

URL https://www8.cao.go.jp/space/plan/keikaku.html 

リスト数  

目次 前文 

1. 宇宙政策をめぐる環境認識  
 (1) 安全保障における宇宙空間の重要性の高まり 

 (2) 社会の宇宙システムへの依存度の高まり 

 (3) 宇宙空間の持続的かつ安定的な利用を妨げるリスクの深刻化  

 (4) 諸外国の宇宙活動の活発化  

 (5) 民間の宇宙活動の活発化と新たなビジネスモデルの台頭  

 (6) 宇宙活動の広がり 

 (7) 科学技術の急速な進化  

 

2. 我が国の宇宙政策の目標 
(1) 多様な国益への貢献  

(2) 産業・科学技術基盤を始めとする我が国の宇宙活動を支える総合的基盤の

強化  

 

3. 宇宙政策の推進に当たっての基本的なスタンス 
 (1) 安全保障や産業利用等のニーズに基づく出口主導の宇宙政策  

 (2) 投資の予見可能性を与え、民間の活力を最大限活用する宇宙政策  

 (3) 人材・資金・知的財産等の資源を効果的・効率的に活用する宇宙政策  

 (4) 同盟国・友好国等と戦略的に連携する宇宙政策  

 

4. 宇宙政策に関する具体的アプローチ 
(1) 宇宙安全保障の確保  

(2) 災害対策・国土強靱化や地球規模課題の解決への貢献・  

(3) 宇宙科学・探査による新たな知の創造  

(4) 宇宙を推進力とする経済成長とイノベーションの実現  

(5) 産業・科学技術基盤を始めとする宇宙活動を支える総合的な基盤の強化  

 

その他 ― 
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18）第 2 次交通政策基本計画（ID:097） 

文書名 第 2 次交通政策基本計画 

発行年 2022 年 6 月 17 日 

概要 本計画は、交通政策基本法第 15 条第１項において、政府は、交通に関する施

策に関する基本的な計画として、「交通政策基本計画」を定めた。交通政策基

本計画は、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までを計画期間としてお

り、交通政策基本法の規定に従い、基本的な方針、施策の目標、政府が総合

的かつ計画的に行うべき施策等について定めた。具体的には、基本的方針とし

て、 

 

Ａ）「誰もが、より快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交通の維持・

確保」 

Ｂ）「我が国の経済成長を支える、高機能で生産性の高い交通ネットワーク・シス

テムへの強化」 

Ｃ）「災害や疫病、事故など異常時にこそ、安全・安心が徹底的に確保された、

持続可能でグリーンな交通の実現」  

 

の３つの柱を掲げるとともに、それぞれについて、施策目標を３～４つずつ設定し

た上で、具体的な施策を提示した。また、計画のフォローアップに際して取組の

進度を確認するための数値指標を定めるとともに、ＡからＣの３つの柱に沿った

施策を進めるに当たって留意すべき事項などを示した。 

URL https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000161.html  

リスト数  

目次 はじめに 

 

第１章 我が国を取り巻く課題  

 

第２章 交通が直面する「危機」と、それを乗り越える決意  

 

第３章 今後の交通政策の基本的な方針、新たに取り組む政策  
基本的方針Ａ．誰もが、より快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交通

の維持・確保  

基本的方針Ｂ．我が国の経済成長を支える、高機能で生産性の高い交通ネット  

ワーク・システムへの強化  

基本的方針Ｃ．災害や疫病、事故など異常時にこそ、安全・安心が徹底的に確

保された、持続可能でグリーンな交通の実現  

 

第４章 目標と講ずべき施策 
基本的方針Ａ．  

目標① 地域が自らデザインする、持続可能で、多様かつ質の高いモビリティの実

現 目標② まちづくりと連携した地域構造のコンパクト・プラス・ネットワーク化の推

進  

目標③ 交通インフラ等のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の推進   

目標④ 観光やビジネスの交流拡大に向けた環境整備   
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基本的方針Ｂ．  

目標① 人・モノの流動の拡大に必要な交通インフラ・サービスの拡充・強化   

目標② 交通分野のデジタル化の推進と産業力の強化   

目標③ サプライチェーン全体の徹底した最適化等による物流機能の確保   

基本的方針Ｃ．  

目標① 災害リスクの高まりや、インフラ老朽化に対応した交通基盤の構築   

目標② 輸送の安全確保と交通関連事業を支える担い手の維持・確保   

目標③ 運輸部門における脱炭素化等の加速    

 

第５章 施策の推進に当たって必要となる取組  

 

おわりに 

 

その他 ― 
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19）水循環基本計画（ID:100） 

文書名 水循環基本計画 

発行年 2022 年 6 月 21 日 

概要 本計画は、水循環基本法第 13 条に基づいて、我が国の水循環に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため策定するものであり、我が国の水循環に

関する施策の基本となる計画として位置づけられている。本計画は、今後 10 年

程度を念頭に置きつつ、さらに、長期的な視点を踏まえながら、令和２年度から

の５年間を対象期間として策定した。 

URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/about/basic_plan.html  

リスト数  

目次 総論 

 

１ 水循環と我々の関わり 

２ 本計画の位置付けと対象期間  

３ 水循環の目指すべき姿 

４ 水循環をめぐる現状と課題  

５ 本計画において重点的に取り組む主な内容  
（１）流域マネジメントによる水循環イノベーション～流域マネジメントの更なる展開

と質の向上～  

（２）健全な水循環への取組を通じた安全･安心な社会の実現～気候変動や大

規模自然災害等によるリスクへの対応～  

（３）次世代への健全な水循環による豊かな社会の継承～健全な水循環に関す

る普及啓発、広報及び教育と国際貢献～   

６ 本計画の構成  

 

第１部 水循環に関する施策についての基本的な方針 

１ 流域における総合的かつ一体的な管理  

２ 健全な水循環の維持又は回復のための取組の積極的な推進  

３ 水の適正な利用及び水の恵沢の享受の確保  

４ 水の利用における健全な水循環の維持  

５ 国際的協調の下での水循環に関する取組の推進  

 

第２部 水循環に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策  

１ 流域連携の推進等-流域の総合的かつ一体的な管理の枠組み- 
（１）  流域の範囲  

（２）  流域の総合的かつ一体的な管理の考え方  

（３）  流域水循環協議会の設置と流域水循環計画の策定  

（４）  流域水循環計画の内容  

（５）  流域水循環計画の策定プロセスと評価  

（６）  流域水循環計画策定・推進のための措置  

 

２ 地下水の適正な保全及び利用  

（１）  地下水に関する情報の収集、整理、分析、公表及び保存  

（２）  地下水の適正な保全及び利用に関する協議会等の活用  

（３）  地下水の採取の制限その他の必要な措置  



 

194 

 

 

３ 貯留・涵養機能の維持及び向上  

（１）  森林  

（２）  河川等  

（３）  農地  

（４）  都市  

 

４ 水の適正かつ有効な利用の促進等  

（１）安定した水供給・排水の確保等  

（２）災害への対応 

（３）水インフラの戦略的な維持管理・更新等  

（４）水の効率的な利用と有効利用  

（５）水環境 

（６）水循環と生態系 

（７）水辺空間の保全、再生及び創出  

（８）水文化の継承、再生及び創出  

（９）地球温暖化への対応  

 

５ 健全な水循環に関する教育の推進等  

（１） 水循環に関する教育の推進  

（２） 水循環に関する普及啓発活動の推進  

 

６ 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置  

７ 水循環施策の策定及び実施に必要な調査の実施 

（１） 流域における水循環の現状に関する調査  

（２） 気候変動による水循環への影響とそれに対する適応に関する調査  

 

８ 科学技術の振興 

９ 国際的な連携の確保及び国際協力の推進  

（１） 国際連携 

（２） 国際協力 

（３） 水ビジネスの海外展開 

 

１０ 水循環に関わる人材の育成  

（１） 産学官民が連携した人材育成と国際人的交流  

  

第３部  水循環に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事

項 

１ 水循環に関する施策の効果的な実施  

２ 関係者の責務及び相互の連携・協力  

３ 政府が講じた水循環に関する施策の公表  

 

その他 ― 
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20）サイバーセキュリティ戦略（ID:103） 

文書名 サイバーセキュリティ戦略  

発行年 2021 年 9 月 28 日 

概要 本戦略は、サイバーセキュリティ基本法（平成  26 年法律第 104 号）第  12 条

第５項において準用する同条第４項の規定に基づき、国会に報告するものであ

る。本年 9 月に「デジタル庁」が設置され、デジタル化が大きく推進される絶好の

機会。そのためにも、サイバー空間への信頼を醸成し、参加・コミットメントを得る

ことが重要。また、業務、製品・サービス等のデジタル化が進む中、サイバーセキ

ュリティは企業価値に直結する営為に。「セキュリティ・バイ・デザイン」の重要性

は一層増し、デジタル投資とセキュリティ対策の一体性は高まる。デジタル化の

進展と併せて、サイバーセキュリティ確保に向けた取組を、あらゆる面で同時に

推進する。 

URL https://www.nisc.go.jp/policy/materials/index.html 

リスト数  

目次 1. 策定の趣旨・背景 

1.1. 2020 年代を迎えた日本をとりまく時代認識  ～「ニューノーマル」とデジタル

社会 

の到来～ 

1.2. 本戦略の位置付け 

 

2. 本戦略における基本的な理念  

2.1. 確保すべきサイバー空間  

2.2. 基本原則 

 

3. サイバー空間をとりまく課題認識  

3.1. 環境変化からみたリスク 

3.2. 国際情勢からみたリスク 

3.3. 近年のサイバー空間における脅威の動向  

 

4. 目的達成のための施策 Cybersecurity for All 

4.1. 経済社会の活力の向上及び持続的発展 DX with Cybersecurity の推進 

4.2. 国民が安全で安心して暮らせるデジタル社会の実現  

4.3. 国際社会の平和・安定及び我が国の安全保障への寄与  

4.4. 横断的施策 

 

5. 推進体制 

 

その他 ― 
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21）デジタル社会の形成に関する重点計画・情報システム整備計画・官民データ活用推進

基本計画（ID:109） 

文書名 デジタル社会の形成に関する重点計画・情報システム整備計画・官民データ活

用推進基本計画 

発行年 2022 年 6 月 7 日 

概要 デジタル技術の進展によりデータの重要性が飛躍的に高まる中、日本で世界水

準のデジタル社会を実現するには、将来の目指す姿を描き、構造改革、地方の

課題解決、セキュリティ対策といった多くの取組を、関係者が一丸となって推進

する必要がある。本計画は、デジタル社会形成基本法第 37 条第１項に規定す

る重点計画、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第  ４条第１

項に規定する情報システム整備計画及び官民データ活用推進基本法第８条第

１項に規定する官民データ活用推進基本計画として策定するものであり、同法

第８条第７項において準用する同条第５項の規定に基づき、国会に報告するも

のである。また、本計画では、目指すべきデジタル社会の実現に向けて、政府が

迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記し、各府省庁が構造改革や個別の施

策に取り組み、それを世界に発信・提言する際の羅針盤となるものである。 

URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/ 

リスト数  

目次 第１ はじめに ～重点計画の目的～  

 

第２ デジタルにより目指す社会の姿  

１．デジタル化による成長戦略  

２．医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化  

３．デジタル化による地域の活性化  

４．誰一人取り残されないデジタル社会  

５．デジタル人材の育成・確保  

６．DFFT の推進を始めとする国際戦略  

 

第３ 司令塔としてのデジタル庁の役割  

 

第４ デジタル社会の実現に向けての理念・原則  

１．誰一人取り残されないデジタル社会の実現  

２．デジタル社会形成のための基本原則  

３．BPR と規制改革の必要性 

４．クラウド・バイ・デフォルト原則  

 

第５ デジタル化の基本戦略 

１．デジタル社会の実現に向けた構造改革  

２．デジタル田園都市国家構想の実現   

３．国際戦略の推進 

４．サイバーセキュリティ等の安全・安心の確保  

５．包括的データ戦略の推進  

６．デジタル産業の育成  

７．Web3.0 の推進  



 

197 

 

 

第６ デジタル社会の実現に向けた施策  

１．国民に対する行政サービスのデジタル化  

（１）国・地方公共団体・民間を通じたトータルデザイン 

（２）新型コロナウイルス感染症対策など緊急時の行政サービスのデジタル化  

（３）マイナンバー制度の利活用の推進  

（４）マイナンバーカードの普及及び利用の推進  

（５）公共フロントサービスの提供等  

２．暮らしのデジタル化 

（１）暮らしを変えるデータ連携の実現  

（２）準公共分野のデジタル化の推進  

（３）相互連携分野のデジタル化の推進  

３．規制改革 

４．産業のデジタル化  

（１）事業者向け行政サービスの質の向上に向けた取組  

（２）中小企業のデジタル化の支援  

（３）産業全体のデジタルトランスフォーメーション 

５．デジタル社会を支えるシステム・技術  

（１）国の情報システムの刷新  

（２）地方の情報システムの刷新  

（３）デジタル化を支えるインフラの整備  

（４）デジタル社会に必要な技術の研究開発・実証の推進  

６．デジタル社会のライフスタイル・人材  

（１）ポストコロナも見据えた新たなライフスタイルへの転換  

（２）デジタル人材の育成・確保  

 

第７ 今後の推進体制 

１．デジタル庁の役割と政府における推進体制  

（１）司令塔としてのデジタル庁の役割   

（２）政府におけるデジタル改革の推進体制の強化  

（３）デジタル社会推進会議の開催  

（４）デジタル社会構想会議の開催  

（５）デジタル臨時行政調査会及びデジタル田園都市国家構想実現会議の開

催 

２．地方公共団体等との連携・協力  

３．民間事業者等との連携・協力  

 

その他 ― 
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22）国土交通省技術基本計画（ID:117） 

文書名 第 5 期国土交通省技術基本計画 

発行年 2022 年 4 月 28 日 

概要 本計画は、科学技術・イノベーション基本計画、社会資本整備重点計画、交通

政策基本計画等の関連計画を踏まえ、国民の安全・安心で豊かな暮らしを実現

するため、国土交通行政における事業・施策の効果・効率をより一層向上させ、

国土交通に係る技術が国内外において広く社会に貢献することを目的に、技術

政策の基本方針を示し、技術研究開発の推進、技術の効果的な活用、技術政

策を支える人材の育成等の重要な取組を定めるものである。国土交通省技術基

本計画は、平成 15 年度以降 4 期にわたって計画を策定してきたものであり、新

たな計画は、第 5 期となるもので、策定に当たっては、社会資本整備審議会・交

通政策審議会技術部会（部会長：磯部雅彦高知工科大学学長）において審議

を行った。 

URL https://www.mlit.go.jp/tec/gijutu/ 

リスト数  

目次 国土交通省技術基本計画について 

第１章 技術政策の基本方針 

１.現状認識 

（１）技術が果たしてきた役割 

（２）社会経済の構造の変化 

２.今後の技術政策の基本方針  

（１）技術政策の方向性  

（２）技術政策を進める上での基本的姿勢  

（３）将来の社会イメージ 

 

第２章 社会経済的課題への対応 

１.防災・減災が主流となる社会の実現  

（１）切迫する巨大地震、津波や大規模噴火に対するリスクの低減に向けた技

術研究開発 

（２）風水害・雪害など、激甚化する気象災害に対するリスクの低減に向けた

技術研究開発 

（３）災害時における交通機能の確保に向けた技術研究開発  

２.持続可能なインフラメンテナンス 

（１）インフラメンテナンスの高度化・効率化に向けた技術研究開発  

３.持続可能で暮らしやすい地域社会の実現  

（１）魅力的なコンパクトシティの形成に向けた技術研究開発  

（２）安全・安心な移動・生活空間の実現に向けた技術研究開発  

４.経済の好循環を支える基盤整備  

（１）サプライチェーン全体の強靱化・最適化に向けた技術研究開発  

（２）国際競争力の強化、戦略的な海外展開に向けた技術研究開発  

５.デジタル・トランスフォーメーション（DX） 

（１）デジタル化・スマート化による働き方改革・生産性向上に向けた技術研究

開発 

（２）新技術の社会実装による新価値の創造に繋がる技術研究開発  
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６.脱炭素化・インフラ空間の多面的な利活用による生活の質の向上  

（１）グリーン社会の実現に向けた技術研究開発  

（２）持続可能な都市及び地域のための社会基盤の実現  

 

第３章 技術政策を推進する仕組み（横断的施策）  

１.持続可能な経済成長を支える基盤の整備  

（１）先端技術を活用した新たな価値の創出  

（２）技術の効果的な活用  

（３）術研究開発等の評価  

（４）地域の実情に対応した技術  

（５）研究施設・設備の老朽化への対応と機能強化  

２.我が国の技術の強みを活かした国際展開  

（１）川上からの継続的関与の強化  

（２）我が国の強みを活かした案件形成  

（３）我が国企業の海外展開に係る人材の確保と環境整備  

３.技術を支える人材育成 

（１）行政部局による人材育成  

（２）研究機関による人材育成  

（３）人材の多様性確保と流動化の促進  

４.技術に対する社会の信頼の確保  

（１）災害、事故等に対する迅速かつ的確な対応と防災・減災、未然の防止  

（２）事業・施策に対する理解の向上  

（３）伝わる広報、コミュニケーション 

（４）技術の信頼の確保 

５.技術基本計画のフォローアップ 

 

その他 ― 
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23）社会資本整備重点計画（ID:118） 

文書名 社会資本整備重点計画 

発行年 2021 年 5 月 28 日 

概要 本計画は、社会資本整備重点計画は、社会資本整備重点計画法（平成 15 年

法律第 20 号）に基づき、社会資本整備  事業を重点的、効果的かつ効率的に

推進するために策定する計画である。直近の計画である第４次重点計画は、平

成 27（2015）年に策定され、令和２（2020）年度までを計画期間として推進され

てきたが、計画が策定されて以降も、社会資本整備をめぐる状況は大きく変化し

てきている。特に、①自然災害の激甚化・頻発化やインフラの老朽化の進展、②

人口減少による地域社会の変化や国際競争の激化、③デジタル革命の本格化

やグリーン社会の実現に向けた動き、ライフスタイル・価値観の多様化、などの変

化に加え、令和２（2020）年以降、新型コロナウイルス感染症が拡大するととも

に、その脅威が継続する中で、東京一極集中リスク及びその是正の必要性が改

めて認識されたほか、社会経済活動のあり方や人々の行動・意識・価値観・イン

フラに対する捉え方にも多大な影響を及ぼしている。他方、コロナ禍においても、

建設産業や交通事業等は国民の生活に不可欠なサービスであることが再認識

された。こうした社会の流れに的確に対応するだけでなく、今後進むべき社会の

あり方を見据えた上で、その実現に資するような社会資本整備を進めていくた

め、今回、第５次重点計画を策定した。 

URL https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_point_tk_000003.html  

リスト数  

目次 はじめに 

 

第１章 社会資本整備を取り巻く社会経済情勢  

 

第２章 今後の社会資本整備の方向性  

 

第３章 計画期間における重点目標、事業の概要  

第１節 重点目標と政策パッケージについて 

第２節 個別の重点目標及び事業の概要について 

 

第４章 計画の実効性を確保する方策おわりに 

 

その他 ― 
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24）防衛力整備計画（ID:124） 

文書名 防衛力整備計画 

発行年 2022 年 12 月 16 日 

概要 本計画は、防衛力整備計画について、「国家防衛戦略について」（  令和４年 

12 月 16 日国家安全保障会議決定及び閣議決定）  に従い、別紙のとおり定

める。これに伴い、「中期防衛力整備計画（  平成  31 年度～平成  35 年度） 

について」（  平成  30 年  12 月  18 日国家安全保障会議決定及び閣議決

定） は廃止する。 

URL https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/plan/index.html  

リスト数  

目次 I  計画の方針 

II  自衛隊の能力等に関する主要事業  

１ スタンド・オフ防衛能力  

２ 統合防空ミサイル防衛能力  

３ 無人アセット防衛能力 

４ 領域横断作戦能力 

５ 指揮統制・情報関連機能 

６ 機動展開能力・国民保護 

７ 持続性・強靱性 

 

III 自衛隊の体制等  

１ 統合運用体制  

２ 陸上自衛隊 

３ 海上自衛隊 

４ 航空自衛隊 

５ 組織定員の最適化 

 

IV 日米同盟の強化 

１ 日米防衛協力の強化 

２ 在日米軍の駐留を支えるための施策の着実な実施  

 

V 同志国等との連携  

１ 共同訓練・演習  

２ 装備・技術協力  

３ 能力構築支援 

 

VI 防衛力を支える要素  

１ 訓練・演習 

２ 海上保安庁との連携・協力の強化   

３ 地域コミュニティーとの連携  

４ 政策立案機能の強化等 

 

VII 国民の生命・身体・財産の保護・国際的な安全保障協力への取組   

１ 大規模災害等への対応 
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２ 海洋安全保障及び既存の国際的なルールに基づく空の利用に関する取組   

３ 国際平和協力活動等 

 

VIII  早期装備化のための新たな取組  

 

IX   いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤   

１ 防衛生産基盤の強化 

２ 防衛技術基盤の強化 

３ 防衛装備移転の推進 

４ 各種措置と制度整備の推進 

 

X  防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化   

１ 人的基盤の強化 

２ 衛生機能の変革 

 

XI  最適化の取組 

１ 装備品 

２ 人員 

 

XII  整備規模  

ⅩⅢ 所要経費等  

ⅩⅣ 留意事項 

 

その他 ― 
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25）国家安全保障戦略（ID:125） 

文書名 国家安全保障戦略 

発行年 2022 年 12 月 16 日 

概要 本戦略は、まず、国家の安全保障戦略を定める際の原点となるべき我が国の国

益を示す。次に、その国益を踏まえ、我が国の戦後の安全保障の歴史と経験、

国民の選択の中から培われてきた我が国の安全保障に関する基本的な原則を

示す。さらに、現在の我が国を取り巻く安全保障環境と我が国の安全保障上の

課題を示す。これらを踏まえて、我が国が達成すべき我が国の安全保障上の目

標を設定し、この目標を我が国が総合的な国力を用いて達成するための手段と

方法、すなわち戦略的なアプローチを明らかにする。さらに、戦略的なアプロー

チの実施を支える土台である我が国の様々な基盤を示す。 

URL https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou.html 

リスト数  

目次 I  策定の趣旨 

 

II  我が国の国益 

 

III  我が国の安全保障に関する基本的な原則  

 

IV  我が国を取り巻く安全保障環境と我が国の安全保障上の課題   

１ グローバルな安全保障環境と課題  

２ インド太平洋地域における安全保障環境と課題  

 

V  我が国の安全保障上の目標  

VI  我が国が優先する戦略的なアプローチ 

１ 我が国の安全保障に関わる総合的な国力の主な要素   

２ 戦略的なアプローチとそれを構成する主な方策  

 

VII  我が国の安全保障を支えるために強化すべき国内基盤   

１ 経済財政基盤の強化 

２ 社会的基盤の強化  

３ 知的基盤の強化 

 

VIII  本戦略の期間・評価・修正  

 

IX  結語 

 

その他 ― 
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26）新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（ID:126） 

文書名 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画  

発行年 2022 年 6 月 7 日 

概要 本計画は、、新しい資本主義実現会議及び与党における検討を踏まえ取りまと

めを行い、閣議決定を行うものである。 

URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdf  

リスト数  

目次 はじめに 

 

Ⅰ．資本主義のバージョンアップに向けて 
１．市場の失敗の是正と普遍的価値の擁護  

２．「市場も国家も」による課題解決と新たな市場・成長、国民の持続的な幸福

実現  

３．経済安全保障の徹底  

 

Ⅱ．新しい資本主義を実現する上での考え方  
１．分配の目詰まりを解消し、更なる成長を実現  

２．技術革新に併せた官民連携で成長力を確保  

３．民間も公的役割を担う社会を実現  

 

Ⅲ．新しい資本主義に向けた計画的な重点投資  
１．人への投資と分配  

２．科学技術・イノベーションへの重点的投資  

３．スタートアップの起業加速及びオープンイノベーションの推進  

４．ＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）及びＤＸ（デジタル・トランスフォーメ

ーション）への投資  

 

Ⅳ．社会的課題を解決する経済社会システムの構築  

１．民間で公的役割を担う新たな法人形態・既存の法人形態の改革の検討  

２．競争当局のアドボカシー（唱導）機能の強化  

３．寄付文化やベンチャー・フィランソロフィーの促進など社会的起業家への支

援強   化  

４．インパクト投資の推進  

５．孤独・孤立など社会的課題を解決するＮＰＯ等への支援  

６．コンセッション（ＰＰＰ／ＰＦＩを含む）の強化  

 

Ⅴ．経済社会の多極集中化 

１．デジタル田園都市国家構想の推進  

２．一極集中管理の仮想空間から多極化された仮想空間へ  

３．企業の海外ビジネス投資の促進  

 

Ⅵ．個別分野の取組 

１．国際環境の変化への対応  

２．宇宙  

３．海洋  
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４．金融市場の整備  

５．グローバルヘルス（国際保健）   

６．文化芸術・スポーツの振興  

７．福島をはじめ東北における新たな産業の創出  

 

Ⅶ．新しい資本主義実現に向けた枠組み 

１．工程表の策定とフォローアップ 

２．官と民の連携  

３．経済財政運営の枠組み 

 

その他 ― 

 

  



 

206 

 

27）環境研究・環境技術開発の推進戦略（ID:128） 

文書名 環境研究・環境技術開発の推進戦略  

発行年 2019 年 5 月 21 日 

概要 本戦略は、2018 年 4 月に閣議決定された第五次環境基本計画において、同計

画に基づく環境研究・環境技術開発の推進戦略を策定することとされた。こうし

たことを踏まえ、2015 年答申の戦略期間中ではあるが、新たに推進戦略を策定

することとした。  本戦略では、現下の状況を踏まえつつ、中長期の目指すべき

社会像を設定した上で、環境分野において今後５年間で重点的に取り組むべき

研究・技術開発の課題を設定するとともに、それらの効果的な実施のための方

策を提示するものである。 

URL https://www.env.go.jp/policy/tech/kaihatsu.html 

リスト数  

目次 はじめに 

 

第１章  環境を巡る政策動向や社会の現況  

 

第２章  環境分野の研究・技術開発の戦略的推進のための基本的な考え方  

１．中長期的に目指すべき社会像について 

２．環境分野の研究・技術開発における国の役割と施策展開の在り方  

 

第３章  今後５年間で重点的に取り組むべき環境分野の研究・技術開発  

１．領域及び取り組むべき課題の設定に関する基本的な考え方  

２．重点的に取り組むべき課題（重点課題）の具体的な内容  

 

第４章  環境分野の研究・技術開発の効果的な推進方策   

１．重点課題の解決に資する研究・技術開発を支援する施策の考え方  

２．環境政策に貢献する研究開発の核となる環境研究総合推進費の改善  

３．環境研究の中核機関としての国立環境研究所の役割  

４．地域の環境研究拠点の役割強化  

５．研究・技術開発成果の社会実装や国際展開に資する施策の推進  

６．環境分野の研究・技術開発や政策立案に貢献する基盤的な情報の整備  

７．研究開発施策の国民へのアウトリーチの強化  

８．推進戦略の実施状況に関するフォローアップの実施  

 

参考資料 

 

その他 ― 
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28）健康・医療戦略（ID:130） 

文書名 健康・医療戦略 

発行年 2021 年 4 月 9 日 

概要 本戦略は、推進法第１条に定められているとおり、国民が健康な生活及び長寿

を享受することのできる社会（健康長寿社会）を形成するためには、世界最高水

準の医療の提供に資する医療分野の研究開発及び健康長寿社会の形成に資

する新産業創出を図るとともに、それを通じた我が国経済の成長を図ることが重

要となっている。本戦略は、これを踏まえ、同法第  17 条に基づき、政府が講ず

べき健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための計画として策定するものである。本戦略は、

2040 年頃までを視野に入れ、2020 年度から 2024 年度までの５年間を対象と

し、2024 年度末までに全体の見直しを行うこととする。 

URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/senryaku/index.html  

リスト数  

目次 はじめに（健康・医療戦略に係る経緯等）  

 

1. 総論 

1.1. 基本理念等 

1.2. 対象期間 

 

2. 現状と課題 

2.1 健康・医療をめぐる我が国の現状  

2.2 第１期の健康・医療戦略の成果と課題  

 

3. 基本方針 

3.1. 世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研究開発の推進に係

る基本方針 

3.2. 健康長寿社会の形成に資する新産業創出及び国際展開の促進等に係

る基本方針 

 

4. 具体的施策 

4.1. 世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研究開発の推進  

4.2. 健康長寿社会の形成に資する新産業創出及び国際展開の促進等  

4.3. 健康長寿社会の形成に資するその他の重要な取組  

4.4. 研究開発及び新産業創出等を支える基盤的施策  

4.5. 達成すべき成果目標（KPI） 

 

5. 施策の推進 

 

その他 ― 
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29）農林水産研究イノベーション戦略 2022（ID:131） 

文書名 農林水産研究イノベーション戦略 2022 

発行年 2022 年 5 月 24 日 

概要 本戦略は、、日進月歩の科学技術の発展を踏まえ、食料・農業・農村基本計画

に基づき毎年度策定することとしており、今般の戦略では、「持続可能で健康な

食の実現」、「2050 年カーボンニュートラル達成への貢献と資源循環の追求」、

「スマート農林水産業の早期実装を通じた諸課題の解決」をテーマに、今後の

研究開発の方向性を示しました。あわせて、産学官と現場が一体となった研究

開発環境の整備強化の方向性を示した。 

URL https://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/220524.html 

リスト数  

目次 １ 農林水産研究イノベーション戦略 2022 の策定方針 

（１）戦略の位置付け 

（２）農林水産研究イノベーション戦略 2022 の策定方針 

 

２ 農林水産研究をめぐる最近の社会・経済や政策の情勢  

 

３ 重点的に行う研究政策 

（１）持続可能で健康な食の実現  

（２）2050 年カーボンニュートラル達成への貢献と資源循環の追求  

（３）スマート農林水産業の早期実装を通じた諸課題の解決  

 

４ 研究開発環境の整備 

（１）研究開発・実証プロジェクトの推進 

（２）先進的研究開発マネジメント 

（３）人材育成 

（４）グローバル研究拠点の形成  

 

その他 ― 
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30）みどりの食料システム戦略（ID:132） 

文書名 みどりの食料システム戦略 

発行年 2021 年 5 月 12 日 

概要 我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害・地球温暖化、生産者の減少

等の生産基盤の脆弱化・地域コミュニティの衰退、新型コロナを契機とした生

産・消費の変化などの政策課題に直面しており、将来にわたって食料の安定供

給を図るためには、災害や温暖化に強く、生産者の減少やポストコロナも見据え

た農林水産行政を推進していく必要がある。このような中、健康な食生活や持続

的な生産・消費の活発化や ESG 投資市場の拡大に加え、諸外国でも環境や健

康に関する戦略を策定するなどの動きが見られます。今後、このような SDGs や

環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我が国の食料・農

林水産業においてもこれらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構築す

ることが急務となっている。このため、農林水産省では、食料・農林水産業の生

産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦

略」を策定した。 

URL https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/ 

リスト数  

目次 １ はじめに 

２ 本戦略の背景 

（１）我が国の食料・農林水産業が直面する持続可能性の課題  

（２）今後重要性が増す地球環境問題と SDGs への対応  

（３）持続的な食料システムの構築の必要性  

３ 本戦略の目指す姿と取組方向  
（１）本戦略の策定とこれに基づく取組  

（２）政策手法のグリーン化  

（３）国民理解の促進  

（４）本戦略により期待される効果  

（５）本戦略が目指す姿と KPI 

４ 具体的な取組 
（１）資材・エネルギー調達における脱輸入・脱炭素化・環境負荷軽減の推進  

（２）イノベーション等による持続的生産体制の構築  

（３）ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立  

（４）環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進  

（５）食料システムを支える持続可能な農山漁村の創造  

（６）サプライチェーン全体を貫く基盤技術の確立と連携  

（７）カーボンニュートラルに向けた森林・木材のフル活用による CO2 吸収と固定

の最大化  

５ 工程表等 

１ 各目標の達成に向けた技術の取組  

２ 個々の技術の研究開発・実用化・社会実装に向けた工程表  
（１）2050 年までの技術の工程表  

（２）現在から直近５年程度までの技術の工程表  

その他 ― 
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31）国家防衛戦略（ID:140） 

文書名 国家防衛戦略 

発行年 2022 年 12 月 16 日 

概要 政府は、1976 年以降６回策定してきた自衛隊を中核とした防衛力の整備、維持

及び運用の基本的指針である防衛計画の大綱に代わって、我が国の防衛目

標、防衛目標を達成するためのアプローチ及びその手段を包括的に示すため、

「国家防衛戦略」を策定する。 今般、本戦略及び「防衛力整備計画」（令和４

年 12 月 16 日国家安全保障会議決定及び閣議決定）において、政府が決定し

た防衛力の抜本的強化とそれを裏付ける防衛力整備の水準についての方針

は、戦後の防衛政策の大きな転換点となるものである。 

URL https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/index.html  

リスト数  

目次 I  策定の趣旨 

 

II  戦略環境の変化と防衛上の課題   

１ 戦略環境の変化 

２ 我が国周辺国等の軍事動向   

３ 防衛上の課題 

 

III  我が国の防衛の基本方針 

１ 我が国自身の防衛体制の強化  

２ 日米同盟による共同抑止・対処  

３ 同志国等との連携 

 

IV  防衛力の抜本的強化に当たって重視する能力  

１ スタンド・オフ防衛能力  

２ 統合防空ミサイル防衛能力  

３ 無人アセット防衛能力 

４ 領域横断作戦能力 

５ 指揮統制・情報関連機能  

６ 機動展開能力・国民保護  

７ 持続性・強靱性 

 

V  将来の自衛隊の在り方 

１ ７つの重視分野における自衛隊の役割  

２ 自衛隊の体制整備の考え方  

３ 政策立案機能の強化 

 

VI  国民の生命・身体・財産の保護・国際的な安全保障協力への取組   

１ 国民の生命・身体・財産の保護に向けた取組  

２ 国際的な安全保障協力への取組  

 

VII  いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤   

１ 防衛生産基盤の強化 
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２ 防衛技術基盤の強化  

３ 防衛装備移転の推進 

 

VIII  防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化   

１ 人的基盤の強化 

２ 衛生機能の変革 

 

IX  留意事項 

 

その他 ― 
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32）デジタル田園都市国家構想総合戦略（ID:141） 

文書名 デジタル田園都市国家構想総合戦略  

発行年 2022 年 12 月 23 日 

概要 本戦略は、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」は、まち・ひと・しごと創⽣法

（平成 26 年法律第  136 号）第８条第１項に規定する「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」として策定した第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020 改訂

版）（令和２年 12 月 21 日閣議決定）について、同条第６項の規定に基づき変

更するものである。デジタル田園都市国家構想を実現するために、各府省庁の

施策を充実・強化し、施策ごとに 2023 年度から 2027 年度までの 5 か年の KPI

（重要業績評価指標）とロードマップ（工程表）を位置づけたものです。地方は、

それぞれの地域が抱える社会課題などを踏まえて、地域の個性や魅力を生かす

地域ビジョンを掲げた「地方版総合戦略」の策定に努める。 

URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/sougousenryaku/index.html  

リスト数  

目次 第１章 デジタル田園都市国家構想の実現のために 

 

第２章 デジタル田園都市国家構想の実現に必要な施策の方向  

１．取組方針 

（１）デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上  

（２）デジタル基盤整備 

（３）デジタル人材の育成・確保  

（４）誰一人取り残されないための取組 

２．政策間連携の推進 

 

第３章 地域ビジョンの実現 

１．地域ビジョンの実現に資する施策間連携・地域間連携の推進  

（１）施策間連携・地域間連携の必要性  

（２）施策間連携・地域間連携の方向  

２．デジタル実装の基礎条件整備に係る施策間連携・地域間連携の推進  

（１）デジタル基盤の整備  

（２）デジタル人材の育成・確保  

（３）誰一人取り残されない取組  

 

第４章 各分野の施策の推進 

１.分野横断的な施策の推進 

２.分野別の施策の推進 

（１）デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上  

（２）デジタル基盤整備 

（３）デジタル人材の育成・確保  

（４）誰一人取り残されないための取組 

３．地域ビジョンの実現に資する施策間連携・地域間連携の推進  

（１）モデル地域ビジョンや重要施策分野における施策間連携・地域間連携  

（２）その他の施策分野における施策間連携・地域間連携  
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４．デジタル実装の基礎条件整備に係る施策間連携・地域間連携の推進  

（１）デジタル基盤の整備  

（２）デジタル人材の育成・確保  

（３）誰一人取り残されないための取組 

 

その他 ― 
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33）「世界一安全な日本」創造戦略 2022（ID:142） 

文書名 「世界一安全な日本」創造戦略 2022 

発行年 2022 年 12 月 20 日 

概要 本戦略は、今後５年間を視野に、各種課題に的確に対処し、国民の治安に対

する更なる信頼感を醸成し、我が国を世界一安全で安心な国とすべく、「「世界

一安全な日本」創造戦略 2022」を策定し、政府を挙げて以下に掲げるような施

策に取り組むこととする。 

URL https://www.kantei.go.jp/jp/content/000119821.pdf  

リスト数  

目次 I  治安の現状と戦略の概要  

１ 治安の現状 

２ 新たな戦略の基本的考え方  

３ 戦略の構成 
（１）デジタル社会に対応した世界最高水準の安全なサイバー空間の確保  

（２）国内外の情勢に応じたテロ対策、カウンターインテリジェンス機能  の強化等

の推進 

（３）犯罪の繰り返しを食い止める再犯防止対策の推進  

（４）組織的・常習的に行われる悪質な犯罪への対処  

（５）子供・女性・高齢者等全ての人が安心して暮らすことのできる社会  環境の実

現 

（６）外国人との共生社会の実現に向けた取組の推進  

（７）「世界一安全な日本」創造のための治安基盤の強化  

 

II 戦略の内容 

１ デジタル社会に対応した世界最高水準の安全なサイバー空間の確保  
（１）サイバー空間の脅威等への対処  

（２）国際連携の推進  

（３）インターネット上の違法・有害情報等の収集及び分析の高度化  

（４）民間事業者、関係機関等と連携したサイバーセキュリティ強化  

２  国内外の情勢に応じたテロ対策、カウンターインテリジェンス機能の 強化等

の推進 
（１）G７サミット等の大規模行事を見据えたテロに強い社会の構築  

（２）テロ等の脅威に対する警戒警備等の強化  

（３）水際対策の強化  

（４）テロの手段を封じ込める対策の強化  

（５）国際連携を通じたテロの脅威等への対処  

（６）テロの未然防止のための情報収集・分析体制の充実強化  

（７）経済安全保障の強化に向けた取組の推進  

（８）テロ資金供与等対策の強化  

（９）大量破壊兵器等の国境を越える脅威に対する対策の強化  

（10）北朝鮮による日本人拉致容疑事案等への対応  

（11）カウンターインテリジェンス機能の強化  

（12）外交一元化の下での「司法外交」の推進  

（13）緊急事態への対処能力の強化  

３ 犯罪の繰り返しを食い止める再犯防止対策の推進  
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（１）「再犯防止推進計画」に基づく再犯防止対策の推進  

（２）就労支援及び住居の確保の推進等  

（３）対象者の特性に応じた指導及び支援の強化  

（４）社会的な孤立を防ぐための地域社会での相談・支援連携の拠点確保  

（５）保護司等民間協力者の活動を充実させるための支援強化  

（６）更生保護施設の処遇機能の充実  

（７）地方公共団体等による再犯の防止の推進に向けた取組の支援   

（８）再犯防止対策に対する国民の理解と協力の推進  

４ 組織的・常習的に行われる悪質な犯罪への対処  
（１）対立抗争への対応をはじめとする暴力団対策等の推進  

（２）特殊詐欺対策の強化  

（３）マネー・ローンダリング等対策の強化  

（４）覚醒剤や大麻等の違法薬物等への対策の推進  

（５）模倣品・海賊版対策の強化  

（６）国際的な犯罪対策の推進  

（７）社会の安全安心を脅かす各種事犯への対策の推進  

５ 子供・女性・高齢者等全ての人が安心して暮らすことのできる社会環  

境の実現 

（１）子供・女性の安全安心の確保  

（２）高齢者の安全安心の確保  

（３）犯罪に強いまちづくり等の身近な犯罪への対策の推進  

（４）犯罪被害者等への支援  

６ 外国人との共生社会の実現に向けた取組の推進  
（１）外国人の受入れ環境の整備   

（２）不法入国等の事前阻止  

（３）不法滞在者の縮減に向けた対策強化  

（４）関係機関の連携強化  

（５）外国人の安全安心の確保  

７ 「世界一安全な日本」創造のための治安基盤の強化  
（１）第一線の職務執行を支える取組の強化  

（２）先端技術・デジタル技術の活用の推進  

（３）時代に即した捜査力の強化  

 

その他 ― 
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（４）文書の概要（海外文献）  

1）Global risks report 2022（ID:147） 

文書名 Global risks report 2022 

発行年 2022 年 

概要 本報告書は、世界経済フォーラムのグローバル・リスク・プラクティスによって招集

された、世界有数のリスク専門家の拡大するコミュニティ（グローバル・リスク・レポ

ート諮問委員会、最高リスク責任者コミュニティ、フロンティアリスクに関するグロ

ーバル未来協議会）の集合知を引き続き活用するものであり、また、官民の地域

およびテーマの専門家との一連の協議でもあります。また、官民の地域別・テー

マ別の専門家との協議も行っています。 

また、本報告書は、新しい経済社会の実現、人と地球のための気候変動対策の

加速、第 4 次産業革命技術の活用、産業の変革、グローバルおよび地域協力

の強化に取り組む世界経済フォーラムのプラットフォームからも引用し、支援して

います。これらのプラットフォームとそのステークホルダーは これらのプラットフォ

ームとその関係者は、本報告書から得た知見をもとに、世界最大の課題に取り

組み、より強いレジリエンスと協力体制を構築するためのアジェンダを策定してい

ます。。 

URL https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/ 

リスト数  

目次 Preface 

Executive Summary 

CHAPTER 1 Global Risks 2022: Worlds Apart 

CHAPTER 2 Disorderly Climate Transition 

CHAPTER 3 Digital Dependencies and Cyber Vulnerabilities 

CHAPTER 4 Barriers to Migration 

CHAPTER 5 Crowding and Competition in Space 

CHAPTER 6 Refreshing Resilience 

 

その他 ― 

 

2）Future Shocks 2022: Addressing risks and building capabilities for Europe in a 

contested world（ID:148） 

文書名 Future Shocks 2022: Addressing risks and building capabilities for Europe in a 

contested world 

発行年 2022 年 4 月 7 日 

概要 コロナウイルス危機は、EU がさまざまなリスクに直面していること、そしてそれらの異質

なリスクが相互に関連していることだけでなく、EU に対するそのような挑戦への対応

は、たとえ EU が明確な権限を持たない分野であっても、EU とその加盟国が協力して

行動することでより強力になることを示しています。本調査の起草中に始まったロシア

のウクライナ戦争は、EU による協調行動の付加価値だけでなく、大きなショックに対
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処するための新しく効果的な解決策を見出す EU 機関や加盟国の能力も教えてくれ

る。年次シリーズの第 1 回目となる本書は、EU システムのリスクとその能力、回復力を

評価することを目的としている。グローバルなリスクのレビューに基づき、欧州とその国

民に被害を与える可能性のある特定のリスクについて詳細に検討する。そして、欧州

がそのようなリスクの危険性に対処し、潜在的な損害を最小限に抑えることができるよ

うにするための政策対応の選択肢を提示するものである。提示された選択肢の中に

は、これまで欧州議会の決議、他の EU 機関の見解、シンクタンクや利害関係者の政

策文書に含まれていたものが含まれている。 

URL https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)729374  

リスト数  

目次 Introduction  

Key risks to Europe for 2022 and beyond 

• Russia's brutal expansionism 

• Extreme weather events 

• Very high energy prices  

• Another major pandemic 

• Is a public debt risk looming post-Covid? 

• Stalling economy with possible slumpflation 

• Semiconductor supply chain disruption 

• Growing democratic fragility 

• Collapse of the internet 

• Algorithms undermining rational political debate 

• Deepening and pervasive social divisions 

• EU spending capacity under threat 

• New 'China shock(s)' 

• Major slowdown of the Chinese economy 

• Acute stress at EU borders 

 

Policy responses (capabilities and potential action)  

• Climate-proofing the EU 

• Building a European social model for the 21st century 

• Strengthening our energy security 

• Responding better to future pandemics 

• Promoting economic recovery and resilience 

• Establishing greater strategic autonomy for European industry  

• Consolidating strategic ties with democracies 

• Building a healthier online environment for healthy democracies  

• Safeguarding EU and global food security 

• Strengthening European defence union 

• Consolidating EU internal security 

 

その他 ― 
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3）Cambridge Global Risk Index 2020（ID:149） 

文書名 Cambridge Global Risk Index 2020 

発行年 2019 年 

概要 2020 年グローバルリスク指数は、世界の GDP の 41％を占める主要都市を対象

に、将来の大災害が世界経済に与える影響を定量化したものです。このインデッ

クスは、22 種類の脅威による経済生産へのリスクを定量化し、279 の異なる都市

について標準化された指標として「GDP@Risk」の推定値を提供します。2020 年

版のハイライトは、サイバー攻撃リスクの継続的な増加、商品価格の変動が続く

可能性、地政学的イベントによる高リスクの維持である。 

URL https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-

research/centres/risk/research/cambridge-global-risk-index/ 

リスト数  

目次 Cambridge Global Risk Index 2020 

How We Analyse Risk 

Natural Catastrophe and Climate 

Finance, Economics, and Trade 

Geopolitics and Security 

Technology and Space 

Health and Humanity 

Changes in the Risk Landscape 

Conclusion 

その他 ― 

 

4）Global Trends 2040（ID:150） 

文書名 Global Trends 2040 

発行年 2021 年 3 月 

概要 国 家 情 報 会 議 （ National Intelligence Council ） の「 グローバル・ トレンド（ Global 

Trends）」報告書の第 7 版へようこそ。1997 年以来、4 年ごとに発行されており、今

回で第 7 班である。『Global Trends』は、今後 20 年間の米国の戦略環境を形成す

る重要なトレンドと不確実性を評価するものである。Global Trends は、各政権の初期

に政策立案者が国家安全保障戦略を策定し、不確実な未来を乗り切るための分析

的枠組みを提供することを目的としている。具体的には、2040 年の世界を具体的に

予測することではなく、政策立案者や市民が地平線の向こうに何があるのかを知り、

さまざまな可能性のある未来に備えることができるようにすることにある。本報告書は

3 つのセクションで構成されています。まず、人口動態、環境、経済、テクノロジーの 4

つの中核領域における構造的な力を調査する。 

URL https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf  

リスト数  

目次 FOREWORD 

INTRODUCTION 
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KEY THEMES 

EXECUTIVE SUMMARY 

THE COVID-19 FACTOR: EXPANDING UNCERTAINTY 

STRUCTURAL FORCES 

DEMOGRAPHICS AND HUMAN DEVELOPMENT 

Future Global Health Challenges 

ENVIRONMENT 

ECONOMICS 

TECHNOLOGY 

EMERGING DYNAMICS 

SOCIETAL: DISILLUSIONED, INFORMED, AND DIVIDED 

STATE: TENSIONS, TURBULENCE, AND TRANSFORMATION 

INTERNATIONAL: MORE CONTESTED, UNCERTAIN, AND CONFLICT PRONE 

The Future of Terrorism: Diverse Actors, Fraying International Efforts  

SCENARIOS FOR 2040 CHARTING THE FUTURE AMID UNCERTAINTY 

RENAISSANCE OF DEMOCRACIES 

A WORLD ADRIFT 

COMPETITIVE COEXISTENCE 

SEPARATE SILOS 

TRAGEDY AND MOBILIZATION 

REGIONAL FORECASTS 

TABLE OF GRAPHICS 

ACKNOWLEDGEMENTS 

その他 ― 

 

5）ESPAS Report 2019 : Global Trends to 2030（ID:151） 

文書名 ESPAS Report 2019 : Global Trends to 2030 

発行年 2019 年 4 月 

概要 世界のパワーシフト、自由民主主義国家への圧力、グローバルガバナンスへの

挑戦、経済モデルや社会構造の変革、テクノロジーの新たな利用と誤用、対照

的な人口統計パターン、人類のエコロジカルフットプリントの増加など、世界は新

しい地政学、地経済、地技術の秩序に向かって大きく前進している。この急速に

変化する世界において、欧州はどのような役割を果たすのだろうか。EU が米国と

中国の間に挟まれたミドルパワーで終わらないようにするには、どうすればよいの

でしょうか。2030 年、ヨーロッパが自らの手で運命を切り開くためには、何が必要

であるか。 

未来は今、明日の課題（と機会）は今日の選択によって決定されます。しかし、

未来はかつてのようなものではありません。世界は以前よりもはるかに複雑化し、

争奪戦や競争が激しくなり、かつてないスピードで変化しています。国内、欧州、

世界情勢が相互に関連し、依存し合っていることから、俊敏な政策・意思決定、

レジリエンス、戦略的先見性、先見的ガバナンスが新たに重視されるようになり、

これらのすべてがかつてないほど重要となっています。必要性と緊急性が増して

いるにもかかわらず、「備えの文化」を発展させ、未来を積極的に形成すること

は、より困難で試練を伴うものとなっている。 
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URL https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/node/1362 

リスト数  

目次 Introduction: between prediction and foresight 

Welcome to 2030: the mega-trends 

On the road to the future: the catalysts 

Time to decide: the game-changers 

Action and inaction: two scenarios for 2030 

Conclusion: foresight does not replace the future 

その他 ― 

 

6）ESPAS Global Trends Mid-Term Report（ID:152） 

文書名 ESPAS Global Trends Mid-Term Report 

発行年 2021 年 11 月 

概要 欧州戦略・政策分析システム（ESPAS）は、5 年ごとの最新版「Global Trends 

Report」を発行しました。Global Trends to 2030: Challenges and Choices for 

Europe」と題された同レポートは、世界の主要な中長期トレンドを特定し、欧州の

政策立案者にとっての潜在的な影響のいくつかを追跡することを目的とした。そ

して、2021 年 11 月に開催される最新の ESPAS 年次大会に合わせて、ESPAS

運営グループは、この 2 年半の間に何が変化したのか、いくつかの面で予想外

の展開があったことを踏まえ、中期的な最新情報を発表した。前回の ESPAS グ

ローバル・トレンド・レポート発行以降、COVID-19 とその影響、ジョセフ・バイデン

のアメリカ大統領選挙、中国の極超音速ミサイル実験などの出来事が、未来のト

レンドに影響を及ぼした。さらに、新たなトレンドも生まれ、私たちの価値観や優

先順位も変化している。要するに、未来が変わっただけでなく、それについて私

たちがどう感じるかも変わってきた。本書は、前回レポートの発表以降、未来はど

のように変化したか、新たに注目すべきトレンドはあるか、私たちの認識や解釈は

どのように変化したかに着目し、レポートする。 

URL https://www.iss.europa.eu/content/espas-global-trends-mid-term-report 

リスト数  

目次 Introduction 

‘Finger on the trend’ pulse: Where are global trends heading?  

Blind spots of the future: Elements of surprise 

New trends or outliers? Some weak signals 

What happens next? 

その他 ― 

 

7）Towards a green & digital future（ID:154） 

文書名 Towards a green & digital future 

発行年 2022 年 6 月 27 日 
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概要 本調査では、グリーン・トランジションとデジタル・トランジションをいかに成功させ

るかを検証しています。グリーン・トランジションとデジタル・トランジションは、いず

れも欧州委員会の政治的優先課題であり、長期的に我々の未来を形成するも

のである。この 2 つの同時進行、つまり「双子」の移行は、多くの分野で互いを強

化することができますが、自動的に一致するわけではありません。例えば、デジタ

ル技術は、グリーン・トランジションの目標に反するような大きな環境フットプリント

を持つ。このため、双子の移行を成功裏に実施するためには、積極的かつ統合

的なアプローチで管理することが重要である。本研究の目的は、欧州連合がこの

2 つの移行を相互に強化するために、どのようにすればよいかを分析することであ

る。そのために、本研究では、最も温室効果ガスを排出する 5 つの部門に焦点を

当てる： 1）農業、2）建物と建設、3）エネルギー、4）エネルギー集約型産業、5）

輸送とモビリティです。この分析に基づき、欧州連合のグリーン・トランジションと

デジタル・トランジションを成功させるための重要な要件を導き出す。 

URL https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129319  

リスト数  

目次 1. Introduction 

2. Research approach 

3. Goals of the twin transitions 

The green transition 

The digital transition 

The importance of linking the green and digital transitions 

4. Contextual factors for the twin transitions 11 

Social factors  

Economic factors 

Political factors 

5. Digital technologies in the context of the twin transitions 

Digital technologies and their development 

Functions of digital technologies in enabling the green transition  

Interplay between the digital and green transitions 

6. Green technologies in the context of the twin transitions 

Agriculture 

Buildings and construction 

Energy 

Energy-intensive industries 

Transport and mobility 

7. Key requirements for the green and digital transitions 

8. Conclusions 

 

その他 ― 

 

8）Global Scenarios 2035（ID:155） 

文書名 Global Scenarios 2035 

発行年 2021 年 5 月 20 日 
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概要 本報告書は、2020 年と 2021 年の数ヶ月間にわたって行われた、参加型のマル

チステークホルダーフォーサイトプロセスの結果である。本書で紹介する 3 つのシ

ナリオは、OECD 戦略的フォーサイト・ユニットが、今後 15 年間にグローバル・コ

ラボレーションと OECD に破壊的な結果をもたらす可能性のある変化要因を特

定するために行ったホライズン・スキャンニングに由来する。各シナリオは、OECD

の関連部局からのインプットを得て作成され、OECD に遠大な影響を及ぼしうる

将来についての 1 つか 2 つの重要な仮定に挑戦するように設計された。 

 

URL https://www.oecd-ilibrary.org/economics/global-scenarios-2035_df7ebc33-

en 

リスト数  

目次 Preface 

Foreword 

Executive Summary 

Global Scenarios 2035: Exploring implications for the future of global 

collaboration 

and the OECD 

*Introduction 

*Drivers of Global Change 9 

*Three Scenarios for the World in 2035 

*Strategic considerations for the future of the OECD 

Conclusion and Next Steps 21 

 

Annex A. Scenario implications by category 

Annex B. Questions for further reflection and consultation 

その他 ― 

 

9）Megatrend cards 2020（ID:157） 

文書名 Megatrend cards 2020 

発行年 2022 年 3 月 6 日 

概要 Sitra のトレンドカードには、私たちの生活にすでに影響を与えていると思われる

さまざまなトレンドが掲載されています。私たちの生活に影響を与え、結果として

私たちの未来に影響を与えると信じています。その結果、私たちの未来に影響を

与えると思われるさまざまなトレンドを掲載しています。また、そのトレンドの間にあ

る トレンドの間にある緊張感の説明も含まれている。 

トレンドカードは、未来を予測するために使用するものではありません。未来を予

測するものではありません。しかし、このカードを使うことで、あなたの思考を刺激

し を刺激し、思考の幅を広げ、新しいアイデアを生み出し 新しいアイデアを思

いついたり、未来の姿を思い描くのに役立ちます。を思い描くことができます。必

要なのはトレンドカードだけ、 ペンと紙。同僚や友人に協力してもらうのも 同僚

や友人の協力を得るのも良いアイデアである。 

URL https://www.sitra.fi/en/publications/megatrend-cards-2020/ 
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リスト数  

目次 ※将来のトピックごとに構成。 

その他 ― 

 

10）Our Future World 

文書名 Our Future World 

発行年 2022 年 6 月 

概要 メガトレンドとは、通常、数年から数十年かけて展開される変化の軌跡のことで

す。数年から数十年にわたり展開される変化の軌跡であり、大きな変革の可能性

を秘めたものである。大きな変革の可能性を秘めた変化の軌跡のことである。

CSIRO は 2012 年に 2012 年、CSIRO は「Our Future World」レポートの一部と

して、世界的なメガトレンドを発表した。Our Future World」報告書の一部として、

2012 年に発表した。これらのメガトレンドは は、長期的な戦略や政策の方向性

を示すのに役立った。このメガトレンドは、過去 10 年間におけるオーストラリアの

組織の長期的な戦略や政策の方向性を示すものであった。一方で、この間に多

くのことが変化した。COVID-19 の世界的な大流行、 ウクライナ危機、そして世

界貿易への影響などです。貿易への影響などである。これらの変化は、オースト

ラリアの企業、地域社会、政府に大きな影響を与え、新たなリスクと機会を露呈し

ている。 

本レポートは、政府、産業界、非営利セクター、そしてより広範なオーストラリア社

会における長期的な投資、戦略、政策の方向性を導くという観点から、2042 年

までの CSIRO のグローバルメガトレンドに関する最新情報を提供する。CSIRO

のこれまでのグローバルメガトレンドに類似したアプローチを採用した本作品は、

これまでのメガトレンドが過去 10 年間にどのように進化してきたか、またこの期間

に出現した新しいトレンド、影響、推進力を調査し、これらのトレンドが今後 10 年

間にどのように展開するかについての視点を提供する。今後 10 年間、これらのト

レンドがどのように展開するのかを展望する。 

URL https://www.csiro.au/en/research/technology-space/data/our-future-world 

リスト数  

目次 Global megatrends: The 2022 revision 

Background 

Adapting to a changing climate 

Leaner, cleaner and greener 

The escalating health imperative 

Geopolitical shifts 

Diving into digital 

Increasingly autonomous 

Unlocking the human dimension 

Our methods 

References 

その他 ― 
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11）Megatrends 2040 (Greece)（ID:159） 

文書名 Megatrends 2040 (Greece) 

発行年 2022 年 7 月 29 日 

概要 本書は、国際社会にとって重要なメガトレンドとトレンドを紹介しています。ここで

紹介するメガトレンドの多くは、欧州委員会のメガトレンドハブ 1 や、ホライズンス

キャニングの手順で認められた他の情報源で発見されたものである。さらに、公

共機関が今後の変化や課題の相互関係を理解するための第一歩として利用で

きる「フューチャーホイール」の簡単な方法を付録 I に示した。これらのメガトレン

ドのうち、多くのアナリストが同時に変革の力として挙げているのが、グローバリゼ

ーションとテクノロジーの進化に言及する 2 つのメガトレンドである。テクノロジーの

進化を指す。これらはともに、経済、社会、そして私たちのライフスタイルを形作っ

ている。これらメガトレンドの分析から生まれた重要なテーマを集約した。 

URL https://foresight.gov.gr/wp-

content/uploads/2022/07/MEGATRENDS.Greece2040-en.pdf 

リスト数  

目次 Introduction 

Global Megatrends 

Megatrend 1 Climate change demands ecological reform 

Megatrend 2 Resource scarcity 

Megatrend 3 Demographic imbalances 

Megatrend 4 Urbanisation 

Megatrend 5 Rapid technological development and Hyper-connectivity 

Megatrend 6 Growth of middle class and consumption on a global level  

Megatrend 7 Shift of Power towards the East and the South 

ANNEX 1 Example of use of Megatrends 

Sources- Footnotes 

その他 ― 

 

12）THE WORLD IN 2040 (Allianz Partner)（ID:161） 

文書名 THE WORLD IN 2040 (Allianz Partner) 

発行年 2019 年 6 月 

概要 ヘルスケア、モビリティ、トラベル、ホームの未来  

2040 年の世界」シリーズは、アリアンツ・パートナーズの委託を受け、未来学者レ

イ・ハモンドが開発したもので、アリアンツグループが将来の顧客ニーズを先取り

するための取り組みの一環である。 

本シリーズは、アリアンツ・パートナーズの専門分野である国際医療保険、アシス

タンス保険、自動車保険、旅行保険の文脈で、2040 年の世界がどのようになる

かを予測するレポートを、2019 年にかけて多数発表していく予定です。レポート

では、ロボットやオートメーションが職場から家庭まで日常生活をどのように変える

か、複数の医療革命がどのように人生を改善・延長するか、ドライバーレスやパイ

ロットレスの自動車、列車、飛行機が潜在的に与える影響など、幅広い未来のト

レンドやトピックを検証している。世界が加速する変化とそれに伴うグローバルな
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課題に直面する中、アリアンツ・パートナーズは将来を見据え、未来のお客様に

提供できるような革新的な取り組みに専念していく。 

URL https://www.allianz-partners.com/en_IN/press-and-media/reports/the-

world-in-2040.html 

リスト数  

目次 About the Author 

Asymmetric Global Population Explosion 

Climate Change 

The Renewable Energy Revolution 

Globalisation 

Multiple Revolutions in Healthcare 

Accelerating, Exponential Information Technology Development 

The Bottom Two Billion – the World’s Poorest People 
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